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一

は

じ

め

に

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
安
曇
野
市
文
書
館
の
青
木
弥
保
で
す
。
本
来
で

あ
れ
ば
、
秋
田
県
へ
お
伺
い
し
て
お
話
を
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
時
節
柄

そ
れ
が
叶
わ
ず
、
大
変
残
念
に
思
い
ま
す
。

安
曇
野
市
文
書
館
の
話
を
始
め
る
前
に
、
ま
ず
安
曇
野
市
と
い
う
自
治
体

に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
安
曇
野
市
は
平
成
十
七
年
十
月
一
日
に
、
南
安

曇
郡
豊
科
町
・
穂
高
町
・
三
郷
村
・
堀
金
村
と
東
筑
摩
郡
明
科
町
が
対
等
合

併
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
人
口
は
令
和
三
年
四
月
一
日
現
在
で
約
九
万
六
千

人
、
合
併
直
後
は
十
万
人
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
緩
や
か
に
減

少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
観
光
地
と
し
て
有
名
な
北
ア
ル
プ
ス
や
、
水
田
耕
作

時
期
に
見
ら
れ
る
水
鏡
が
大
変
有
名
で
、
湧
水
を
主
体
と
し
た
観
光
地
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
一
方
で
、
工
業
生
産
高
も
少
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
長
野

県
内
七
十
七
市
町
村
の
中
で
上
位
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

安
曇
野
市
文
書
館
は
、
平
成
三

十
年
十
月
一
日
に
開
館
し
ま
し

た
。
所
管
は
教
育
委
員
会
文
化
課

博
物
館
係
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

文
化
課
に
は
、
美
術
（
美
術
館
）

や
音
楽
事
業
を
行
う
文
化
振
興
担

当
、
登
録
文
化
財
の
管
理
や
発
掘

調
査
を
行
う
文
化
財
保
護
係
、
市

内
五
館
の
図
書
館
運
営
を
行
う
図

書
館
係
と
、
博
物
館
や
文
書
館
を

統
括
す
る
博
物
館
係
の
四
係
が
あ

り
ま
す
。
四
係
に
は
、
正
規
職
員
が

各
係
に
三
か
ら
四
人
ず
つ
配
置
さ
れ

令
和
三
年
度
市
町
村
公
文
書
・
歴
史
資
料
保
存
利
用
推
進
会
議

基
調
講
演
（
十
一
月
二
十
六
日
）

地

域

の

資

料

を

保

存

す

る

安

曇

野

市

文

書

館

の

取

り

組

み

|

|

長
野
県
安
曇
野
市
教
育
委
員
会
文
化
課
博
物
館
係

主
査

青

木

弥

保

氏
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て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
写
真
が
安
曇
野
市
文
書
館
の
外
観
で
す
。
旧
堀
金
公
民
館

を
改
修
し
ま
し
て
、
文
書
館
と
公
民
館
の
講
堂
と
し
ま
し
た
。
左
側
は
公
民
館
の

講
堂
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
右
側
が
安
曇
野
市
文
書
館
で
す
。

現
在
の
職
員
数
は
、
正
規
職
員
が
二
人
、
再
任
用
職
員
が
二
人
、
会
計
年
度
任

用
職
員
が
四
人
で
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
一
人
が
館
長
で
、
計
八
名
で
す
。
博

物
館
係
に
は
、
私
を
含
め
て
三
人
の
正
規
職
員
と
係
長
が
一
人
い
ま
す
。

二

文
書
館
前
史

地
域
資
料
の
調
査
活
動

当
館
で
は
、
地
域
資
料
と
い
う
古
文
書
中
心
の
資
料
群
と
、
市
役
所
か
ら
移
管

し
た
公
文
書
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
管
理
し
て
い
ま
す
。
自
治
体
と
し
て
先
に
調

査
活
動
が
始
ま
っ
た
の
は
地
域
資
料
か
ら
で
し
た
。

今
も
地
域
資
料
の
整
理
は
、
穂
高
古
文
書
勉
強
会
に
所
属
し
て
い
る
方
々
と
連

携
を
取
り
な
が
ら
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
穂
高
古
文
書
勉
強
会
は
、
穂
高
町
と
親

密
な
関
係
に
あ
っ
て
、
公
民
館
活
動
の
中
で
自
主
的
に
、
町
に
預
け
ら
れ
た
古
文

書
の
整
理
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
昭
和
六
十
一
年
六
月
か
ら
十
月
に
町
の

公
民
館
講
座
と
し
て
古
文
書
入
門
講
座
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
終
了
後
、
受
講
生
の

中
か
ら
こ
の
講
座
を
こ
こ
で
終
わ
り
に
す
る
の
は
も
っ
た
い
と
い
う
声
が
挙
が

り
、
「
古
文
書
解
読
会
」
を
発
足
し
て
い
ま
す
。
現
在
で
も
発
足
か
ら
三
十
年
以

上
に
わ
た
っ
て
地
域
の
古
文
書
を
解
読
し
て
、
『
古
文
書
学
習
乃
阿
遊
美
（
こ
も

ん
じ
ょ
が
く
し
ゅ
う
の
あ
ゆ
み
）
』
と
い
う
本
も
刊
行
し
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は

良
く
で
き
て
い
て
、
原
本
の
写
真
と
解
読
文
・
解
説
を
二
冊
に
分
け
て
掲
載
し
て

い
て
、
内
容
が
と
て
も
重
厚
な
冊
子
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
活
動
が
穂
高
町
の
間
続
け
ら
れ
て
き
て
き
ま
し
た
。
安
曇
野
市
が
誕
生
し

て
か
ら
も
、
穂
高
古
文
書
勉
強
会
の
方
々
と
の
事
業
は
引
き
継
い
で
い
く
方
針
と

な
り
ま
し
た
。
平
成
二
十
一
年
に
、
図
書
館
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
小
規
模
ホ
ー
ル
を

一
体
化
し
た
新
し
い
文
化
施
設
、
穂
高
交
流
学
習
セ
ン
タ
ー
「
み
ら
い
」
が
開
館

し
ま
す
。
こ
の
「
み
ら
い
」
の
中
に
文
化
課
が
地
域
学
習
室
を
置
き
ま
し
た
。
当

初
は
、
地
域
の
歴
史
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
を
専
門
職
員
が
答
え
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
し
た
が
、
常
駐
す

る
職
員
の
日
常
的
業
務
と
し
て

地
域
資
料
の
整
理
が
始
ま
り
ま

す
。
こ
の
と
き
地
域
学
習
室
に

配
属
さ
れ
た
職
員
は
、
全
員
非

常
勤
職
員
で
し
た
が
、
皆
さ
ん

古
文
書
整
理
の
経
験
の
あ
る
方

で
す
。
三
郷
村
で
村
史
の
編
さ

ん
に
長
年
携
わ
っ
て
い
た
だ
い

た
方
や
、
穂
高
古
文
書
勉
強
会

の
会
員
を
雇
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

整
理
作
業
の
拠
点
は
設
置
で

き
ま
し
た
が
、
保
管
場
所
の
確
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保
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で

す
の
で
、
各
家
庭
か
ら
お
預
か

り
し
た
古
文
書
を
一
点
一
点
撮

影
し
て
返
却
す
る
、
と
い
う
方

針
で
整
理
を
続
け
て
い
ま
し

た
。
作
業
の
手
順
は
ま
ず
、
市

に
「
古
文
書
を
持
っ
て
い
る

が
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
」

と
い
う
連
絡
を
受
け
た
り
、
以

前
自
治
体
史
な
ど
で
使
わ
せ
て

い
た
だ
い
た
古
文
書
の
所
有
者

に
市
か
ら
連
絡
を
取
っ
た
り
し

て
、
各
家
庭
を
訪
問
し
ま
す
。

次
に
、
一
点
残
ら
ず
写
真
に
撮

り
、
そ
の
写
真
を
基
に
穂
高
古

文
書
勉
強
会
の
方
々
に
目
録
の

デ
ー
タ
を
と
っ
て
い
た
だ
く
作
業
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
作
成
さ

れ
た
目
録
情
報
を
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
登
録
し
て
い
き
、
写
真
と
資
料
名
と
資
料

情
報
が
一
体
に
な
る
表
を
作
り
ま
し
た
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
ア
ク
セ
ス
で
作
成
し

て
い
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
っ
て
印
刷
す
る
と
文
書
目
録
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

こ
う
し
た
作
業
手
順
は
、
文
書
館
が
開
館
し
て
か
ら
も
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
文
書
館
と
い
う
古
文
書
の
保
管
場
所
が
確

定
し
ま
し
た
の
で
、
今
は
返
却
を
前
提
に
せ
ず
、
な
る
べ
く
寄
贈
・
寄
託
を
受
け

入
れ
る
と
い
う
方
針
で
す
。
実
際
、
以
前
返
却
し
た
古
文
書
の
中
に
も
「
文
書
館

が
で
き
た
の
で
預
け
た
い
。
」
と
寄
贈
・
寄
託
を
し
て
く
れ
る
方
も
い
ま
す
。

三

文
書
館
前
史

公
文
書
の
整
理
作
業

公
文
書
の
整
理
作
業
は
、
地
域
資
料
と
は
違
っ
て
、
市
の
内
部
事
情
か
ら
始
め

た
事
業
で
す
。
安
曇
野
市
は
平
成
十
七
年
十
月
一
日
に
合
併
し
ま
し
た
が
、
中
心

に
な
る
庁
舎
は
、
五
町
村
の
対
等
合
併
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ど
こ
か
に
一
括

集
中
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
合
併
協
議
会
の
中
で
も
、
本
庁
舎
は
ど

こ
か
旧
町
村
の
庁
舎
に
集
約
す
る
の
で
は
な
く
、
新
し
く
建
て
よ
う
と
の
合
意
が

な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
本
庁
舎
の
建
設
は
、
平
成
二
十
四
年
か
ら
始
ま
り
ま

す
。合

併
か
ら
本
庁
舎
が
で
き
る
ま
で
は
、
旧
町
村
の
役
場
を
使
っ
て
分
散
し
て
業

務
を
行
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
役
場
内
の
書
庫
を
使
い
放
題
で
し
た
。
そ
れ
が
突

然
、
本
庁
舎
を
建
て
る
か
ら
、
そ
こ
に
文
書
も
持
っ
て
移
動
し
な
く
て
は
い
け
な

い
と
い
う
状
況
に
な
り
ま
す
。
そ
の
中
で
職
員
の
中
に
は
旧
自
治
体
史
に
関
わ
っ

た
者
も
お
り
ま
し
た
の
で
、
「
き
っ
と
職
員
は
、
ス
ペ
ー
ス
の
限
ら
れ
た
書
庫
に

入
れ
る
た
め
に
、
文
書
を
捨
て
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
こ
と
を
懸
念
し
た

方
た
ち
が
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
職
員
を
中
心
に
、
平
成
二
十
四
年
の
十
月
に
非
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現
用
文
書
（
こ
こ
で
は
例
規
用
語
で
は
な
く
、
現
状
で
執
務
に
使
用
し
て
い
な
い

文
書
の
こ
と
）
を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
こ
の
整
理
を

ど
の
課
が
担
当
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
総
務
部
庁
舎
建
設
推
進
課
で
し
た
。
で

す
の
で
、
最
初
の
始
ま
り
は
、
あ
く
ま
で
も
本
庁
舎
に
持
っ
て
行
く
た
め
の
文
書

の
整
理
で
、
漏
れ
た
も
の
を
整
理
す
る
こ
と
が
目
的
で
し
た
。

穂
高
会
館
と
い
う
施
設
に
、
公
文
書

整
理
担
当
作
業
室
（
公
文
書
整
理
室
）

を
置
き
ま
し
た
。
正
規
職
員
が
二
人

と
、
か
つ
て
の
町
村
職
員
で
市
と
な
っ

て
か
ら
定
年
を
迎
え
た
職
員
Ｏ
Ｂ
の

方
々
三
人
が
配
置
さ
れ
ま
し
た
。
職
員

О
Ｂ
の
方
た
ち
は
、
部
長
職
・
課
長
職

を
務
め
た
方
々
で
旧
町
村
や
市
の
業
務

に
精
通
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
の
で
、

様
々
な
書
類
が
持
ち
込
ま
れ
て
も
、
ど

の
業
務
の
書
類
が
判
断
す
る
こ
と
が
で

き
、
ま
た
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
関

し
て
も
目
を
通
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。ど

の
よ
う
な
手
順
で
作
業
し
て
い
た

か
と
い
う
と
、
ま
ず
持
ち
込
ま
れ
る
対

象
の
文
書
は
、
昭
和
四
十
年
ま
で
の
す

べ
て
の
文
書
と
、
コ
ピ
ー
機

が
普
及
し
た
昭
和
五
十
年
以

降
の
文
書
で
副
本
を
廃
棄
し

た
も
の
を
選
び
受
け
入
れ
ま

し
た
。
受
け
入
れ
た
後
は
、

目
録
を
作
成
す
る
作
業
を
し

ま
し
た
。
地
域
資
料
と
同
様

に
、
こ
ち
ら
も
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
ア
ク
セ
ス
で
作
成
し
ま

し
た
。
こ
の
と
き
に
採
用
さ

れ
た
の
が
バ
ー
コ
ー
ド
で
、

レ
コ
ー
ド
番
号
を
バ
ー
コ
ー

ド
化
し
て
、
リ
ー
ダ
ー
で
読

む
と
、
文
書
情
報
を
入
力
す

る
ペ
ー
ジ
が
立
ち
上
が
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
文
書
を
保
管
し
て
お
く
棚
に
も
番
号
に
対
応
す

る
バ
ー
コ
ー
ド
を
付
け
て
、
ど
の
棚
に
ど
の
資
料
が
あ
る
か
と
い
う
情
報
を
登
録

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
平
成
二
十
四
年
度
の
後

半
か
ら
取
り
組
ん
で
、
平
成
二
十
五
年
度
末
ま
で
一
年
半
か
か
り
終
え
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

平
成
二
十
七
年
度
に
は
本
庁
舎
へ
の
移
転
が
完
了
し
ま
し
た
。
こ
の
後
、
公
文

書
整
理
室
は
総
務
部
総
務
課
に
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。
総
務
課
で
は
、
非
現
用
文
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書
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
応
用
し
、
未
だ
旧
町
村
役
場
の
支
所
に

置
か
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
現
用
文
書
の
登
録
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
作
業

に
平
成
二
十
六
年
度
と
二
十
七
年
度
の
二
年
間
を
要
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
三
年
半
か
け
て
役
所
内
に
あ
る
公
文
書
の
情
報
を
シ

ス
テ
ム
に
入
力
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
入
力
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
文
書
館

に
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
の
で
、
役
所
内
か
ら
文
書
の
捜
索
依
頼
が
あ
る
と
、

一
括
検
索
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
文
書
館
の
所
蔵
資
料
と
な
っ
た
非
現
用

文
書
と
、
現
用
文
書
を
一
括
し
て
検
索
が
で
き
る
こ
と
で
、
役
所
内
の
各
課
の

仕
事
に
文
書
館
が
頻
繁
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

総
務
部
総
務
課
で
は
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
全
庁
に
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス

テ
ム
を
導
入
し
て
い
ま
す
。
総
務
課
で
は
、
本
庁
舎
か
ら
発
生
す
る
文
書
量
を

把
握
し
、
適
切
に
文
書
が
保
管
さ
れ
て
い
る
か
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
前
年
度
に
フ
ァ
イ
ル
名
を
決
め
て
、
そ
こ
に
文
書
を
保
管
す
る

こ
と
を
徹
底
し
ま
し
た
。

先
程
説
明
し
た
公
文
書
整
理
室
は
、
平
成
二
十
八
年
度
に
総
務
課
か
ら
教
育
委

員
会
文
化
課
に
所
管
替
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
地
域
学
習
室
で
行
っ
て
い
た

地
域
資
料
の
整
理
と
、
非
現
用
文
書
の
管
理
が
一
体
と
な
り
ま
し
た
。

現
在
の
評
価
選
別
の
手
順
は
以
下
の
通
り
で
す
。
ま
ず
、
文
書
館
か
ら
安
曇
野

市
重
要
文
書
等
選
別
基
準
を
全
庁
に
配
布
し
ま
す
。
総
務
課
が
七
月
頃
に
保
存
年

限
を
過
ぎ
た
文
書
の
廃
棄
を
呼
び
か
け
、
各
課
で
廃
棄
文
書
リ
ス
ト
を
作
成
し
ま

す
。
原
課
で
は
、
廃
棄
文
書
リ
ス
ト
に
重
要
文
書
等
選
別
基
準
に
該
当
す
る
文
書

が
な
い
か
確
認
し
ま
す
。
確
認
が
終
わ
っ
た
リ
ス
ト
を
文
書
館
が
受
け
取
り
、
再

度
重
要
文
書
等
と
な
る
文
書
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か
確
認
し
ま
す
。
そ
の
後
、
文

書
館
か
ら
原
課
へ
リ
ス
ト
が
返
却
さ
れ
、
各
課
長
決
裁
の
起
案
文
書
が
作
成
さ
れ

ま
す
。

一
般
的
に
評
価
選
別
の
話
を
す
る
と
「
原
課
の
一
次
選
別
、
文
書
館
の
二
次
選

別
」
と
い
う
手
順
は
よ
く
聞
き
ま
す
。
他
に
も
、
文
書
館
へ
の
全
量
移
管
と
か
、

逆
に
原
課
が
廃
棄
と
し
た
文
書
だ
け
を
確
認
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
安
曇
野
市
で
は
、
一
次
選
別
・
二
次
選
別
の
よ
う
な
区
分
を
設
け
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
決
定
権
が
偏
っ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
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ん
。
原
課
の
職
員
に
も
、
基
準
に
基
づ
い
て
重
要
文
書
等
に
該
当
す
る
文
書
に
つ

い
て
考
え
て
も
ら
い
な
が
ら
選
別
を
行
い
ま
す
。
一
方
で
、
文
書
館
と
し
て
も
市

役
所
全
体
の
各
課
が
行
っ
て
い
る
す
べ
て
の
業
務
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
原
課
と
文
書
館
が
お
互
い
足
り
な
い
部
分
を
補
い
な
が
ら
選
別
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
当
市
の
評
価
選
別
方
法
の
特
徴
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
総
務

課
が
全
庁
へ
の
呼
び
か
け
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
た
め
、
農
業
委
員
会
や
選
挙

管
理
委
員
会
な
ど
の
文
書
も
毎
年
移
管
さ
れ
ま
す
。

文
書
館
開
館
後
か
ら
新
た
に
始
め
た
取
り
組
み
が
学
校
資
料
の
移
管
で
す
。
令

和
元
年
度
か
ら
、
市
内
の
十
七
小
中
学
校
で
発
生
し
て
い
る
学
校
資
料
の
移
管
を

開
始
し
ま
し
た
。
こ
の
学
校
資
料
と
い
う
の
は
、
学
校
日
誌
・
職
員
会
誌
・
学
校

運
営
計
画
・
児
童
生
徒
の
文
集
・
行
事
の
ア
ル
バ
ム
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
資
料
な
ど
多
岐
に

わ
た
り
ま
す
。
当
館
館
長
が
市
内
の
中
学
校
長
Ｏ
Ｂ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
学
校

の
内
部
事
情
に
大
変
詳
し
く
、
学
校
現
場
の
様
子
を
考
慮
し
て
調
査
を
進
め
、
手

順
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
最
初
各
校
の
残
存
状
況
を
調
査

し
た
と
き
に
、
学
校
日
誌
の
保
存
年
限
は
五
年
と
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際

に
は
そ
の
年
限
を
超
え
て
永
年
保
存
と
し
て
保
管
し
て
い
る
学
校
が
ほ
と
ん
ど
で

し
た
。
ま
た
、
学
校
の
帳
簿
類
の
保
存
年
限
の
最
長
は
二
十
年
で
あ
る
た
め
、
他

の
文
書
も
二
十
年
間
は
保
管
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た

状
況
を
考
慮
し
、
学
校
で
の
保
管
を
二
十
年
間
と
し
て
、
二
十
一
年
目
と
な
っ
た

文
書
を
文
書
館
へ
移
管
す
る
仕
組
み
を
整
え
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
現
在
、
明
治

か
ら
平
成
十
年
代
の
学
校
日
誌
を
文
書
館
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

文
書
館
開
館
へ

地
域
資
料
と
公
文
書
の
整
理
は
地
道
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ど
ち
ら
の
作

業
も
短
期
間
で
の
文
書
館
設
置
を
目
指
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
文

書
館
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
平
成
二
十
八
年
の
こ
と
で
す
。
先
ほ

ど
紹
介
し
た
旧
堀
金
公
民
館
は
平
成
二
十
八
年
度
中
の
解
体
工
事
が
決
定
し
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
諸
経
費
を
合
計
す
る
と
約
三
億
円
も
の
経
費
が
掛
か
る
こ
と

が
分
か
り
、
同
等
額
の
経
費
で
改
修
が
行
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
施
設
転
用
を
行
う

方
針
に
転
換
し
ま
す
。
こ
れ
に
は
市
長
の
意
向
が
大
変
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
し

た
。
内
部
で
様
々
な
種
類
の
施
設
が
検
討
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
時
期
に
は
大
方

の
施
設
が
設
置
さ
れ
た
後
で
し
た
の
で
、
文
化
課
が
提
案
し
た
文
書
館
へ
の
転
用

が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

開
館
時
期
を
平
成
三
十
年
度
と
決
め
、
急
ピ
ッ
チ
で
準
備
作
業
を
行
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
私
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
で
す
。
新
規
採
用

職
員
だ
っ
た
の
で
す
が
、
以
前
松
本
市
文
書
館
に
勤
め
て
い
た
経
歴
を
評
価
し
て

い
た
だ
い
て
、
文
化
課
に
配
置
し
て
も
ら
い
、
採
用
翌
月
の
五
月
か
ら
文
書
館
業

務
検
討
委
員
会
を
博
物
館
係
長
と
共
に
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、

今
安
曇
野
市
が
文
書
館
を
設
置
す
る
に
あ
た
っ
て
、
足
り
て
い
な
い
部
分
は
ど
こ

か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
全
史
料
協
が
提
案
し
た
「
公

文
書
館
機
能
ミ
ニ
マ
ム
モ
デ
ル
」
を
活
用
し
て
、
今
の
業
務
が
文
書
館
を
運
営
し

て
い
く
た
め
に
必
要
な
項
目
を
満
た
し
て
い
る
の
か
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
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た
。
業
務
チ
ェ
ッ
ク
表
を
作
成
し
、
項
目
ご
と
の
現
状
・
課
題
・
目
指
す
べ
き
方

向
性
を
整
理
し
ま
し
た
。

こ
の
「
公
文
書
館
機
能
ミ
ニ
マ
ム
モ
デ
ル
」
は
、
基
本
的
に
は
全
史
料
協
で
は

公
文
書
を
保
存
す
る
施
設
と
し
て
の
公
文
書
館
に
対
し
て
作
っ
た
モ
デ
ル
と
な
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
当
館
で
は
発
足
当
時
か
ら
地
域
資
料
も
入
れ
て
検
討
し
て

い
く
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
「
公
文
書
」
と
あ
る
項
目
を
「
地

域
資
料
」
に
読
み
替
え
て
、
独
自
に
チ
ェ
ッ
ク
項
目
を
作
り
ま
し
た
。
一
見
別
の

指
標
で
検
討
し
た
方
が
良
さ
そ
う
に
見
え
る
公
文
書
と
地
域
資
料
で
す
が
、
同
じ

施
設
で
管
理
し
て
い
く
以
上
、
同
じ
指
標
の
中
で
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え

ま
し
た
。
指
標
を
統
一
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
共
通
で
取
り
組
む
箇
所
や
、
個
別

の
検
討
を
要
す
る
箇
所
が
可
視
化
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
指
標
の
点
検
で
私
た
ち
が
気
づ
い
た
の
は
、
「
し
っ
か
り
と
し
た
条
例
を

つ
く
る
。
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
し
っ
か
り
と
文
書
館
の
活
動
を
市
民
に
説
明
す

る
。
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
地
域
資
料
の
整
理
も
、
市
が
担
う
べ
き
文
化

財
保
護
の
事
業
と
し
て
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
例
規
で
整
備
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
市
民
に
向
け
て
積
極
的
に
広
報
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
公
文
書
の
整
理
も
内
部
的
な
事
情
で
始
ま
っ

た
も
の
な
の
で
、
こ
ち
ら
も
例
規
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
活
動
を
市
民
に
向

け
て
公
表
す
る
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
度
文
書
館
に
な
れ
ば
、
そ
の

仕
組
み
を
し
っ
か
り
条
例
と
し
て
市
民
の
方
に
諮
っ
て
、
ど
う
い
っ
た
活
動
を
し

て
い
る
施
設
か
と
い
う
こ
と
を
常
に

ア
ピ
ー
ル
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
ま
し

た
。こ

の
資
料
を
使
っ
て
、
業
務
検
討

委
員
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。
委
員
に

は
、
松
本
市
文
書
館
の
小
松
芳
郎
特

別
専
門
員
や
、
当
時
県
立
長
野
短
大

に
お
ら
れ
た
瀬
畑
源
先
生
（
現
龍
谷

大
学
准
教
授
）
、
東
洋
大
学
の
早
川

和
宏
教
授
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
今
も
業
務
検
討
委
員
会
の

会
議
録
や
提
出
さ
れ
た
提
言
書
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
文
書
館
の
検
討
を
始
め

る
自
治
体
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
中

で
、
会
議
の
回
数
を
充
分
に
確
保
で
き
ず
、
五
月
か
ら
九
月
ま
で
の
計
四
回
で
議

論
を
ま
と
め
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
本
当
に
委
員
の
皆
さ
ま
に
は
今
で
も
頭
が
上

が
ら
な
い
思
い
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
会
議
の
内
容
は
、
一
回
目
は
こ
の
ミ
ニ
マ
ム

モ
デ
ル
の
説
明
や
安
曇
野
市
の
現
状
を
説
明
し
、
二
回
目
は
改
修
中
の
施
設
を
見

学
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
三
回
目
に
提
言
の
集
約
を
行
い
、
四
回
目
に
微
調
整

を
し
て
会
議
の
最
後
に
教
育
長
に
対
し
て
提
言
書
を
提
出
す
る
と
い
う
流
れ
で
し
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た
。
そ
れ
で
も
一
つ
一
つ
の
意
見
が
、
今
の
文
書
館
の
運
営
に
つ
な
が
っ
た
良
い

提
言
書
を
ま
と
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

提
言
書
の
内
容
で
、
文
書
館
の
運
営
や
例
規
に
直
接
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

「
重
要
文
書
等
」
と
い
う
言
葉
の
採
用
で
す
。
公
文
書
管
理
法
等
で
定
義
さ
れ
る

「
歴
史
的
に
重
要
な
公
文
書
等
」
と
い
う
言
葉
は
、
ど
う
し
て
も
市
職
員
に
も
市

民
に
も
わ
か
り
に
く
い
表
現
で
す
。
今
年
度
、
市
職
員
向
け
の
研
修
を
し
て
い
た

だ
い
た
早
川
和
宏
教
授
も
、
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
」
「
公
文
書
等
」
と
切
る

の
で
は
な
く
て
、
「
歴
史
資
料
と
し
て
」
「
重
要
な
公
文
書
等
」
と
切
っ
た
方
が
わ

か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
さ
れ
て
い
ま
す
。
重
要
な
公

文
書
だ
か
ら
後
々
歴
史
資
料
と
な
る
と
い
う
方
が
説
明
も
し
や
す
い
で
す
し
、
聞

き
手
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
条
例
で
は
、
文
書
館
が
保
存
す
る
文
書

を
「
重
要
文
書
等
」
と
し
て
い
ま
す
。
地
域
に
と
っ
て
重
要
な
文
書
だ
か
ら
、
文

書
館
が
保
管
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
少
し
で
も
伝
わ
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。

他
に
も
提
言
書
の
中
に
は
、
昨
今
の
地
域
資
料
の
市
場
流
出
状
況
に
鑑
み
て
、

資
料
の
受
け
入
れ
方
法
に
購
入
を
位
置
づ
け
て
、
予
算
を
確
保
し
て
ほ
し
い
と
い

う
意
見
も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
文
言
を
も
と
に
、
条
例
の
中
に
も
資
料
を

収
集
す
る
手
段
と
し
て
「
購
入
」
と
い
う
文
字
を
入
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
が

根
拠
と
な
っ
て
、
資
料
購
入
費
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
提
言
の
中
に
は
専
門
職
員
の
配
置
も
謳
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
私
は
一

般
職
採
用
で
し
た
が
、
今
年
で
配
置
五
年
目
に
な
り
ま
す
。
同
期
採
用
の
職
員
の

中
に
は
、
も
う
二
つ
以
上
の
部
署
を
異
動
し
た
人
も
い
ま
す
。
文
書
館
の
運
営
を

実
際
行
っ
て
み
る
と
、
専
門
的
知
識
の
大
切
さ
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
ま
す
。

加
え
て
、
提
言
書
に
は
、
『
安
曇
野
市
誌
』
の
刊
行
を
文
書
館
が
担
当
し
て
行

う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
提
言
を
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、
令
和
二
年

度
か
ら
、
『
安
曇
野
市
誌
』
の
編
さ
ん
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
予
算
を
大
規
模

に
確
保
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
地
道
に
年
数
を
か
け
て
調
査
活
動
を
行

っ
て
い
き
ま
す
。
調
査
は
民
俗
編
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
思
う
よ
う
な
聞
き
取
り
調
査
が
で
き
な
い
現
状
で
は
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
て
、
現
在
に
お
け
る
安
曇
野
市
の
民
俗
を
調
査

す
る
新
た
な
試
み
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

条
例
・
施
行
規
則
に
は
、
委
員
会
や
提
言
書
で
い
た
だ
い
た
考
え
方
を
反
映
さ

せ
る
こ
と
を
心
掛
け
ま
し
た
。
細
か
い
点
を
挙
げ
れ
ば
枚
挙
に
暇
が
あ
り
ま
せ

ん
。
特
に
取
り
入
れ
て
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
地
域
資
料
に
も
受
け
入

れ
の
基
準
表
を
作
成
し
た
こ
と
で
す
。
従
来
、
地
域
資
料
の
受
け
入
れ
基
準
は
、

「
文
化
的
な
価
値
」
と
い
っ
た
曖
昧
な
言
葉
で
判
断
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
安
曇
野
市
で
は
公
文
書
の
選
別
基
準
同
様
に
、
地
域
資
料
に
も
選
別
基
準
を

明
文
化
で
き
た
こ
と
が
成
果
の
一
つ
と
考
え
ま
す
。

五

文
書
館
に
期
待
さ
れ
る
役
割

こ
れ
ま
で
の
話
は
文
書
館
開
館
以
前
に
行
っ
て
き
た
調
査
成
果
が
、
文
書

館
開
館
へ
と
直
接
結
び
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
で
は
、
安
曇
野
市
全

体
の
業
務
の
中
で
文
書
館
に
期
待
さ
れ
る
役
割
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
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博
物
館
は
、
当
市
の
場
合
、
旧
町
村
時
代
は
い
わ
ゆ
る
歴
史
民
俗
資
料
館
が
多

か
っ
た
た
め
、
収
集
さ
れ
た
民
俗
資
料
が
収
蔵
資
料
の
大
半
を
占
め
ま
す
。
特
に

民
具
や
植
物
標
本
、
昆
虫
標
本
、
動
物
標
本
な
ど
が
大
量
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら

の
資
料
は
、
博
物
館
で
な
け
れ
ば
活
用
で
き
な
い
も
の
で
す
。
で
す
の
で
、
非
常

勤
職
員
で
は
あ
り
ま
す
が
、
民
俗
や
自
然
（
昆
虫
や
植
物
）
の
専
門
職
員
を
置
い

て
い
ま
す
。
必
然
的
に
民
俗
や
自
然
の
分
野
を
担
当
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。当

市
の
図
書
館
は
、
最
新
の
情
報
を
市
民
に
提
供
す
る
拠
点
で
あ
り
た
い
と
い

う
理
念
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
多
く
の
施
設
が
交
流
学
習
セ
ン
タ
ー
に
あ
る

た
め
、
閉
架
書
庫
の
面
積
が
限
ら
れ
ま
す
。
確
か
に
郷
土
資
料
と
し
て
図
書
館
が

保
存
し
て
お
く
べ
き
書
籍
や
刊
行
物
は
あ
り
ま
す
が
、
で
き
れ
ば
そ
う
い
っ
た
古

い
資
料
は
他
に
担
当
す
る
施
設
が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
古
文
書
等
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
司
書
職
の
養
成
が
、
都
市

部
で
は
な
い
長
野
県
で
は
難
し
い
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
。
古
い
和
本
の
相
談

を
受
け
て
も
、
充
分
な
回
答
が
で
き
な
い
と
い
う
反
省
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
現
用
文
書
を
扱
う
総
務
課
や
原
課
は
ど
う
か
と
考
え
て
み
る
と
、

五
町
村
対
等
合
併
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
旧
町
村
の
業
務
を
そ
の
ま
ま
引
き
継

い
で
い
る
と
い
う
意
識
が
年
々
薄
く
な
っ
て
い
る
の
を
感
じ
ま
す
。
平
成
十
七
年

に
新
た
な
自
治
体
が
で
き
、
新
し
い
業
務
が
始
ま
っ
た
と
い
う
意
識
の
方
が
職
員

に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
時
々
、
原
課
か
ら
は
「
旧
町
村
時
代
に
決
裁
さ
れ
た

文
書
の
事
情
ま
で
は
、
今
の
担
当
課
で
は
抱
え
き
れ
な
い
よ
。
」
と
い
う
よ
う
な

発
言
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
旧
町
村
の
書
類
を
非
現
用
文
書
と
し
、
文
書
館
の
重

要
文
書
等
と
な
っ
た
こ
と
で
、
現
在
抱
え
て
い
る
業
務
と
同
様
に
情
報
公
開
請
求

に
対
し
て
対
応
す
る
回
数
が
減
っ
た
こ
と
は
、
原
課
に
と
っ
て
も
負
担
が
減
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。

文
化
財
保
護
係
は
、
地
域
学
習
室
が
あ
っ
た
当
時
は
、
そ
の
所
管
を
担
当
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
市
政
が
安
定
し
開
発
行
為
も
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
た
め
、
発
掘
調
査
の
件
数
が
特
段
に
多
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
旧
町
村
か
ら

引
き
継
い
だ
指
定
文
化
財
の
数
も
多
く
、
業
務
量
も
到
底
地
域
資
料
ま
で
扱
う
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

市
民
の
事
情
か
ら
し
て
も
、
家
に
跡
取
り
が
い
な
い
家
と
か
、
学
生
時
代
に
東

京
等
の
都
市
部
に
出
て
し
ま
っ
て
、
実
家
は
空
き
家
と
な
っ
て
い
る
物
件
が
多
く

あ
り
ま
す
。
古
い
資
料
が
あ
る
の
に
、
家
を
処
分
す
る
た
め
捨
て
た
り
、
売
っ
た

り
す
る
し
か
な
い
と
い
う
声
が
あ
り
ま
し
た
が
、
文
書
館
開
館
以
前
は
決
ま
っ
た

保
管
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
う
し
た
様
々
な
声
か
ら
も
、
安
曇
野
市
に
と
っ
て
文
書
館
は
設
置
し
て
良
か

っ
た
施
設
と
感
じ
ま
す
。

重
要
文
書
等
の
利
用
事
例
を
一
つ
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
町
村
合
併
を
し

た
際
に
施
設
の
統
廃
合
を
行
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
当
市
で

も
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
再
編
が
現
在
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
地
域
の
給

食
セ
ン
タ
ー
が
廃
止
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
広
が
り
ま
し
た
。
市

教
育
委
員
会
で
も
住
民
説
明
会
を
開
き
な
が
ら
、
方
向
性
を
決
め
て
い
く
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
部
の
市
民
か
ら
は
廃
止
案
は
強
引
に
生
ま
れ
た
も

の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
意
見
も
聞
か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
文
書
館
が
保
存
し
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て
い
た
旧
町
村
の
文
書
の
利
用
が
あ
り
ま
し
た
。
合
併
協
議
の
中
で
は
廃
止
案
が

出
て
い
た
の
か
、
そ
も
そ
も
給
食
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
た
経
緯
は
ど
う
な
の
か
、

給
食
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
て
き
た
活
動
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問

を
、
文
書
を
通
し
て
市
民
も
市
職
員
も
知
る
こ
と
で
、
冷
静
な
判
断
が
で
き
ま

す
。
こ
の
議
論
は
道
半
ば
で
す
が
、
文
書
館
も
問
い
合
わ
せ
に
真
摯
に
向
き
合
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

安
曇
野
市
で
は
現
在
、
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
形
成
が
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
単
に
旧
町
村
を
平
準
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
や
風
土
を
、
新
た
な
市
政
に
発
揮

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
時
、
文
書
館
が
し
っ
か
り
と
地
域

の
情
報
を
収
集
し
て
、
地
域
資
料
な
り
公
文
書
な
り
で
検
証
し
て
い
け
る
と
い
う

こ
と
が
と
て
も
重
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

文
書
館
の
収
蔵
資
料
を
使
っ
て
、
地
域
の
研
究
を
し
て
い
る
事
例
を
紹
介
し
ま

す
。
豊
科
地
域
に
下
鳥
羽
と
い
う
地
区
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
区
で
は
穂
高
古
文

書
勉
強
会
に
所
属
し
て
い
た
会
員
の
方
が
区
長
を
務
め
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

地
区
内
の
古
文
書
を
調
査
し
て
冊
子
を
不
定
期
に
刊
行
し
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に

も
文
書
館
で
調
査
し
た
地
域
資
料
が
使
わ
れ
て
お
り
、
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
形
成
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

今
年
度
は
、
文
書
館
の
講
演
会
企
画
で
、
古
文
書
を
調
査
し
て
い
る
研
究
グ
ル

ー
プ
の
発
表
会
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
企
画
は
古
文
書
研
究
グ
ル
ー
プ
間
の
交
流

や
、
新
規
参
加
を
希
望
し
て
い
る
方
と
グ
ル
ー
プ
を
結
び
つ
け
る
目
的
で
開
催
し

ま
し
た
。
当
日
は
、
穂
高
古
文
書
勉
強
会
や
下
鳥
羽
の
古
文
書
を
読
む
会
の
代
表

者
が
発
表
を
し
、
参
加
者
も
熱
心
に
話
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。

六

お
わ
り
に

保
存
、
そ
の
先
へ

|

|

一
般
的
に
文
書
館
は
文
書
を
保
存
し
て
い
く
施
設
と
い
う
認
識
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
公
文
書
館
機
能
ミ
ニ
マ
ム
モ
デ
ル
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、「
公
表
し
て
い
く
こ
と
」
と
い
う
の
が
と
て
も
重
要
で
あ
る
と
私
た
ち
は
思

っ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
教
育
普
及
事
業
の
充
実
も
運
営
の
一
つ
の
軸
と
し
て

い
ま
す
。

博
物
館
の
よ
う
に
年
に
複
数
回
は
難
し
い
で
す
が
、
年
二
回
の
企
画
展
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
は
偏
り
の
な
い
よ
う
に
、「
公
文
書
」
を
中
心

に
す
る
展
示
、
「
地
域
資
料
」
を
中
心
に
す
る
展
示
、
「
人
物
顕
彰
」
を
中
心
に
す

る
展
示
を
企
画
し
、
三
年
先
ま
で
の
計
画
を
事
前
に
立
て
て
お
く
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
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そ
し
て
、
年
二
号
で
す

が
、「
文
書
館
だ
よ
り
」
と

い
う
Ａ
３
中
折
の
お
便
り

を
発
行
し
て
い
ま
す
。
今

年
度
開
催
す
る
企
画
展
の

情
報
や
、
最
近
発
見
さ
れ

た
資
料
の
情
報
な
ど
を
手

軽
に
見
て
い
た
だ
く
お
便

り
で
す
。
こ
ち
ら
は
、
地
区

の
公
民
館
や
本
庁
の
窓
口

な
ど
に
配
置
し
て
、
興
味

の
あ
る
方
が
気
軽
に
手
に

取
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
職
員
の
資
質

向
上
も
目
的
と
し
て
、
文

書
館
紀
要
を
年
一
号
ず
つ

刊
行
し
て
い
ま
す
。
紀
要

の
内
容
は
、
企
画
展
の
内

容
を
文
章
化
し
た
「
展
示

記
録
」
や
、
外
部
か
ら
講

師
を
招
い
た
際
の
「
講
演

記
録
」
、
主
要
な
資
料
の
「
資
料
目
録
」
を
中
心
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
加
え

て
、
業
務
に
関
す
る
論
考
や
、
資
料
紹
介
を
「
研
究
紀
要
」
と
し
て
掲
載
し
て
い

ま
す
。
業
務
の
成
果
を
文
書
化
す
る
こ
と
で
、
職
員
の
研
究
活
動
に
も
つ
な
が

り
、
県
内
外
か
ら
の
注
目
も
さ
れ
や
す
く
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

市
民
に
向
け
た
事
業
だ
け
で
な
く
、
市
職
員
に
向
け
た
研
修
会
も
開
催
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
総
務
部
総
務
課
と
共
催
で
、
三
、
四
年
に
一
度
、
外
部
講
師
を
招

い
て
開
い
て
い
ま
す
。
開
館
し
た
平
成
三
十
年
度
に
初
め
て
開
催
し
て
、
延
べ
二

百
七
十
一
人
の
職
員
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
市
全
体
の
職
員
数
は
、
正
規
職
員

が
七
百
人
前
後
な
の
で
、
約
三
分
の
一
が
参
加
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
年
度

に
二
回
目
を
行
い
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
も
あ
り
、
参

加
者
を
各
課
か
ら
の
代
表
者
に
限
定
し
ま
し
た
。
現
在
、
安
曇
野
市
で
は
各
課
に

文
書
管
理
の
担
当
者
を
置
い
て
い
ま
す
。
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
や
文
書
廃
棄

の
事
務
は
、
そ
の
担
当
者
の
事
務
分
掌
と
な
っ
て
い
て
、
総
務
課
で
は
対
象
者
向

け
に
年
に
二
、
三
回
説
明
会
も
開
い
て
い
ま
す
。

開催時期 企画展タイトル 内　　　　　容 ジャンル

平成30年度後期 松澤求策と国会開設運動
市内出身の自由民権運動家、松澤求策の生涯と
国会開設運動

人物顕彰

令和元年度前期 改元に見る市民生活 過去の改元に関する資料の紹介 地域資料／公文書

令和元年度後期
あづみの？あずみの？安曇野～安曇野市
の変遷を探る～

明治～平成までの自治体の変遷と「安曇野」の
ルーツ

公文書

令和２年度前期 忘れ去られた感染症、銃後の守り 近代の感染症や非常時に対する備え 公文書

令和２年度後期 五つの心をひとつに 安曇野市合併から現在までの取り組み 公文書

令和３年度前期
多元主義社会に生きる～自由主義擁護の
旗手清澤洌の思想を通して～

市内出身のジャーナリスト、清澤洌の生涯と自
由主義思想

人物顕彰

令和３年度後期
江戸時代を生きる～出来事を記録した古
文書～

市内で発見された古文書から江戸時代の様子を
紹介

地域資料

令和４年度前期 安曇野市の防災（仮） 公文書

令和４年度後期 江戸時代を生きる②（仮） 地域資料

令和５年度前期 安曇野の先人（仮） 人物顕彰

令和５年度後期 開館５周年企画展（仮） 公文書

安曇野市文書館の企画展
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外
部
講
師
は
二
回
と
も
早
川
和
宏
教
授
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
早
川
教
授
か

ら
は
法
令
順
守
の
視
点
か
ら
、
公
文
書
を
適
切
に
起
案
し
管
理
す
る
こ
と
は
自
分

の
た
め
だ
け
に
行
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
解
説

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
出
席
し
た
職
員
か
ら
は
、
文
書
館
の
役
割
に
つ
い
て
よ

く
分
か
っ
た
と
い
う
意
見
や
、
文
書
を
作
成
・
管
理
す
る
意
義
を
考
え
る
機
会
に

な
っ
た
と
い
う
感
想
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
心
に
響
い
て
い
る
の
は
、
公
文

書
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
い
ざ
と
い
う
時
に
自
分
の
身
を
守
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。
業
務
で
対
応
し
た
職
員
の
中
に
も
公

文
書
に
対
す
る
意
識
を
持
っ
た
人
が
増
え
て
き
て
い
る
の
を
感
じ
ま
す
。

こ
う
し
た
意
識
の
変
化
は
、
評
価
選
別
作
業
を
行
う
と
き
に
感
じ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
、
ど
う
い
っ
た
文
書
が
重
要
文
書
等
に
な
る
か
と
い
う
基
準

が
浸
透
し
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
の
で
す
が
、
何
年
も
作
業
に
携
わ
っ
て
い
る
職

員
の
中
に
は
、
自
分
か
ら
重
要
文
書
と
し
た
い
文
書
を
挙
げ
て
く
る
人
も
増
え
て

き
て
い
ま
す
。
市
役
所
全
体
で
四
十
七
課
あ
る
う
ち
で
十
課
程
度
は
、
評
価
選
別

が
独
自
で
判
断
で
き
る
職
員
が
育
っ
て
き
て
い
ま
す
。

地
域
資
料
も
今
年
度
か
ら
一
歩
前
に
踏
み
込
む
事
業
を
始
め
ま
し
た
。
一
つ
目

は
、
安
曇
野
市
に
は
八
十
三
区
の
自
治
会
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
に
残
っ
て

い
る
区
有
の
文
書
に
つ
い
て
文
書
館
で
の
保
管
を
呼
び
か
け
ま
し
た
。
区
で
持
っ

て
い
る
文
書
は
、
近
現
代
の
地
域
の
あ
り
方
に
関
し
て
、
と
て
も
重
要
な
も
の
が

多
い
で
す
。
し
か
し
、
例
え
ば
建
物
の
建
て
替
え
な
ど
の
自
治
会
の
事
情
で
、
安

易
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
で
す
。
で
す
の
で
、
保
管
に
困
る
よ
う
な

場
合
は
積
極
的
に
文
書
館
へ
の
寄
贈
・
寄
託
を
促
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

二
つ
目
は
、
空
き
家
の
所
有
者

に
対
し
て
の
呼
び
か
け
で
す
。
最

近
は
自
治
体
が
空
き
家
の
処
分
に

関
す
る
窓
口
を
置
く
事
例
が
あ
り

ま
す
。
安
曇
野
市
で
も
市
民
生
活

部
環
境
課
に
空
家
対
策
室
と
い
う

担
当
係
を
設
け
、
空
き
家
の
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

は
、
空
き
家
バ
ン
ク
を
作
り
、
市
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へ
移
住
し
た
い
人
に
貸
し
た
り
、
周
辺
の
治
安
に
影
響
を
及
ぼ
す
物
件
の
片
づ
け

や
解
体
費
用
の
一
部
を
補
助
し
た
り
す
る
事
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
事

業
が
推
進
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
空
き
家
に
残
さ
れ
て
い
る
地
域
資
料
が
安
易

に
処
分
さ
れ
て
し
ま
う
現
状
を
助
長
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
空
き
家
対
策
室
が
毎
年
一
回
、
所
有
者
に
通
知
す
る
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
に
チ
ラ
シ
を
同
封
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
チ
ラ
シ
に
は
「
空
き
家
の
所

有
者
の
方
で
お
困
り
の
方
が
い
ま
し
た
ら
、
空
き
家
の
不
要
資
料
は
文
書
館
が
引

き
取
り
ま
す
。
」
と
大
き
な
文
字
で
記
載
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
敢
え
て
対
象

を
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
古
い
も
の
が
あ
れ
ば
文
書
館
へ
相
談
す
る
こ
と
を
強

調
し
ま
し
た
。

二
つ
の
取
り
組
み
に
関
す
る
直
接
的
な
反
響
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
年
度

あ
る
地
区
の
農
業
生
産
組
合
の
事
務
所
の
移
転
が
あ
り
、
古
い
文
書
を
処
分
す
る

話
が
持
ち
上
が
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
時
に
役
員
の
一
人
か
ら
文
書
館
へ
預
け
て

は
ど
う
か
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
、
こ
ち
ら
に
連
絡
が
来
ま
し
た
。
近
現
代
資
料

の
預
け
先
と
し
て
文
書
館
が
認
識
さ
れ
始
め
た
事
例
で
す
。
呼
び
か
け
は
今
年
度

だ
け
で
終
わ
ら
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
来
年
度
以
降
も
、
毎
年
定
期
的
に
呼
び
か

け
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

私
が
勤
務
経
験
か
ら
考
え
る
文
書
館
は
、
「
地
域
の
情
報
が
集
ま
っ
て
く
る
場

所
」
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
単
に
歴
史
学
の
研
究
に
使
え
る
資
料
が
集
ま

っ
て
く
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
て
、
地
域
で
起
こ
っ
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
情

報
が
最
終
的
に
集
ま
っ
て
き
て
、
い
ろ
い
ろ
な
方
向
か
ら
安
曇
野
市
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
施
設
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
地
域
の
新
し
い
資
料
の
発
掘

や
、
積
極
的
な
教
育
普
及
事
業
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
安
曇
野
市
文

書
館
は
、
ま
だ
開
館
か
ら
年
数
の
経
過
し
て
い
な
い
若
い
施
設
で
す
。
こ
れ
か
ら

も
文
書
館
の
認
知
度
を
高
め
、
よ
り
良
い
業
務
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
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は

じ

め

に

本
稿
は
、
平
成
八
年
度
に
秋
田
県
公
文
書
館
（
以
下
「
公
文
書
館
」
と
い
う
。
）

に
寄
贈
さ
れ
、
長
ら
く
未
整
理
資
料
で
あ
っ
た
「
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
」
の
公

開
に
向
け
て
の
階
層
構
造
目
録
作
成
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

公
文
書
館
は
、
歴
史
的
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
、
古
文
書
そ
の
他
の
記

録
の
保
存
、
利
用
及
び
調
査
研
究
並
び
に
永
年
保
存
文
書
等
の
保
存
に
関
す
る

事
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
十
一
月
に
設
置

さ
れ
た
。
令
和
二
年
度
末
の
時
点
で
、
公
文
書
館
は
、
公
文
書
七
二
，
五
七
七

点
、
行
政
資
料
二
八
，
七
三
四
点
、
古
文
書
六
八
，
八
三
七
点
を
保
存
し
て
い

る
。
こ
の
う
ち
、
古
文
書
は
、
公
文
書
館
開
館
時
に
秋
田
県
庁
、
秋
田
県
立
秋

田
図
書
館
、
秋
田
県
立
博
物
館
か
ら
引
き
継
い
だ
資
料
に
、
開
館
後
に
県
民
か

ら
寄
贈
及
び
寄
託
さ
れ
た
資
料
が
加
わ
り
八
十
八
の
資
料
群
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
（
令
和
三
年
七
月
、
新
た
に
「
泉
明
収
集
資
料
」
が
加
わ
り
八
十
九
に
な
っ

た
。
）

平
成
十
五
年
度
、
公
文
書
館
は
、
所
蔵
す
る
公
文
書
の
管
理
の
た
めI

S
A
D

（G

）

に
準
拠
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
書
式
を
定
め
た
。
こ
の
う
ち
文
書
群
の
階
層
構

造
を
示
す
項
目
は
「
フ
ォ
ン
ド
（f

）
」
「
サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
（s

f

）
」「
サ
ブ･

サ
ブ

･

フ
ォ
ン
ド
（ssf

）
」
「
サ
ブ･

サ
ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
（sssf

）
」
「
シ
リ
ー
ズ

（s
e

）
」
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
秋
田
県
庁
、
文
書
作
成
課
、
文
書
作
成
係
、

そ
の
下
の
係
、
文
書
作
成
の
目
的
で
あ
る
事
業
又
は
担
当
係
が
作
成
し
た
文
書

が
分
類
さ
れ
た
（
１
）
。

平
成
十
九
年
度
、
公
文
書
館
で
は
、
そ
れ
ま
で
、
公
文
書
と
は
別
の
、
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
桐
で
管
理
し
て
い
た
古
文
書
に
つ
い
て
、
十
五
年
度
に
導
入
し
た
公

文
書
管
理
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
統
合
す
る
作
業
を
行
い
、
同
一
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
よ
る
公
文
書
及
び
古
文
書
の
一
元
的
管
理
を
開
始
し
た
。

更
に
十
九
年
度
に
は
、
公
文
書
館
の
閲
覧
室
に
、
利
用
者
が
資
料
を
検
索
す

〈
論

文
〉

秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
」
の
階
層
構
造
目
録
作
成
に
つ
い
て

畑

中

康

博
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る
際
に
用
い
る
検
索
用
端
末
を
設
置
し
、
一
度
の
検
索
で
該
当
す
る
古
文
書
・

公
文
書
が
表
示
さ
れ
、
加
え
て
当
該
文
書
が
閲
覧
申
請
書
に
自
動
で
印
字
さ
れ

る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
現
在
も
運
用
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
公
文
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
公
文
書
用
に
開
発
さ
れ
た

も
の
に
、
古
文
書
の
デ
ー
タ
を
加
え
る
形
で
統
一
化
が
図
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
古
文
書
に
つ
い
て
は
、
文
書
の
階
層
を
示
す
「
フ
ォ
ン
ド
（f

）
」
か
ら
「
フ

ァ
イ
ル
（f

i
l
e

）
」
ま
で
の
欄
は
空
欄
の
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
項
目

が
入
っ
た
形
で
の
古
文
書
の
階
層
構
造
目
録
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
作
成
さ
れ
て

い
な
い
。

さ
て
、
本
稿
で
述
べ
る
「
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
」
と
は
、
秋
田
県
横
手
市

四
日
町
で
骨
董
商
「
彦
榮
堂
」
を
営
み
、
郷
土
史
家
で
も
あ
っ
た
伊
澤
慶
治

（
一
九
二
五
～
九
六
）
が
集
め
た
四
，
〇
五
八
点
の
資
料
群
で
、
公
文
書
館
開

館
三
年
目
の
平
成
八
年
度
に
寄
贈
さ
れ
た
。
筆
者
は
こ
の
資
料
群
の
目
録
を
作

成
す
る
に
あ
た
り
、
公
文
書
館
で
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
こ
な
か
っ
た
古
文
書

の
階
層
構
造
目
録
を
作
る
こ
と
に
し
た
。
公
文
書
管
理
の
た
め
に
作
ら
れ
、
運

用
さ
れ
て
き
た
文
書
の
階
層
を
示
す
欄
に
、
私
文
書
、
そ
れ
も
家
で
作
成
・
伝

存
さ
れ
た
文
書
で
は
な
く
、
一
代
で
集
め
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
階
層
を
ど
の
よ

う
に
編
成
す
る
か
が
筆
者
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
だ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
公
文

書
館
で
は
「
山
崎
文
庫
」
や
「
東
山
文
庫
」
等
、
郷
土
史
家
の
収
集
資
料
群
を

所
蔵
し
て
お
り
、
「
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
」
の
階
層
構
造
目
録
作
成
の
方
法
論
を

確
立
す
れ
ば
、
他
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
資
料
の
目
録
作
成
に
も
活
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

「
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
」
の
よ
う
な
資
料
群
の
目
録
作
成
に
階
層
構
造
目
録

を
用
い
た
例
と
し
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
系
慈
善
団
体･

社
団
法
人
好
善
社
の
文
書

を
整
理
し
た
松
山
龍
彦
の
事
例
が
知
ら
れ
て
い
る
（
２
）
。
松
山
は
、
作
成
部
署

に
拠
ら
な
い
サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
や
資
料
の
内
容
に
基
づ
く
人
為
的
な
シ
リ
ー
ズ
を

導
入
し
、
資
料
種
別
を
も
と
に
一
定
の
秩
序
を
与
え
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
す
る
こ
と

で
、
階
層
構
造
の
中
で
の
把
握
が
可
能
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

階
層
を
持
た
な
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
資
料
の
階
層
化
、
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
は
、
整

理
に
携
わ
る
者
が
、
い
か
に
資
料
群
を
知
悉
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
筆

者
は
「
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
群
」
に
お
い
て
、
伊
澤
慶
治
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
、

大
元
の
出
所
、
資
料
の
性
格
に
着
目
し
て
階
層
を
設
定
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ

の
方
法
に
よ
る
階
層
構
造
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
で
、
資
料
群
の
特
質
が
ど
の

よ
う
に
見
え
て
く
る
の
か
を
述
べ
て
み
た
い
。

一

伊
澤
慶
治
収
集
資
料
の
寄
贈
と
整
理
作
業
開
始
時
の
問
題
点

本
章
で
は
伊
澤
慶
治
及
び
収
集
資
料
の
寄
贈
、
並
び
に
整
理･

目
録
化
作
業
に

取
り
組
む
前
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
。

伊
澤
慶
治
（
一
九
二
五
～
九
六
）
は
、
秋
田
県
橫
手
市
で
骨
董
商
を
営
み
、

昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
に
橫
手
郷
土
誌
編
纂
会
の
賛
助
会
員
、
三
十
五

年
に
正
会
員
に
名
を
連
ね
た
人
物
で
あ
る
。
橫
手
郷
土
誌
編
纂
会
は
、
大
正
十

五
年
（
一
九
二
六
）
十
月
二
十
三
日
に
発
足
し
た
在
野
の
郷
土
史
家
の
団
体
で
、

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
一
月
か
ら
『
橫
手
郷
土
史
資
料
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
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現
在
、
会
は
橫
手
郷
土
史
研
究
会
と
名
称
を
変
更
し
な
が
ら
も
、
精
力
的
に
活

動
を
続
け
て
い
る
（
３
）
。

伊
澤
慶
治
が
郷
土
史
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
昭
和
三
十
年
頃
、
同
会
は
、

委
員
三
人
以
上
の
推
薦
が
な
け
れ
ば
会
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
伊
澤
は
会

員
で
あ
る
佐
川
良
視
の
手
足
と
な
っ
て
調
査
に
参
加
し
た
こ
と
で
よ
う
や
く
認

め
ら
れ
た
と
い
う
（
４
）
。
伊
澤
の
歴
史
や
芸
術
を
見
る
目
線
は
こ
の
薫
陶
に
よ

り
鍛
え
ら
れ
、『
橫
手
の
歴
史
』
、
『
橫
手
も
の
し
り
事
典
』
他
多
く
の
書
籍
を
出

版
し
て
い
る
。
ま
た
、
芸
術
方
面
で
は
、
「
役
者
絵
の
考
証
」
、
「
佐
々
木
原
善
の

画
業
と
生
涯－

東
北
地
方
に
最
初
に
南
蘋
派
を
導
入
し
た
画
家
」
、
「
勝
川
春
朗

の
役
者
絵(

未
定
稿)

に
つ
い
て
」
等
美
術
史
に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。

（
５
）平

成
八
年
（
一
九
九
六
）
一
月
二
十
二
日
の
伊
澤
慶
治
没
後
、
美
佐
子
夫
人

よ
り
、
古
文
書
一
式
を
公
文
書
館
に
寄
贈
し
た
い
旨
の
連
絡
が
入
り
、
同
年
八

月
十
日
予
備
調
査
を
実
施
。
そ
の
結
果
、
郷
土
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
が
含

ま
れ
、
散
逸
を
防
ぐ
た
め
に
も
受
け
入
れ
る
べ
き
と
の
結
論
に
達
し
、
九
月
十

八
日
公
文
書
館
に
移
送
し
た
。
そ
し
て
翌
年
二
月
二
十
七
日
、
美
佐
子
夫
人
に

感
謝
状
を
贈
呈
し
て
い
る
。

当
時
の
職
員
は
、
受
入
か
ら
感
謝
状
贈
呈
ま
で
五
か
月
間
で
、
資
料
群
の
全

体
像
を
掴
も
う
と
試
み
た
よ
う
で
、
次
の
文
書
を
作
成
し
て
い
る
（
６
）
。

●
伊
澤
慶
治
氏
収
集
文
書
（
仮
）
概
要

・
地
券
（
二
包
）
、
雑
古
文
書
（
五
箱
）

一
袋

・
原
稿
類

一
袋

・
御
下
国
道
中
日
記

森
田
忠
善
（
コ
ピ
ー
）
（
慶
応
元
）
二
点
、

真
崎
兵
庫
公
用
日
記
写
（
コ
ピ
ー
）
、
真
崎
氏
近
世
系
譜
（
コ
ピ
ー
）
、

掠
内
祭
禮
勤
式
并
初
尾
記
録
（
コ
ピ
ー
）
（
文
久
二
）
、
賃
金
控
目
録
、

百
姓
教
訓
書
（
コ
ピ
ー
）
二
点
、
小
学
国
語
習
字
帳
（
明
治
三
十
三
）
、

四
ツ
車
江
戸
表
喧
、
奥
州
仙
台
女
敵
討

一
袋

・
小
遣
帳
、
新
町
片
柳
清
兵
衛

他
十
八
点
、
雑
古
文
書
、
雑
冊
子

（
明
治
～
大
正
）

一
箱
（
中
）

・
諸
証
文

一
箱
（
小
）

・
書
簡

一
箱
（
小
）

・
触
書
、
覚
書

一
箱
（
小
）

・
証
文
、
書
簡

一
箱
（
中
）

・
絵
図
類

一
袋

・
萬
手
形
（
木
箱
入
）

一
箱
（
小
）

・
諸
証
文

一
箱
（
小
）

・
旅
人
宿
組
合
取
締
掟

他

一
袋

・
過
去
帳

他
（
コ
ピ
ー
）

一
括

・
御
先
代
之
御
法
度
并
御
制
禁

他

一
箱
（
中
）

・
長
沼
文
書

二
十
五
点

一
箱
（
小
）

・
書
簡
、
廻
文

一
箱
（
小
）

・
仮
日
録
、
日
記

他

一
箱
（
小
）

・
下
張
り
文
書

他

一
箱
（
小
）
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・
諸
控

一
箱
（
小
）

・
郷
帳
、
大
福
帳

他

一
袋

・
地
券
、
今
度
直
根
惣
百
姓
奉
願
御
訴
訟
状
（
コ
ピ
ー
）

一
箱
（
中
）

・
壺
坂
霊
験
記
、
下
張
り
文
書

他

一
箱
（
小
）

・
鎮
守
祭
禮
当
番
諸
用
（
控
）
、
雲
然
部
落
組
合
決
議
合
他

一
箱
（
小
）

・
大
蔵
山
牛
王
、
見
上
新
右
衛
門
証
書
類

他

一
箱
（
中
）

・
手
紙
類

一
箱
（
中
）

・
今
度
直
根
惣
百
姓
奉
願
御
訴
訟
状
（
宝
永
五
）
、
日
傭
帳

斎
藤
忠
四
郎

六
点
、
大
福
帳

渡
部
市
兵
衛
二
点
、
薬
種
配
剤
録

他

一
箱
（
中
）

・
勘
定
帳

他

一
箱
（
中
）

・
諸
御
達
番
留

他

一
箱
（
中
）

・
郷
土
資
料
（
ガ
リ
版
）

一
括

・
木
版
日
本
史
略
、
書
状

一
箱

・
金
銭
出
納
帳
（
昭
和
十
三
）
、
仕
入
帳
（
昭
和
六
）
他

一
箱

・
矢
辺
嶋
吉
関
係
資
料

一
箱

・
道
中
地
図
、
絵
図
類
（
コ
ピ
ー
な
ど
）

一
箱

・
大
久
保
儀
勇
伝

他
（
コ
ピ
ー
も
）

一
箱
（
小
）

・
当
座
帳

杉
山
茂
（
昭
和
五
）
、
萬
覚
帳

斎
藤
萬
蔵
（
大
正
十
五
）
、

米
穀
差
引
帳

斎
藤
萬
蔵
（
昭
和
二
）
、
金
銭
貸
付
手
控

斎
藤
萬
蔵

（
明
治
四
十
・
大
正
八
）
、
当
座
帳

斎
藤
萬
蔵
（
昭
和
十
三
・
昭
和
二

・
昭
和
十
五
）
、
大
福
帳

斎
藤
萬
蔵
（
大
正
十
三
）
、
諸
払
帳

斎
藤
萬
蔵

（
昭
和
二
）

一
箱

・
小
遣
帳
な
ど

伊
藤
平
元

四
点
、
東
国
太
平
記

一
箱
（
小
）

・
大
福
帳

斎
藤
萬
蔵

他

二
十
一
点

一
包

・
萬
記
録

小
西
利
兵
衛
是
定
（
明
治
三
十
五
）、
仕
入
帳

茜
谷
吉
左
衛
門

（
昭
和
二
）
他

一
袋

こ
の
時
の
作
業
方
針
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

（
１
）
資
料
を
形
態
ご
と
に
横
帳
、
竪
帳
、
書
状
に
分
け
、
「
伊
澤
１
」

「
伊
澤
２
」
と
い
う
具
合
に
整
理
番
号
を
つ
け
る
。

（
２
）
資
料
は
封
筒
に
入
れ
、
整
理
番
号
を
付
す
。
資
料
名
は
、
冊
子
体
資

料
の
表
紙
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
み
記
す
。

（
３
）
形
態
に
よ
る
資
料
の
分
類
と
封
筒
入
れ
を
優
先
し
、
目
録
の
作
成
は

後
に
行
う
。

つ
ま
り
平
成
八
年
度
の
整
理
作
業
は
、
形
態
別
に
別
け
た
資
料
を
封
筒
に
入

れ
通
し
番
号
を
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
「
伊
澤3

1
2

」
ま
で
で
あ
り
、

書
状
類
に
関
し
て
は
封
筒
に
入
れ
て
い
な
い
、
い
わ
ば
全
く
手
つ
か
ず
の
状
態

で
残
し
た
。
作
業
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

幸
い
な
こ
と
に
、
書
状
類
は
伊
澤
自
身
も
あ
ま
り
手
を
つ
け
た
形
跡
が
見
ら

れ
ず
、
伊
澤
慶
治
が
収
集
し
た
大
元
の
出
所
の
秩
序
が
保
た
れ
た
状
態
で
残
さ

れ
て
い
た
。

二

整
理
作
業
と
目
録
化
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伊
澤
慶
治
収
集
資
料
の
整
理
作
業
と
目
録
化
作
業
は
、
平
成
十
八
年

（
二
〇
〇
六
）
二
月
三
日
に
次
の
方
針
で
開
始
し
た
。

（
１
）
平
成
八
年
の
整
理
作
業
で
つ
け
た
資
料
の
番
号
を
踏
襲
す
る
。

「
伊
澤3

1
2

」
ま
で
は
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
後
は
、
続

き
の
番
号
と
す
る
。
た
だ
し
「
伊
澤3

1
3

」
以
降
の
新
た
に
つ
け
る
番

号
は
、
紐･

紙
縒
り･

包
紙･

封
筒･

袋
等
で
一
括
さ
れ
た
資
料
小
群
の

場
合
、
元
の
秩
序
を
復
元
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
小
群
内
の
各

資
料
に
対
し
「-

」
（
ハ
イ
フ
ン
）
で
番
号
を
つ
な
ぐ
枝
番
号
を
用
い

る
。

（
２
）
資
料
名
は
、
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
第
七
十
八
集
『
信
濃
国
佐
久
郡

御
馬
寄
村
町
田
家
文
書
目
録
』
（
平
成
十
六
年
）
の
方
式
を
採
用
す

る
（
７
）
。
こ
れ
は
（

）
［

］
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
将
来
的

に
、
誰
で
も
簡
便
に
資
料
名
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た

か
ら
で
あ
る
。

（
３
）
目
録
は
、
閲
覧
室
で
利
用
に
供
し
て
い
る
検
索
シ
ス
テ
ム
と
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
エ
ク
セ
ル
式
の
表
の
公
開
を
前
提
と
す
る
た
め
、
階
層

構
造
を
示
す
フ
ォ
ン
ド
以
下
の
欄
は
空
欄
と
す
る
。

平
成
十
八
年
に
開
始
し
た
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
の
整
理
は
、
平
成
二
十
年
度

『
秋
田
県
庁
旧
蔵
古
文
書
目
録
』
、
二
十
一
年
度
『
佐
竹
文
庫
目
録
』
の
刊
行
に

伴
い
作
業
を
中
止
し
た
。
こ
れ
は
、
新
資
料
の
公
開
よ
り
、
仮
目
録
で
公
開
し

て
い
る
資
料
群
の
冊
子
体
目
録
の
刊
行
を
優
先
す
る
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
た

た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
平
成
二
十
一
年
度
末
、
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
の
整
理

作
業
を
手
が
け
て
い
た
筆
者
が
異
動
し
た
こ
と
に
よ
り
整
理
作
業
は
中
断
さ
れ
、

未
整
理
資
料
と
し
て
十
年
以
上
の
歳
月
が
経
過
す
る
こ
と
に
な
る
。

伊
澤
慶
治
収
集
資
料
の
整
理
作
業
を
再
開
し
た
の
は
、
今
年
度
、
筆
者
が
再

び
公
文
書
館
に
異
動
し
て
か
ら
で
あ
る
。
作
業
再
開
に
当
た
り
、
上
司
よ
り
指

示
さ
れ
た
の
は
、
目
録
は
「
フ
ォ
ン
ド
（f

）
」「
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
（s

f

）
」
「
サ

ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
（s

s
f

）
」
「
サ
ブ･

サ
ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
（s

s
s
f

）
」
「
シ

リ
ー
ズ
（s

e

）」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
の
ナ
ン
バ
ー
を
付
与
し
た
階
層
構
造
目
録

に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

公
文
書
館
の
資
料
管
理
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
項
目
を

〈
表
１
〉
に
示
す
。
古
文
書
に
つ
い
て
は
、
佐
竹
文
庫
「
玉
篇
板
権
願
」

(

Ａ
Ｓ
〇
二
〇－

一)

、
公
文
書
に
つ
い
て
は
「
株
式
取
引
條
例
」
（
九
三
〇
一
〇

三－

一
二
一
八
九
）
、「
警
察
費
勘
定
帳
雛
形
」（
九
三
〇
一
〇
三－

一
二
一
九
〇
）

を
例
と
し
て
表
示
し
た
。

公
文
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
「
基
本
情
報
テ
ー
ブ
ル
」
「
個
別
情
報
テ
ー
ブ

ル
」
「
件
名
テ
ー
ブ
ル
」
の
三
つ
が
リ
ン
ク
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち

「
基
本
情
報
テ
ー
ブ
ル
」
は
、
資
料
番
号
、
資
料
名
、
年
代
、
内
容
な
ど
が
記

さ
れ
て
い
る
。「
個
別
情
報
テ
ー
ブ
ル
」
は
、
資
料
の
物
的
単
位
に
つ
い
て
の
情

報
を
入
力
す
る
テ
ー
ブ
ル
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
資
料
に
複
製
物
や
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
あ
る
場
合
、
原
本
、
複
製
物
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
そ
れ

ぞ
れ
配
架
場
所
や
電
子
複
写
の
可
否
な
ど
扱
い
が
異
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ

資
料
で
あ
っ
て
も
、
別
個
に
番
号
（B

I
D

）
を
つ
け
て
管
理
し
て
い
る
。
ま
た
「
件

名
テ
ー
ブ
ル
」
と
は
、
物
的
に
は
一
つ
の
資
料
で
あ
っ
て
も
、
内
容
が
異
な
る

複
数
の
資
料
が
合
冊
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
複
数
の
資
料
そ
れ
ぞ
れ
の
中
身
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古文書
DB№

古文書DBの項目

〈例〉［古文書］佐
竹文庫
「玉篇板権願」
(AS020-1)

公文書
DB№

公文書DBの項目
〈例〉［公文書］
株式取引條例
（930103-12189）

〈例〉［公文書］
警察費勘定帳雛形
（930103-12190）

1 ID<d> 1 ID<d> 6 7

4 元区分
記録書庫（戦前文
書）

記録書庫（戦前文
書）

4 種別 古文書 5 種別 文 文
7 引渡年<d> 1993 1993
8 引渡元 文書広報課 文書広報課
9 引渡元コード<d> 103 103
10 簿冊連番<d> 12189 12190

6 資料群名 佐竹文庫
7 資料番号 AS020-1 11 資料番号 930103-12189 930103-12190

12 引渡年月日
14 簿冊分類番号
15 分類１ 行政資料等 行政資料等
16 分類２

9 資料名 玉篇板権願 17 資料名 株式取引條例 警察費勘定帳雛形
18 部課係名 第一課記録掛 第一課記録掛
19 簿冊完結年度 明治07 明治08

10 表題名 21 表題名 株式取引條例 警察費勘定帳雛形
22 表紙年 明治07年
23 表紙部課係 記録掛 記録掛

13 和暦 明治08
14 西暦̲始<d> 1875 13 西暦̲始<d>
15 西暦̲終<d> 1875 20 西暦̲終<d> 1874 1875
16 月日 99月99日
21 形状 竪帳
22 縦̲cm<f1> 65 縦̲cm<f1>
23 横̲cm<f1> 66 横̲cm<f1>

67 厚さ̲cm<f1> 03 03
24 彩色
25 丁数<d> 2
26 数量
27 作成

28 差出
東京府華族従四位佐
竹義脩

29 受取 内務卿大久保利通

32 備考

〈封筒〉出版定例御
布告ニ付御蔵版玉篇
版権願、明治八年十
月九日東京府庶務課
江進達、同年十月廿
九日内務卿ヨリ願済
御指令書写入、且同
年十一月廿七日東京
府庶務課ヨリ板権免
許書御渡相成、同月
廿九日免許料上納

24 備考

明治七年太政官布告
第百七号之別冊 甲 
全 三四 【県指定
文化財】

明治八年内務省達乙
第百四十六号之別紙 
同十一年同省第六十
七号達ニテ 警察費
勘定帳及内訳表雛形
トモ廃止改定 甲 
三七 【県指定文化
財】

34 目録名

所蔵古文書目録第７
集「佐竹文庫目録」
（秋田藩関係文書
Ⅱ）

29 目録名

31 有無 有 有
33 保存期間 99 99

〈表１〉秋田県公文書館の資料管理DBの項目と例

基
本
情
報
テ
ー
ブ
ル
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古文書
DB№

古文書DBの項目

〈例〉［古文書］佐
竹文庫
「玉篇板権願」
(AS020-1)

公文書
DB№

公文書DBの項目
〈例〉［公文書］
株式取引條例
（930103-12189）

〈例〉［公文書］
警察費勘定帳雛形
（930103-12190）

34 現用
35 一次評価 A A
36 一次理由
37 二次評価
38 二次理由
39 保存 保存 保存
40 廃棄年月日
41 返還年月日
42 協議年月日

40 再協議̲寄託更新年度 46 再協議̲寄託更新年度

42 概要̲特記 47 概要̲特記
48 カラー̲時間
49 主要年度
50 開始年月
51 開始部課
52 最終年月
53 最終部課
54 期

43 Ｓフォンド 55 Ｓフォンド 第一課 第一課
44 ＳＳフォンド 56 ＳＳフォンド 記録掛 記録掛
45 ＳＳＳフォンド 57 ＳＳＳフォンド
46 シリーズ 58 シリーズ 太政官布告留 内務省達留
47 ＳフォンドNo<d> 59 ＳフォンドNo<d> 1 1
48 ＳＳフォンドNo<d> 60 ＳＳフォンドNo<d> 5 5
49 ＳＳＳフォンドNo<d> 61 ＳＳＳフォンドNo<d>

50 シリーズNo<d> 62 シリーズNo<d> 5 10
51 ファイルNo<d> 63 ファイルNo<d> 10 4
52 複製本番号 69 複製本番号
53 マイクロフィルム番号 68 マイクロフィルム番号

54 原本 70 原本
55 原本所在 71 原本所在

72 冊数
73 合分

56 管理用０１ AS209-200-2 74 管理用０１
57 管理用０２ 002-00873 75 管理用０２
58 管理用０３ 4.1 76 管理用０３
59 管理用０４ 0 77 管理用０４

60 管理用０５ 4100066 78 管理用０５
/旧管理用02:旧元区
分：戦前//

/旧管理用02:旧元区
分：戦前//

2 BID<d> 2 BID<d> 5 6
5 原本複製 原本/複製 6 原本複製
7 資料番号［再掲］ AS020-1 11 資料番号 930103-12189 930103-12190

35 電子複写の可否 30 電子複写の可否
36 配架場所 貴01-1／閲01-1 32 配架場所 010A-2-1 010A-2-1
37 公開の可否 01公開 43 公開の可否 01公開 01公開
38 非公開理由 44 非公開理由
39 公開年度<d> 45 公開年度<d>
41 資料状態 64 資料状態

61 管理用１１ 79 管理用１１
県指定有形文化財
（平22.03.12指定／
秋田県行政文書）

県指定有形文化財
（平22.03.12指定／
秋田県行政文書）

62 管理用１２ 1746 80 管理用１２ 64075 64076
63 管理用１３ 目録 81 管理用１３ 目録 目録

基
本
情
報
テ
ー
ブ
ル

個
別
情
報
テ
ー
ブ
ル
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・
内
容
に
つ
い
て
の
情

報
を
入
力
す
る
テ
ー
ブ

ル
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
度
、
公

文
書
館
所
蔵
の
古
文
書

・
公
文
書
・
行
政
資
料

を
一
元
的
に
管
理
す
る

た
め
、
従
来
の
公
文
書

管
理
に
用
い
て
い
た
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
を
も
と
に
、

古
文
書
管
理
に
必
要
な

項
目
を
加
え
る
こ
と
を

検
討
し
た
結
果
、
三
つ

の
テ
ー
ブ
ル
を
リ
ン
ク

さ
せ
た
方
式
を
採
用
し
、

今
日
に
至
っ
て
い
る
。

三

階
層
構
造
の
設
定

平
成
十
五
年
度
、
公
文
書
館
は
、I

S
A
D

（G

）
に
準
拠
し
た
階
層
構
造
を
取
り

入
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
導
入
し
た
。
当
時
、
導
入
を
検
討
し
た
職
員
の
一
人

で
あ
る
柴
田
知
彰
は
導
入
の
経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
（
８
）
。

・
公
的
な
機
関
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
公
文
書
の
目
録
が
な
く
、
構
造
分
析
関

係
を
生
か
し
た
目
録
を
作
り
た
い
と
思
っ
た
。

・
主
対
象
と
し
た
秋
田
県
庁
文
書
群
が
構
造
分
析
に
向
い
た
資
料
群
だ
っ
た
。

部
課
係
名
、
時
期
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
構
造
分
析
に
向
い
て
い
た
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
公
文
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
階
層
は
、
県
庁
内

の
部
・
課
・
係
の
ラ
イ
ン
に
対
応
す
る
区
分
を
想
定
し
て
設
定
さ
れ
た
点
で
あ

る
。
問
題
は
、
県
庁
内
の
上
位
区
分･

下
位
区
分
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
階
層
に
、

組
織
構
造
の
な
い
個
人
の
収
集
資
料
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
で
あ
る
。

資
料
を
整
理
す
る
中
で
浮
か
ん
だ
の
は
、
階
層
に
伊
澤
慶
治
の
生
涯
を
反
映

さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
利
用
者
が
目
録
を
見
た
だ
け
で
、
伊
澤
の
人
物
像
が
浮

か
び
上
が
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
階
層
を
設
定
し
た
。

（
１
）
フ
ォ
ン
ド

I
S
A
D

（G

）
に
よ
る
フ
ォ
ン
ド
の
定
義
は
「
特
定
の
人
物･

家･

団
体
に
よ
る
活

動
を
通
じ
て
有
機
的
に
作
成･

蓄
積･

使
用
さ
れ
た
史
料
群
全
体
」
と
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
フ
ォ
ン
ド
は
「
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド

I
S
A
D

（G
）
に
よ
る
サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
の
定
義
は
「
親
と
な
る
組
織･

団
体
の
行

古文書
DB№

古文書DBの項目

〈例〉［古文書］佐
竹文庫
「玉篇板権願」
(AS020-1)

公文書
DB№

公文書DBの項目
〈例〉［公文書］
株式取引條例
（930103-12189）

〈例〉［公文書］
警察費勘定帳雛形
（930103-12190）

3 KID<d> 3 KID<d>
7 資料番号［再掲］ AS020-1 11 資料番号 930103-12189 930103-12190
8 件名番号<d> 25 件名番号<d>

11 件名 26 件名
12 件名見出し
17 件名和暦
18 件名西暦̲始<d>
19 件名西暦̲終<d>
20 件名月日
30 件名差出
31 件名受取
33 件名備考 27 件名備考

28 完結年月日
64 管理用２１ 82 管理用２１
65 管理用２２ 83 管理用２２
66 管理用２３ 84 管理用２３

件
名
テ
ー
ブ
ル
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政･
管
理･

経
営
上
の
下
位
区
分
に
対
応
す
る
関
連
史
料
群
を
含
む
、
フ
ォ
ン
ド

の
下
位
区
分
」
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
伊
澤
慶
治
の
ラ
イ
フ･

ス
テ
ー
ジ

に
応
じ
、
サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
を
「
継
承
」「
県
内
収
集
資
料
」
「
県
外
収
集
資
料
」

「
そ
の
他
収
集
資
料
（
県
内
外
不
明
）
」
「
趣
味
蒐
集
」「
郷
土
研
究
」
と
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ナ
ン
バ
ー
は
［i

（
伊
澤
）
＋s

f

＋1

～6

］
と
し
た
。

美
佐
子
夫
人
に
よ
る
と
、
伊
澤
慶
治
が
横
手
市
在
野
の
歴
史
家
の
集
ま
り
で

あ
る
「
横
手
郷
土
史
編
纂
会
」
の
賛
助
会
員
に
な
っ
た
の
は
昭
和
三
十
三
年
。

正
会
員
に
な
っ
た
の
は
三
十
五
年
で
あ
る
。
当
時
、
同
会
は
正
会
員
に
な
る
の

が
難
し
く
、
伊
澤
は
何
年
も
正
会
員
佐
川
良
視
に
付
い
て
調
査
に
行
っ
た
り
、

金
銭
的
な
提
供
を
し
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
の
会
員
に
な
っ
た
と
い
う
（
９
）
。

伊
澤
慶
治
の
歴
史
資
料
に
対
す
る
扱
い
や
歴
史
観
は
、
何
年
に
も
わ
た
る
先
輩

史
家
の
厳
し
い
薫
陶
を
受
け
た
結
果
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
「
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
」
の
う
ち
、
横
手
郷
土
史
編

纂
会
の
先
人
に
あ
た
る
深
澤
多
市
と
佐
川
良
視
が
集
め
た
資
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ

ひ
と
か
た
ま
り
の
群
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
二
つ
の
資
料

群
の
サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
は
「
継
承
」
と
し
た
。

ま
た
「
県
内
収
集
資
料
」
「
県
外
収
集
資
料
」
「
そ
の
他
収
集
資
料
（
県
内
外

不
明
）
」
は
、
伊
澤
が
集
め
た
古
文
書
類
の
分
類
で
あ
る
。
「
そ
の
他
収
集
資
料

（
県
内
外
不
明
）
」
は
、
平
成
八
年
度
受
入
時
の
形
態
別
分
類
に
よ
り
、
県
内
外

い
ず
れ
か
の
資
料
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
入
れ
た
。
「
趣
味
蒐

集
」
は
、
優
品･

美
品
、
伊
澤
が
終
生
関
心
を
持
ち
続
け
た
教
育
、
芸
能
等
の
資

料
を
入
れ
て
い
る
。
「
郷
土
研
究
」
は
、
伊
澤
に
よ
る
調
査･

研
究
メ
モ
、
執
筆

原
稿
、
講
演
資
料
を
入
れ
て
い
る
。

こ
の
区
分
を
用
い
る
こ
と
で
、
利
用
者
は
、
郷
土
史
の
先
輩
方
よ
り
厳
し
い

薫
陶
を
受
け
た
伊
澤
が
、
県
内
外
の
資
料
を
集
め
、
や
が
て
郷
土
史
の
大
家
と

し
て
開
花
す
る
人
間
像
を
思
い
描
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

（
３
）
サ
ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
の
下
部
に
あ
た
る
サ
ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
は
、
伊
澤
が
収
集

し
た
大
元
の
出
所
及
び
伊
澤
の
関
心
に
よ
り
編
成
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に

［i

（
伊
澤
）
＋s

s
f

＋0
1

～7
2

］
の
ナ
ン
バ
ー
を
付
与
し
た
。
こ
れ
に
よ
り

「
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
」
は
七
十
二
の
資
料
群
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を

示
す
こ
と
が
で
き
た
。

・
「
継
承
」
郷
土
史:

深
澤
多
市
関
係
資
料
（i

s
s
f
0
1

）
、
郷
土
史:

佐
川
良
視

関
係
資
料
（i

s
s
f
0
2

）

・
「
県
内
収
集
資
料
」
横
手
給
人:

長
沼
家
関
係
資
料
（i

s
s
f
0
3

）
～
秋
田
県

内:

諸
家
収
集
資
料
（i

s
s
r
4
3

）

・
「
県
外
収
集
資
料
」
函
館
市:

小
林
ウ
メ
家
関
係
資
料
（i

s
s
f
4
4

）
～

秋
田
県
外:

諸
家
集
資
料
（i

s
s
f
6
1

）

・
「
そ
の
他
収
集
資
料
」
県
内
外
不
明:

諸
家
収
集
資
料
（i

s
s
f
6
2

）

・
「
趣
味
蒐
集
」
伊
澤:

同
時
代
記
録
資
料
（i

s
s
f
6
3

）
～
伊
澤:

優
品･

美
品

（i
s
s
f
7
1

）

・
「
郷
土
研
究
」
伊
澤:

郷
土
史
研
究
資
料
（i

s
s
f
7
2

）
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（
４
）
サ
ブ･

サ
ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド

サ
ブ･

サ
ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
は
、
サ
ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
の
下
位
の
層
で
あ

る
。
出
所
で
あ
る
七
十
二
の
資
料
群
の
性
格
を
見
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資

料
群
の
中
身
が
十
七
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
か
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
サ
ブ･

サ

ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
の
編
成
を
〈
表
２
〉
に
示
す
が
、
上
位
三
位
は
、
商
業
経

営
一
，
二
〇
五
点
、
農
業
経
営
六
三
五
点
、
宗
教･

暦
三
六
二
点
で
あ
る
。
伊
澤

が
生
業
を
営
ん
だ
横
手
市
四
日
町
は
商
人
町
で
あ
る
。
伊
澤
の
興
味･

関
心
は
、

自
分
が
よ
っ
て
立
つ
所
の
地
域
性
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
類
推
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
各
項
目
に
サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
を
反
映
さ
せ
る
と
、
伊
澤
の
活
動

が
よ
り
鮮
明
に
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
伊
澤
は
、
県
内･

県
外
と
も
に
商
業

経
営
に
関
す
る
資
料
を
集
め
る
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
郷
土
史

家
と
し
て
の
研
究
に
使
用
し
て
は
い
な
い
。

伊
澤
の
没
後
、
関
係
者
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
故
伊
澤
慶
治
遺
稿
集･

故
伊
澤

慶
治
氏
追
悼
文
集
』
の
目
次
を
見
る
と
「
肉
筆
浮
世
絵
」
「
手
柄
岡
持
賛･

無
落

款･

太
夫
禿
図
私
見
」
「
荻
津
勝
章
の
幕
せ
る
北
斎
画･

達
磨
地
獄
図
に
つ
い
て
」

等
の
論
考
の
題
名
が
並
ん
で
い
る
（

）
。
こ
れ
は
、
伊
澤
の
郷
土
研
究
の
最
終

10

到
達
点
が
、
サ
ブ･

サ
ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
の
趣
味･

教
養･

娯
楽
で
あ
る
こ
と
を

示
す
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
階
層
の
ナ
ン
バ
ー
は
［i

（
伊
澤
）
＋s

s
s
f

＋0
1

～1
7

］
と
し
、

各
資
料
群
共
に
サ
ブ･

サ
ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
の
名
称
と
ナ
ン
バ
ー
は
共
通
し
た

も
の
を
使
用
し
た
。
こ
れ
は
出
所
の
異
な
る
資
料
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
資
料
の

性
格
を
も
つ
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
し
た
こ
と
で
、
検

サブ･サブ･サブ･
フォンド名

サブ･サブ･サ
ブ･フォンド
№

isf1 
継承

isf2 
県内収
集資料

isf3
県外収
集資料

isf4
その他
収集資
料

isf5
趣味･蒐
集

isf6
郷土研
究

点数

商業経営 isssf01 25 954 223 3 1,205 
農業経営 isssf02 4 534 96 1 635 
大工経営 isssf03 81 1 82 
村役人 isssf04 249 249 
武家家政 isssf05 1 269 8 278 
藩関係 isssf06 5 51 7 3 27 20 113 
幕府関係 isssf07 1 2 1 4 
町村政 isssf08 23 70 10 103 
県関係 isssf09 15 1 2 18 
国関係 isssf10 2 51 3 1 1 58 
土地･家屋 isssf11 5 100 13 1 119 
生活諸事 isssf12 4 114 93 7 2 220 
医薬･健康 isssf13 10 10 17 37 
趣味･教養･娯楽 isssf14 84 62 13 201 36 396 
教育･学校 isssf15 27 27 2 46 102 
軍事･戦争 isssf16 1 19 50 3 4 77 
宗教･暦 isssf17 3 145 117 96 1 362 

157 2,751 665 18 393 74 4,058 

〈表2〉サブ･サブ･サブ･フォンドの名称、№、点数

合  計
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索
の
利
便
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
５
）
シ
リ
ー
ズ

フ
ァ
イ
ル
は
、
特
定
の
機
能
や
事
項
を
示
す
項
目
で
「
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
」

全
体
で
三
二
六
項
目
あ
る
。
そ
こ
で
〈
表
３
〉
の
よ
う
に
、
五
十
音
順
に
「
会

津
藩
」
か
ら
「
和
本
」326

項
目
を
並
べ
［i

（
伊
澤
）
＋se

（
シ
リ
ー
ズ
）
＋001

～326

］
の
ナ
ン
バ
ー
を
付
し
た
。
こ
れ
は
サ
ブ･

サ
ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
同
様

の
理
由
に
よ
る
。

ち
な
み
に
、
資
料
の
多
い
順
に
５
位
ま
で
挙
げ
る
と
「
年
貢･

諸
役
」
四
〇
四

点
、
「
金
銭
勘
定
」
三
六
四
点
、
「
商
業
金
融
（
貸
金
）」
二
五
一
点
、
「
酒
造･

酒

屋
」
二
〇
七
点
、
「
書
状･

書
簡
」
一
七
九
点
と
な
る
。
こ
こ
に
も
伊
澤
慶
治
の

商
業
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
本
章
で
は
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
の
階
層
構
造
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、

概
略
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
フ
ォ
ン
ド
（f

）

伊
澤
慶
治
収
集
資
料

・
サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
（s

f

）

伊
澤
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
よ
る
編
成

・
サ
ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
（s
s
f

）
伊
澤
が
集
め
た
資
料
の
出
所
に
よ
る
編
成

・
サ
ブ･

サ
ブ･

サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
（s

s
s
f

）
集
め
た
資
料
の
性
格
に
よ
る
編
成

・
シ
リ
ー
ズ
（s

e

）

集
め
た
資
料
の
特
定
の
機
能･

事
項

こ
れ
を
一
言
で
い
う
と
、
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
の
階
層
構
造
は
、
伊
澤
の
ラ

イ
フ
ス
テ
ー
ジ
、
大
元
の
出
所
、
資
料
の
性
格
に
よ
り
編
成
し
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

四

伊
澤
慶
治
収
集
資
料
の
全
体
像

前
章
で
示
し
た
方
針
に
よ
り
作
成
し
た
「
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
」
四
，
〇
五

八
点
の
全
体
像
を
〈
付
表
〉
に
示
す
。
階
層
構
造
目
録
を
作
成
し
た
こ
と
に
よ

り
鮮
明
と
な
っ
た
資
料
群
の
特
質
に
つ
い
て
、
サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
ご
と
に
述
べ
て

み
た
い
。

（
１
）
継
承
［i

s
f
1

］

「
継
承
」
は
、
伊
澤
を
育
て
た
橫
手
郷
土
史
の
先
人
で
あ
る
佐
川
良
視
、
更

に
そ
の
佐
川
を
育
て
た
深
澤
多
市
の
資
料
群
か
ら
な
る
。
数
が
多
い
の
は
、
両

人
の
調
査
関
係
資
料
で
あ
る
。
伊
澤
は
、
深
澤･

佐
川
両
人
の
調
査
関
係
資
料
を

引
き
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
郷
土
研
究
の
視
角
、
歴
史
観
を
も
継
承
し
よ
う
と

し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
２
）
県
内
収
集
資
料
［i

s
f
2

］

「
県
内
収
集
資
料
」
は
、
資
料
の
出
所
が
、
橫
手
市
か
ら
平
鹿
郡
、
仙
北
郡
、

秋
田
市
と
い
う
具
合
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
数
が
多
い
の
は
、
商

業
関
係
資
料
で
あ
る
が
、
武
家
文
書
で
あ
っ
て
も
、
武
士
の
金
銭
貸
借
に
関
す

る
資
料
を
多
く
集
め
て
い
る
。

こ
こ
で
特
に
記
し
て
お
き
た
い
の
は
「
久
保
田
給
人:

森
田
家
関
係
資
料
」

［i
s
s
f
3
3

］
で
あ
る
。
令
和
三
年
七
月
、
男
鹿
市
の
泉
明
氏
よ
り
資
料
の
寄
贈

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
に
秋
田
藩
士･

森
田
冬
蔵
の
書
状
控
や
日
記
が
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
泉
氏
か
ら
来
歴
を
聞
く
と
、
秋
田
市
内
の
古
書
店
か
ら
購
入
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
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シリーズ名 シリーズ№ 点数 シリーズ名 シリーズ№ 点数 シリーズ名 シリーズ№ 点数
会津藩 ise001 1 畿内寺社 ise056 5 作物試験 ise111 1
秋田県人会 ise002 1 寄付 ise057 4 雑誌 ise112 5
秋田神社 ise003 1 救恤 ise058 1 札幌農学校 ise113 9
秋田中学校 ise004 2 教化 ise059 1 薩摩藩 ise114 1
生駒氏 ise005 3 教義 ise060 17 茶道 ise115 6
一門 ise006 3 行幸 ise061 1 産物取立 ise116 10
移転 ise007 1 教諭 ise062 1 散文 ise117 2
糸 ise008 2 記録 ise063 9 山林 ise118 12
位牌 ise009 1 銀行 ise064 3 寺院 ise119 24
衣類 ise010 20 近世教育関係資料 ise065 19 寺院（金融） ise120 2
慰労金 ise011 1 金銭勘定 ise066 364 寺院（建築･造作） ise121 2
岩手県 ise012 1 勤役 ise067 10 寺院（人事･組織） ise122 3
印鑑証明 ise013 9 薬 ise068 14 仕送り ise123 7
羽州街道 ise014 1 蔵米 ise069 1 士官学校 ise124 1
売馬 ise015 6 軍事公債 ise070 2 式典 ise125 2
運動会 ise016 1 軍事郵便 ise071 5 事件 ise126 1
運輸･運送 ise017 33 慶弔諸事 ise072 49 伺候 ise127 1
衛生 ise018 1 芸能 ise073 7 資産 ise128 2
易学 ise019 1 契約 ise074 2 思想 ise129 1
駅逓 ise020 20 結核 ise075 3 下張文書 ise130 2
蝦夷地 ise021 3 県会議員選挙 ise076 5 質入れ ise131 2
絵葉書 ise022 1 献金 ise077 4 新発田藩 ise132 2
大蔵省 ise023 1 原稿 ise078 19 師範学校（制服） ise133 1
大目付 ise024 1 憲政会 ise079 1 事務 ise134 5
御境目御用 ise025 157 検地 ise080 3 借地･借家 ise135 2
温泉 ise026 2 県知事選挙 ise081 1 借金 ise136 15
絵画 ise027 32 講･無尽 ise082 31 社殿建築 ise137 11
廻船 ise028 13 皇居･皇室 ise083 6 収穫 ise138 1
街道 ise029 1 広告 ise084 9 什器 ise139 1
改名 ise030 1 交際 ise085 69 衆議院議員 ise140 34
家屋売買 ise031 9 校舎 ise086 1 修身 ise141 2
火災 ise032 9 郷社 ise087 1 集落 ise142 4
家作･普請 ise033 2 侯爵 ise088 1 修行 ise143 6
下賜 ise034 2 好事 ise089 1 酒造･酒屋 ise144 207
貸地 ise035 7 耕地整理 ise090 6 出産 ise145 2
貸籾 ise036 5 郷帳 ise091 1 出版･刊行物 ise146 11
河川交通 ise037 4 皇典講究所 ise092 3 種痘 ise147 1
家族内通信 ise038 15 高等小学校 ise093 1 小学校教科書 ise148 15
学館 ise039 1 顧客 ise094 1 商業金融（一般） ise149 3
学校生活 ise040 2 国文学･謡曲 ise095 22 商業金融（貸金） ise150 251
合併 ise041 1 国民英学会 ise096 4 商業金融（貸米） ise151 6
家督 ise042 3 小作 ise097 7 商業金融（借金） ise152 2
家法 ise043 2 戸籍･人口他 ise098 35 譲渡 ise153 1
神札 ise044 11 戸長 ise099 4 上納 ise154 12
借馬 ise045 1 小遣い ise100 5 商売 ise155 40
借米 ise046 2 古文書解読勉強会 ise101 3 消防 ise156 1
借籾 ise047 7 雇用 ise102 11 情報 ise157 9
為替 ise048 12 御用金･御用米 ise103 3 食品･食事 ise158 26
勧業債券 ise049 1 暦 ise104 46 書状･書簡 ise159 179
玩具 ise050 2 細工 ise105 34 書道 ise160 11
観光 ise051 12 祭祀･祭礼 ise106 42 諸願い ise161 6
漢詩 ise052 11 催事 ise107 6 所有地 ise162 1
神主 ise053 4 裁判 ise108 11 信仰 ise163 10
漢文 ise054 1 材木･資材 ise109 20 神事 ise164 4
揮毫 ise055 2 作事 ise110 1 人事 ise165 18

〈表3〉シリーズの名称､ナンバー､点数



- 26 -

シリーズ名 シリーズ№ 点数 シリーズ名 シリーズ№ 点数 シリーズ名 シリーズ№ 点数
神社 ise166 12 東北巡幸 ise222 1 物品購入 ise278 32
尋常小学校 ise167 4 土地改良区 ise223 1 物品送付 ise279 1
親族･交際 ise168 4 土地売買 ise224 72 文化財 ise280 1
新田開発 ise169 1 戸村氏 ise225 2 文書 ise281 23
人物 ise170 1 日露戦争（出征） ise226 1 兵営生活 ise282 17
新聞 ise171 5 日露戦争（召集） ise227 2 米穀勘定 ise283 50
捨て子 ise172 1 日露戦争（戦死） ise228 21 方位図 ise284 1
図面 ise173 3 日露戦争（地図） ise229 2 法令 ise285 16
相撲 ise174 1 日露戦争（部隊） ise230 2 戊辰戦争（庄内藩） ise286 3
生活費 ise175 1 日露戦争（郵便） ise231 2 戊辰戦争（戦闘） ise287 1
生活用品 ise176 5 日記 ise232 61 戊辰戦争（武器） ise288 1
請求書 ise177 3 入営生活 ise233 11 戊辰戦争（補給･輸送） ise289 2
製茶 ise178 1 入学 ise234 1 戊辰戦争（横手籠城線） ise290 1
青年訓練所 ise179 1 入信 ise235 3 墓地 ise291 1
青年団 ise180 1 二輪車 ise236 2 盆栽 ise292 1
生命保険 ise181 2 人足 ise237 6 本荘中学校 ise293 1
聖霊高等女学院 ise182 10 人別 ise238 1 曼荼羅 ise294 1
石油 ise183 1 任命 ise239 2 水戸藩 ise295 1
先祖 ise184 3 年金 ise240 1 身分 ise296 9
仙台藩 ise185 3 年貢･諸役 ise241 404 見舞 ise297 2
僧位 ise186 23 年貢･諸役徴収 ise242 44 民間療法 ise298 1
送金 ise187 19 農会 ise243 1 向氏 ise299 3
造作 ise188 17 農業 ise244 5 名望家 ise300 3
相場 ise189 17 農業金融（貸金） ise245 5 目録 ise301 1
装備 ise190 2 農業金融（借金） ise246 5 木綿 ise302 13
訴訟 ise191 5 農具･農作業 ise247 2 盛岡藩 ise303 2
租税 ise192 11 農事 ise248 1 文部省検定試験 ise304 1
算盤 ise193 2 納税 ise249 3 靖国神社 ise305 2
村会 ise194 1 ノート･テスト類 ise250 3 由緒･歴史 ise306 24
村政 ise195 18 俳句 ise251 16 郵政大学校 ise307 2
鷹狩 ise196 1 拝領 ise252 4 郵便 ise308 4
建物絵図 ise197 5 波宇志別神社 ise253 14 輸送 ise309 7
短歌 ise198 7 履き物 ise254 8 養蚕 ise310 5
断簡 ise199 8 馬籍 ise255 1 養子 ise311 5
治安 ise200 1 旅籠･旅館 ise256 8 用水 ise312 3
地域教育 ise201 2 葉煙草 ise257 1 用品 ise313 1
地価 ise202 2 犯罪 ise258 1 橫手郷土史研究会 ise314 4
知行 ise203 8 藩主 ise259 17 橫手郷土誌編纂会 ise315 2
地券 ise204 9 藩通知･法令 ise260 13 橫手中学校 ise316 10
地図 ise205 8 病院 ise261 4 代々木神宮 ise317 1
地籍図 ise206 39 病気 ise262 1 立憲政友会 ise318 2
地租受取 ise207 16 葺替 ise263 2 立憲民政党 ise319 14
中学校生活 ise208 6 布教 ise264 1 両替 ise320 1
町会 ise209 16 武具 ise265 4 旅行 ise321 4
調査 ise210 80 武芸 ise266 2 履歴 ise322 2
調達 ise211 6 武家金融（貸金） ise267 33 連歌 ise323 1
調停 ise212 1 武家金融（借米） ise268 3 ロータリークラブ ise324 2
徴兵事務 ise213 5 武家金融（借金） ise269 7 和歌 ise325 7
調練 ise214 2 武家金融（論馬代） ise270 1 和本 ise326 1
通交 ise215 64 分限帳 ise271 1
通知 ise216 26 布告･布達 ise272 3
電信･電話 ise217 7 普請 ise273 20
道具類 ise218 2 婦人会 ise274 1
刀剣 ise219 4 布施 ise275 1
銅山 ise220 23 仏像 ise276 5
盗難 ise221 1 仏壇･仏具 ise277 2
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つ
ま
り
、
泉
氏
が
集
め
本
館
に
寄
贈
し
た
森
田
冬
蔵
関
係
資
料
は
、
伊
澤
慶

治
収
集
資
料
の
「
久
保
田
給
人:

森
田
家
関
係
資
料
」
と
出
所
が
同
じ
資
料
群
だ

っ
た
。
こ
れ
が
何
ら
か
の
理
由
で
散
逸
す
る
が
、
泉･

伊
澤
両
氏
の
手
を
経
て
、

再
び
公
文
書
館
で
一
つ
に
纏
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
文
書
の
流
転
と
合
一
と
い
う

資
料
収
集
機
関
な
ら
で
は
の
面
白
さ
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
３
）
県
外
収
集
資
料
［i

s
f
3

］

伊
澤
の
資
料
収
集
が
函
館
市
か
ら
兵
庫
県
に
及
び
、
精
力
的
な
活
動
が
窺
い

知
れ
る
。
こ
こ
で
目
を
引
く
の
は
「
山
形
県
西
村
山
郡
三
泉
村:

渡
辺
家
関
係
資

料
」
の
日
露
戦
争
に
関
す
る
資
料
で
あ
る
。
学
問
を
愛
し
、
札
幌
農
学
校
に
学

ん
だ
若
者
が
陸
軍
に
志
願
し
日
露
戦
争
に
従
軍
、
そ
し
て
戦
死
す
る
ま
で
の
資

料
が
全
て
残
さ
れ
て
い
た
。
「
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
」
の
軍
事･

戦
争
に
関
す
る

資
料
は
七
十
七
点
で
、
全
部
で
四
，
〇
五
八
点
の
量
か
ら
す
る
と
多
い
と
は
言

え
ず
、
伊
澤
は
戦
争
関
連
資
料
の
収
集
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
と
断
じ
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
の
中
で
、
渡
辺
家
の
日
露
戦
争
関
連
の
資
料
は
五
十
点
と
突
出
し

て
い
る
。
こ
こ
に
、
伊
澤
の
戦
争
に
対
す
る
不
条
理
と
戦
死
者･

遺
族
の
悲
し
さ

に
向
き
合
う
心
を
感
じ
る
。

（
４
）
そ
の
他
収
集
資
料
［i

s
f
4

］

資
料
の
出
所
が
県
内
外
い
ず
れ
か
分
か
ら
な
い
十
八
点
の
資
料
に
よ
り
構
成

さ
れ
る
。

（
５
）
趣
味･

蒐
集
［i

s
f
5

］

教
育･

芸
術
関
係
資
料
の
多
さ
に
目
を
引
く
。
美
佐
子
夫
人
に
よ
る
と
「
慶
治

が
特
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
歌
舞
伎
で
あ
っ
た
」
「
慶
治
は
芝
居
を
見
て
感
動
す

る
と
、
す
ぐ
に
出
演
し
て
い
る
俳
優
に
手
紙
を
書
い
た
。
返
事
を
下
さ
る
方
も

あ
り
、
返
事
の
な
い
方
も
あ
っ
た
が
、
人
間
国
宝
で
芸
術
院
会
員
の
故
尾
上
松

綠
丈
、
同
じ
く
人
間
国
宝
の
故
尾
上
多
賀
之
丞
丈
、
そ
れ
に
尾
上
菊
蔵
丈
は
必

ず
手
紙
や
電
話
で
お
返
事
を
頂
い
た
」「
芸
術
品
を
見
る
こ
と
は
慶
治
に
と
っ
て
、

郷
土
史
研
究
と
歌
舞
伎
を
見
る
こ
と
と
同
じ
比
重
を
持
っ
て
大
事
な
こ
と
で
あ

っ
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
美
を
愛
し
た
伊
澤
慶
治
の
人
間
性
を
窺
う
こ
と
が
で

き
る
（

）
。

11

（
６
）
郷
土
研
究
［i

s
f
6

］

伊
澤
が
講
演
会
の
講
師
を
勤
め
た
折
り
に
作
成
し
た
発
表
資
料
、
原
稿
、
調

査
資
料
、
メ
モ
の
類
い
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

お

わ

り

に

本
稿
は
「
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
」
の
階
層
構
造
目
録
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、

伊
澤
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
、
大
元
の
出
所
、
資
料
の
性
格
に
よ
り
階
層
を
設
定

し
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
筆
者
は
こ
の
作
業
を
通
じ
て
次
の
三
点
の
結

果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

第
一
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
資
料
の
階
層
化
は
、
収
集
し
た
人
物
の
生
き
た
足

跡
と
、
収
集
し
た
資
料
の
ま
と
ま
り
と
出
所
が
判
明
す
る
限
り
、
構
築
可
能
で

あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
伊
澤
の
場
合
、
地
元
の
先
輩
郷
土
史
家
か
ら
厳
し
い

訓
練
を
受
け
て
資
料
を
集
め
、
研
究
を
発
表
し
、
著
作
物
を
刊
行
す
る
よ
う
に

な
る
の
だ
が
、
階
層
構
造
目
録
を
作
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
資
料
を
集
め
て
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郷
土
史
家
と
し
て
自
ら
の
世
界
を
開
花
し
た
の
か
が
は
っ
き
り
と
分
か
っ
た
こ

と
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
。

第
二
は
、
収
集
家
の
関
心
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
伊

澤
の
場
合
、
商
業
関
係
資
料
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
伊
澤
の
稼
業
は
骨
董
商

で
、
生
粋
の
商
人
気
質
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、

収
集
家
の
人
生
そ
の
も
の
が
見
え
て
く
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
し
て
第
三
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
検
索
方
法
が
多
岐
に
及
ぶ
目
録
を
作
成

で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
公
文
書
館
で
は
、
閲
覧
室
に
、
利
用
者
が
思
い
浮
か
ぶ

検
索
ワ
ー
ド
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
結
果
が
表
示
さ
れ
、
し
か
も
閲
覧
申
請
書

が
印
刷
さ
れ
る
検
索
シ
ス
テ
ム
を
置
い
て
い
る
。
こ
こ
に
サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
か
ら

シ
リ
ー
ズ
ま
で
の
語
が
入
っ
た
こ
と
で
、
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
の
検
索
の
利
便

性
は
よ
り
一
層
増
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。

以
上
、
本
稿
で
は
、
伊
澤
慶
治
収
集
資
料
の
階
層
構
造
目
録
作
成
に
つ
い
て

述
べ
た
が
、
本
目
録
の
作
成
が
、
今
後
の
公
文
書
館
が
作
成
す
る
古
文
書
目
録

の
一
つ
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
、
こ
こ
で
擱
筆
す
る
。

註

（
１
）
柴
田
美
保
「
秋
田
県
庁
文
書
群
の
目
録
作
成
に
つ
い
て－

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と

目
録
刊
行
へ
の
取
り
組
み－

」
（
『
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
一
〇
、
二
〇

〇
四
年
）

（
２
）
松
山
龍
彦
「
国
際
標
準
記
録
史
料
記
述
（I

S
A
D
(
G
)

）
の
小
規
模
史
料
群
へ
の

適
用
に
よ
る
編
成
記
述
の
試
み
」（
『G

C
A
S
R
e
p
o
r
t

学
習
院
大
学
大
学
院
人
文

科
学
研
究
科
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
専
攻
研
究
年
報
』
四
、
二
〇
一
五
年
）

（
３
）
佐
川
良
視
『
橫
手
郷
土
史
年
表
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年

（
４
）
伊
沢
美
佐
子
『
郷
土
の
文
化
と
歴
史
を
愛
し
た
男
の
人
生
記
録
』
彦
榮
堂
、

一
九
九
七
年

（
５
）
伊
澤
慶
治
『
橫
手
の
歴
史
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
九
年
、『
橫
手
も
の
し
り
事
典
』

東
洋
書
院
、
一
九
八
四
年
、「
役
者
絵
の
考
証
」（
『
浮
世
絵
芸
術
』
六
〇
、
一
九

七
八
年
）
、
「
佐
々
木
原
善
の
画
業
と
生
涯

東
北
地
方
に
最
初
に
南
蘋
派
を
導

入
し
た
画
家
」（
『
古
美
術
』
六
七
、
一
九
八
三
年
）
、「
勝
川
春
朗
の
役
者
絵(

未

定
稿)

に
つ
い
て
」（
『
浮
世
絵
芸
術
』
七
九
、
一
九
八
四
年
）
他

（
６
）
公
文
書
館
業
務
資
料
「
寄
贈
寄
託
関
係
②
」
伊
澤
慶
治
収
集
資
料

（
７
）
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
第
七
十
八
集
『
信
濃
国
佐
久
郡
御
馬
寄
村
町
田
家
文
書

目
録
』
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
、
二
〇
〇
四
年

（
８
）
二
〇
二
一
年
十
月
、
柴
田
知
彰
本
人
よ
り
聞
き
取
り

（
９
）
伊
沢
美
佐
子
前
掲
書
（
４
）

（

）『
故
伊
澤
慶
治
遺
稿
集･

故
伊
澤
慶
治
氏
追
悼
文
集
』（
東
洋
書
院
、
一
九
九
八
年
）

10
（

）
伊
沢
美
佐
子
前
掲
書
（
４
）

11

（
古
文
書
班

は
た
な
か

や
す
ひ
ろ
）

＊
本
稿
は
令
和
三
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
（
国
文
学
研
究
資
料
館
主
催
）

短
期
コ
ー
ス
の
修
了
論
文
を
再
録
し
た
も
の
で
あ
る
。



- 29 -

isf1 継承 isf1  ise174 相撲 1
issf01 郷土史:深澤多市関係資料 29 継  ise210 調査 38

isssf06 藩関係 1 承  ise251 俳句 1
 ise091 郷帳 1  ise276 仏像 1
isssf10 国関係 2  ise280 文化財 1
 ise083 皇居･皇室 2  ise314 横手市郷土研究会 3
isssf12 生活諸事 1  ise315 橫手郷土史編纂会 2
 ise032 火災 1  ise306 由緒･歴史 2
isssf14 趣味･教養･娯楽 23 isssf16 軍事･戦争 1
 ise146 出版･刊行物 3  ise288 戊辰戦争（武器） 1
 ise171 新聞 1 isssf17 宗教･暦 1
 ise210 調査 19  ise166 神社 1
isssf17 宗教･暦 2 isf2 県内収集資料
 ise166 神社 1 95
 ise056 畿内寺社 1 isssf05 武家家政 89

128  ise033 家作･普請 2
isssf01 商業経営 25  ise072 慶弔諸事 1
 ise020 駅逓 20  ise085 交際 3
 ise064 銀行 1  ise116 産物取立 10
 ise066 金銭勘定 1  ise159 書状･書簡 31
 ise082 講･無尽 1  ise242 年貢･諸役徴収 17
 ise144 酒造･酒屋 1  ise267 武家金融（貸金） 25
 ise232 日記 1 isssf06 藩関係 4
isssf02 農業経営 4  ise203 知行 1
 ise063 記録 1  ise210 調査 1
 ise109 材木･資材 1  ise216 通知 1
 ise244 農業 2  ise285 法令 1
isssf05 武家家政 1 isssf13 医薬･健康 1
 ise232 日記 1  ise068 薬 1
isssf06 藩関係 4 isssf17 宗教･暦 1
 ise014 羽州街道 1  ise104 暦 1
 ise211 調達 1 issf04 横手給人:山崎家関係資料 13
 ise225 戸村氏 1 isssf05 武家家政 13
 ise295 水戸藩 1  ise042 家督 1
isssf08 町村政 23  ise063 記録 1
 ise017 運輸･運送 1  ise214 調練 2
 ise029 街道 1  ise203 知行 2
 ise041 合併 1  ise232 日記 5
 ise098 戸籍･人口他 4  ise306 由緒･歴史 1
 ise099 戸長 2  ise322 履歴 1
 ise118 山林 1 issf05 橫手:斎藤萬蔵家関係資料 29
 ise178 製茶 1 isssf01 商業経営 28
 ise192 租税 10  ise066 金銭勘定 20
 ise237 人足 1  ise150 商業金融（貸金） 2
 ise273 普請 1  ise151 商業金融（貸米） 2
isssf11 土地･家屋 5  ise232 日記 2
 ise204 地券 1  ise283 米穀勘定 2
 ise223 土地改良区 1 isssf11 土地･家屋 1
 ise224 土地売買 3  ise224 土地売買 1
isssf12 生活諸事 3 issf06 橫手:杉田清治家関係資料 179
 ise002 秋田県人会 1 isssf01 商業経営 109
 ise072 慶弔諸事 1  ise017 運輸･運送 3
 ise155 商売 1  ise066 金銭勘定 13
isssf14 趣味･教養･娯楽 61  ise082 講･無尽 5
 ise078 原稿 11  ise094 顧客 1
 ise170 人物 1  ise102 雇用 2

〈付表〉「伊澤慶治収集資料」の全体像

issf03 横手給人:長沼家関係資料

issf02 郷土史:佐川良視関係資料
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isf2  ise149 商業金融（一般） 3 isf2 issf11 平鹿郡浅舞村:杉山家関係資料 1
県  ise150 商業金融（貸金） 24 県 isssf01 商業経営 1
内  ise159 書状･書簡 2 内  ise066 金銭勘定 1
収  ise155 商売 10 収 issf12 平鹿郡筏村関係資料 4
集  ise207 地租受取 16 集 isssf04 村役人 2
資  ise241 年貢･諸役 15 資  ise258 犯罪 1
料  ise283 米穀勘定 5 料  ise285 法令 1

 ise302 木綿 7 isssf11 土地･家屋 2
 ise308 郵便 3  ise118 山林 1
isssf08 町村政 4  ise224 土地売買 1
 ise077 献金 2 issf13 平鹿郡板井田村:忠左衛門家関係資料 19
 ise099 戸長 1 isssf02 農業経営 6
 ise154 上納 1  ise241 年貢･諸役 3
isssf11 土地･家屋 31  ise066 金銭勘定 3
 ise031 家屋売買 8 isssf11 土地･家屋 13
 ise108 裁判 11  ise224 土地売買 13
 ise131 質入れ 1 issf14 平鹿郡板井田村:渡部家関係資料 3
 ise153 譲渡 1 isssf02 農業経営 3
 ise204 地券 7  ise066 金銭勘定 3
 ise224 土地売買 3 issf15 角間川給人:落合家関係資料 125
isssf12 生活諸事 4 isssf05 武家家政 115
 ise030 改名 1  ise015 売馬 2
 ise057 寄付 1  ise072 慶弔諸事 1
 ise238 人別 1  ise157 情報 3
 ise274 婦人会 1  ise159 書状･書簡 88
isssf13 医薬･健康 1  ise242 年貢･諸役徴収 1
 ise068 薬 1  ise248 農事 1
isssf14 趣味･教養･娯楽 2  ise268 武家金融（借米） 3
 ise073 芸能 2  ise269 武家金融（借金） 7
isssf15 教育･学校 1  ise270 武家金融（論馬代） 1
 ise316 横手中学校 1  ise306 由緒･歴史 1
isssf17 宗教･暦 27  ise309 輸送 7
 ise003 秋田神社 1 isssf06 藩関係 3
 ise087 郷社 1  ise216 通知 3
 ise106 祭祀･祭礼 13 isssf11 土地･家屋 1
 ise119 寺院 1  ise224 土地売買 1
 ise137 社殿建築 11 isssf14 趣味･教養･娯楽 4

issf07 橫手:富岡常吉家関係資料 2  ise052 芸能 1
isssf01 商業経営 1  ise073 芸能 1
 ise066 金銭勘定 1  ise325 和歌 2
isssf08 町村政 1 isssf17 宗教･暦 2
 ise099 戸長 1  ise044 神札 2

issf08 橫手:和賀三治郎家関係資料 1 issf16 平鹿郡角間川:冨田専吉家関係資料 5
isssf01 商業経営 1 isssf01 商業経営 5
 ise302 木綿 1  ise066 金銭勘定 5

issf09 橫手:M･M･スマイザー関係資料 2 issf17 平鹿郡角間川:奈良家関係資料 27
isssf01 商業経営 2 isssf02 農業経営 13
 ise236 二輪車 2  ise128 資産 1

issf10 横手町役場･平鹿郡役所公文書 45  ise131 質入れ 1
isssf08 町村政 45  ise159 書状･書簡 2
 ise061 行幸 1  ise168 親族･交際 3
 ise077 献金 2  ise191 訴訟 1
 ise098 戸籍･人口他 28  ise241 年貢･諸役 1
 ise134 事務 5  ise245 農業金融（貸金） 1
 ise213 徴兵事務 5  ise273 普請 1
 ise285 法令 3  ise278 物品購入 1
 ise296 身分 1  ise279 物品送付 1
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isf2 isssf06 藩関係 1 isf2  ise100 小遣い 1
県  ise159 書状･書簡 1 県  ise158 食品･食事 4
内 isssf11 土地･家屋 1 内  ise278 物品購入 6
収  ise291 墓地 1 収 isssf14 趣味･教養･娯楽 6
集 isssf12 生活諸事 1 集  ise027 絵画 2
資  ise098 戸籍･人口他 1 資  ise052 漢詩 1
料 isssf15 教育･学校 3 料  ise219 刀剣 1

 ise040 学校生活 2  ise266 武芸 1
 ise293 本荘中学校 1  ise326 和本 1
isssf16 軍事･戦争 7 isssf16 軍事･戦争 7
 ise124 士官学校 1  ise071 軍事郵便 5
 ise233 入営生活 6  ise287 戊辰戦争（戦闘） 1
isssf17 宗教･暦 1  ise289 戊辰戦争（補給） 1
 ise119 寺院 1 isssf17 宗教･暦 33

issf18 平鹿郡二本柳村関係資料 9  ise044 神札 2
isssf02 農業経営 9  ise056 畿内寺社 4
 ise136 借金 7  ise104 暦 2
 ise169 新田開発 1  ise119 寺院 4
 ise241 年貢･諸役 1  ise163 信仰 2

issf19 平鹿郡八沢木村:佐藤五右衛門家関係資料 529  ise164 神事 4
isssf02 農業経営 147  ise253 波宇志別神社 14
 ise046 借米 2  ise317 代々木神宮 1
 ise064 銀行 2 issf20 雄勝郡:三つ叉村関係資料 3
 ise066 金銭勘定 13 isssf02 農業経営 3
 ise072 慶弔諸事 7  ise118 山林 1
 ise082 講･無尽 10  ise232 日記 1
 ise085 交際 66  ise241 年貢･諸役 1
 ise136 借金 8 issf21 湯沢:本庄屋（小川家）関係資料 120
 ise191 訴訟 2 isssf01 商業経営 70
 ise216 通知 17  ise017 運輸･運送 3
 ise232 日記 5  ise048 為替 1
 ise241 年貢･諸役 11  ise066 金銭勘定 6
 ise278 物品購入 1  ise103 御用金･御用米 1
 ise283 米穀勘定 3  ise150 商業金融（貸金） 8
isssf03 大工経営 73  ise155 商売 24
 ise017 運輸･運送 2  ise159 書状･書簡 10
 ise105 細工 33  ise187 送金 3
 ise109 材木･資材 7  ise189 相場 1
 ise165 人事 16  ise211 調達 5
 ise177 請求書 3  ise241 年貢･諸役 5
 ise273 普請 12  ise283 米穀勘定 2
isssf04 村役人 240  ise320 両替 1
 ise025 御境目御用 157 isssf10 国関係 32
 ise063 記録 7  ise140 衆議院議員 32
 ise118 山林 6 isssf12 生活諸事 3
 ise159 書状･書簡 36  ise054 漢文 1
 ise195 村政 18  ise158 食品･食事 2
 ise241 年貢･諸役 1 isssf14 趣味･教養･娯楽 14
 ise260 藩通知･法令 12  ise052 漢詩 4
 ise281 文書 3  ise160 書道 4
isssf09 県関係 1  ise219 刀剣 2
 ise081 県知事選挙 1  ise325 和歌 4
isssf11 土地･家屋 8 isssf17 宗教･暦 1
 ise202 地価 2  ise009 位牌 1
 ise224 土地売買 6 issf22 仙北郡内小友村:豊田家関係資料 6
isssf12 生活諸事 14 isssf02 農業経営 3
 ise010 衣類 3  ise066 金銭勘定 2



- 32 -

isf2  ise237 人足 1 isf2  ise193 算盤 2
県 isssf14 趣味･教養･娯楽 1 県 issf25 仙北郡金沢西根村:佐藤貞治郎家関係資料 4
内  ise321 旅行 1 内 isssf02 農業経営 4
収 isssf17 宗教･暦 2 収  ise232 日記 4
集  ise106 祭祀･祭礼 1 集 issf26 仙北郡横沢村:倉田家関係資料 14
資  ise166 神社 1 資 isssf02 農業経営 12
料 issf23 仙北郡金沢中野村:渡部兵右衛門家関係資料 567 料  ise066 金銭勘定 1

isssf01 商業経営 353  ise074 契約 1
 ise010 衣類 7  ise157 情報 1
 ise017 運輸･運送 16  ise192 租税 1
 ise066 金銭勘定 43  ise283 米穀勘定 7
 ise082 講･無尽 3  ise302 木綿 1
 ise144 酒造･酒屋 200 isssf04 村役人 1
 ise150 商業金融（貸金） 68  ise260 藩通知･法令 1
 ise151 商業金融（貸米） 4 isssf12 生活諸事 1
 ise155 商売 7  ise221 盗難 1
 ise187 送金 2 issf27 仙北郡雲然村関係資料 4
 ise237 人足 1  isssf08 町村政 4
 ise302 木綿 2   ise142 集落 4
isssf02 農業経営 157 issf28 大曲:安藤清吉家関係資料 3
 ise066 金銭勘定 1  isssf01 商業経営 2
 ise097 小作 1   ise066 金銭勘定 2
 ise109 材木･資材 9  isssf17 宗教･暦 1
 ise203 知行 3   ise106 祭祀･祭礼 1
 ise241 年貢･諸役 143 issf29 大曲:斎藤忠四郎家関係資料 5
isssf04 村役人 6  isssf01 商業経営 5
 ise066 金銭勘定 1   ise102 雇用 4
 ise165 人事 1   ise183 石油 1
 ise215 通交 2 issf30 大曲:土屋館町内会関係資料 38
 ise312 用水 2  isssf08 町村政 16
isssf11 土地･家屋 28   ise209 町会 16
 ise224 土地売買 28  isssf12 生活諸事 5
isssf12 生活諸事 18   ise281 文書 5
 ise010 衣類 1  isssf17 宗教･暦 17
 ise072 慶弔諸事 1   ise106 祭祀･祭礼 16
 ise158 食品･食事 14   ise166 神社 1
 ise218 道具類 2 issf31 大曲:長谷川本店関係資料 2
isssf14 趣味･教養･娯楽 1  isssf01 商業経営 2
 ise115 茶道 1   ise066 金銭勘定 2
isssf17 宗教･暦 4 issf32 河辺郡北野田高屋村:善三郎家関係資料 136
 ise119 寺院 2  isssf02 農業経営 136
 ise166 神社 1   ise241 年貢･諸役 135
 ise277 仏壇･仏具 1   ise245 農業金融（貸金） 1

issf24 仙北郡金沢西根村:照井駒五郎家関係資料 13 issf33 久保田給人:森田家関係資料 69
isssf02 農業経営 8  isssf05 武家家政 52
 ise066 金銭勘定 2   ise042 家督 1
 ise074 契約 1   ise066 金銭勘定 2
 ise082 講･無尽 1   ise072 慶弔諸事 7
 ise097 小作 2   ise067 勤役 1
 ise247 農具･農作業 1   ise232 日記 6
 ise283 米穀勘定 1   ise242 年貢･諸役徴収 26
isssf12 生活諸事 1   ise265 武具 1
 ise043 家法 1   ise267 武家金融（貸金） 8
isssf13 医薬･健康 1  isssf06 藩関係 1
 ise145 出産 1   ise216 通知 1
isssf14 趣味･教養･娯楽 3  isssf11 土地･家屋 3
 ise160 書道 1   ise224 土地売買 3
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isf2  isssf12 生活諸事 5 isf2   ise089 好事 1
県   ise007 移転 1 県  isssf17 宗教･暦 26
内   ise010 衣類 2 内   ise119 寺院 3
収   ise043 家法 1 収   ise186 僧位 23
集   ise168 親族･交際 1 集 issf39 南秋田郡土崎:石田文五郎家関係資料 54
資  isssf13 医薬･健康 1 資  isssf01 商業経営 28
料   ise068 薬 1 料   ise028 廻船 1

 isssf14 趣味･教養･娯楽 6   ise066 金銭勘定 2
  ise160 書道 2   ise150 商業金融（貸金） 4
  ise265 武具 3   ise215 通交 1
  ise266 武芸 1   ise232 日記 2
 isssf17 宗教･暦 1   ise241 年貢･諸役 17
  ise166 神社 1   ise278 物品購入 1
issf34 久保田:河村専右衛門家関係資料 319  isssf06 藩関係 13
 isssf01 商業経営 297   ise021 蝦夷地 1
  ise028 廻船 10   ise069 蔵米 1
  ise037 河川交通 4   ise103 御用金･御用米 1
  ise048 為替 11   ise203 知行 1
  ise066 金銭勘定 52   ise285 法令 1
  ise082 講･無尽 4   ise296 身分 8
  ise103 御用金･御用米 1  isssf11 土地･家屋 2
  ise127 伺候 1   ise224 土地売買 2
  ise150 商業金融（貸金） 142  isssf13 医薬･健康 2
  ise187 送金 13   ise147 種痘 1
  ise215 通交 10   ise298 民間療法 1
  ise220 銅山 20  isssf14 趣味･教養･娯楽 3
  ise232 日記 1   ise027 絵画 1
  ise241 年貢･諸役 1   ise105 細工 1
  ise278 物品購入 5   ise115 茶道 1
  ise283 米穀勘定 22  isssf15 教育･学校 1
 isssf11 土地･家屋 5   ise086 校舎 1
  ise031 家屋売買 1  isssf16 軍事･戦争 3
  ise135 借地･借家 1   ise070 軍事公債 2
  ise224 土地売買 3   ise289 戊辰戦争（補給･輸送） 1
 isssf12 生活諸事 13  isssf17 宗教･暦 2
  ise010 衣類 1   ise104 暦 2
  ise032 火災 8 issf40 南秋田郡豊川村:川上家関係資料 85
  ise172 捨て子 1  isssf02 農業経営 17
  ise184 先祖 3   ise072 慶弔諸事 2
 isssf13 医薬･健康 1   ise217 電信･電話 8
  ise068 薬 1   ise215 通交 1
 isssf17 宗教･暦 3   ise243 農会 1
  ise119 寺院 3   ise245 農業金融（貸金） 1
issf35 秋田:茜屋吉左衛門家関係資料 5   ise249 納税 1
 isssf01 商業経営 5   ise300 名望家 3
  ise155 商売 5  isssf09 県関係 5
issf36 秋田:岡部家関係資料 8   ise076 県会議員選挙 5
 isssf01 商業経営 8  isssf10 国関係 18
  ise144 酒造･酒屋 1   ise079 憲政会 1
  ise217 電信･電話 2   ise140 衆議院議員 1
  ise278 物品購入 5   ise318 立憲政友会 2
issf37 秋田:広嶋清兵衛家関係資料 3   ise319 立憲民政党 14
 isssf17 宗教･暦 3  isssf12 生活諸事 9
  ise119 寺院 2   ise010 衣類 3
  ise121 寺院（建築･造作） 1   ise073 芸能 1
issf38 南秋田郡大久保村:智鳳院関係資料 27   ise156 消防 1
 isssf14 趣味･教養･娯楽 1   ise176 生活用品 2
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isf2   ise181 生命保険 2 isf2   ise281 文書 1
県  isssf13 医薬･健康 1 県   ise283 米穀勘定 6
内   ise261 病院 1 内  isssf03 大工経営 8
収  isssf14 趣味･教養･娯楽 15 収   ise173 図面 3
集   ise084 広告 8 集   ise273 普請 5
資   ise115 茶道 2 資  isssf06 藩関係 25
料   ise146 出版･刊行物 5 料   ise021 蝦夷地 2

 isssf15 教育･学校 17   ise039 学館 1
  ise004 秋田中学校 2   ise042 家督 1
  ise016 運動会 1   ise058 救恤 1
  ise167 尋常小学校 1   ise062 教諭 1
  ise179 青年訓練所 1   ise067 勤役 1
  ise182 聖霊高等女学院 10   ise072 慶弔諸事 3
  ise250 ノート･テスト類 2   ise080 検地 1
 isssf16 軍事･戦争 2   ise157 情報 1
  ise233 入営生活 2   ise196 鷹狩 1
 isssf17 宗教･暦 1   ise203 知行 1
  ise163 信仰 1   ise241 年貢･諸役 5
issf41 由利郡深沢村:斎藤正雄（出雲頭）家関係資料 24   ise285 法令 1
 isssf06 藩関係 2   ise281 文書 2
  ise110 作事 1   ise306 由緒･歴史 3
  ise216 通知 1  isssf09 県関係 9
 isssf12 生活諸事 4   ise125 式典 2
  ise066 金銭勘定 1   ise200 治安 1
  ise239 任命 1   ise216 通知 2
  ise249 納税 1   ise222 東北巡幸 1
  ise322 履歴 1   ise272 布告･布達 2
 isssf15 教育･学校 3   ise285 法令 1
  ise011 慰労金 1  isssf10 国関係 1
  ise141 修身 1   ise023 大蔵省 1
  ise239 任命 1  isssf11 土地･家屋 5
 isssf17 宗教･暦 15   ise090 耕地整理 1
  ise053 神主 4   ise162 所有地 1
  ise092 皇典講究所 3   ise204 地券 1
  ise106 祭祀･祭礼 5   ise224 土地売買 2
  ise166 神社 1  isssf12 生活諸事 36
  ise215 通交 2   ise010 衣類 1
issf42 由利郡鳥海町:梶原家関係資料 2   ise072 慶弔諸事 4
 isssf06 藩関係 2   ise130 下張文書 1
  se191 訴訟 2   ise158 食品･食事 3
issf43 秋田県内:諸家収集資料 152   ise176 生活用品 2
 isssf01 商業経営 37   ise199 断簡 2
  ise017 運輸･運送 5   ise215 通交 16
  ise066 金銭勘定 27   ise217 電信･電話 1
  ise144 酒造･酒屋 1   ise232 日記 4
  ise256 旅籠･旅館 1   ise278 物品購入 2
  ise281 文書 1  isssf13 医薬･健康 2
  ise302 木綿 1   ise026 温泉 2
  ise308 郵便 1  isssf14 趣味･教養･娯楽 6
 isssf02 農業経営 16   ise027 絵画 1
  ise066 金銭勘定 1   ise115 茶道 1
  ise097 小作 1   ise171 新聞 3
  ise111 作物試験 1   ise292 盆栽 1
  ise144 酒造･酒屋 1  isssf15 教育･学校 2
  ise237 人足 1   ise141 修身 1
  ise241 年貢･諸役 3   ise180 青年団 1
  ise257 葉煙草 1  isssf17 宗教･暦 5
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isf2   ise057 寄付 1 isf3  isssf12 生活諸事 2
  ise106 祭祀･祭礼 2 県   ise100 小遣い 2
  ise166 神社 1 外 issf49 山形県西田川郡温海村:粕谷家関係資料 186
  ise275 布施 1 収  isssf01 商業経営 176

isf3 県外収集資料 集   ise008 糸 2
issf44 函館市:小林ウメ家関係資料 11 資   ise028 廻船 2
 isssf01 商業経営 7 料   ise066 金銭勘定 125
  ise256 旅籠･旅館 7   ise082 講･無尽 5
 isssf12 生活諸事 3   ise144 酒造･酒屋 1
  ise217 電信･電話 3   ise150 商業金融（貸金） 3
 isssf15 教育･学校 1   ise157 情報 3
  ise234 入学 1   ise189 相場 16
issf45 八戸町:稲垣家関係資料 4   ise278 物品購入 8
 isssf03 大工経営 1   ise281 文書 9
  ise263 葺替 1   ise283 米穀勘定 1
 isssf11 土地･家屋 1   ise302 木綿 1
  ise224 土地売買 1  isssf11 土地･家屋 2
 isssf12 生活諸事 1   ise224 土地売買 2
  ise072 慶弔諸事 1  isssf12 生活諸事 4
 isssf13 医薬･健康 1   ise158 食品･食事 1
  ise297 見舞 1   ise176 生活用品 1
issf46 胆沢郡都鳥村:作屋敷（福田）家関係資料 14   ise199 断簡 1
 isssf02 農業経営 2   ise215 通交 1
  ise066 金銭勘定 1  isssf13 医薬･健康 1
  ise263 葺替 1   ise262 病気 1
 isssf12 生活諸事 11  isssf14 趣味･教養･娯楽 1
  ise072 慶弔諸事 9   ise251 俳句 1
  ise215 通交 2  isssf17 宗教･暦 2
 isssf17 宗教･暦 1   ise057 寄付 1
  ise119 寺院 1   ise277 仏壇･仏具 1
issf47 宮城県栗原郡金田村関係資料 35 issf50 山形県北村山郡東根町:松浦家関係資料 17
 isssf02 農業経営 27  isssf01 商業経営 14
  ise015 売馬 4   ise017 運輸･運送 1
  ise036 貸籾 1   ise066 金銭勘定 3
  ise047 借籾 1   ise102 雇用 3
  ise045 借馬 7   ise152 商業金融（借金） 2
  ise066 金銭勘定 4   ise232 日記 1
  ise097 小作 1   ise254 履き物 2
  ise165 人事 1   ise278 物品購入 2
  ise245 農業金融（貸金） 1  isssf14 趣味･教養･娯楽 3
  ise246 農業金融（借金） 5   ise146 出版･刊行物 3
  ise247 農具･農作業 1 issf51 山形県西村山郡三泉村:渡辺家関係資料 141
  ise255 馬籍 1  isssf02 農業経営 11
 isssf12 生活諸事 4   ise102 雇用 2
  ise072 慶弔諸事 2   ise109 材木･資材 3
  ise158 食品･食事 1   ise245 農業金融（貸金） 1
  ise199 断簡 1   ise310 養蚕 5
 isssf14 趣味･教養･娯楽 1  isssf12 生活諸事 44
  ise117 散文 1   ise038 家族内通信 14
 isssf17 宗教･暦 3   ise098 戸籍･人口他 1
  ise119 寺院 1   ise123 仕送り 7
  ise122 寺院（人事･組織） 1   ise161 諸願い 5
  ise166 神社 1   ise215 通交 6
issf48 仙台市:仙台座関係資料 4   ise254 履き物 6
 isssf01 商業経営 2   ise311 養子 5
  ise066 金銭勘定 1  isssf13 医薬･健康 7
  ise128 資産 1   ise075 結核 3

県
内
収
集
資
料
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isf3   ise145 出産 1 isf3  isssf15 教育･学校 1
県   ise261 病院 2 県   ise313 用品 1
外   ise297 見舞 1 外 issf57 新潟県小千谷市:長谷川家関係資料 20
収  isssf14 趣味･教養･娯楽 2 収  isssf02 農業経営 20
集   ise027 絵画 2 集   ise066 金銭勘定 5
資  isssf15 教育･学校 23 資   ise215 通交 13
料   ise096 国民英学会 4 料   ise244 農業 2

  ise113 札幌農学校 9 issf58 京都市:正定院関係資料 114
  ise167 尋常小学校 3  isssf07 幕府関係 1
  ise208 中学校生活 6   ise285 法令 1
  ise304 文部省検定試験 1  isssf11 土地･家屋 8
 isssf16 軍事･戦争 50   ise035 貸地 7
  ise190 装備 2   ise224 土地売買 1
  ise226 日露戦争（出征） 1  isssf17 宗教･暦 105
  ise227 日露戦争（招集） 2   ise106 祭祀･祭礼 2
  ise228 日露戦争（戦死） 21   ise119 寺院 1
  ise230 日露戦争（部隊） 2   ise120 寺院（金融） 1
  ise231 日露戦争（郵便） 2   ise122 寺院（人事･組織） 1
  ise233 入営生活 3   ise143 修行 5
  ise282 兵営生活 17   ise154 上納 11
 isssf17 宗教･暦 4   ise188 造作 17
  ise235 入信 3   ise212 調停 1
  ise264 布教 1   ise241 年貢･諸役 61
issf52 山形市:高坂家関係資料 5   ise252 拝領 4
 isssf01 商業経営 4   ise301 目録 1
  ise066 金銭勘定 3 issf59 京都市:三郎左衛門家関係資料 4
  ise157 情報 1  isssf01 商業経営 4
 isssf14 趣味･教養･娯楽 1   ise066 金銭勘定 4
  ise160 書道 1 issf60 兵庫県美嚢郡金会村関係資料 6
issf53 山形県:印鑑証明関係資料 9  isssf02 農業経営 5
 isssf08 町村政 9   ise066 金銭勘定 2
  ise013 印鑑証明 9   ise082 講･無尽 2
issf54 下野国都賀郡山田村関係資料 6   ise237 人足 1
 isssf02 農業経営 6  isssf14 趣味･教養･娯楽 1
  ise036 貸籾 4   ise321 旅行 1
  ise097 小作 2 issf61 秋田県外:諸家収集資料 43
issf55 栃木県葛生町:升屋（片柳家）関係資料 23  isssf01 商業経営 15
 isssf01 商業経営 1   ise010 衣類 2
  ise278 物品購入 1   ise017 運輸･運送 2
 isssf12 生活諸事 17   ise066 金銭勘定 3
  ise072 慶弔諸事 15   ise144 酒造･酒屋 2
  ise100 小遣い 2   ise187 送金 1
 isssf14 趣味･教養･娯楽 2   ise220 銅山 3
  ise160 書道 2   ise232 日記 1
 isssf15 教育･学校 1   ise281 文書 1
  ise093 高等小学校 1  isssf02 農業経営 4
 isssf17 宗教･暦 2   ise066 金銭勘定 2
  ise057 寄付 1   ise237 人足 1
  ise166 神社 1   ise283 米穀勘定 1
issf56 埼玉県北埼玉郡川俣村:矢辺家関係資料 23  isssf06 藩関係 7
 isssf02 農業経営 21   ise001 会津藩 1
  ise066 金銭勘定 2   ise114 薩摩藩 1
  ise138 収穫 1   ise132 新発田藩 2
  ise244 農業 17   ise185 仙台藩 1
  ise232 日記 1   ise303 盛岡藩 2
 isssf12 生活諸事 1  isssf08 町村政 1
  ise072 慶弔諸事 1   ise194 村会 1
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は

じ

め

に

本
稿
は
太
政
官
制
下
の
秋
田
県
の
鉱
業
行
政
に
つ
い
て
、
秋
田
藩
政
か
ら
の

連
続
性
と
非
連
続
性
を
文
書
の
構
造
分
析
（
１
）
に
よ
り
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
十
二
月
ま
で
の
太
政
官
制
下
と
し
た
の
は
、

幕
藩
体
制
の
次
代
に
位
置
し
、
連
続
性
と
非
連
続
性
の
分
析
に
適
当
な
時
期
と

考
え
た
た
め
で
あ
る
。

構
造
分
析
に
は
、
国
際
標
準
記
録
史
料
記
述
・
一
般
原
則
：I

S
A
D
(
G
)

の
階

層
構
造
レ
ベ
ル
を
使
用
す
る
（
２
）
。I

S
A
D
(
G
)

は
、
一
九
九
四
年
に
国
際
公
文

書
館
会
議
（I

n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
C
o
u
n
c
i
l
o
n
A
r
c
h
i
v
e
s
,
I
C
A

）
に
よ
り
一
九

九
四
年
に
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
九
一
年
にI

C
A

の
記
述
標
準

特
別
委
員
会
が
作
成
し
た
『
記
録
史
料
記
述
に
関
す
る
原
則
に
つ
い
て
の
声
明
』

（
マ
ド
リ
ッ
ド
原
則
）
が
土
台
に
な
っ
て
お
り
、
文
書
の
出
所
原
則
に
基
づ
き
、

記
録
史
料
管
理
の
基
本
的
単
位
を
フ
ォ
ン
ド
（F

o
n
d
s

）
と
し
、
全
体
か
ら
個
別

へ
、
集
合
体
か
ら
一
点
ご
と
へ
記
述
を
進
め
る
べ
き
と
し
て
い
る
。

I
S
A
D
(
G
)

は
右
の
原
則
を
元
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、
文
書
群
の
出
所
の
組
織

構
造
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
フ
ォ
ン
ド
（F

o
n
d
s

）

サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド

－

（S
u
b
-
f
o
n
d
s

）

サ
ブ
・
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
（S

u
b
-
s
u
b
-
f
o
n
d
s

）

シ
リ
ー

－
－

ズ
（S

e
r
i
e
s

）

フ
ァ
イ
ル
（F

i
l
e

）

ア
イ
テ
ム
（I

t
e
m

）
の
階
層
構
造
の

－
－

各
レ
ベ
ル
に
各
文
書
を
位
置
付
け
て
配
列
し
記
述
を
行
う
方
法
で
あ
る
。
秋
田

県
庁
文
書
群
を
例
に
と
る
と
、
秋
田
県
庁
が
フ
ォ
ン
ド
、
課
が
サ
ブ
・
フ
ォ
ン

ド
、
掛
（
係
）
が
サ
ブ
・
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
、
掛
の
事
業
や
活
動
が
シ
リ
ー
ズ
、

事
業
や
活
動
の
結
果
作
成
さ
れ
た
簿
冊
が
フ
ァ
イ
ル
、
簿
冊
に
綴
じ
ら
れ
た
一

件
ず
つ
の
起
案
文
書
が
ア
イ
テ
ム
に
該
当
す
る
。

I
S
A
D
(
G
)

に
お
い
て
、
史
料
単
体
の
検
索
の
み
を
目
的
と
す
れ
ば
、
シ
リ
ー

ズ
に
よ
る
文
書
の
連
続
性
だ
け
重
視
す
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
サ
ブ
・

フ
ォ
ン
ド
や
サ
ブ
・
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
と
い
っ
た
階
層
の
視
野
を
持
つ
こ
と
で
、

〈
論

文
〉

秋
田
県
の
鉱
業
行
政
に
み
る
秋
田
藩
か
ら
の
連
続
性
と
非
連
続
性

ISAD
(G
)

を
応
用
し
た
文
書
群
の
構
造
分
析
よ
り

－
－

柴

田

知

彰
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文
書
群
の
全
体
像
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

か
つ
て
筆
者
は
「
記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察
」
で

課
掛
の
変
遷
に
対
処
す
る
た
め
文
書
群
を
機
構
改
正
期
ご
と
に
区
分
し
て
分
析

す
る
方
法
を
理
論
化
し
「
明
治
前
期
秋
田
県
庁
文
書
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
」

で
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
九
月
の
機
構
改
正
期
ま
で
を
対
象
に
実
践
結
果

を
呈
示
し
た
（
３
）
。
右
の
成
果
を
元
に
昭
和
二
十
二
年
「
地
方
自
治
法
」
制
定

以
前
を
対
象
に
『
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
』
全
八
集
を
刊
行
し
た
（
４
）
。
こ
の

後
「
「
秋
田
県
庁
旧
蔵
古
文
書
」
に
お
け
る
廃
藩
置
県
以
後
資
料

I
S
A
D
(
G
)

を

－

応
用
し
た
構
造
分
析

」
で
秋
田
藩
か
ら
の
引
継
文
書
群
に
混
在
し
て
い
た
県

－

庁
文
書
の
分
析
を
行
っ
た
（
５
）
。

本
稿
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
右
の
成
果
を
元
に
秋
田
県
の
鉱
業
行
政
で

作
成
さ
れ
た
文
書
群
を
抽
出
し
て
改
め
て
構
造
分
析
を
行
い
、
こ
の
時
期
に
作

成
さ
れ
た
シ
リ
ー
ズ
の
特
徴
を
検
討
す
る
。
続
く
第
二
章
で
は
、
秋
田
藩
の
鉱

山
役
人
を
務
め
た
小
貫
家
の
文
書
群
を
構
造
分
析
し
、
同
じ
く
シ
リ
ー
ズ
の
特

徴
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
第
三
章
で
秋
田
県
の
鉱
業
行
政
に
つ
い
て
、
秋
田

藩
か
ら
の
連
続
性
と
非
連
続
性
の
要
因
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一

秋
田
県
の
鉱
業
行
政
文
書
の
構
造
分
析

本
章
で
は
、
秋
田
県
庁
文
書
群
か
ら
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
ま
で
の
鉱

業
行
政
文
書
を
抽
出
し
、I

S
A
D

（G

）
に
よ
る
構
造
分
析
を
試
み
る
。
分
析
の
前

に
、
明
治
期
の
秋
田
藩
か
ら
明
治
十
年
代
の
秋
田
県
ま
で
、
鉱
業
の
変
遷
を
整

理
し
て
お
く
。
府
藩
県
三
治
制
下
、
新
政
府
は
鉱
業
部
門
の
構
造
的
改
革
を
徐

々
に
進
め
た
。
津
田
真
澂
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
三
月
の
「
鉱
山
心
得
」

公
布
を
画
期
と
し
、
新
政
府
の
鉱
業
政
策
を
二
期
に
区
分
し
て
い
る
。
府
藩
県

三
治
制
下
は
第
一
期
に
入
り
、
①
民
鉱
開
採
の
許
可
と
政
府
の
介
入
、
②
私
的

売
買
の
規
制
、
③
鉱
産
額
の
把
握
を
特
徴
と
し
た
（
６
）
。

こ
の
時
期
の
秋
田
藩
の
鉱
業
政
策
を
見
る
と
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の

第
一
次
藩
政
改
革
で
会
計
局
物
産
司
鉱
山
科
、
同
年
の
第
二
次
改
革
で
司
計
局

鉱
山
方
、
翌
三
年
の
第
三
次
改
革
で
会
計
係
鉱
山
方
役
所
が
鉱
業
行
政
を
分
掌

し
て
い
る
（
７
）
。
ま
た
、
四
年
十
月
に
秋
田
県
が
作
成
し
た
「
藩
政
之
節
官
員

調
」
で
は
、
院
内
銀
山
と
阿
仁
銅
山
に
鉱
山
方
役
所
、
加
護
山
に
鉱
山
方
吹
上

所
の
設
置
を
確
認
で
き
る
（
８
）
。
こ
の
よ
う
に
鉱
業
に
関
わ
っ
た
機
構
は
解
明

で
き
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
作
成
・
収
受
さ
れ
た
文
書
の
残
存
数
が
極
め
て
少
な

い
。
そ
の
た
め
、
文
書
群
の
構
造
分
析
か
ら
、
明
治
期
の
秋
田
藩
が
新
政
府
の

鉱
業
政
策
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
が
解
明
で
き
な
い
。
佐
竹
文
庫
に
残

る
「
鉱
山
方
損
益
取
調
書
」
に
は
、
三
年
に
阿
仁
銅
山
、
太
良
・
矢
櫃
鉛
山
、

加
護
山
吹
処
、
院
内
銀
山
、
大
葛
金
山
の
損
益
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
９
）
。
こ

れ
は
、
幕
藩
体
制
下
以
来
の
直
山
経
営
が
続
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
の
廃
藩
置
県
で
旧
秋
田
藩
域
に
秋
田
県
が
置

か
れ
、
十
一
月
の
府
県
統
合
で
現
在
の
秋
田
県
が
成
立
す
る
。
本
稿
で
は
統
合

以
前
の
四
か
月
間
を
「
旧
秋
田
県
」
、
統
合
以
後
を
「
秋
田
県
」
と
呼
ぶ
。
さ
て
、

旧
秋
田
県
の
鉱
業
は
、
新
政
府
の
鉱
業
政
策
の
第
一
期
に
入
る
半
面
、
明
治
期

の
秋
田
藩
か
ら
連
続
し
て
い
た
。
廃
藩
置
県
の
翌
日
七
月
十
五
日
、
秋
田
藩
東
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京
邸
庁
の
信
太
意
舒
権
参
事
が
名
代
と
し
て
太
政
官
に
出
頭
し
、
当
面
の
県
政

運
営
に
つ
い
て
「
追
而
御
沙
汰
候
マ
テ
大
参
事
以
下
是
マ
テ
ノ
通
事
務
被
扱
可

致
候
事
」
と
の
指
示
を
受
け
た
（

）
。
旧
秋
田
県
は
太
政
官
人
事
の
遅
れ
で
県

10

令
や
権
令
が
任
命
さ
れ
ず
、
須
田
盛
貞
大
参
事
を
暫
定
的
な
ト
ッ
プ
と
し
て
旧

藩
官
吏
の
手
で
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
久
保
田
藩
庁
記
録
」
を
見
る
と
、

廃
藩
置
県
後
に
山
林
係
や
開
厩
係
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、
鉱
山
方
役
所
は
存

続
し
て
い
る
。
明
治
四
年
四
月
に
太
政
官
布
告
で
鉱
山
開
坑
・
採
掘
の
県
委
任

が
廃
止
さ
れ
た
。
官
坑
は
工
部
省
鉱
山
寮
の
直
営
と
な
っ
た
。
十
一
年
九
月
、

内
務
省
地
理
局
出
張
所
が
秋
田
県
に
対
し
、
旧
秋
田
県
か
ら
工
部
省
鉱
山
寮
分

局
に
移
管
さ
れ
た
「
阿
仁
銅
山
掛
山
絵
図
面
及
ヒ
書
類
等
」
に
つ
い
て
照
会
し

た
。
こ
れ
に
対
し
、
秋
田
県
は
「
旧
藩
引
送
之
際
モ
新
県
江
引
送
等
不
致
、
鉱

山
引
継
之
際
在
来
ノ
マ
ゝ
鉱
山
分
局
江
引
渡
候
迄
ニ
而
」
と
回
答
し
て
い
る

（

）
。
旧
秋
田
県
は
、
阿
仁
銅
山
経
営
に
関
わ
る
文
書
を
新
県
移
行
ま
で
所
持

11
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
三
月
十
三
日
、
秋
田
県
が
開
庁
し
た
。
明
治
期
秋

田
藩
か
ら
旧
秋
田
県
を
経
て
移
管
さ
れ
た
城
付
文
書
の
中
に
は
、
「
銅
山
方
以
来

覚
目
録
」
な
ど
銅
山
方
の
文
書
も
含
ま
れ
て
い
た
。
一
方
、
前
述
し
た
十
一
年

九
月
の
内
務
省
地
理
局
出
張
所
の
照
会
を
見
る
と
、
秋
田
藩
の
直
山
経
営
に
関

す
る
文
書
は
、
工
部
省
鉱
山
寮
分
局
に
移
管
さ
れ
て
い
た
。
「
公
文
録
」
の
記
録

よ
り
、
鉱
山
寮
分
局
が
院
内
と
阿
仁
に
置
か
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
（

）
。

12

旧
藩
の
文
書
が
県
の
み
で
な
く
工
部
省
の
出
先
機
関
に
も
移
管
さ
れ
て
い
る
点

に
留
意
し
た
い
。

そ
し
て
、
明
治
五
年
三
月
二
十
七
日
、
「
鉱
山
心
得
」（

）

の
公
布
で
新
政
府

13

の
鉱
業
政
策
は
第
二
期
に
入
っ
た
（

）
。
幕
藩
体
制
下
と
異
な
り
、
全
国
の
鉱

14

産
資
源
は
実
質
的
に
も
政
府
専
有
物
と
な
っ
た
。
秋
田
県
の
鉱
業
政
策
は
、
こ

の
第
二
期
か
ら
始
ま
る
。
民
間
人
は
、
政
府
で
専
有
す
る
採
掘
権
の
請
負
株
を

取
得
し
て
鉱
業
経
営
を
許
さ
れ
た
。
許
可
す
る
主
体
が
藩
か
ら
国
に
変
わ
っ
た

が
、
請
負
に
よ
る
鉱
山
経
営
は
連
続
し
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
（

）
。
ま
た
「
鉱

15

山
心
得
」
で
は
、
同
年
六
月
末
ま
で
各
府
県
管
内
の
鉱
山
調
査
報
告
書
を
提
出

す
る
こ
と
も
規
定
し
て
い
た
。
様
式
は
、
所
在
地
・
稼
業
者
・
開
山
年
・
鉱
産

物
及
び
成
分
・
売
高
・
入
費
な
ど
各
鉱
山
の
詳
細
な
デ
ー
タ
を
記
入
す
る
も
の

だ
っ
た
（

）
。
そ
し
て
、
五
年
六
月
十
二
日
の
工
部
省
達
で
、
民
間
人
の
鉱
業

16

出
願
に
府
県
の
添
書
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
七
月
二
十
日
、
「
日
本
坑
法
」
が
法
的
集
大
成
と
し

て
公
布
さ
れ
た
（

）
。
鉱
山
王
有
制
を
原
則
と
し
、
試
掘
・
借
区
を
政
府
が
許

17

可
す
る
制
度
で
あ
る
。
試
掘
期
間
一
年
、
借
区
期
間
十
五
年
一
期
、
鉱
区
五
百

坪
ご
と
鉱
区
税
一
円
・
鉱
物
税
二
円
で
あ
る
。
試
掘
願
・
借
区
願
・
開
坑
願
・

鉱
物
発
見
届
ほ
か
、
府
県
を
経
由
し
工
部
省
鉱
山
寮
へ
上
申
さ
れ
る
文
書
の
種

類
が
多
か
っ
た
。
府
県
で
は
、
上
申
書
の
内
容
を
確
認
し
添
書
き
し
て
鉱
山
寮

へ
送
り
、
ま
た
認
可
後
は
借
区
券
等
を
出
願
者
に
伝
達
し
た
（

）
。

18

さ
て
、
秋
田
県
内
で
は
明
治
五
年
三
月
以
後
の
ど
こ
か
の
時
点
で
、
京
都
の

政
商
小
野
組
が
旧
藩
以
来
の
主
要
鉱
山
を
借
区
し
て
い
る
。
院
内
銀
山
、
阿
仁

銅
山
、
加
護
山
吹
処
、
八
森
銀
山
、
太
良
・
矢
櫃
鉛
山
、
川
口
銅
山
、
荒
川
銅

山
の
七
か
所
を
請
負
経
営
し
た
（

）
。
小
野
組
は
秋
田
県
為
替
方
も
務
め
、
秋

19
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田

大
町
三
丁
目
に
支
店
を
置
い
て
い
た
。
し
か
し
、
七
年
十
一
月
に
小
野
組
本

店

が
経
営
破
綻
し
閉
店
し
た
。
秋
田
県
は
、
同
年
十
二
月
一
日
を
も
っ
て
小
野

組
元
借
区
の
諸
鉱
山
を
県
営
と
し
た
。
工
部
省
鉱
山
寮
の
直
営
で
は
な
い
が
、

内
務
省
の
出
先
機
関
た
る
秋
田
県
の
直
営
に
移
っ
た
。
大
隈
大
蔵
卿
は
、
労
働

者
一
万
有
余
人
の
生
活
と
採
鉱
機
械
を
維
持
す
る
暫
定
処
置
と
し
て
許
可
し
て

い
る
（

）
。
秋
田
県
は
元
小
野
組
支
店
を
官
坑
事
務
所
と
し
、
翌
八
年
五
月
に

20

出
納
課
官
坑
事
務
掛
を
新
設
し
た
（

）
。
県
営
鉱
山
だ
っ
た
期
間
は
十
一
か
月

21

で
あ
る
。
明
治
八
年
十
一
月
一
日
を
も
っ
て
、
県
営
鉱
山
は
工
部
省
直
営
に
移

管
さ
れ
た
（

）
。
移
管
前
に
伊
藤
工
部
卿
が
三
条
太
政
大
臣
に
出
し
た
伺
書
を

22

見
る
と
「
従
来
体
裁
相
立
居
候
支
庁
ト
同
轍
ニ
無
之
候
間
」
と
し
て
院
内
と
阿

仁
に
鉱
山
寮
支
庁
を
置
き
、
各
鉱
山
を
支
局
と
見
な
す
と
記
し
て
あ
る
（

）
。

23

官
営
鉱
山
と
な
っ
た
後
、
県
北
（
阿
仁
銅
山
、
加
護
山
製
鉱
所
、
太
良
・
矢
櫃

鉛
山
、
八
森
銀
山
、
細
地
銅
山
、
向
金
銀
山
）
は
阿
仁
支
庁
、
県
南
（
院
内
銀

山
、
荒
川
銅
山
、
川
口
銅
山
、
玉
川
砂
鉄
場
、
明
取
沢
銀
山
）
は
院
内
支
庁
の

所
管
に
入
っ
た
。

つ
ま
り
、
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
秋
田
藩
の
直
山
経
営
は
旧
秋
田
県
ま
で
連

続
し
、
途
中
政
商
の
請
負
期
間
を
は
さ
み
、
暫
定
的
な
県
営
期
間
を
経
て
工
部

省
直
営
に
引
き
継
が
れ
た
と
言
え
よ
う
。
鉱
山
寮
分
局
は
「
体
裁
相
立
居
候
支

庁
」
だ
っ
た
が
、
五
年
三
月
に
院
内
銀
山
や
阿
仁
銅
山
な
ど
直
山
経
営
に
関
す

る
文
書
を
移
管
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
明
治
十
年
代
後
半
、
全
国
的
に
官
営
鉱
山

が
民
間
払
い
下
げ
と
な
っ
た
。
秋
田
県
内
で
も
、
十
七
年
に
小
坂
銀
山
と
十
和

田
銀
山
が
政
商
の
藤
田
伝
三
郎
へ
、
十
八
年
に
院
内
銀
山
と
阿
仁
銅
山
が
古
川

市
兵
衛
へ
払
い
下
げ
ら
れ
た
。

以
上
の
歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
て
〈
表
１
〉
で
秋
田
県
の
鉱
業
行
政
文
書
の

構
造
分
析
を
試
み
る
。
構
造
分
析
方
法
は
秋
田
県
公
文
書
館
で
編
集
し
た
『
秋

田
県
庁
文
書
群
目
録
』
を
ベ
ー
ス
と
す
る
が
（

）
、
「
書
籍
目
録
」
各
課
定
備
に

24

記
載
の
あ
る
秋
田
藩
作
成
の
文
書
や
絵
図
も
、
県
で
参
照
用
の
記
録
と
し
て
使

っ
た
と
考
え
、
追
加
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
機
構
が
明
確
に
判
明
し
、
部
課
掛

名
で
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
と
サ
ブ
・
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
の
設
定
が
可
能
に
な
る
。

ま
た
分
析
で
は
『
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
』
編
成
に
お
け
る
機
構
改
編
ご
と
の

時
期
区
分
も
適
用
し
た
。
こ
こ
で
時
期
を
明
治
九
年
以
後
と
し
た
の
は
、
類
別

部
目
制
が
八
年
か
ら
導
入
さ
れ
、
最
古
の
基
準
が
九
年
の
機
構
に
準
拠
す
る
た

め
で
あ
る
（

）
。
さ
ら
に
、
九
年
機
構
改
正
期
に
は
、
租
税
行
政
を
分
掌
し
た

25

第
三
課
の
文
書
も
加
え
て
み
た
。
こ
こ
に
は
秋
田
藩
作
成
の
鉱
業
行
政
文
書
や
、

鉱
山
周
辺
の
地
租
改
正
に
関
す
る
文
書
も
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
明
治
九
年
六
月
機
構
改
正
期
の
文
書
群
を
構
造
分
析
す
る
。

第
二
課
勧
工
掛
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
「
管
内
鉱
山
景
況
絵
図
」
「
管
内
坑
道
測

量
図
」
「
尾
去
沢
鉱
山
旧
記
抜
萃
書
」
は
管
内
の
鉱
山
を
勧
工
掛
で
情
報
管
理
し

た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
う
ち
「
管
内
鉱
山
景
況
絵
図
」
は
鉱
山
寮
の
官
営
鉱

山
や
旧
南
部
藩
領
鹿
角
郡
の
鉱
山
も
含
ん
で
い
る
。
ま
た
「
尾
去
沢
鉱
山
旧
記

抜
萃
書
」
は
旧
南
部
藩
領
の
文
書
か
ら
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

「
管
内
坑
道
測
量
図
」
は
阿
仁
銅
山
と
八
森
銀
山
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

明
治
六
年
七
月
の
府
県
事
務
受
渡
規
則
は
、
府
県
分
合
や
存
置
、
府
知
事
・

県
令
転
免
時
の
事
務
引
継
を
定
め
て
い
る
（

）
。
こ
の
規
則
で
「
目
録
ヲ
添
ヘ

26
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フォンド 機構改正期
サブ・
フォンド

サブ・サブ・
フォンド

シリーズ
ファイルの資料番号
（秋田県公文書館）

管内鉱山景況絵図 県Ｃ-240-01～16,703～704,707

管内鉱山坑道測量図 県Ｃ-240-17～23

尾去沢銅山開坑旧記抜萃書 930103-11137

試掘之部 930103-07869,7872～07874

借区之部 930103-07870～07871,07878

仙北郡荒川銅山検査図 県Ｃ-101-01～14

仙北郡川口銅山検査図 県Ｃ-074-1～4

鉱山主任 鉱山之部 930103-08682～08684

秋田郡阿仁鉱山鉱脈分布絵図
（秋田藩作成） 

県Ｃ-241-1～6

山本郡太良鉱山関係図 県Ｃ-127-1～5

院内鉱山坑夫居住地地租改正参考
調書

県Ｃ-007

工部省鉱山寮阿仁支庁所管鉱山地
価調書

県Ｃ-311～313-2

壬申地券（郡村地券）発行調査関係
絵図

県Ｃ-314-16,317-13

銅山方以来覚目録（秋田藩作成） 県Ａ-218-01～03

山本郡鉱山採掘場絵図
（秋田藩作成） 

県Ｃ-136

鉱山之部 930103-08065～08070

借区坑業明細表 930103-13483

明治14年
9月2日

勧業課 工商掛 鉱山之部 930103-08071～08072

鉱山之部 930103-08073～08080

全国鉱山借区図 930103-13487

〈表１〉秋田県庁文書群（鉱業部門）の構造分析

第三課 地理掛

地租改正掛

明治11年
12月6日

勧業課 諸務掛

明治16年
6月12日

勧業課 工商掛

秋田県 明治9年
6月1日

第二課 勧工掛

受
ケ
渡
ス
ヘ
キ
必
用
ノ
書
目
」
に
「
鉱
山
箇
所
付
調
」
を
含
め
た
ほ
か
、
演
説

書
（
引
継
書
）
に
記
載
す
べ
き
内
容
に
も
「
鉱
山
ノ
景
況
」
が
見
ら
れ
る
。
こ

こ
か
ら
、
管
内
鉱
山
を
全
体
的
に
管
理
す
る
機
能
は
、
秋
田
藩
か
ら
旧
秋
田
県

を
経
て
秋
田
県
に
連
続
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

シ
リ
ー
ズ
「
試
掘
之
部
」
「
借
区
之
部
」
は
、
「
日
本
坑
法
」
に
則
っ
た
民
間

人
に
よ
る
採
掘
請
負
の
出
願
申
請
の
関
係
の
文
書
で
あ
る
。

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
五
月
改
正
の
文
書
類
別
基
準
で
は
、「
試
掘
之
部
」

に
「
上
申
指
令
及
ヒ
総
テ
試
掘
ニ
付
諸
省
府
県
等
へ
往
復
ス
ル
モ
ノ
」
を
綴
じ

る
よ
う
定
め
て
い
る
（

）
。
「
借
区
之
部
」
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
県
は

27

中
央
集
権
的
な
鉱
業
政
策
に
お
け
る
出
願
申
請
の
中
継
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
。
戸
長
は
出
願
書
に
、
県
令
は
上
申
書
に
添
え
書
き
し
、
工
部
省
鉱
山

寮
へ
送
っ
た
。
試
掘
や
借
区
を
出
願
す
る
場
合
、
通
常
は
戸
長
役
場
か
ら
秋
田

県
庁
へ
、
そ
し
て
工
部
省
へ
と
い
う
段
階
を
踏
む
。
し
か
し
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発

生
し
、
調
整
が
複
数
の
戸
長
役
場
に
わ
た
る
場
合
、
戸
長
役
場
と
県
庁
の
間
に

郡
役
所
が
入
り
調
整
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
こ
で
「
借
区
之
部
」
に
焦
点
を
絞
り
「
借
区
之
部
」
の
簿
冊
に
綴
じ
ら
れ

た
件
名
を
〈
表
２
〉
に
示
す
。I

S
A
D
(
G
)

で
は
、
簿
冊
単
位
が
フ
ァ
イ
ル
、
件
名

単
位
が
ア
イ
テ
ム
・
レ
ベ
ル
に
該
当
す
る
。
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
県
内
町

村
の
民
間
人
か
ら
の
出
願
が
多
い
が
、
東
京
府
の
小
野
組
や
静
岡
県
の
石
坂
石

油
会
社
な
ど
県
外
資
本
の
出
願
も
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
採
掘
対
象
の
鉱
産
資
源

は
金
銀
銅
ほ
か
多
種
多
様
で
、
鉱
業
自
由
化
と
石
炭
・
石
油
需
要
な
ど
の
影
響

が
考
え
ら
れ
る
。
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〈
表
１
〉
に
戻
る
と
、
小
野
組
元
借
区
の
鉱
山
を
明
治
七
年
か
ら
八
年
に
か

け
て
県
営
に
し
た
関
係
の
シ
リ
ー
ズ
も
見
ら
れ
る
。「
仙
北
郡
荒
川
銅
山
検
査
図
」

件番号 ア イ テ ム（簿冊件名）

1 東京府下小野善助代理瀬川安五郎ヨリ金銀銅砂鉄石油借区開坑願

2 小野善助ヨリ石油借区開坑願

3 由利郡本荘高山美重外一名ヨリ石炭開坑願

4 鉱山借区申立方御猶予願ニ付工部省ヘ伺

5 秋田郡銀山町松橋磯司ヨリ砥石開坑願

6 静岡県石坂周造代理柿岡源十郎ヨリ石油開坑願

7 秋田郡大町黒沢利八ヨリ油煙開坑願

8 静岡県石坂周造代理柿岡源十郎ヨリ石油開坑願

9 借区開坑々業明細書式ノ儀ニ付工部省ヘ伺

10 鉱業ノタメ取設候建物敷地処分儀ニ付内務省ヘ伺

11 雄勝郡湯沢町冨谷松之助ヨリ硫黄開坑願

12 東京府下小野善助代理古河市兵衛外一名鉱物開坑願

13 仙北郡山谷川崎村熊谷隼之助ヨリ銅鉛開坑願

14
東京府下小野善助代理古河市兵衛外一名ヨリ鉱物開坑願　仙北郡山谷川崎村熊谷隼
之助外二名銀銅試掘願并ニ銅鉛借区開坑願一件　此一件書類試掘ノ部ニ収ム

〈表２〉「借区之部」簿冊のアイテム・レベル
（明治7年1～10月「第二課勧工掛事務簿」借区ノ部：930103-07870）

「
仙
北
郡
川
口
銅
山
検
査
図
」
は
、
鉱
山
県
営
の
検
査
過
程
で
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
県
か
ら
鉱
山
寮
へ
の
移
行
期
を
反
映
し
た
シ
リ
ー
ズ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
ほ
か
、
第
三
課
地
理
掛
の
シ
リ
ー
ズ
「
秋
田
郡
阿
仁
鉱
山
鉱
脈
分
布
絵
図
」

の
存
在
に
留
意
し
た
い
（

）
。
同
掛
の
分
掌
は
、
山
林
原
野
等
の
分
界
や
官
民

28

有
地
等
の
区
分
で
あ
る
。
右
絵
図
は
、
か
つ
て
秋
田
藩
が
銅
山
経
営
の
管
理
に

お
い
て
、
鉱
脈
の
分
布
状
態
を
把
握
す
る
目
的
で
作
成
し
た
も
の
だ
っ
た
。
収

納
し
た
紙
袋
に
は
「
第
三
課
地
理
掛
」
と
大
書
さ
れ
、
阿
仁
銅
山
周
辺
の
地
租

改
正
に
関
わ
る
官
民
有
地
の
区
分
等
に
使
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
旧
藩
の
絵

図
が
、
県
で
必
要
性
の
目
的
を
変
え
て
使
用
さ
れ
た
事
例
だ
ろ
う
。

続
い
て
〈
表
１
〉
明
治
十
一
年
十
二
月
機
構
改
正
期
の
文
書
群
に
着
目
す
る
。

シ
リ
ー
ズ
「
銅
山
方
以
来
覚
目
録
」
「
山
本
郡
鉱
山
採
掘
場
絵
図
」
は
、
秋
田
藩

で
作
成
・
収
受
し
、
秋
田
県
勧
業
課
で
定
備
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
秋
田
県
勧
業
課
」
の
蔵
書
印
や
「
書
籍
目
録
」
各
課
定
備
の
記
載
な
ど
か
ら

推
定
で
き
る
。
ま
た
、
「
銅
山
方
以
来
覚
目
録
」
に
は
鉱
害
対
策
の
記
録
等
も
見

ら
れ
る
。
鉱
害
問
題
は
、
藩
政
時
代
に
お
い
て
既
に
発
生
し
て
い
た
（

）
。
し

29

か
し
、
関
係
文
書
が
独
立
し
た
一
フ
ァ
イ
ル
を
形
成
す
る
ほ
ど
の
分
量
に
は
至

っ
て
い
な
い
。

シ
リ
ー
ズ
「
鉱
山
之
部
」
は
、
従
前
の
「
試
掘
之
部
」
と
「
借
区
之
部
」
を

統
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
明
治
十
一
年
一
月
の
機
構
部
分
改
正
で
鉱
山
主

任
が
置
か
れ
た
際
に
統
合
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
シ
リ
ー
ズ
「
借
区
坑
業
明
細

表
」
は
、
借
区
請
負
の
事
務
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

明
治
十
四
年
以
後
の
機
構
改
正
期
を
見
る
と
、
新
た
に
作
成
さ
れ
た
シ
リ
ー
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ズ
は
、
ほ
ぼ
「
鉱
山
之
部
」
の
み
に
な
る
。
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
九
月

機
構
改
正
期
に
は
「
全
国
鉱
山
借
区
図
」
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
借
区
請
負

の
参
考
資
料
で
あ
る
。
官
営
鉱
山
は
既
に
工
部
省
鉱
山
寮
支
庁
に
移
管
さ
れ
、

秋
田
県
の
鉱
業
行
政
は
日
本
坑
法
に
基
づ
く
借
区
請
負
の
申
請
手
続
き
を
主
と

し
て
い
た
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
と
お
り
、
県
令
に
は
管
内
鉱
山
の
景

況
を
把
握
し
転
任
時
に
引
き
継
ぐ
義
務
が
あ
っ
た
。
「
銅
山
方
以
来
覚
目
録
」
ほ

か
の
城
付
文
書
や
「
管
内
鉱
山
景
況
絵
図
」
ほ
か
県
で
作
成
し
た
資
料
は
、
管

内
鉱
山
の
全
体
的
管
理
の
た
め
に
参
照
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
本
章
で
は
明
治
十
八
年
（
明
治
十
六
年
六
月
機
構
改
正
期
）
ま
で
秋

田
県
庁
の
鉱
業
行
政
文
書
を
分
析
し
た
が
、
各
シ
リ
ー
ズ
は
①
秋
田
県
管
内
鉱

山
の
景
況
把
握
、
②
工
部
省
鉱
山
寮
へ
の
試
掘
・
借
区
申
請
、
③
小
野
組
元
借

区
鉱
山
の
県
営
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
①
に
は
、「
管
内
鉱
山
景
況
絵
図
」

「
管
内
坑
道
測
量
図
」
「
尾
去
沢
鉱
山
旧
記
抜
萃
書
」
「
秋
田
郡
阿
仁
鉱
山
鉱
脈

分
布
絵
図
」
「
銅
山
方
以
来
覚
目
録
」
「
山
本
郡
鉱
山
採
掘
場
絵
図
」
の
シ
リ
ー

ズ
が
該
当
す
る
。
勧
業
課
で
は
、
秋
田
藩
の
文
書
や
絵
図
も
参
考
資
料
と
し
て

定
備
し
て
い
た
。
そ
し
て
②
に
は
「
試
掘
之
部
」
「
借
区
之
部
」
「
借
区
坑
業
明

細
表
」
「
全
国
鉱
山
借
区
図
」
、
③
に
は
「
仙
北
郡
荒
川
銅
山
検
査
図
」
「
仙
北
郡

川
口
銅
山
検
査
図
」
の
シ
リ
ー
ズ
が
該
当
す
る
。
③
は
小
野
組
破
産
に
よ
る
暫

定
的
処
置
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
官
営
鉱
山
は
基
本
的
に
工
部
省
鉱
山
寮
の

直
営
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
期
の
阿
仁
・
院
内
・
小
坂
ほ
か
官
営
鉱
山

の
経
営
で
作
成
さ
れ
た
公
文
書
は
、
秋
田
県
庁
文
書
群
に
存
在
し
な
い
。

太
政
官
制
下
の
秋
田
県
は
内
務
省
の
出
先
機
関
と
し
て
、
官
営
も
含
む
管
内

鉱
山
の
景
況
把
握
、
そ
し
て
工
部
省
鉱
山
寮
へ
の
試
掘
・
借
区
申
請
事
務
を
行

っ
て
い
た
。
試
掘
・
借
区
申
請
事
務
は
、
政
府
専
有
物
た
る
鉱
山
の
請
負
開
発

に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
秋
田
藩
政
か
ら
の
連
続
性
と
非
連
続
性

を
検
討
す
る
材
料
と
し
て
、
幕
末
に
鉱
山
役
人
を
務
め
た
小
貫
家
の
文
書
群
を

構
造
分
析
し
て
み
よ
う
。

二

小
貫
家
文
書
（
鉱
山
関
係
）
の
構
造
分
析

次
に
、
秋
田
藩
政
の
鉱
山
経
営
が
反
映
さ
れ
た
小
貫
家
文
書
の
一
部
を
構
造

分
析
す
る
。
小
貫
家
文
書
は
久
保
田
城
下
に
居
住
し
た
秋
田
藩
士
の
文
書
群
だ

が
、
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
小
貫
家
か
ら
文
部
省
史
料
館
に
譲
渡
さ

れ
、
現
在
は
国
文
学
研
究
資
料
館
で
所
蔵
し
て
い
る
。
秋
田
県
公
文
書
館
で
は
、

国
文
学
研
究
資
料
館
の
許
可
を
得
て
原
本
か
ら
写
真
帳
を
作
成
し
、
閲
覧
室
で

公
開
し
て
い
る
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
を
藩
士
家
文
書
群
で
あ
る
が
、
鉱
山
経

営
を
担
っ
た
役
所
で
作
成
・
収
受
し
た
文
書
群
と
重
な
る
部
分
を
含
む
と
考
え

た
上
で
、I

S
A
D

（G

）
に
よ
る
構
造
分
析
を
行
う
。
小
貫
東
馬
頼
誠
が
役
人
と
し

て
詰
め
た
数
か
所
の
鉱
山
で
担
当
し
た
仕
事
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
制
約
は
あ
る

が
、
藩
政
期
の
鉱
業
行
政
の
一
端
を
浮
き
彫
り
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

構
造
分
析
の
前
に
、
秋
田
藩
の
鉱
山
経
営
史
の
概
略
を
説
明
し
て
お
く
（

）
。

30

豊
臣
政
権
下
で
全
国
の
鉱
山
は
公
儀
の
所
有
と
さ
れ
、
そ
の
方
針
は
幕
府
に
引

き
継
が
れ
た
。
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
以
後
は
形
式
化
し
、
運
上
金
銀
は
将

軍
か
ら
の
拝
領
物
と
し
て
藩
収
入
に
な
っ
た
（

）
。
秋
田
藩
領
内
の
鉱
山
は
、

31
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実
質
的
に
は
佐
竹
家
の
支
配
で
き
る
所
有
物
だ
っ
た
。
領
内
の
鉱
山
は
、
藩
で

直
接
経
営
し
た
直
山
と
、
商
人
に
経
営
を
請
け
負
わ
せ
た
請
山
に
分
け
ら
れ
る
。

院
内
銀
山
は
直
山
で
あ
り
、
「
梅
津
政
景
日
記
」
に
藩
政
初
期
の
盛
況
を
記
録
さ

れ
て
い
る
。
享
和
年
間
（
一
八
〇
一
～
一
八
〇
四
）
に
衰
退
す
る
も
文
化
四
年

（
一
八
〇
七
）
に
復
興
し
、
天
保
年
間
（
一
八
三
〇
～
一
八
四
四
）
に
は
毎
月

百
貫
を
出
銀
し
た
（

）
。
ゆ
え
に
小
貫
家
文
書
は
、
幕
末
に
か
け
た
盛
況
期
の

32

文
書
や
記
録
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
阿
仁
銅
山
は
請
山
か
ら
直
山
、
さ

ら
に
幕
府
に
よ
る
上
知
令
の
危
機
を
経
て
請
山
と
な
り
、
明
和
四
年
（
一
七
六

七
）
に
直
山
と
な
っ
た
。
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
銅
山
改
革
が
行
わ
れ
、

そ
の
後
、
経
営
の
経
済
面
を
大
坂
屋
に
任
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
（

）
。

33

秋
田
県
の
鉱
業
行
政
を
藩
政
期
と
対
比
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
秋
田
藩
で
鉱
山

経
営
を
担
っ
た
役
所
の
文
書
群
を
構
造
分
析
で
き
る
の
が
理
想
的
で
あ
る
。
し

か
し
、
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
の
「
秋
田
県
庁
旧
蔵
古
文
書
」「
郷
土
資
料
」「
混

架
資
料
」
ほ
か
に
含
ま
れ
る
秋
田
藩
の
鉱
山
関
係
の
文
書
は
極
め
て
少
な
く
、

断
片
的
な
記
録
や
少
数
の
絵
図
を
含
む
の
み
で
あ
る
。

一
方
、
小
貫
家
文
書
は
宝
暦
以
後
、
特
に
天
保
か
ら
明
治
年
間
に
わ
た
る
八

一
九
点
の
藩
士
家
文
書
群
で
、
小
貫
家
当
主
が
在
勤
し
た
役
所
の
文
書
、
す
な

わ
ち
公
的
な
藩
政
文
書
群
と
重
な
る
部
分
を
豊
富
に
含
む
史
料
群
で
あ
る
（

）
。

34

秋
田
藩
の
鉱
業
部
門
に
関
し
て
は
、
小
貫
東
馬
頼
誠
の
代
の
文
書
が
多
い
。
東

馬
は
、
鉱
山
詰
め
役
人
と
し
て
役
宅
で
作
成
・
収
受
し
た
実
務
の
文
書
を
役
職

を
終
え
た
後
も
保
存
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
人
物
で
、
文
化
五
年
（
一
八
〇

八
）
に
誕
生
し
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
死
没
し
た
が
、
郡
方
や
軍
事

方
ほ
か
数
々
の
部
局
に
在
勤
し
、
特
に
鉱
山
現
地
で
の
期
間
が
長
い
。
雄
勝
郡

院
内
銀
山
に
天
保
九
年
か
ら
安
政
二
、
三
年
頃
ま
で
（
一
八
三
八
～
一
八
五
五
、

一
八
五
六)

、
仙
北
郡
畠
銀
山
に
天
保
九
、
十
年
頃
（
一
八
三
八
、
一
八
三
九
）
、

秋
田
郡
阿
仁
銅
山
に
安
政
二
年
か
ら
四
年
ま
で
（
一
八
五
五
～
一
八
五
七
）
在

勤
し
た
と
い
う
（

）
。
二
十
年
以
上
在
勤
し
た
院
内
銀
山
に
関
す
る
文
書
が
特

35

に
多
い
。
記
録
も
含
む
が
、
大
半
は
鉱
山
経
営
の
実
務
で
作
成
・
収
受
さ
れ
た

文
書
で
占
め
ら
れ
る
。

東
馬
が
鉱
山
詰
め
だ
っ
た
時
期
、
秋
田
藩
で
鉱
業
を
担
当
し
た
部
局
の
組
織

機
構
を
検
討
し
て
み
た
い
。
森
朋
久
に
よ
る
と
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
以

後
、
領
内
の
鉱
山
は
勘
定
奉
行
（
銅
山
方
兼
帯
）
の
所
管
に
な
っ
た
（

）
。
『
秋

36

田
沿
革
史
大
成
』
に
よ
る
と
、
勘
定
奉
行
の
配
下
に
銅
山
方
吟
味
役
が
置
か
れ

て
い
た
（

）
。
銅
山
方
吟
味
役
に
つ
い
て
は
、
院
内
銀
山
・
阿
仁
銅
山
・
加
護

37

山
精
錬
所
・
そ
の
他
鉱
山
に
各
一
名
出
張
し
て
現
地
在
勤
し
、
鉱
山
の
繁
盛
を

企
図
、
出
納
を
管
理
、
技
術
の
工
夫
等
を
奨
励
し
鉱
産
物
採
掘
に
勉
め
た
と
記

さ
れ
て
い
る
（

）
。
そ
し
て
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
月
の
「
藩
政
之
節

38

官
員
調
」
に
は
、
同
三
年
の
第
三
次
藩
政
改
革
後
の
組
織
機
構
が
反
映
さ
れ
て

い
る
（

）
。
院
内
銀
山
と
阿
仁
銅
山
に
鉱
山
方
役
所
、
加
護
山
に
鉱
山
方
吹
上

39

所
が
置
か
れ
て
い
る
。
東
馬
の
院
内
銀
山
に
お
け
る
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）

の
勤
中
日
記
に
は
、
院
内
銀
山
や
畠
銀
山
、
向
銀
山
の
詰
役
と
の
連
絡
が
散
見

さ
れ
る
（

）
。
当
時
、
院
内
銀
山
に
銅
山
方
の
支
庁
を
置
き
、
管
轄
区
域
の
鉱

40

山
に
詰
役
を
配
属
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、IS

A
D

（G

）
の
階
層
レ
ベ
ル
を
適
用
す
る
に
あ
た
り
、
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小
貫
家
文
書
で
は
秋
田
県
庁
の
課
掛
に
相
当
す
る
明
瞭
な
組
織
機
構
に
関
す
る

表
記
が
な
い
た
め
、「
推
定
組
織
」
を
設
定
し
て
み
た
い
。「
推
定
組
織
」
と
は
、

対
象
と
す
る
文
書
群
に
組
織
性
が
潜
在
し
て
い
る
場
合
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
な
ど

史
料
整
理
を
行
う
者
が
組
織
性
を
推
定
し
て
設
定
す
る
方
法
で
あ
る
（

）
。
小

41

貫
家
文
書
は
国
立
史
料
館
（
現
・
国
文
学
研
究
資
料
館
）
の
大
野
瑞
男
が
『
史

料
館
所
蔵
資
料
目
録
』
第
三
十
三
集
で
分
類
を
行
っ
て
い
る
が
、
目
録
を
刊
行

し
た
一
九
八
〇
年
代
初
頭
、I

S
A
D

（G

）
は
未
だ
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

大
野
に
よ
る
分
類
は
文
書
の
機
能
に
基
づ
い
て
お
り
、
現
在
か
ら
見
れ
ばI

S
A
D

（G

）
の
シ
リ
ー
ズ
に
相
当
す
る
部
分
が
多
い
。
そ
こ
で
分
類
項
目
名
を
修
正
し

て
シ
リ
ー
ズ
設
定
に
応
用
す
る
。
ま
た
、I

S
A
D

（G

）
で
は
、
詳
細
な
構
造
分
析

を
行
う
た
め
、
シ
リ
ー
ズ
の
下
に
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
を
設
定
す
る
場
合
も
あ
る

が
、
今
回
は
鉱
山
の
実
務
を
具
体
的
に
示
す
た
め
、
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
も
設
定

し
た
。

文
書
の
出
所
を
表
す
フ
ォ
ン
ド
は
「
小
貫
家
」
で
、
藩
の
鉱
山
経
営
で
作
成

さ
れ
た
文
書
群
の
性
格
も
つ
の
で
、
推
定
組
織
と
し
て
、
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
を

「
銅
山
方
」
と
し
た
。
サ
ブ
・
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
は
「
院
内
銀
山
役
所
」
「
阿
仁

銅
山
役
所
」
と
し
、
出
所
不
明
の
文
書
の
た
め
に
「
そ
の
他
」
を
設
定
す
る
。「
院

内
銀
山
役
所
」
の
サ
ブ
・
サ
ブ
・
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
は
「
院
内
銀
山
」「
畠
銀
山
」
、

「
阿
仁
銅
山
役
所
」
の
そ
れ
は
「
阿
仁
銅
山
」
「
大
葛
金
山
」
「
八
森
銀
山
」
と

し
た
。
ま
た
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
は
、
フ
ァ
イ
ル
す
な
わ
ち
文
書
や
絵
図
が
一
点

の
み
の
場
合
で
も
、
所
属
す
る
階
層
を
明
確
に
位
置
付
け
る
目
的
で
設
定
し
た
。

こ
れ
ら
階
層
レ
ベ
ル
に
基
づ
き
小
貫
家
文
書
を
構
造
分
析
し
た
結
果
が
〈
表

３
〉
で
あ
る
。

表
を
読
み
解
く
た
め
に
、
秋
田
藩
の
鉱
山
経
営
の
仕
組
み
を
略
述
し
た
い
。

直
山
で
は
、
惣
山
奉
行

惣
山
奉
行
下
代

手
代
頭

支
配
人

手
代
の
ヒ
エ
ラ

－
－

－
－

ル
キ
ー
で
鉱
山
経
営
が
行
わ
れ
た
。
勘
定
奉
行
も
鉱
山
現
地
で
は
「
惣
山
奉
行
」

と
称
し
て
い
た
。
惣
山
奉
行
下
代
は
足
軽
身
分
の
役
人
で
、
杉
原
氏
や
安
東
氏

な
ど
の
世
襲
も
あ
り
、
ま
た
手
代
頭
を
兼
帯
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（

）
。
手
代
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頭
・
支
配
人
・
手
代
は
藩
役
人
の
支
配
下
で
実
務
を
担
い
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ

れ
る
身
分
だ
っ
た
。
手
代
は
、
銀
銭
請
払
役
・
床
屋
役
・
炭
木
役
・
売
場
役
・

外
回
役
ほ
か
多
種
多
様
な
役
人
に
分
化
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
藩
役
人
が
山
師

を
支
配
・
管
理
し
て
い
た
。
山
師
は
、
鉱
山
採
掘
の
資
本
力
を
も
つ
商
人
で
あ

る
。
山
師
は
、
配
下
に
採
掘
集
団
の
長
た
る
金
名
子
を
抱
え
て
い
た
。
金
名
子

に
は
、
寸
甫
・
大
工
・
掘
子
ほ
か
多
数
の
労
働
者
と
技
術
者
が
隷
属
し
て
い
た
。

寸
甫
は
坑
道
普
請
、
大
工
は
採
鉱
、
掘
子
は
鉱
石
と
廃
石
の
搬
出
を
行
っ
た
（

）
。
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こ
れ
を
踏
ま
え
て
〈
表
３
〉
を
読
み
解
い
て
み
る
。
ま
ず
、
サ
ブ
・
サ
ブ
・

サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
「
院
内
銀
山
」
の
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
を
分
析
す
る
。
シ
リ
ー

ズ
「
鉱
山
関
係
記
録
」
の
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
「
勤
中
日
記
」
は
、
鉱
山
現
地
の

実
務
を
担
っ
た
藩
役
人
の
日
常
を
記
し
て
い
る
。
藩
庁
と
の
連
絡
、
手
代
や
金

名
子
の
管
理
、
山
神
社
の
参
拝
・
祭
礼
の
ほ
か
、
出
銀
高
や
飯
料
、
酒
購
入
な

ど
会
計
記
録
も
散
見
さ
れ
る
。
院
内
銀
山
の
役
所
日
記
が
残
ら
な
い
た
め
、
東

馬
の
勤
中
日
記
は
現
地
経
営
の
全
体
像
を
記
録
し
た
貴
重
な
史
料
と
言
え
る
。

シ
リ
ー
ズ
「
鉱
山
関
係
法
規
」
の
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
「
山
法
・
制
札
・
定
書

控
」
は
、
鉱
山
支
配
の
基
本
法
規
の
記
録
で
あ
る
。
文
書
一
点
ご
と
の
フ
ァ
イ
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サブ・フォンド サブ・サブ・フォンド
サブ・サブ・サブ・

フォンド
シリーズ サブ・シリーズ

ファイルの資料番号
（国文学研究資料館）

鉱山関係記録
勤中日記 小貫25C-001～012,305

山法・制札・定書控 小貫25C-027,029,439

被仰渡控 小貫25C-063

御条目控 小貫25C-028

山内申渡控 小貫25C-030

幕府見分関係 小貫25C-443

藩主見分関係 小貫25C-060～061

検使派遣関係 小貫25C-062

手代関係 小貫25C-054,058

山師関係 小貫25C-077

採掘金銀高関係 小貫25C-038～042,047,349

金銀精錬収益関係 小貫25C-031～037,043～044

精錬費用計算関係 小貫25C-045

金名子出銀人別帳 小貫25C-347～348,350

金銀精錬支出内訳 小貫25C-046

塩詰仕上支出内訳 小貫25C-084～085

金名子労賃差引 小貫25C-351～352

坑内普請支出内訳 小貫25C-353～354

出銀諸経費差引 小貫25C-057,360

出銀諸経費内訳 小貫25C-055～056,355～356

出銀高金換算割合 小貫25C-359

藩主見分時入用内訳 小貫25C-059

山神社祭礼入用 小貫25C-440

貸借金内訳 小貫25C-358

必需品購入債務覚 小貫25C-442

備金支出内訳 小貫25C-357

年末収支決算 小貫25C-361

坑道普請費用見積 小貫25C-076

普請費用公儀前貸金願 小貫25C-080～081

吹分仕法収益調査書 小貫25C-048～050

吹分仕法技術者勤務記録 小貫25C-051

吹上仕法出入費 小貫25C-052～053

鉱山全体図 小貫25C-409

坑道絵図 小貫25C-407,410

普請関係絵図 小貫25C-408,411

施設絵図 小貫25C-412

鉱山経営庶務 村地所譲渡願書 小貫25C-441

鉱山全体図 小貫25C-403～404

坑道絵図 小貫25C-406

年限買上関係絵図 小貫25C-405

勤中日記 小貫25C-014～015,065,306

阿仁銅山沿革 小貫25C-025

幕府上知関係 小貫25C-026

被仰渡控 小貫25C-067

銅山改革関係 小貫25C-068～074

支配人・手代関係 小貫25C-075

諸役方関係 小貫25C-362

入用品願書 小貫25C-066

稼業成績書上 小貫25C-064

鉱山収支算出
各鉱山廻送米受取 小貫25C-365

生産品移出統計
銅鉛移出総数 小貫25C-083

坑道工事費
普請費用公儀前貸金願 小貫25C-078～079

精錬技術改良
加護山銀絞 小貫25C-082

坑道絵図 小貫25C-391,393～398,400～402

鉱山用木山絵図 小貫25C-392

大葛金山 鉱山絵図面 鉱山全体図 小貫25C-390

八森銀山 鉱山絵図面
普請関係絵図 小貫25C-417

鉱山全体図 小貫25C-427～428

坑道絵図 小貫25C-413～416,418

施設絵図 小貫25C-419

〈表３〉小貫家文書（鉱山関係）の構造分析

鉱山関係法規

鉱山現場見分

下役人・山師管理

鉱山生産高算出

鉱山支出分析

坑道工事費

精錬技術改良

鉱山絵図面

畠銀山

鉱山絵図面

鉱山関係記録

鉱山関係法規

下役人・山師管理

鉱山経営庶務

鉱山絵図面

その他 その他 鉱山絵図面

銅山方 院内銀山役所 院内銀山

鉱山収支算出

阿仁銅山役所 阿仁銅山
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ル
・
レ
ベ
ル
で
は
、「
山
法
五
拾
三
ケ
条
（
写
）
」「
山
方
定
書
（
控
）
」
が
あ
る
。

ま
た
、
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
「
被
仰
渡
控
」
と
「
御
条
目
控
」
は
、
藩
庁
か
ら

届
い
た
重
要
法
規
の
記
録
で
あ
る
。
一
方
、
「
山
内
申
渡
控
」
は
院
内
銀
山
で
労

働
者
に
申
し
渡
し
た
記
録
で
あ
る
。
フ
ァ
イ
ル
で
は
、
「
（
金
名
子
家
業
出
精
申

渡
写
）
」
が
あ
る
（

）
。
こ
れ
ら
か
ら
、
鉱
山
に
働
く
山
師
や
金
名
子
以
下
を
藩

44

の
法
規
で
統
制
し
て
い
た
実
態
が
分
か
る
。

シ
リ
ー
ズ
「
鉱
山
現
場
見
分
」
の
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
は
、
幕
府
や
藩
が
院
内

銀
山
の
経
営
を
重
要
視
し
、
見
分
や
検
使
の
対
象
に
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

シ
リ
ー
ズ
「
下
役
人
・
山
師
管
理
」
の
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
「
手
代
関
係
」
に

は
、
支
配
人
を
介
し
た
手
代
へ
の
褒
賞
手
続
き
を
記
し
た
フ
ァ
イ
ル
が
あ
る
。「
院

内
銀
山
重
手
代
工
藤
万
之
助
出
精
勤
ニ
付
褒
賞
願
」
で
、
願
書
の
提
出
者
は
支

配
人
で
あ
る
。
藩
役
人
が
手
代
頭
や
支
配
人
を
介
し
て
手
代
集
団
を
管
理
し
て

い
た
実
態
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
「
山
師
関
係
」
に
は
、
藩
役
人
に
よ
る
山
師

の
支
配
を
窺
え
る
フ
ァ
イ
ル
が
あ
る
。
「
（
松
岡
銀
山
師
仁
右
衛
門
隠
居
甥
相
続

并
拝
借
延
期
願
）
」
は
、
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
に
雄
勝
郡
松
岡
銀
山
の
山

師
庄
内
仁
右
衛
門
が
惣
山
奉
行
下
代
杉
原
治
長
と
安
東
三
右
衛
門
に
提
出
し
た

願
書
で
あ
る
。
当
時
の
松
岡
銀
山
は
、
庄
内
が
大
坂
屋
の
後
を
承
け
三
十
年
近

く
経
営
し
て
い
た
請
山
だ
っ
た
。
東
馬
が
院
内
銀
山
詰
め
に
な
る
前
の
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
だ
が
、
小
貫
家
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
。
仁
右
衛
門
の
請
負
免
除
及
び

甥
と
孫
へ
の
請
負
相
続
、
さ
ら
に
出
銀
高
減
少
に
よ
る
経
営
悪
化
か
ら
坑
道
普

請
の
拝
借
金
の
返
済
猶
予
を
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
。
請
山
で
あ
っ
て
も
、
山

師
は
藩
役
人
の
管
理
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

シ
リ
ー
ズ
「
鉱
山
生
産
高
算
出
」「
鉱
山
支
出
分
析
」「
鉱
山
収
支
算
出
」
は
、

鉱
山
の
財
政
事
務
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
東
馬
の
勤
中
日
記
に
財
政
関

係
の
記
録
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
と
符
合
す
る
。
「
鉱
山
生
産
高
算
出
」
の
サ
ブ
・

シ
リ
ー
ズ
は
採
掘
金
銀
高
か
ら
精
錬
費
を
差
し
引
く
も
の
で
、
具
体
的
な
フ
ァ

イ
ル
に
は
「
院
内
銀
山
金
銀
御
仕
上
御
徳
用
仕
訳
帳
」
な
ど
が
あ
る
（

）
。
院
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内
銀
山
で
は
採
掘
し
た
金
銀
を
精
錬
し
、
藩
役
人
が
生
産
高
を
算
出
し
毎
年
記

録
し
て
い
た
。「
鉱
山
支
出
分
析
」
の
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
は
銀
生
産
に
掛
か
る
費

用
の
内
訳
を
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
金
名
子
労
賃
差
引
」
の
フ
ァ
イ
ル
「
金

名
子
百
貫
目
出
銀
ニ
而
諸
色
差
引
覚
」
を
見
る
と
、
生
産
コ
ス
ト
を
細
部
ま
で

役
所
で
管
理
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（

）
。
「
鉱
山
収
支
算
出
」
の
サ
ブ
・
シ
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リ
ー
ズ
は
、
院
内
銀
山
の
経
常
収
支
を
管
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
銀
生
産
の
ほ

か
、
必
需
品
購
入
費
や
山
神
社
祭
礼
費
な
ど
鉱
山
町
の
管
理
全
般
に
わ
た
る
。

こ
れ
ら
シ
リ
ー
ズ
よ
り
、
直
山
に
詰
め
た
藩
役
人
の
実
務
に
つ
い
て
、
金
銀
等

生
産
高
の
収
入
か
ら
諸
経
費
の
支
出
を
引
き
収
益
を
算
出
す
る
ま
で
が
わ
か
る
。

シ
リ
ー
ズ
「
坑
道
工
事
費
」
は
、
藩
に
よ
る
坑
道
普
請
工
事
で
作
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
「
普
請
費
用
公
儀
前
貸
金
願
」
の
フ
ァ
イ
ル

「
（
院
内
銀
山
普
請
ニ
付
前
貸
金
五
万
両
拝
借
願
控
）
」
か
ら
、
直
山
の
坑
道
普

請
に
多
額
の
費
用
を
要
し
、
幕
府
か
ら
借
用
し
た
こ
と
が
分
か
る
（

）
。
こ
こ

47

に
も
直
山
、
す
な
わ
ち
直
営
鉱
山
の
藩
役
人
が
土
木
工
事
費
の
工
面
な
ど
財
務

で
苦
労
し
た
実
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

シ
リ
ー
ズ
「
精
錬
技
術
改
良
」
の
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
は
、
外
部
技
術
の
導
入

過
程
で
作
成
さ
れ
た
も
の
あ
る
。
秋
田
藩
は
、
佐
渡
か
ら
技
術
者
中
川
佐
兵
衛
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を
招
き
、
院
内
銀
山
の
精
錬
技
術
を
改
良
し
て
い
る
（

）
。
直
山
で
は
、
藩
が

48

主
導
し
積
極
的
に
技
術
改
良
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

シ
リ
ー
ズ
「
鉱
山
絵
図
面
」
の
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
か
ら
は
、
藩
が
鉱
山
全
体

の
ほ
か
、
坑
道
や
施
設
な
ど
イ
ン
フ
ラ
の
細
部
ま
で
情
報
を
掌
握
し
よ
う
と
し

た
こ
と
を
窺
え
る
。
鉱
山
を
経
営
す
る
た
め
に
は
、
地
上
と
地
下
の
状
況
を
視

覚
的
に
把
握
で
き
る
絵
図
面
が
必
要
だ
っ
た
。

次
に
、
サ
ブ
・
サ
ブ
・
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
「
阿
仁
銅
山
」
と
対
比
し
て
み
た

い
。
東
馬
の
在
勤
時
、
阿
仁
銅
山
で
は
大
坂
屋
が
山
師
を
独
占
し
、
経
営
の
経

済
面
も
任
せ
ら
れ
て
い
た
。
確
か
に
院
内
銀
山
と
異
な
り
、「
鉱
山
生
産
高
算
出
」

「
鉱
山
支
出
分
析
」
の
シ
リ
ー
ズ
は
見
ら
れ
な
い
。
東
馬
の
勤
中
日
記
を
見
て

も
、
支
配
人
や
手
代
な
ど
の
管
理
が
大
半
で
、
財
務
関
係
を
ほ
と
ん
ど
記
し
て

い
な
い
。
先
行
研
究
で
は
、
文
化
・
天
保
・
嘉
永
の
頃
、
大
坂
屋
が
山
本
入
料

を
作
成
し
銅
山
方
で
予
算
表
を
組
ん
だ
こ
と
を
解
明
し
て
い
る
（

）
。
構
造
分
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析
か
ら
も
、
当
時
の
阿
仁
銅
山
が
直
山
に
し
ろ
、
大
坂
屋
の
請
山
に
近
い
状
態

だ
っ
た
可
能
性
を
窺
え
る
。
そ
の
一
方
、
シ
リ
ー
ズ
「
下
役
人
・
山
師
管
理
」

の
存
在
か
ら
、
大
坂
屋
が
藩
役
人
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
シ
リ
ー
ズ
「
坑
道
工
事
費
」
「
精
錬
技
術
改
良
」
の
存
在
か
ら
、
藩
役
人

が
坑
道
伸
長
や
技
術
改
良
に
よ
り
生
産
力
増
強
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
シ
リ
ー
ズ
「
鉱
山
関
係
記
録
」
の
サ
ブ
・
シ
リ
ー
ズ
「
幕
府
上
知

関
係
」
に
注
目
し
た
い
。
フ
ァ
イ
ル
「
履
尾
厳
秘
録
」
は
、
宝
暦
十
四
年
（
一

七
六
四
）
の
阿
仁
銅
山
及
び
周
辺
一
万
石
の
上
知
令
に
対
す
る
撤
回
運
動
の
記

録
で
あ
る
（

）
。
文
書
名
か
ら
、
秋
田
藩
に
及
ぼ
し
た
上
知
令
の
影
響
の
深
刻

50

さ
も
知
ら
れ
よ
う
。
上
知
令
が
実
行
さ
れ
た
場
合
、
阿
仁
銅
山
周
辺
は
幕
府
領

と
な
る
た
め
、
佐
竹
家
に
与
え
ら
れ
た
領
知
判
物
と
領
知
目
録
も
更
改
さ
れ
た

は
ず
で
あ
る
。
領
内
鉱
山
の
支
配
も
、
領
知
判
物
と
領
知
目
録
に
よ
り
幕
府
の

保
証
で
成
立
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
、
本
章
で
は
、
小
貫
家
文
書
の
構
造
分
析
か
ら
、
秋
田
藩
領
内
で
も
直

山
と
請
山
で
は
、
藩
役
人
の
事
務
に
差
異
が
あ
る
こ
と
を
シ
リ
ー
ズ
の
対
比
で

明
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
直
山
の
場
合
、
藩
役
人
が
細
か
な
財
政
事
務
を
担

当
し
、
採
掘
・
精
錬
作
業
は
山
師
に
任
せ
て
管
理
し
て
い
た
。
請
山
の
場
合
は
、

阿
仁
銅
山
の
よ
う
に
山
師
を
管
理
下
に
置
い
た
上
で
採
掘
・
精
錬
作
業
に
加
え

経
済
面
も
任
せ
て
い
た
。
請
山
で
あ
っ
て
も
、
藩
役
人
が
坑
道
工
事
や
技
術
改

良
を
主
導
し
て
い
る
。

追
記
す
る
と
、
秋
田
県
が
明
治
十
年
代
頃
に
作
成
し
た
「
書
籍
目
録
」（

）
51

に
は
、
秋
田
藩
か
ら
引
き
継
い
だ
文
書
と
絵
図
も
含
ま
れ
て
い
る
。「
銅
山
方
以

来
覚
目
録
」
は
、
天
明
二
年
か
ら
弘
化
元
年
（
一
七
八
二
～
一
八
四
四
）
に
至

る
役
所
日
記
の
目
録
で
あ
る
。
本
編
十
冊
は
失
わ
れ
た
が
目
録
三
冊
が
残
り
、

詳
細
な
件
名
目
次
か
ら
銅
山
方
に
よ
る
鉱
業
行
政
の
概
要
が
分
か
る
。
秋
田
藩

領
内
の
鉱
山
運
営
の
年
代
記
と
し
て
も
有
用
で
あ
る
。
一
方
、
「
阿
仁
六
ケ
山
絵

図
」
は
阿
仁
銅
山
の
鉱
脈
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
山
本
郡
入
山
金

堀
場
之
絵
図
」
も
鉱
山
の
現
場
を
描
い
た
詳
細
な
情
報
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ

っ
て
、
領
内
鉱
山
を
全
体
的
に
管
理
し
、
ま
た
主
要
鉱
山
の
状
況
を
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
藩
か
ら
県
へ
引
き
継
が
れ
ず
元
藩
主
家
や
元
藩
士
家
で
保
存

さ
れ
た
り
、
市
中
に
流
出
し
た
文
書
も
秋
田
県
公
文
書
館
に
若
干
所
蔵
さ
れ
て
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い
る
（

）
。
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三

秋
田
藩
か
ら
の
連
続
性
と
非
連
続
性

本
章
で
は
、
秋
田
県
鉱
業
行
政
の
秋
田
藩
か
ら
の
連
続
性
と
非
連
続
性
に
つ

い
て
、
第
一
・
二
章
で
行
っ
た
構
造
分
析
の
結
果
を
対
比
す
る
こ
と
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
要
因
を
分
析
し
て
み
た
い
。

秋
田
藩
か
ら
の
連
続
性
は
、
第
一
に
「
管
内
鉱
山
の
全
体
的
管
理
」
に
見
ら

れ
る
。
「
日
本
坑
法
」
に
お
い
て
は
、
鉱
山
王
有
制
の
原
則
下
で
民
間
一
般
に
試

掘
・
借
区
の
申
請
を
認
め
た
。
そ
の
一
方
、
近
代
的
鉱
山
経
営
の
模
範
と
し
て

全
国
の
主
要
鉱
山
を
官
営
化
し
た
。
秋
田
県
庁
は
内
務
省
の
出
先
機
関
と
し
て
、

管
内
の
官
営
・
民
営
鉱
山
に
つ
い
て
全
体
的
管
理
を
担
っ
た
。
第
一
章
で
述
べ

た
と
お
り
、
県
令
の
人
事
異
動
時
に
「
鉱
山
箇
所
付
調
」
を
引
継
ぐ
こ
と
な
ど

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
第
一
章
の
〈
表
１
〉
を
見
る
と
、
鉱
業
行

政
を
分
掌
に
含
む
課
掛
が
変
遷
し
て
も
、
管
内
鉱
山
の
全
体
的
管
理
に
関
す
る

シ
リ
ー
ズ
を
散
見
す
る
。
「
管
内
鉱
山
景
況
絵
図
」
な
ど
県
庁
で
作
成
し
た
資
料

の
ほ
か
、
秋
田
藩
か
ら
引
き
継
い
だ
「
秋
田
郡
阿
仁
鉱
山
鉱
脈
分
布
絵
図
」
な

ど
も
あ
る
。
勧
業
課
に
定
備
す
る
現
用
文
書
の
扱
い
で
あ
り
、
秋
田
藩
か
ら
連

続
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
「
尾
去
沢
鉱
山
旧
記
抜
萃
書
」
は
、

藩
政
期
の
鉱
山
関
係
文
書
か
ら
抜
粋
し
筆
写
さ
れ
て
い
る
。
地
方
統
治
体
制
が

大
き
く
変
化
し
て
も
、
地
下
に
は
以
前
と
同
じ
鉱
産
資
源
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
た

の
で
、
藩
政
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
も
全
体
的
管
理
に
有
用
な
資
料
だ
っ
た
。

連
続
性
の
第
二
は
「
管
内
鉱
山
の
請
負
経
営
」
に
見
ら
れ
る
。
免
許
を
与
え

る
主
体
が
秋
田
藩
か
ら
工
部
省
鉱
山
寮
に
変
っ
て
も
、
民
間
に
請
け
負
わ
せ
た

点
で
は
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、
非
連
続
性
は
、
第
一
に
「
鉱
業
請
負
者
の
層
と
人
数
」
に
見
ら
れ
る
。

第
一
章
〈
表
１
〉
に
は
、
試
掘
・
借
区
申
請
の
起
案
文
書
を
綴
じ
た
「
鉱
山
之

部
」
の
フ
ァ
イ
ル
が
多
数
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
各
案
件
の
申
請
等
を
見
る
と
、

〈
表
２
〉
の
と
お
り
、
県
内
外
の
多
様
な
出
身
地
や
階
層
の
人
間
が
、
秋
田
県

管
内
で
鉱
業
開
発
を
行
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
件
番
号
１
・
２
・

の
政

1
4

商
も
あ
れ
ば
、
３
・
５
・
７
・

・

の
県
内
中
小
資
本
も
あ
り
、
さ
ら
に
６

11

13

・
８
の
よ
う
な
士
族
授
産
団
体
関
係
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
秋
田
藩
政
期
の

鉱
山
請
負
は
、
第
二
章
で
見
た
阿
仁
銅
山
の
大
坂
屋
な
ど
特
定
の
商
人
に
免
許

を
与
え
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

非
連
続
性
の
第
二
は
「
鉱
産
物
の
種
類
」
に
見
ら
れ
る
。
〈
表
２
〉
の
件
番
号

１
・
２
・
６
・
７
・
８
は
石
油
開
発
に
関
す
る
借
区
や
開
坑
願
で
あ
る
。
ま
た
、

件
番
号
３
は
石
炭
開
発
に
関
す
る
開
坑
願
で
あ
る
。
秋
田
藩
政
期
に
は
余
り
見

ら
れ
な
か
っ
た
鉱
産
物
が
開
発
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

そ
し
て
、
非
連
続
性
の
第
三
は
「
直
営
鉱
山
の
在
り
方
」
に
見
ら
れ
る
。
公

的
な
直
営
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
が
元
小
野
組
経
営
の
鉱
山
を
暫
定
的
に
経
営

し
た
以
外
、
県
庁
文
書
群
に
関
係
文
書
は
見
ら
れ
な
い
。
管
内
に
は
阿
仁
・
院

内
・
大
葛
・
小
坂
ほ
か
官
営
鉱
山
が
多
数
存
在
し
た
が
、
こ
れ
を
所
管
し
た
工

部
省
鉱
山
寮
の
公
文
書
は
昭
和
二
十
年
以
前
の
震
災
や
戦
災
で
失
わ
れ
た
（

）
。

53

し
か
し
、
秋
田
県
公
文
書
館
で
複
写
物
を
所
蔵
す
る
「
小
坂
町
文
書
」（

）

に

54
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は
、
官
営
鉱
山
の
経
営
で
作
成
さ
れ
た
文
書
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
「
開
坑
費

帳
」「
器
械
費
」「
売
上
代
金
請
取
証
」「
精
銅
運
送
脚
夫
ニ
名
賃
金
受
取
書
」「
ド

イ
ツ
人
雇
入
に
つ
き
反
対
意
見
書
（
草
稿
）
」
な
ど
、
多
様
な
文
書
に
よ
り
直
営

鉱
山
の
日
常
事
務
の
細
部
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
二
章
で

見
た
院
内
銀
山
に
お
い
て
、
秋
田
藩
の
直
営
鉱
山
ゆ
え
に
、
藩
役
人
が
「
院
内

銀
山
金
銀
御
仕
上
御
徳
用
仕
訳
帳
」
な
ど
細
か
な
財
政
事
務
で
文
書
を
作
成
し

て
い
た
点
と
共
通
し
て
お
り
、
公
的
な
直
営
に
関
し
て
は
、
秋
田
藩
か
ら
秋
田

県
に
で
は
な
く
、
工
部
省
鉱
山
寮
に
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
鉱
山

の
直
営
に
関
し
て
、
秋
田
県
の
鉱
業
行
政
は
原
則
的
に
秋
田
藩
と
非
連
続
の
形

だ
っ
た
。
そ
し
て
、
官
営
鉱
山
も
明
治
十
年
代
末
か
ら
二
十
年
代
前
半
に
は
、

後
に
四
財
閥
に
成
長
す
る
古
河
・
藤
田
・
三
菱
・
三
井
ら
政
商
に
払
い
下
げ
ら

れ
た
。
太
政
官
制
下
の
次
代
に
来
る
内
閣
制
下
で
は
、
民
間
資
本
の
力
で
近
代

的
鉱
業
が
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
秋
田
県
の
鉱
業
行
政
に
お
け
る
秋
田
藩
と
の
非
連
続
性
の
要
因

に
つ
い
て
「
鉱
業
請
負
者
の
層
と
人
数
」
か
ら
考
察
し
て
み
る
。
非
連
続
の
画

期
は
、
明
治
五
年
の
「
鉱
山
心
得
」
か
ら
六
年
の
「
日
本
坑
法
」
公
布
ま
で
と

見
て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の
過
程
で
、
領
知
判
物
と
領
知
目
録
で
保
証
さ
れ
た
旧

秋
田
藩
の
鉱
山
支
配
が
完
全
に
解
消
さ
れ
た
。
鉱
業
部
門
に
お
け
る
近
代
化
の

画
期
は
、
二
年
の
版
籍
奉
還
や
四
年
の
廃
藩
置
県
よ
り
も
後
に
く
る
。
「
日
本
坑

法
」
の
鉱
山
王
有
制
に
よ
り
、
鉱
山
請
負
の
内
容
も
変
化
し
た
。
秋
田
藩
で
は

請
山
の
場
合
、
佐
竹
家
の
領
有
物
た
る
鉱
山
の
経
営
を
有
力
商
人
に
任
せ
て
運

上
銀
を
納
め
さ
せ
た
。
阿
仁
銅
山
を
請
山
に
し
て
、
長
崎
御
用
銅
の
生
産
を
任

せ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
目
的
は
藩
財
政
の
た
め
に
行
わ
れ
た
鉱
山
請
負

だ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
秋
田
県
管
内
の
借
区
に
よ
る
鉱
山
請
負
は
、

政
府
の
専
有
物
に
対
す
る
形
で
行
わ
れ
、
さ
ら
に
「
日
本
坑
法
」
で
は
日
本
人

以
外
に
試
掘
・
借
区
・
採
掘
を
許
可
し
な
い
範
囲
で
民
間
一
般
に
請
負
を
認
め

た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
民
間
へ
の
参
入
機
会
の
拡
大
に
よ
る
鉱
業
開
発
の
自
由

化
で
あ
る
。
秋
田
県
は
内
務
省
の
出
先
機
関
と
し
て
、
管
内
鉱
山
の
借
区
・
試

掘
・
開
坑
等
の
申
請
手
続
き
を
す
る
役
割
を
担
っ
た
が
、
請
負
者
は
借
区
税
と

鉱
物
税
を
政
府
に
納
め
れ
ば
、
残
り
を
自
分
の
収
益
に
で
き
た
。
国
内
の
鉱
産

資
源
の
開
発
促
進
を
目
的
と
し
た
制
度
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
ゆ
え
に
請
負
経

営
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
秋
田
藩
と
秋
田
県
と
で
は
非
連
続
性

が
あ
っ
た
点
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

次
に
「
鉱
産
物
の
種
類
」
か
ら
す
る
と
、
新
た
な
鉱
業
の
登
場
が
非
連
続
性

の
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
秋
田
県
内
に
お
い
て
は
石
油
や
石
炭
な
ど
で
あ
り
、

明
治
維
新
後
の
近
代
化
に
伴
う
石
油
・
石
炭
産
業
の
勃
興
を
背
景
と
し
て
い
た
。

特
に
石
油
の
場
合
、
秋
田
県
は
新
潟
県
と
並
ぶ
豊
富
な
資
源
を
埋
蔵
し
て
い
た
。

当
時
、
石
油
の
用
途
は
主
と
し
て
ラ
ン
プ
の
燃
料
だ
っ
た
。
世
界
的
に
は
、
燃

料
の
主
流
が
鯨
油
か
ら
石
油
へ
移
行
し
て
い
く
時
代
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
秋
田

県
に
お
い
て
石
油
が
銅
と
並
び
二
大
鉱
産
資
源
に
な
る
の
は
、
内
閣
制
下
の
明

治
四
十
年
代
以
後
で
あ
る
。

三
つ
め
に
「
直
営
鉱
山
の
在
り
方
」
か
ら
す
る
と
、
秋
田
県
管
内
に
お
け
る

官
営
鉱
山
の
位
置
付
け
と
役
割
が
非
連
続
性
の
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
阿
仁
・

小
坂
・
院
内
・
大
葛
ほ
か
の
官
営
鉱
山
は
、
全
て
工
部
省
鉱
山
寮
の
所
管
だ
っ
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た
が
、
秋
田
藩
の
直
山
は
佐
竹
家
の
領
有
物
だ
っ
た
。
ま
た
、
工
部
省
鉱
山
寮

所
管
の
官
営
鉱
山
は
外
国
人
技
師
を
配
属
し
、
欧
米
の
高
価
な
鉱
業
機
械
も
豊

富
に
配
備
し
て
お
り
、
秋
田
県
内
の
官
営
鉱
山
に
も
多
く
の
外
国
人
が
配
属
さ

れ
、
欧
米
技
術
を
使
っ
て
採
掘
・
運
搬
・
精
錬
な
ど
多
方
面
で
作
業
を
改
善
し

て
い
っ
た
。
官
営
鉱
山
は
鉱
業
近
代
化
の
模
範
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
お

り
、
欧
米
の
人
材
や
技
術
、
機
械
や
設
備
の
導
入
は
、
秋
田
県
の
第
二
課
勧
工

掛
や
勧
業
課
商
工
掛
の
レ
ベ
ル
で
は
難
し
く
、
全
国
的
に
鉱
業
近
代
化
を
進
め

る
必
要
か
ら
も
工
部
省
鉱
山
寮
の
直
営
が
相
応
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
官
営
鉱
山
が
民
間
鉱
業
発
達
の
指
導
を
目
的
と
し
た
点
で
、
直
営
鉱
山
で

あ
っ
て
も
、
藩
財
政
の
安
定
を
目
的
と
し
た
秋
田
藩
の
直
山
と
異
な
っ
て
い
た
。

以
上
、
秋
田
県
の
鉱
業
行
政
に
つ
い
て
、
秋
田
藩
と
の
非
連
続
性
を
検
討
し

た
。
そ
の
最
大
の
要
因
は
鉱
業
を
取
り
巻
く
事
情
の
変
化
で
あ
り
、
ま
た
、
背

景
に
は
近
代
と
近
世
の
地
方
統
治
体
制
の
相
違
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
近

代
の
中
央
集
権
の
地
方
統
治
は
、
機
構
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
沿
っ
て
国
家
目
標

を
末
端
の
町
村
ま
で
画
一
的
に
浸
透
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、

第
一
章
で
構
造
分
析
し
た
シ
リ
ー
ズ
の
背
景
に
は
、
国
家
目
標
た
る
殖
産
興
業

が
あ
っ
た
。
第
一
章
〈
表
１
〉
を
見
る
と
、
比
較
的
短
い
期
間
で
県
庁
の
機
構

改
正
が
行
わ
れ
た
が
、
鉱
業
行
政
は
一
貫
し
て
勧
業
関
係
の
課
掛
で
分
掌
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
明
治
九
年
六
月
機
構
改
正
期
の
第
二
課
勧
工
掛
の
分
掌
は
「
諸

工
業
ヲ
勧
奨
シ
、
器
械
ノ
便
否
ヲ
検
査
シ
、
天
造
人
造
ノ
物
品
ヲ
増
殖
シ
、
全

テ
一
般
ノ
公
益
ヲ
興
ス
事
」
で
あ
る

。
こ
こ
に
は
、
政
府
の
殖
産
興
業
の
方
針

に
従
っ
て
業
務
を
進
め
よ
う
と
い
う
意
図
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

鉱
業
の
近
代
化
も
殖
産
興
業
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
近
代
化
の
た
め
に
、
大

名
家
に
よ
る
鉱
山
領
有
、
大
名
家
に
対
す
る
請
負
及
び
運
上
銀
納
入
な
ど
幕
藩

体
制
下
の
仕
組
み
が
否
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
日
本
坑
法
」
で
は
鉱
山
王
有
制
に

基
づ
き
借
区
税
や
鉱
物
税
を
国
庫
に
納
入
さ
せ
る
一
方
、
鉱
業
開
発
の
機
会
を

民
間
一
般
に
開
放
し
た
。
さ
ら
に
石
油
や
石
炭
な
ど
新
し
い
鉱
産
物
の
開
発
、

工
部
省
鉱
山
寮
の
官
営
鉱
山
で
の
欧
米
技
術
導
入
も
殖
産
興
業
の
一
環
に
位
置

付
け
ら
れ
よ
う
。
幕
藩
体
制
下
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
急
激
か
つ
全
国
的
規
模

の
殖
産
興
業
は
、
明
治
政
府
の
中
央
集
権
の
地
方
統
治
体
制
に
お
い
て
こ
そ
可

能
だ
っ
た
。
秋
田
県
の
鉱
業
行
政
に
お
け
る
秋
田
藩
か
ら
の
連
続
性
と
非
連
続

性
は
右
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
が
文
書
群
の
階
層
構
造
に
反
映
さ
れ
て

い
る
。
構
造
分
析
で
近
代
の
近
世
と
の
連
続
性
と
非
連
続
制
を
考
え
る
場
合
、

サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
や
サ
ブ
・
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
等
の
背
景
に
あ
る
出
所
組
織
の

目
標
や
方
針
等
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
藩
政
期
と
共
通
す
る
シ
リ
ー
ズ
が

秋
田
県
で
作
成
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
意
味
や
位
置
付
け
は
異
な
っ
て
く
る
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
太
政
官
制
下
の
秋
田
県
の
鉱
業
行
政
に
つ
い
て
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

学
のI

S
A
D
(
G
)

に
よ
る
構
造
分
析
の
手
法
を
用
い
て
、
秋
田
藩
政
か
ら
の
連
続
性

と
非
連
続
性
を
検
討
し
た
。

第
一
章
で
は
秋
田
県
庁
文
書
群
を
分
析
し
、
各
シ
リ
ー
ズ
を
三
つ
に
大
別
し

た
。
主
要
な
二
つ
は
、
管
内
鉱
山
の
全
体
的
管
理
と
請
負
経
営
に
関
す
る
も
の
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で
あ
る
。
秋
田
県
の
役
割
は
、
官
営
も
含
む
管
内
鉱
山
の
景
況
把
握
と
工
部
省

鉱
山
寮
へ
の
試
掘
・
借
区
申
請
だ
っ
た
。

第
二
章
で
は
秋
田
藩
で
鉱
山
役
人
を
務
め
た
小
貫
家
の
文
書
群
を
分
析
し
た
。

サ
ブ
・
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
に
院
内
銀
山
と
阿
仁
銅
山
を
設
定
し
、
直
山
と
請
山

で
は
藩
役
人
の
事
務
に
差
異
が
あ
る
こ
と
を
シ
リ
ー
ズ
の
対
比
か
ら
説
明
し
た
。

直
山
で
は
藩
役
人
が
細
か
な
財
政
事
務
ま
で
行
っ
た
が
、
請
山
で
は
山
師
に
任

せ
て
い
る
。

第
三
章
で
は
秋
田
藩
政
か
ら
の
連
続
性
を
「
管
内
鉱
山
の
全
体
的
管
理
」
及

び
「
管
内
鉱
山
の
請
負
経
営
」
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
非
連
続
性
を
「
鉱
業
請

負
者
の
層
と
人
数
」
「
鉱
産
物
の
種
類
」
「
直
営
鉱
山
の
在
り
方
」
と
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
要
因
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
非
連
続
性
の
最
大
の
要
因
を
鉱
業
を
取
り

巻
く
事
情
の
変
化
に
求
め
、
ま
た
、
近
代
の
太
政
官
制
と
近
世
の
幕
藩
体
制
に

お
け
る
地
方
統
治
体
制
の
相
違
が
背
景
に
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
国
家
目

標
の
殖
産
興
業
が
中
央
集
権
の
地
方
統
治
体
制
に
よ
り
推
進
さ
れ
た
中
で
、
秋

田
県
の
鉱
業
行
政
の
文
書
群
に
秋
田
藩
か
ら
の
連
続
性
と
非
連
続
性
が
生
じ
、

文
書
群
の
階
層
構
造
に
反
映
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
。

註

（
１
）
「
構
造
分
析
」
と
は
、
出
所
の
組
織
機
構
や
事
業
・
活
動
な
ど
に
基
づ
い

て
、
文
書
群
の
内
部
構
造
を
分
析
す
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
史
料
整
理

方
法
で
あ
る
。
出
所
の
組
織
的
活
動
に
お
い
て
文
書
が
作
成
さ
れ
た
時

の
原
秩
序
の
復
元
を
目
指
す
も
の
で
、
行
政
機
関
や
企
業
及
び
商
家
な

ど
団
体
の
文
書
群
、
ま
た
家
や
個
人
の
文
書
群
の
整
理
に
も
使
用
さ
れ

る
。
例
え
ば
県
庁
の
文
書
群
の
場
合
、
部
・
課
・
係
の
機
構
に
沿
っ
た

階
層
レ
ベ
ル
で
分
類
し
、
そ
の
下
に
同
じ
種
類
の
事
業
で
作
成
さ
れ
た

簿
冊
を
排
列
す
る
。
図
書
館
の
十
進
法
分
類
が
主
題
別
に
書
籍
を
排
列

す
る
方
法
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
国
内
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
大

藤
修
・
安
藤
正
人
『
史
料
保
存
と
文
書
館
学
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

六
年
）
で
、
欧
米
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
か
ら
構
造
分
析
の
方
法
が
紹
介
さ

れ
た
。
一
九
九
〇
年
代
末
に
は
、
青
山
英
幸
「
国
際
標
準
記
録
史
料
記

述
等
に
よ
る
箱
館
奉
行
文
書
目
録
作
成
の
実
験
に
つ
い
て
」
（
『
北
海
道

立
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
十
二
号
、
一
九
九
七
年
）
が
実
践
の
先
駆
け

と
な
り
、
さ
ら
に
安
藤
正
人
『
記
録
史
料
学
と
現
代

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

－

の
科
学
を
め
ざ
し
て

』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
が
、
越
後
国

－

岩
手
村
佐
藤
家
文
書
を
事
例
に
構
造
分
析
を
行
い
、
従
来
の
図
書
館
的

な
主
題
別
分
類
と
の
違
い
を
明
確
に
示
し
た
。
こ
の
後
、
森
本
祥
子
「
国

際
標
準
記
録
史
料
記
述
（
一
般
原
則
）
適
用
の
試
み

行
政
文
書
の
場

－

合

」
（
『
史
料
館
研
究
紀
要
』
第
二
十
九
号
、
国
文
学
研
究
資
料
館
史

－料
館
、
一
九
九
八
年
）
、
西
向
宏
介
「
商
家
文
書
に
お
け
る
経
営
帳
簿
組

織
の
復
元
と
目
録
編
成

備
後
国
尾
道
橋
本
家
文
書
を
事
例
と
し
て

」

－
－

（
『
広
島
県
立
文
書
館
紀
要
』
第
四
号
、
一
九
九
七
年
）
、
木
暮
隆
・
鈴

木
一
哉
「
群
馬
県
立
文
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
の
館
所
蔵
文
書
紹
介

の
試
み
」
（
『
双
文
』
第
十
八
号
、
二
〇
〇
一
年
）
ほ
か
、
黎
明
期
の
実

践
が
各
地
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
で
展
開
し
た
。
そ
し
て
、
国
文
学
研
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究
資
料
館
史
料
館
編
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
科
学
』
下
巻
（
柏
書
房
、
二

〇
〇
三
年
）
で
は
、
Ⅳ
「
ア
ー
カ
イ
バ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
の
２
編

「
ア
ー
カ
イ
バ
ル
・
デ
ー
タ
の
構
築
と
提
供
」
で
、
青
山
英
幸
・
山
崎

圭
・
加
藤
聖
文
・
森
本
祥
子
ら
が
構
造
分
析
に
基
づ
く
編
成
と
記
述
及

び
記
述
標
準
化
を
論
じ
て
い
る
。
目
録
で
は
、
本
誌
畑
中
論
文
で
も
紹

介
さ
れ
た
『
信
濃
国
佐
久
郡
御
馬
寄
村
町
田
家
文
書
目
録
』（
史
料
館
所

蔵
史
料
目
録
第
七
十
八
集
、
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
、
二
〇
〇
四

年
）
の
ほ
か
、
『
信
濃
国
埴
科
郡
松
代
伊
勢
町
八
田
家
文
書
目
録
』
そ
の

４
～

、
史
料
目
録
第
九
十
四
・
九
十
六
～
九
十
七
・
九
十
九
・
百
一

11

～
百
二
・
百
七
～
百
八
、
二
〇
一
二
～
二
〇
一
六
、
二
〇
一
八
～
二
〇

一
九
）
が
代
表
的
で
あ
る
。
ま
た
、
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
の
構
造
認
識
と
編
成
記
述
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
は

構
造
分
析
の
理
論
と
実
践
の
論
文
集
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
構
造
分
析

が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
に
お
け
る
史
料
整
理
や
目
録
編
成
の
主
流
と
な
り
、

か
つ
電
子
化
と
も
結
び
付
い
て
い
る
た
め
、
関
係
論
文
は
枚
挙
に
暇
が

無
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
十
年
以
上
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
影
響
で
、
構

造
分
析
の
目
的
が
個
別
史
料
の
検
索
性
に
偏
り
、
出
所
の
組
織
性
に
基

づ
く
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
や
サ
ブ
・
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
な
ど
よ
り
も
、
文

書
内
容
の
連
続
性
に
基
づ
く
シ
リ
ー
ズ
の
レ
ベ
ル
を
重
視
す
る
傾
向
に

あ
る
。
本
稿
は
、
右
の
傾
向
に
対
し
、
サ
ブ
・
フ
ォ
ン
ド
や
サ
ブ
・
サ

ブ
・
フ
ォ
ン
ド
な
ど
の
レ
ベ
ル
が
文
書
群
の
全
体
像
か
ら
得
ら
れ
る
情

報
を
分
析
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
一
石
を
投
じ
て
み

た
い
。

（
２
）
国
際
標
準
記
録
史
料
記
述
・
一
般
原
則
（G

e
n
e
r
a
l
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
S
t
a
n

d
a
r
d
A
r
c
h
i
v
a
l
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
,
I
S
A
D
(
G
)

）
の
日
本
語
版
は
、
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会
編
訳
『
記
録
史
料
記
述
の
国
際

標
準
』
（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
年
）
に
所
収
。

（
３
）『
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
七
・
八
号
（
二
〇
〇
一
、
二
〇
〇
二
年
）

（
４
）
『
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
』
第
一
～
八
集
（
二
〇
〇
四
～
二
〇
一
一
年
）

（
５
）
『
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
十
八
号
（
二
〇
一
二
年
）

（
６
）
津
田
真
澂
「
明
治
前
期
に
お
け
る
日
本
鉱
山
業
の
革
新
」
（
『
一
橋
論
叢
』

六
九

五
、
一
九
七
三
年
、
一
橋
大
学
一
橋
学
会
一
橋
論
叢
編
纂
所
）
三

－

八
六
頁

（
７
）
「
秋
田
藩
政
体
」
「
久
保
田
藩
官
等
便
覧
」
（
秋
田
県
公
文
書
館

Ａ
Ｓ
三
一

二

八
四
、
山
五
五
二
）
、
「
第
一
類
参
考
書
・
藩
制
録
之
部
」
第
九
号
久

－之
部
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
昭
五
八
大
蔵
〇
〇
〇
〇
八
一
〇
〇
）
、
「
職

制
録
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
、
小
貫
二
五
Ｃ

二
六
四
）

－

（
８
）
明
治
四
年
十
月
「
御
公
務
控
」
（
九
三
〇
一
〇
三

一
一
四
三
六
）

－

（
９
）
「
鉱
山
方
損
益
取
調
書
」
（
Ａ
Ｓ
五
六
九

三
）

－

（

）
「
雑
記
」
（
Ａ
三
二
〇

八
〇
）

10

－

（

）

明
治
十
一
年
九
月
「
第
三
課
地
理
掛
事
務
簿
」
雑
之
部
十
番
（
九
三
〇
一

11

〇
三

〇
五
〇
〇
〇
）

－
（

）「
公
文
録
」
明
治
八
年
第
八
十
五
巻
・
明
治
八
年
九
月
・
工
部
省
伺
（
布
達
）

12

（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
公
〇
一
四
六
七
一
〇
〇
）
所
収
「
秋
田
県
下
元
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小
野
組
借
区
鉱
山
官
行
御
達
ニ
付
伺
」

（

）
明
治
五
年
三
月
二
十
七
日
太
政
官
布
告
第
百
号

13
（

）
前
掲
註
（
６
）
三
八
七
頁

14
（

）
前
掲
註
（
６
）
三
八
八
頁
、
津
田
は
幕
藩
体
制
下
の
「
請
負
山
」
と
鉱
山

15

心
得
の
「
請
負
稼
」
が
同
義
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（

）
「
太
政
類
典
」
第
二
編
・
明
治
四
年
～
明
治
十
年
・
第
百
十
八
巻
・
地
方
二

16

十
四
・
土
地
処
分
十
一
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
太
〇
〇
三
四
〇
一
〇
〇
）

（

）
明
治
六
年
七
月
二
十
日
太
政
官
布
告
第
二
五
九
号

17
（

）
「
太
政
類
典
」
第
二
編
・
明
治
四
年
～
明
治
十
年
・
第
百
十
八
巻
・
地
方
二

18

十
四
・
土
地
処
分
十
一

（

）
明
治
八
年
一
～
十
二
月
「
本
県
達
留
」
全

番
外
六
項
附
之
（
九
三
〇
一
〇

19

三

一
一
〇
四
〇
）

－

（

）「
公
文
録
」
明
治
八
年

第
百
六
十
九
番
・
明
治
八
年
一
月

大
蔵
省
伺
二
（
国

20
立
公
文
書
館
所
蔵
、
公
〇
一
五
五
三
一
〇
〇
）

（

）
明
治
八
年
一
～
十
二
月
「
本
県
達
留
」
全

番
外
六
項
附
之

21
（

）
明
治
八
年
九
～
十
一
月
「
本
県
触
示
留
」
六
号
（
九
三
〇
一
〇
三

一
一

22

－

〇
一
九
）

（

）「
公
文
録
」
明
治
八
年
第
八
十
五
巻
・
明
治
八
年
九
月
・
工
部
省
伺
（
布
達
）

23

（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
公
〇
一
四
六
七
一
〇
〇
）

（

）
前
掲
註
（
４
）

24
（

）
拙
稿
「
明
治
前
期
秋
田
県
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
秋
田

25

県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
十
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）
七
八
～
八
九
頁

（

）
明
治
六
年
七
月
十
七
日
太
政
官
達
第
二
五
一
号
別
冊

26
（

）
明
治
十
一
年
「
庁
中
規
則
」
（
九
三
〇
一
〇
三

一
二
七
五
六
）

27

－

（

）
フ
ァ
イ
ル
・
レ
ベ
ル
で
は
「
阿
仁
六
ケ
山
絵
図
」
の
史
料
名

28
（

）
「
銅
山
方
以
来
覚
目
録

上
」
（
県
Ａ－

二
一
八－

一
）
、
天
明
三
年

29

（
一
七
八
三
）
八
月
に
次
の
一
条
が
あ
る
。

一
籠
山
に
お
ゐ
て
致
銀
絞
、
能
代
川
江
悪
水
落
、
魚
無
之
ニ
付
迷
惑
形

漁
師
共
よ
り
達
而
申
出
候
ニ
付
、
水
溜
地
拵
、
正
月
・
十
二
月
両
月

川
流
い
た
し
候
節
、
前
廉
能
代
奉
行
江
通
達
致
候
事

（

）
秋
田
藩
の
鉱
山
に
関
わ
る
主
な
先
行
研
究
と
し
て
、
山
口
啓
二
「
近
世
初

30

期
秋
田
藩
に
お
け
る
鉱
山
町

院
内
銀
山
を
中
心
に
」（
伊
藤
多
三
郎
編
『
国

－

民
生
活
史
研
究
』
二
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）
、
「
秋
田
藩
初
期

の
金
銀
山

院
内
銀
山
を
中
心
に
（
『
日
本
産
業
史
大
系
』
三
巻
、
東
京
大

－

学
出
版
会
、
一
九
六
〇
年
）
、
佐
々
木
潤
之
介
「
近
世
産
銅
政
策
に
つ
い
て

の
一
考
察
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
六
六
編
一
一
号
・
第
六
七
編
一
号
、
一
九

五
七
～
一
九
五
八
年
、
史
学
会
）
、
『
秋
田
県
史
』
第
二
巻
近
世
編
上
、
第

三
巻
近
世
編
下
（
一
九
六
四
～
一
九
六
五
年
、
秋
田
県
）
、
吉
城
文
雄
「
秋

田
藩
に
お
け
る
鉱
山
職
業
病
「
よ
ろ
け
」
対
策
」
（
『
秋
大
史
学
』
二
三
号
、

秋
大
史
学
会
、
一
九
七
六
年
）
、
渡
部
紘
一
「
近
世
米
代
川
舟
運
と
南
部
領

銅
の
廻
銅

尾
去
沢
銅
の
米
代
川
川
下
げ
と
能
代
沖
出
し
を
中
心
に

」

－
－

（
『
秋
田
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
一
一
号
、
一
九
八
六
年
）
、
森
朋
久
「
秋

田
藩
銅
役
人
の
職
制
的
考
察
」
（
『
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
二
六
集
、

明
治
大
学
大
学
院
、
一
九
八
九
年
）
、
「
秋
田
藩
鉱
山
役
人
に
つ
い
て
の
一
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考
察

惣
山
奉
行
下
代
を
中
心
に
し
て

」
（
『
地
方
史
研
究
』
第
四
三
巻

－
－

三
号
、
地
方
史
研
究
協
議
会
、
一
九
九
三
年
六
月
）
、
荻
慎
一
郎
『
近
世
鉱

山
社
会
史
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、

各
鉱
山
の
概
略
は
『
角
川
日
本
地
名
辞
典

５
秋
田
県
』
（
角
川
書
店
、

一
九
八
〇
年
）
が
参
考
に
な
る
。
鉱
山
町
の
実
態
、
藩
の
鉱
山
政
策
、
労

働
災
害
、
舟
運
に
よ
る
廻
銅
、
社
会
史
な
ど
幅
広
い
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て

い
る
。
本
稿
で
は
、
秋
田
藩
の
鉱
山
経
営
史
全
般
を
叙
述
し
た
『
秋
田
県

史
』
を
参
考
に
概
略
を
説
明
し
た
。

（

）
『
秋
田
県
史
』
第
二
巻
近
世
編
上

三
〇
〇
～
三
〇
一
頁

31
（

）
前
掲
註
（

）
『
角
川
日
本
地
名
辞
典

５
秋
田
県
』
一
一
七
頁

32

30

（

）
『
秋
田
県
史
』
第
三
巻
近
世
編
下

四
二
二
～
四
三
一
頁

33
（

）
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
』
第
三
三
集
（
一
九
八
一
年
、
国
立
史
料
館
）
五

34

～
二
四
頁
。

（

）
前
掲
註
（

）
八
〇
、
六
九
、
七
一
頁

35

34

（

）
前
掲
註
（

）
森
朋
久
「
秋
田
藩
銅
役
人
の
職
制
的
考
察
」
二
一
一
頁

36

30

（

）
伊
藤
成
孝
「
近
世
前
中
期
に
お
け
る
秋
田
藩
藩
庁
機
構
に
つ
い
て

『
国

37

－

典
類
抄
』
の
分
析
を
中
心
に

」
（
『
秋
大
史
学
』
第
五
〇
号
、
二
〇
〇
四

－

年
、
秋
田
大
学
史
学
会
）
一
一
五
～
一
一
六
頁
、
『
秋
田
沿
革
史
大
成
』
に

寛
政
以
後
の
藩
庁
機
構
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

（

）
『
秋
田
沿
革
史
大
成
』
（
一
八
九
八
年
、
橋
物
宗
彦
）
九
一
頁
、
『
秋
田
沿
革

38

史
大
成
』
は
明
治
三
十
一
年
に
旧
藩
士
橋
本
が
刊
行
し
た
近
世
近
代
の
通

史
・
史
料
集
で
、
幕
末
の
秋
田
藩
の
機
構
も
復
元
し
て
い
る
。
史
料
の
出

所
を
記
し
て
い
な
い
が
、
当
時
残
っ
て
い
た
史
料
や
聞
書
き
か
ら
詳
述
し

た
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。

（

）
明
治
四
年
十
月
「
御
公
務
控
」
（
九
三
〇
一
〇
三

一
一
四
三
六
）

39

－

（

）
天
保
十
一
年
一
～
十
二
月
「
日
記
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
、
小
貫
二

40

五
Ｃ

〇
〇
二
）

－

（

）
拙
稿
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
内
的
秩
序
構
成
理
論
と
構
造
分
析
の
課
題
」
（
国

41

文
学
研
究
資
料
館
編
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
構
造
認
識
と
編
成
記
述
』
（
二
〇

一
四
年
、
思
文
閣
出
版
）
六
七
頁
、
藤
實
久
美
子
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
源

論
」
（
「
令
和
２
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
史
料
管
理
学
研
修
会
」

資
料
、
二
〇
二
〇
年
、
国
文
学
研
究
資
料
館
）
二
三
頁

（

）
前
掲
註
（

）
森
朋
久
「
秋
田
藩
銅
役
人
の
職
制
的
考
察
」
二
一
一
頁

42

30

（

）
前
掲
註
（

）
四
五
九
頁

43

31

（

）
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
（
小
貫
二
五
Ｃ

〇
三
〇
）

44

－

（

）
同
右
（
小
貫
二
五
Ｃ

〇
三
二
）

45

－

（

）
同
右
（
小
貫
二
五
Ｃ

三
五
一
）

46

－

（

）
同
右
（
小
貫
二
五
Ｃ

〇
八
〇
）

47

－

（

）
前
掲
註
（

）
七
二
頁

48

34

（

）
前
掲
註
（

）
四
四
三
～
四
四
四
頁

49

33

（

）
前
掲
註
（

）
（
小
貫
二
五
Ｃ

〇
二
六
）

50

44

－
（

）
「
書
籍
目
録
」
新
、
旧
、
各
課
定
備
（
九
三
〇
一
〇
三

一
二
二
五
三
、

51
－

一
二
二
五
五
、
一
二
二
五
四
）
、
新
は
県
の
書
籍
の
み
。

（

）
惣
山
奉
行
秋
山
喜
右
衛
門
の
「
秋
田
郡
阿
仁
銅
山
次
第
書
」
、
野
上
陳
令
の

52
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「
銅
山
吟
味
役
御
用
日
記
」
、
佐
竹
文
庫
の
「
院
内
銀
山
出
銀
模
様
書
上
」

ほ
か
（
Ａ
五
六
九

一
、
混
架
二
九

一
九
六
、
Ａ
Ｓ
五
六
九

一
）

－
－

－

（

）
山
田
敏
之
「
国
の
機
関
に
お
け
る
公
文
書
の
保
存
に
つ
い
て
」
（
『
レ
フ
ァ

53

レ
ン
ス
』
第
八
三
六
号
、
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
、

二
〇
二
〇
年
九
月
）
一
一
～
一
四
頁

（

）
岩
手
県
釜
石
市
所
蔵
、
吉
田
義
昭
（
盛
岡
市
）
寄
贈
分
と
大
島
家
（
工
部

54

省
小
坂
鉱
山
局
長
大
島
高
任
の
子
孫
、
東
京
都
）
寄
託
分
を
合
わ
せ
た
文

書
群
。
原
本
は
小
坂
町
立
総
合
博
物
館
郷
土
館
で
管
理
。

（
古
文
書
班

し
ば
た

と
も
あ
き
）
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は

じ

め

に

本
稿
は
、
湊
国
季
（
曽
兵
衛
）
「
郡
方
吟
味
役
謹
中
日
記
」
（
湊
文
書
・
湊
九

四
）
の
う
ち
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
九
月
・
十
月
分
を
翻
刻
す
る
も
の

で
あ
る
。
同
史
料
の
一
月
か
ら
八
月
分
は
、
紀
要
第
二
十
七
号
で
紹
介
し
て
お

り
、
本
稿
は
そ
の
続
き
に
当
た
る
。

史
料
未
読
の
箇
所
は
□
、
虫
損
の
箇
所
は
■
で
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
翻
刻

は
紀
要
の
体
裁
に
合
わ
せ
て
い
る
た
め
、
行
替
え
や
行
頭
の
位
置
が
原
本
と
は

一
致
し
な
い
。

な
お
、
日
記
の
翻
刻
は
、
金
森
正
也
（
非
常
勤
職
員
）
が
行
い
、
校
正
作
業

は
、
古
文
書
班
柴
田
知
彰
・
高
田
環
樹
・
畑
中
康
博
・
一
関
修
二
が
行
っ
た
。

【
日
記
本
文
】

九
月
朔
日

同
断

同
二
日

一
、
今
日
よ
り
西
馬
音
内
前
郷
村
新
役
処
出
来
ニ
付
引
移
、
依
而

湯
沢
御
役
屋
朝

飯
後
五
ツ
時
ニ
前
郷
村
江

着
、
肝
煎
・
長
百
姓
共
ニ
出
迎
ニ
出
申
候
、

一
、
明
晩
申
渡
候
御
用
之
筋
有
之
候
故
、
家
頭
之
人
別
無
残
可
相
詰
之
段
催
促

候
義
申
渡
候
、

同
三
日

一
、
今
晩
当
処
〔
前
郷
村
〕
御
百
姓
共
家
頭
無
残
催
促
召
寄
候
て
、
此
度
我
等

長
詰
被
仰
付
候
ニ
付
、
第
一
昨
年
衣
類
其
外
厳
密
被
仰
渡
候
次
第
柄
、
且

ツ
又
郷
中
一
体
之
風
俗
共
ニ
常
々
不
宜
、
い
つ
れ
も
横
手
・
湯
沢
大
場
之

風
ニ
押
移
、
本
業
之
御
百
姓
を
取
失
居
り
候
為
ニ
ハ
自
然
と
困
窮
ニ
相
及
、

猶
又
兼
而

農
事
ハ
至
て
余
村
よ
り
不
出
精
ニ
候
間
、
都
而

右
之
訳
柄
共
ニ
以

来
相
改
候
事
共
ニ
具
サ
申
渡
候
、
是
迄
肝
煎
・
長
百
姓
之
手
内
江

申
出
候
義
、

〈
史
料
紹
介
〉

湊
九
四
「
郡
方
吟
味
役
勤
中
日
記
」（
文
政
十
二
年
九
月･

十
月
）
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取
扱
不
致
義
も
有
之
候
ハ
ヽ
何
義
ニ
而

な
り
不
苦
故
、
此
後
願
筋
ニ
も
不
限
、

郷
中
の
益
不
益
之
考
形
も
有
之
候
ハ
ヽ
直
々
可
申
候
、
乍
併
手
元
勝
手
よ

ふ
之
筋
ハ
不
取
上
候
、
諸
方
よ
り
商
人
共
罷
越
候
節
ハ
、
店
々
江

い
つ
方
之

者
参
候
共
随
分
丁
寧
ニ
取
扱
可
申
、
乍
去
何
よ
ふ
之
事
不
知
も
の
ハ
、
仮

令
宿
屋
家
業
之
者
た
り
共
、
一
宿
ハ
猶
更
留
置
候
義
、
曽
て
不
相
成
之
段

共
ニ
申
渡
候
、

同
四
日
、
五
日

御
用
な
し

同
六
日

一
、
当
四
日
附
、
跡
部
惣
兵
衛
よ
り
御
判
紙
添
を
以
、
曽
右
衛
門
両
名
ニ
而

左
之

通
申
来
り
候
故
、
直
々
曽
右
衛
門
江

今
晩
書
状
差
添
申
遣
候
、

印
小
生
回
在
之
上
、
文
作
罷
出
候
而

取
調
形
決
而

可
被
仰
含
候
故
、
左
候

ヘ
ハ
具
サ
御
伝
可
申
上
候
故
、
左
ニ
御
承
引
可
被
下
候
、

上
略
、
兼
而

被
仰
渡
御
同
然
取
調
為
書
出
候
質
家
業
人
別
御
礼
銀
御
取
立

可
被
成
候
付
、
其
者
相
応
何
程
宛
ニ
而

相
当
ニ
可
有
之
哉
、
差
考
附
置
、

早
々
差
積
り
可
申
上
被
仰
含
候
間
、
御
伝
ひ
申
上
候
、
猶
又
其
節
之
御

控
帳
御
処
持
被
成
候
も
難
斗
候
得
共
、
役
頭
江

差
出
候
分
御
両
公
様
之
御

分
拝
借
差
上
候
間
、
御
用
明
次
第
御
返
上
可
被
成
候
、
殊
ニ
為
御
心
得

申
上
候
、
五
拾
目
位
よ
り
三
通
り
位
ニ
御
差
積
被
成
可
然
、
小
生
共
も

右
之
心
得
ニ
御
座
候
、
外
郡
ハ
五
拾
目
と
三
拾
目
両
段
ニ
差
積
候
よ
し
、

全
体
此
義
川
野
文
作
御
注
進
申
上
候
よ
し
、
外
郡
ハ
当
人
回
在
相
極
候

趣
ニ
御
座
候
、
両
郡
江

も
当
人
可
被
差
遣
候
得
共
、
平
鹿
之
方
ハ
小
生
共

回
在
之
上
ニ
、
当
人
も
可
被
差
遣
趣
被
仰
含
候
、
小
生
共
近
日
回
在
可

仕
候
、
右
申
上
度
〔
下
略
、
但
シ
右
文
作
久
保
田
町
人
ニ
而

当
時
上
通
町

ニ
而

酒
家
業
居
候
〕
、

一
、
去
子
十
一
月
中
小
野
崎
作
兵
衛
〔
御
勘
定
方
吟
味
役
院
内
銀
山
片
付
〕
江

申

談
候
ハ
、
銀
山
近
年
来
相
直
り
候
と
申
内
ニ
も
格
別
大
盛
ニ
相
成
候
よ
し
、

然
ハ
両
院
内
駅
之
事
ハ
御
聞
及
候
通
、
近
年
ニ
至
り
別
し
て
困
窮
ニ
罷
成
、

既
ニ
駅
方
御
用
も
難
相
勤
体
之
処
江

前
文
之
通
銀
山
大
盛
ニ
付
候
て
は
、
弥

増
歩
伝
馬
継
立
多
分
ニ
相
成
候
得
共
、
外
ニ
銀
山
よ
り
之
御
手
当
も
無
之
、

扨
阿
仁
銅
山
之
御
振
合
を
見
聞
仕
候
処
、
大
方
ハ
麓
郷
之
内
よ
り
諸
品
御

買
上
之
よ
ふ
ニ
も
相
聞
得
候
、
猶
駅
場
在
処
ニ
無
之
候
故
、
銅
山
之
潤
ニ
而

御
百
姓
家
内
相
続
仕
候
よ
し
、
院
内
之
事
ニ
致
候
て
ハ
、
先
年
ハ
家
数
人

数
共
ニ
相
応
之
処
、
凶
年
打
続
候
て
、
欠
落
又
ハ
死
潰
多
ク
有
之
、
追
年

無
符
人
高
相
増
、
両
院
内
ニ
而

弐
百
石
余
ニ
相
成
り
、
人
馬
継
立
先
年
よ
り

倍
ニ
相
成
候
為
ニ
ハ
農
事
稼
不
行
届
、
其
詮
ハ
困
窮
御
百
姓
故
、
馬
も
価

を
出
候
て
求
メ
兼
候
ニ
付
、
郡
方
御
備
之
内
よ
り
五
ヶ
年
以
前
馬
代
拝
借

相
求
メ
候
得
共
、
最
早
老
馬
ニ
相
成
候
故
、
右
足
銭
■
引
替
申
度
候
得
共

其
義
ニ
も
相
及
兼
、
又
々
馬
代
拝
借
と
申
事
ニ
て
ハ
外
々
江

も
差
障
之
次
第

有
之
、
且
ツ

御
入
部
之
節
よ
り
普
請
料
拝
借
、
其
上
家
具
并

器
物
之
類
ニ

至
迄
大
坂
御
下
シ
被
成
候
て
拝
領
、
又
ハ
家
普
請
料
を
も
拝
領
為
致
候
者

も
有
之
、
不
少
両
院
内
江

拝
領
被
仰
付
候
上
ニ
候
得
ハ
、
如
何
共
願
を
為
申

立
候
よ
ふ
無
之
、
猶
往
来
継
立
ハ
い
つ
れ
道
法
遠
ク
、
其
上
御
領
内
随
一
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之
難
処
故
、
御
定
貫
目
之
荷
ニ
候
ヘ
ハ
、
只
今
ニ
て
は
老
馬
ニ
相
成
候
為
、

弐
匹
掛
り
と
罷
成
、
右
ニ
付
候
て
は
弥
以
人
馬
入
増
候
間
、
自
然
と
田
畑

手
入
も
行
届
兼
申
候
、
然
ハ
銀
山
麓
郷
ニ
候
得
共
諸
品
一
円
御
用
も
不
被

仰
付
、
こ
と
に
ハ
大
盛
之
為
ニ
ハ
麓
郷
之
事
故
、
歩
伝
馬
之
御
用
筋
而

己
を

被
仰
付
候
義
ハ
外
駅
と
相
違
、
莫
太
御
用
も
多
ク
御
座
候
て
、
如
何
共
迷

惑
ニ
御
座
候
、
乍
去
御
用
之
訳
ニ
候
得
ハ
彼
是
可
申
上
候
様
も
無
之
候
得

共
、
実
ハ
銀
山
之
大
盛
ニ
相
成
候
事
ハ
、
両
院
内
之
迷
惑
と
相
成
候
事
ハ

段
々
申
上
候
通
ニ
御
座
候
間
、
此
後
如
何
程
大
盛
ニ
相
成
候
も
難
斗
、
左

候
上
ハ
材
木
・
薪
・
焚
炭
之
類
迚
も
御
入
方
ハ
相
増
可
申
候
故
、
右
等
之

義
を
も
為
相
勤
可
申
候
間
、
銀
山
御
備
之
内
よ
り
無
利
足
七
ヶ
年
割
を
以

調
銭
四
百
貫
文
拝
借
被
仰
付
被
下
度
、
右
を
以
馬
を
引
替
申
度
、
尤
上
納

之
事
ハ
少
シ
も
御
苦
柄
不
申
上
候
、
御
収
納
同
様
ニ
取
立
、
年
限
中
無
差

遣
上
納
可
為
致
候
と
相
談
候
処
、
な
る
程
至
極
御
尤
ニ
候
間
、
御
用
立
申

度
候
得
共
一
ト
通
り
役
頭
江

耳
立
不
申
候
ヘ
ハ
、
大
銭
故
不
相
成
候
故
、
何

分
追
々
是
非
埒
明
候
様
取
扱
呉
候
事
ニ
相
成
候
故
、
於
手
元
ニ
も
左
候
ハ

ヽ
役
頭
江

耳
立
候
段
共
ニ
申
談
候
而

其
後
在
よ
り
罷
帰
之
上
作
兵
衛
江

申
談
候

次
第
、
役
頭
又
左
衛
門
殿
江

申
上
候
処
、
外
ニ
御
差
障
も
無
之
趣
ニ
候
、
併

シ
な
か
ら
右
銭
ハ
於
郡
方
ニ
引
受
候
と
申
事
ハ
不
相
成
、
御
手
元
よ
り
の

証
文
と
也
又
ハ
村
方
証
文
江

裏
判
被
成
候
事
ハ
別
段
之
よ
し
御
申
ニ
有
之
、

猶
右
証
文
之
内
江

郡
方
ニ
而

当
時
御
有
銭
無
之
ニ
付
、
願
申
候
と
之
義
書
加

ひ
候
趣
共
ニ
被
仰
含
候
、
右
銭
当
五
月
中
作
兵
衛
よ
り
四
百
貫
文
無
残
可

相
渡
之
段
申
来
り
、
院
内
駅
場
方
御
用
係
り
近
藤
宗
治
・
高
橋
松
之
助
并

両

肝
煎
共
ニ
拙
者
よ
り
之
証
文
江

手
紙
差
添
候
而

右
四
百
貫
文
銀
山
江

請
取
ニ
差

遣
候
、
右
証
文
左
之
通
相
認
差
遣
候
、

証
文

調
銭
四
百
貫
文

右
は
私
担
処
上
下
院
内
両
村
立
馬
之
分
老
馬
等
ニ
相
成
候
処
、
兼
而

困

窮
之
為
、
買
入
引
替
候
義
ニ
不
相
成
候
故
、
郡
方
御
備
之
内
よ
り
拝

借
之
願
申
立
候
得
共
、
此
節
御
有
銭
も
無
之
、
然
ハ
於
銀
山
ニ
ハ
追

日
大
盛
ニ
相
成
候
事
故
、
右
御
仕
送
御
用
物
等
を
始
品
々
人
馬
継
立

相
増
候
得
共
、
馬
壱
匹
ニ
而

御
定
貫
目
之
壱
駄
荷
弐
匹
ニ
而

無
之
候
得

ハ
継
立
不
相
成
体
ニ
付
、
無
拠
此
度
願
申
立
、
無
利
足
七
ヶ
年
割
を

以
拝
借
申
候
、
返
済
ハ
年
々
十
一
月
十
五
日
限
り
御
収
納
同
様
取
立
、

急
度
年
限
中
毛
頭
無
相
違
上
納
為
致
可
申
候
、
尤
馬
買
入
仕
候
上
ハ
、

銀
山
ニ
而

御
用
材
木
又
ハ
薪
ニ
至
迄
臨
時
被
仰
付
候
義
共
、
急
度
無
異

義
為
相
勤
御
用
弁
ニ
相
成
候
様
申
附
候
上
ハ
相
違
無
御
座
候
、
万
一

滞
候
節
私
引
請
候
て
少
シ
も
御
苦
柄
か
ま
し
き
事
申
上
間
敷
候
、
依
而

証
文
如
件
、

文
政
十
二
年
丑
五
月

名

印

一
、
右
四
百
貫
文
ニ
而

馬
求
メ
度
之
段
願
出
候
得
ハ
、
吟
味
之
上
八
朱
七
ヶ

年
割
を
以
半
銭
宛
貸
候
事
、

一
、
馬
求
メ
索
附
之
上
近
藤
宗
治
・
高
橋
松
之
助
・
両
肝
煎
立
会
、
馬
御

判
紙
ニ
向
ひ
吟
味
之
事
、

一
、
右
馬
代
貸
置
候
節
、
連
印
証
文
為
差
出
、
年
限
中
不
実
之
も
の
有
之
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候
ヘ
ハ
、
伴
間
よ
り
残
年
限
中
為
償
差
出
候
事
、

一
、
右
四
百
貫
文
之
利
分
を
残
置
、
往
々
両
駅
之
馬
代
備
相
立
候
事
故
、

八
朱
之
歩
附
ニ
為
致
候
事
、

一
、
右
銭
請
払
共
ニ
両
村
肝
煎
江

申
附
置
候
事
、

但
シ
年
々
右
請
払
勘
定
宗
治
・
松
之
助
方
江

差
出
候
て
、
吟
味
相
済

候
上
手
内
江

可
差
出
之
段
申
渡
置
候
事
、

同
九
日

一
、
先
頃
仁
平
禮
蔵
御
用
済
ニ
而

御
役
屋
よ
り
罷
帰
候
節
、
頭
書
を
以
役
頭
江

御

伺
申
上
候
義
之
内
左
之
通
之
分
申
来
り
候
、

一
、
■
産
両
西
馬
音
内
寄
郷
、
猶
川
支
等
之
節
、
山
田
寄
郷
共
ニ
月
纏
ひ
を
以

御
役
屋
江

遣
帳
合
可
致
之
段
御
伺
申
上
候
処
、
夫
ニ
而

随
分
宜
候
間
、
御
伺

之
通
可
被
成
段
被
仰
渡
候
故
御
承
知
被
下
度
候
、

一
、
田
代
村
肝
煎
平
兵
衛
御
称
ニ
付
、
子
共
喜
八
郎
御
礼
出
府
之
義
御
伺
申
上

候
処
、
永
々
之
事
故
父
子
出
府
之
御
例
も
有
之
事
故
、
子
共
御
礼
不
苦
候

段
御
申
ニ
御
座
候
、

一
、
今
日
山
田
村
寄
郷
其
外
両
西
馬
音
内
肝
煎
共
罷
越
し
候
間
、
変
産
之
分
以

来
届
方
之
義
申
渡
候
、

同
十
日

一
、
田
代
村
肝
煎
御
称
御
礼
出
府
之
義
、
当
時
両
郡
之
組
合
同
役
も
回
在
ニ
候

間
、
誰
か
御
用
済
罷
帰
候
上
ニ
而

宜
候
哉
、
い
つ
れ
御
礼
遅
成
候
間
、
組
合

同
役
之
外
を
相
頼
候
て
御
礼
出
府
為
致
可
申
候
哉
、
御
伺
候
様
禮
蔵
江

申
遣

候
、

一
、
御
諍
馬
御
末
書
帳
之
義
、
山
川
役
よ
り
早
々
可
差
出
候
段
ニ
付
、
禮
蔵
よ

り
昨
日
伝
ひ
ニ
候
間
、
右
認
候
て
今
日
同
様
禮
蔵
右
山
川
役
江

差
出
呉
候
様

書
状
之
内
江

入
仕
送
申
候
、

一
、
当
春
中
横
堀
村
一
件
之
義
ニ
付
、
二
郡
一
郡
と
御
追
放
ニ
相
成
候
者
共
立

帰
候
処
、
又
候
御
苦
柄
ニ
相
成
、
昨
九
日
右
当
人
共
卯
兵
衛
ハ
生
保
内
、

久
多
ハ
大
沢
、
孫
右
衛
門
ハ
三
郡
御
追
放
之
義
申
来
候
段
、
昨
日
湯
沢
詰

合
又
兵
衛
よ
り
為
知
ニ
有
之
候
、

同
十
九
日

一
、
役
頭
よ
り
十
七
日
附
之
御
答
書
今
七
ツ
頃
前
郷
村
江

相
達
候
、
右
は
当
春
中

湯
沢
給
人
石
井
卯
八
郎
よ
り
被
相
頼
候
は
、
御
宛
行
四
人
御
扶
持
差
上
度

候
間
、
御
積
を
以
知
行
拝
領
相
成
申
間
敷
候
哉
、
天
徳
寺
方
丈
ハ
兼
而

心
安

ク
致
シ
居
候
故
相
頼
候
得
共
、
一
円
ニ
取
扱
呉
不
申
、
然
ハ
辛
労
免
高
之

内
処
々
よ
り
求
メ
候
処
、
万
一
出
高
ニ
相
成
候
ヘ
ハ
三
拾
石
以
上
ニ
相
成
、

左
候
得
ハ
空
敷
御
扶
持
御
引
上
ニ
可
罷
成
候
故
、
何
分
内
々
其
向
江

願
呉
候

様
、
大
野
慶
太
郎
申
聞
ニ
候
故
、
四
人
御
扶
持
而

己
差
上
候
て
も
知
行
被
下

候
事
ニ
ハ
無
心
元
、
金
不
差
上
事
ニ
無
之
候
ヘ
ハ
不
相
成
義
ニ
候
ハ
ヽ
何

程
可
差
上
候
よ
し
申
談
置
候
処
、
い
つ
れ
卯
八
郎
江

取
合
之
上
御
返
答
可
申

候
事
ニ
而

罷
帰
り
、
其
後
慶
太
郎
罷
越
候
て
申
聞
ニ
ハ
、
久
保
田
ニ
而

御
振

合
も
可
有
御
座
候
間
、
員
数
之
事
ハ
申
上
方
差
積
ニ
も
不
相
成
候
間
、
仮
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令
拾
石
之
も
の
ハ
拾
五
石
也
弐
拾
石
也
拝
領
被
仰
付
候
ヘ
ハ
、
夫
丈
ニ
向

ひ
、
金
ハ
可
差
上
候
趣
ニ
有
之
、
其
後
又
々
慶
太
郎
江

先
頃
御
申
聞
之
義
ハ
、

何
分
其
向
江

内
々
可
相
頼
候
得
共
、
何
辺
金
ハ
何
位
迄
な
れ
は
可
差
上
之
治

定
無
之
候
て
ハ
如
何
之
よ
ふ
ニ
被
存
候
故
、
其
処
能
々
卯
八
郎
江

示
談
可
致

と
申
候
処
、
其
義
ハ
私
引
受
罷
有
候
故
、
御
気
遣
ハ
被
下
間
敷
、
御
城
下

御
振
合
之
御
取
扱
ニ
て
不
苦
趣
故
、
其
通
ニ
致
候
て
罷
帰
之
上
役
頭
江

前
条

之
義
御
取
扱
ニ
相
成
り
申
間
敷
候
哉
之
段
御
内
々
願
申
上
候
処
、
甚
タ
夫

ハ
六
ヶ
敷
事
ニ
候
得
共
、
何
辺
取
扱
可
申
よ
し
ニ
御
申
ニ
御
座
候
処
、
先

頃
卯
八
郎
内
願
筋
向
江

御
取
合
被
下
候
よ
し
申
来
り
候
故
、
其
段
を
則
慶
太

郎
江

申
伝
ひ
候
処
、
卯
八
郎
方
ニ
而

如
何
之
取
受
ニ
候
哉
、
養
蚕
方
抔
江

も
相

頼
置
候
義
ニ
付
不
都
合
次
第
之
返
答
無
拠
一
ト
先
役
頭
江

か
よ
ふ
之
義
ニ
而

諍
り
合
之
よ
ふ
ニ
罷
有
候
趣
ニ
御
座
候
事
申
上
候
処
、
御
内
々
と
ハ
乍
申

御
評
定
方
江

も
内
談
致
候
上
ニ
候
ヘ
ハ
今
更
御
当
惑
之
よ
し
早
々
掛
合
可
申

上
候
段
申
来
り
候
、

一
、
大
野
慶
太
郎
江

手
紙
相
認
、
昨
日
前
郷
村
江

御
面
談
申
度
義
有
之
候
故
、
御

越
可
被
下
候
段
、
態
夫
を
以
申
遣
候
、

同
廿
日

一
、
大
野
慶
太
郎
江

昨
日
手
紙
ハ
差
遣
候
得
共
、
万
一
罷
越
兼
候
よ
ふ
之
事
も
難

斗
候
故
、
今
朝
御
役
屋
江

参
り
候
而

手
紙
差
遣
候
処
、
遠
方
江

罷
越
、
い
つ
程

之
帰
宅
と
申
義
不
相
知
候
段
申
来
り
候
故
、
御
出
向
江

可
被
差
遣
、
別
段
又

々
書
状
相
認
差
遣
候
、

但
シ
此
節
曽
右
衛
門
・
禮
蔵
御
役
屋
詰
合
、

一
、
役
頭
江

手
紙
を
以
卯
八
郎
内
願
之
義
今
朝
御
役
屋
江

参
、
書
状
又
々
差
遣
候

処
無
残
銀
山
芝
居
江

罷
越
候
よ
し
、
い
つ
れ
対
談
之
上
埒
を
附
候
て
可
奉
申

上
候
得
共
、
五
三
日
遅
成
候
段
、
不
悪
御
承
引
被
成
下
候
様
申
遣
候
、

同
廿
一
日

一
、
慶
太
郎
未
タ
不
罷
帰
、

同
廿
二
日

一
、
大
野
慶
太
郎
、
今
日
も
不
罷
帰
、

一
、
昨
年
中
回
在
何
ヶ
度
其
節
歩
伝
御
町
処
よ
り
取
分
早
々
可
書
出
、
役
頭
被

仰
含
候
よ
し
西
野
源
太
よ
り
申
来
、
左
之
通
今
日
詰
合
三
人
分
書
出
申
候
、

一
、
秋
回
御
検
使
願
之
分
ハ
担
処
ニ
無
之
候
故
、
役
頭
江

此
段
被
仰
上
被
下
候
様
、

源
太
江

今
日
申
遣
候
、

一
、
御
伝
馬
壱
匹

子
二
月
中
出
立
、
回
在
之
節

歩
夫
三
人

一
、
同
断

同
三
月
中
同
断

一
、
同
断

同
八
月
中
同
断

一
、
同
断

同
六
月
中
同
断

但
、
下
筋
御
諍
馬
御
用
ニ
而

回
在
之
節
、

合
馬
四
匹
・
歩
拾
八
人

一
、
下
院
内
村
肝
煎
和
兵
衛
御
用
有
之
、
今
日
罷
帰
候
故
、
大
野
慶
太
郎
江

今
晩
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か
明
日
迄
之
内
是
非
御
帰
宅
可
被
下
候
、
難
差
延
御
用
筋
ニ
付
、
御
面
談

不
致
候
ヘ
ハ
不
相
成
、
猶
又
延
々
ニ
不
相
成
候
故
、
又
々
和
兵
衛
を
以
申

上
候
義
、
当
人
江

申
含
候
て
差
遣
候
、

同
廿
三
日

一
、
田
代
村
肝
煎
御
称
御
礼
申
上
方
之
義
、
先
頃
御
伺
申
上
候
処
、
組
合
之
同

役
之
内
帰
宅
之
上
ニ
而

不
苦
候
段
、
藤
田
又
兵
衛
よ
り
今
日
申
来
候
、

一
、
当
月
二
日
晩
前
郷
村
久
四
郎
娘
急
病
死
之
処
、
同
村
之
内
専
蔵
と
申
者
死

候
よ
ふ
之
風
聞
ニ
付
段
々
吟
味
相
尽
候
処
、
全
ク
病
死
ニ
紛
無
之
、
且
ツ

右
之
事
誰
よ
り
口
外
悪
敷
風
聞
と
相
成
候
哉
是
又
吟
味
仕
候
処
、
久
十
郎

と
申
者
全
体
久
四
郎
娘
と
専
蔵
同
様
内
通
訳
柄
も
有
之
、
兼
日
専
蔵
を
悪

ミ
居
り
候
よ
し
、
依
而

当
人
を
吟
味
致
候
処
、
何
角
紛
敷
世
間
江

咄
候
義
ニ

有
之
、
是
よ
り
悪
敷
風
聞
と
相
成
候
、
猶
又
専
蔵
事
ハ
同
七
日
方
参
宮
江

罷

越
候
故
、
旁
世
間
取
り
沙
汰
も
有
之
、
医
者
并

久
四
郎
其
外
親
類
共
ニ
吟
味
、

且
ツ
死
人
ハ
菩
提
処
并

肝
煎
立
会
之
上
吟
味
致
候
処
、
外
ニ
疵
処
も
無
之
、

葬
式
も
相
済
候
得
共
右
風
聞
之
為
吟
味
演
説
書
取
り
候
而

又
兵
衛
江

仕
送
差

遣
候
処
、
い
つ
れ
右
演
説
書
預
置
候
様
ニ
と
役
頭
被
仰
含
候
よ
し
取
揃
相

達
候
故
、
追
々
専
蔵
罷
帰
之
上
吟
味
可
仕
候
哉
之
段
御
伺
可
申
上
候
事
、

一
、
左
衛
門
殿
家
人
簗
田
重
四
郎
よ
り
、
小
野
村
御
百
姓
共
借
用
之
銭
莫
太
有

之
、
昨
年
よ
り
品
々
右
ニ
付
相
難
候
義
共
有
之
、
猶
左
衛
門
殿
よ
り
も
御

頼
筋
ニ
付
、
役
頭
江

御
耳
立
、
此
度
相
究
、
昨
日
左
之
通
之
証
文
村
方
よ
り

左
衛
門
殿
方
江

相
渡
候
趣
、
小
野
村
肝
煎
申
聞
ニ
有
之
候
、

証
文
之
事

調
銭
九
百
五
拾
四
貫
九
百
四
拾
五
文

内
六
百
九
拾
三
貫
百
三
拾
三
文

右
之
分
当
丑
年
よ
り
向
卯
年
迄

別
紙
之
通
拾
五
ヶ
年
賦

内
百
五
拾
貫
文

当
丑
年
上
納
分

同
五
拾
四
貫
四
拾
四
文

寅
年
同
断

同
五
拾
弐
貫
六
拾
三
文

卯
年
同
断

同
六
拾
七
貫
九
百
七
拾
五
文

辰
年
同
断

同
六
拾
四
貫
七
拾
四
文

巳
年
同
断

同
六
拾
三
貫
六
百
三
拾
弐
文

午
年
同
断

同
四
拾
壱
貫
八
百
弐
拾
六
文

未
年
同
断

同
三
拾
七
貫
三
百
七
拾
九
文

申
年
同
断

同
三
拾
三
貫
五
百
八
拾
三
文

酉
年
同
断

同
弐
拾
九
貫
九
百
七
拾
九
文

戌
年
同
断

同
拾
九
貫
七
百
七
文

亥
年
同
断

同
拾
九
貫
七
百
七
文

子
年
同
断

同
拾
九
貫
七
百
七
文

丑
年
同
断

同
拾
九
貫
七
百
七
文

寅
年
同
断

同
拾
九
貫
七
百
七
文

卯
年
同
断

〆
残
弐
百
六
拾
壱
貫
八
百
拾
弐
文

右
ハ
未
年
よ
り
八
拾
五
ヶ
年
分
切
捨
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私
共
村
方
兼
而

難
渋
ニ
付
、
年
々
御
収
納
難
義
仕
、
三
四
年
此
方
簗
田

重
四
郎
殿
御
頼
仕
、
年
々
御
収
納
銀
主
を
得
上
納
仕
候
て
、
其
秋
之

出
物
米
・
莨
仕
向
并

家
蔵
田
畑
等
引
当
仕
候
て
、
去
戌
年
迄
ニ
新
借
共

同
年
九
百
五
拾
四
貫
九
百
四
拾
弐
文
借
用
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
、

然
ハ
地
盤
困
窮
之
御
百
姓
共
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
、
右
仕
向
之
米
・
莨
を

以
返
済
可
仕
様
も
無
之
事
ニ
相
至
り
、
且
ツ
引
当
之
田
畑
家
蔵
等
引

渡
シ
候
事
ニ
而

ハ
、
往
々
御
百
姓
立
も
難
相
成
、
外
ニ
手
段
も
相
尽
候

て
、
無
拠
乍
無
本
意
右
元
利
共
三
ヶ
年
中
返
済
方
休
之
願
申
立
候
処
、

御
聞
済
被
成
下
難
有
奉
存
候
、
然
ハ
右
年
限
当
丑
年
ニ
相
至
相
違
可

申
上
様
も
無
之
筈
之
処
、
近
年
作
合
も
不
宜
、
別
而

去
子
年
莨
等
見
込

之
半
通
ニ
も
出
来
不
申
、
旁
之
為
困
窮
之
村
居
一
同
ニ
返
済
可
仕
様

無
之
ニ
付
、
無
拠
年
割
返
済
之
義
願
申
立
候
得
共
御
聞
済
無
之
、
苦

心
仕
罷
有
り
候
処
、
御
扱
御
吟
味
役
湊
曽
兵
衛
殿
よ
り
私
共
御
役
屋
江

御
催
促
ニ
而

御
尋
之
上
、
右
借
用
重
四
郎
殿
御
迷
惑
無
之
様
、
御
同
人

聞
済
候
様
ニ
申
訳
返
済
可
致
急
度
被
仰
付
、
村
方
江

立
戻
り
御
百
姓
共

ニ
相
談
仕
候
処
、
い
つ
れ
困
窮
之
御
百
姓
共
斗
ニ
御
座
候
得
ハ
、
格

段
ニ
取
揃
返
済
可
致
候
様
も
無
御
座
、
無
拠
右
之
訳
曽
右
衛
門
殿
江

申

上
候
処
、
御
同
人
御
取
扱
を
以
具
サ
各
様
江

御
示
談
被
成
下
候
て
、
御

憐
愍
を
以
当
丑
年
よ
り
卯
年
迄
拾
五
ヶ
年
賦
返
済
致
候
様
御
取
極
被

仰
付
、
其
余
辰
年
よ
り
向
八
拾
五
ヶ
年
之
都
合
弐
百
六
拾
壱
貫
八
百

拾
五
文
返
済
分
之
処
ハ
御
切
捨
被
成
下
、
誠
ニ
難
有
御
義
ニ
奉
存
候
、

依
之
残
六
百
九
拾
三
貫
百
三
拾
六
文
、
当
丑
年
よ
り
卯
年
迄
別
紙
之

通
年
々
十
一
月
中
無
相
違
返
済
可
仕
候
、
猶
曽
兵
衛
殿
よ
り
も
厳
重

ニ
被
仰
付
候
間
、
毛
頭
相
違
可
仕
様
無
御
座
候
、
依
而

肝
煎
并

役
人
名

前
印
証
差
上
申
候
、

文
政
十
二
年
丑
九
月

小
野
村
肝
煎

惣
助

村
長
百
姓

庄
兵
衛

浅
之
助

平
兵
衛

作
助

中
村
伊
太
夫
様

井
上
才
蔵
様

原
田
織
江
様

一
、
右
壱
件
之
義
ニ
付
最
初
よ
り
伊
太
夫
江

掛
合
相
究
、
猶
又
先
頃
伊
太
夫
方
江

罷
越
候
て
、
不
作
等
之
節
ハ
願
可
申
上
義
も
候
哉
、
其
節
ハ
何
分
宜
様
取

扱
呉
候
様
致
度
、
只
今
証
文
相
究
候
上
ニ
て
願
御
取
上
無
之
事
ニ
て
は
可

致
様
無
之
候
故
、
此
節
よ
り
申
談
置
候
趣
、
猶
御
同
役
江

も
此
段
御
伝
ひ
可

給
申
談
候
処
、
承
知
之
趣
ニ
候
、

同
廿
四
日

一
、
役
頭
よ
り
左
之
通
申
来
り
候
間
、
則
宗
治
江

御
用
状
を
以
早
々
御
役
屋
江

可

罷
出
候
段
申
遣
候
、
且
ツ
担
処
之
分
惣
有
高
員
数
早
々
可
書
上
候
段
被
仰

付
候
間
、
是
又
御
用
状
を
以
則
山
田
村
江

申
達
候
、

九
月
廿
二
日
附
、
上
略
、
然
ハ
近
藤
宗
治
困
窮
ニ
付
、
日
々
駅
場
役
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処
江

相
詰
候
義
迷
惑
ニ
付
、
右
御
用
係
御
免
之
願
御
評
定
処
江

差
出
候
、

右
願
申
立
候
ハ
ヽ
前
廉
拙
者
江

も
申
聞
も
可
有
之
筈
、
其
義
ハ
差
置
候

て
も
極
而

例
之
松
之
助
同
様
、
御
用
係
気
毒
よ
り
御
訴
訟
申
上
候
義
ニ

可
有
之
、
愈
以
左
様
之
義
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
、
追
々
回
在
之
上
御
相
談

か
ら
も
可
有
之
、
当
人
江

御
直
談
何
分
実
心
御
聞
取
り
、
早
々
可
被
仰

達
、
右
御
訴
訟
ハ
御
副
役
衆
よ
り
何
辺
小
生
預
罷
有
申
候
、

一
、
小
生
回
在
も
彼
是
来
月
初
ニ
相
成
、
其
以
前
前
条
一
件
御
副
役
衆
江

も

申
談
度
、
右
御
心
得
ニ
而

可
被
仰
下
候
、

一
、
担
処
惣
御
高
書
出
候
様
被
仰
渡
候
間
、
早
々
御
書
出
可
被
成
候
、
荒

地
休
高
差
引
な
し
ニ
而

宜
御
座
候
、
乍
繰
事
急
段
差
出
候
間
、
右
書
状

相
達
次
第
即
刻
可
被
仰
越
候
、
以
上
、

一
、
御
金
蔵
よ
り
被
仰
渡
、
則
下
院
内
村
江

御
用
状
を
以
右
之
村
江

可
申
渡
申
達

候
、

覚

当
高
四
升
三
合

小
野
村

右
ハ
当
丑
年
よ
り
大
山
因
幡
江

御
配
当
ニ
相
成
候
間
、
右
村
江

可
被
申

渡
候
、
以
上
、

八
月

一
、
九
月
廿
二
日
附
、
差
上
高
御
本
図
帳
藤
田
又
兵
衛
よ
り
仕
送
相
達
候
故
、

回
状
差
添
候
て
則
下
院
内
村
江

差
遣
候
、

一
、
大
野
慶
太
郎
未
タ
不
罷
越
候
故
、
院
内
ニ
参
居
り
候
故
早
々
御
越
可
申
段
、

御
用
状
ニ
而

申
達
候
、

一
、
九
月
廿
二
日
附
、
前
郷
村
ニ
而

先
頃
悪
敷
風
聞
致
候
も
の
段
々
吟
味
致
候
処
、

同
村
久
太
郎
と
申
者
口
よ
り
相
起
り
、
夫
よ
り
い
ろ
く
之
取
沙
汰
ニ
相
成

候
故
、
右
之
久
太
郎
手
内
よ
り
呵
置
候
段
役
頭
江

申
上
呉
候
様
、
先
頃
又
兵

衛
江

申
遣
候
処
、
御
当
人
御
帰
之
上
其
段
申
上
呉
候
義
今
日
申
来
候
、

一
、
浅
舞
御
役
屋
詰
組
合
同
役
惣
兵
衛
・
四
郎
左
衛
門
よ
り
村
々
御
収
納
米
之

分
何
村
誰
と
壱
俵
限
り
中
札
入
置
可
申
候
段
被
仰
渡
候
義
伝
ひ
故
、
則
四

ヶ
親
郷
江

回
状
を
以
寄
郷
村
々
江

も
可
相
伝
之
段
申
渡
候
、
但
シ
郡
ハ
附
候

ニ
不
相
及
、
何
村
誰
と
其
付
人
名
斗
ニ
て
宜
候
義
申
来
、
其
通
申
渡
候
、

同
廿
五
日

一
、
昨
日
役
頭
よ
り
被
仰
付
候
担
処
惣
有
高
左
之
通
帳
面
ニ
致
候
て
、
主
鈴
・

五
兵
衛
江

今
日
仕
送
、
猶
急
御
用
之
よ
し
被
仰
付
候
間
、
一
刻
も
は
や
く
被

差
上
被
下
度
旨
共
申
遣
候
、

当
高
三
万
六
百
弐
拾
六
石
三
斗
六
升
八
合

雄
勝
郡
西
山
通
惣
当
高

内
六
千
弐
百
拾
壱
石
三
升
弐
合

山
田
村
寄
郷
共

同
壱
万
石
五
斗
六
升
四
合

下
院
内
村
寄
郷
共

同
七
千
百
三
拾
八
石
九
斗
八
合

西
馬
音
内
堀
回
村
寄
郷
共

同
七
千
弐
百
七
拾
五
石
八
斗
六
升
四
合

西
馬
音
内
前
郷
村
寄
郷
共

以
上

文
政
十
二
年
丑
九
月

右
之
通
相
認
仕
送
候
、
但
荒
川
欠
休
高
共
差
引
な
し
、

一
、
近
藤
宗
治
江

昨
日
手
紙
差
遣
候
処
、
今
日
御
役
屋
江

参
候
故
、
役
頭
よ
り
被
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仰
下
候
通
篤
と
相
尋
候
処
、
実
ハ
松
之
助
と
同
役
ニ
て
ハ
世
間
江

対
シ
面
皮

も
無
之
訳
ハ
、
先
年
松
之
助
御
取
立
ニ
不
相
成
候
以
前
ハ
、
日
々
雇
よ
ふ

ニ
参
り
、
草
履
も
為
取
候
事
ニ
候
ヘ
ハ
、
只
今
其
当
人
同
役
ニ
て
ハ
如
何

共
困
窮
之
私
ニ
候
得
共
、
難
有
義
と
ハ
奉
存
候
得
共
、
右
之
為
御
訴
訟
申

上
候
、
強
て
同
役
名
之
義
ハ
御
免
被
下
候
様
申
上
、
折
角
御
用
ニ
相
立
候

松
之
助
御
免
ニ
相
成
候
て
は
却
而

不
宜
、
右
之
為
困
窮
之
処
、
日
々
駅
方
詰

迷
惑
故
御
免
ニ
被
成
下
置
度
と
願
申
立
候
、
此
義
御
取
扱
ニ
相
成
り
候
得

者
、
少
シ
も
御
訴
訟
申
上
候
訳
無
之
と
之
申
聞
ニ
御
座
候
間
、
其
段
役
頭
江

今
日
直
々
御
用
状
を
以
申
上
候
、

一
、
大
野
慶
太
郎
今
晩
六
ツ
時
過
頃
御
役
屋
江

罷
越
シ
候
故
、
役
頭
よ
り
申
来
り

候
石
井
卯
八
郎
内
願
之
筋
之
義
ニ
付
篤
と
対
談
ニ
相
及
候
処
、
養
蚕
方
御

用
係
添
田
清
右
衛
門
事
ハ
兼
而

卯
八
郎
江

心
安
居
り
、
猶
卯
八
郎
内
願
之
事

ハ
承
り
候
故
、
養
蚕
方
江

四
人
御
扶
持
被
差
上
候
ハ
ヽ
高
拾
石
被
下
置
候
事

ニ
可
相
成
、
併
シ
左
様
斗
ニ
て
ハ
御
取
扱
ニ
ハ
可
相
成
候
得
共
、
格
段
五

百
五
拾
貫
文
被
差
上
候
ハ
ヽ
外
ニ
拾
石
都
合
弐
拾
石
拝
領
之
事
ニ
可
取
扱
、

又
佐
川
東
太
郎
是
は
養
子
、
卯
八
郎
子
供
之
よ
し
、
右
東
四
郎
申
聞
ニ
ハ

御
学
館
江

四
人
御
扶
持
江

三
百
貫
文
を
附
被
差
上
候
ハ
ヽ
拾
五
石
ハ
拝
領
ニ

可
相
成
候
故
、
其
通
ニ
被
成
間
敷
候
哉
、
両
人
よ
り
取
進
メ
ニ
相
預
り
候

得
共
、
い
つ
れ
之
返
答
も
不
致
罷
有
申
候
、
全
ク
諸
方
江

か
よ
ふ
く
之
内
願

筋
を
相
頼
候
と
申
義
ハ
口
外
不
致
候
、
常
々
卯
八
郎
辛
労
免
求
メ
候
処
、

四
人
御
扶
持
差
上
な
ん
と
か
御
取
扱
ニ
不
相
成
も
の
ニ
可
有
之
と
申
義
、

家
内
之
も
の
ゝ
咄
ニ
て
も
承
り
、
其
為
ニ
可
有
之
、
何
ソ
夏
中
御
頼
候
処

か
よ
ふ
之
事
ニ
相
成
り
候
模
様
故
、
夫
レ
よ
り
ハ
別
段
ニ
相
成
間
敷
候
哉

と
卯
八
郎
よ
り
相
頼
候
義
ハ
少
シ
も
無
之
趣
ニ
有
之
候
、
明
日
猶
又
卯
八

郎
江

示
談
之
上
返
答
致
度
候
故
、
相
控
呉
候
義
ニ
申
事
故
、
い
つ
れ
御
決
評

之
義
可
承
候
段
挨
拶
ニ
相
及
候
、

一
、
大
沢
・
相
川
両
村
肝
煎
・
長
百
姓
共
野
火
焼
等
之
義
ニ
付
、
御
呵
ニ
て
罷

有
り
候
処
、
右
御
免
之
段
申
来
り
、
当
廿
三
日
右
御
免
之
義
申
渡
候
、

同
廿
六
日

一
、
今
七
ツ
頃
大
野
慶
太
郎
よ
り
書
状
、
外
ニ
演
説
書
を
差
添
遣
候
故
、
右
披

見
ニ
相
及
候
処
、
不
取
合
次
第
申
来
り
候
故
、
早
々
御
役
屋
江

御
出
可
被
下

候
段
手
紙
を
以
申
遣
候
処
、
此
方
江

可
罷
出
候
義
申
来
り
候
故
、
又
々
手
紙

を
以
以
前
被
差
遣
候
御
演
説
書
甚
以
不
取
合
事
而

己
ニ
候
て
、
披
見
及
候
得

共
御
返
シ
致
候
、
右
ニ
付
急
度
御
対
談
之
上
、
明
早
朝
御
親
類
中
か
左
衛

門
殿
方
江

表
向
御
断
可
致
、
斯
得
御
意
候
て
も
御
出
無
之
、
猶
其
方
江

罷
越

候
筋
ニ
ハ
無
之
、
当
体
御
然
意
之
義
ニ
付
て
之
事
共
相
違
、
身
上
形
ニ
相

拘
り
候
義
故
左
様
難
相
成
候
段
申
遣
候
処
、
明
早
朝
可
罷
出
候
段
夜
中
ニ

至
り
申
来
り
候
故
、
無
是
非
其
通
り
ニ
致
シ
差
置
候
、
猶
慶
太
郎
よ
り
之

演
説
書
ハ
書
状
差
添
候
て
同
人
江

返
置
候
、

同
廿
七
日

一
、
今
朝
未
明
大
野
慶
太
郎
罷
越
段
々
対
談
ニ
相
及
候
処
、
少
シ
も
身
上
形
ニ

付
私
江

御
断
之
義
ハ
無
御
余
義
次
第
ニ
御
座
候
得
共
、
右
ニ
付
卯
八
郎
親
類
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打
寄
候
て
相
談
仕
候
処
、
外
ニ
御
訴
訟
申
上
方
も
無
之
、
然
ハ
卯
八
郎
も

既
ニ
七
拾
余
ニ
相
成
、
猶
私
家
よ
り
出
候
祖
父
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
当
人
江

私
よ

り
申
断
候
義
ニ
而

ハ
死
場
を
抱
ひ
候
年
寄
江

如
何
共
気
ノ
毒
千
万
申
斗
無
之
、

平
ニ
御
免
シ
呉
候
義
ニ
候
得
共
、
曽
て
左
様
不
相
成
候
段
返
答
ニ
及
候
処
、

左
候
ハ
ヽ
今
日
只
今
よ
り
支
度
久
保
田
江

罷
登
り
国
安
江

罷
出
候
て
内
情
形

之
義
申
上
度
、
い
つ
れ
罷
帰
候
迄
右
断
之
義
相
控
呉
候
様
達
々
之
願
ニ
候

故
、
無
拠
其
通
ニ
致
候
、
併
シ
久
保
田
江

御
越
候
て
初
よ
り
拙
者
江

被
仰
聞

候
御
演
説
と
間
違
候
て
は
不
相
成
候
段
申
断
り
候
処
、
私
事
御
覚
之
通
不

演
説
、
且
ツ
前
後
之
義
有
之
候
て
ハ
不
宜
候
故
、
免
当
な
か
ら
根
元
之
事

共
演
説
書
ニ
致
呉
可
申
、
右
を
以
久
保
田
ニ
て
申
上
候
様
致
度
願
ニ
付
、

左
之
通
相
認
候
而

慶
太
郎
御
役
屋
江

罷
帰
候
後
書
状
差
添
、
右
手
紙
之
内
江

封

込
、
下
タ
卯
時
江

持
セ
差
遣
候
、

覚

一
、
当
夏
中
御
親
類
石
井
卯
八
郎
殿
よ
り
御
頼
筋
之
趣
を
以
御
内
談
之
義

ハ
、
当
人
御
宛
行
四
人
御
扶
持
外
ニ
処
々
よ
り
辛
労
免
高
を
相
求
メ

候
処
、
此
度
八
幡
村
江

開
高
之
内
江

御
竿
被
入
置
候
よ
し
、
右
開
之
内

ニ
も
辛
労
免
分
処
持
罷
有
り
、
万
一
出
高
ニ
相
成
候
得
ハ
四
人
御
扶

持
被
召
上
候
事
ニ
相
至
り
、
猶
又
諸
方
江

取
引
罷
有
候
卯
八
郎
故
、
往

々
辛
労
免
高
求
メ
申
度
居
り
候
得
共
、
四
人
御
扶
持
被
召
上
候
事
ニ

相
成
候
て
ハ
如
何
共
空
敷
候
間
、
当
天
徳
寺
方
丈
ハ
至
而

御
心
安
致
罷

有
候
間
、
日
外
御
内
々
を
以
四
人
御
扶
持
指
上
御
知
行
拝
領
之
義
願

上
候
得
共
、
尺
々
敷
無
之
、
然
ハ
前
文
之
通
処
持
罷
有
候
辛
労
免
之

内
出
高
ニ
相
成
候
得
ハ
、
三
拾
石
之
分
限
ニ
罷
成
、
左
候
て
は
右
御

扶
持
被
召
上
候
事
ニ
相
成
、
如
何
共
迷
惑
ニ
候
間
、
何
分
取
扱
呉
候

義
相
頼
ニ
有
之
候
事
、

一
、
横
手
給
人
落
合
養
助
と
か
申
候
仁
、
四
人
御
扶
持
を
差
上
候
而

高
拾
五

石
拝
領
致
候
由
、
右
之
通
ニ
御
取
扱
相
成
り
申
間
敷
候
哉
と
御
内
談

ニ
候
故
、
右
御
取
扱
ニ
相
成
候
義
ハ
決
而

落
合
何
か
格
別

上
江

功
ニ

て
も
有
之
為
ニ
も
可
有
之
、
御
扶
持
を
知
行
ニ
被
相
直
拝
領
之
義
ハ

承
り
不
申
候
、
右
落
合
並
と
御
頼
ニ
候
得
ハ
御
取
次
致
候
処
ニ
而

向
々

江

内
談
も
不
相
成
候
段
御
挨
拶
ニ
相
及
候
処
、
全
体
卯
八
郎
事
ハ
分
限

之
相
重
り
候
義
好
居
候
間
、
仮
令
ハ
拾
五
石
ハ
弐
拾
石
と
拝
領
ニ
相

成
候
ヘ
ハ
、
随
分
夫
丈
金
差
上
候
事
故
、
何
分
此
筋
を
以
取
扱
呉
候

義
御
内
談
ニ
相
預
候
事
、

一
、
右
被
差
上
候
金
員
数
ハ
何
位
迄
被
差
上
候
ニ
可
相
成
候
哉
と
御
取
尋

ニ
相
及
候
処
、
久
保
田
ニ
て
御
法
り
も
可
有
御
座
、
此
方
よ
り
差
積

難
申
上
、
段
々
御
内
談
仕
候
通
、
分
限
之
相
重
候
義
堅
ミ
罷
有
候
間
、

拾
五
石
之
も
の
ハ
弐
拾
石
と
相
成
候
ヘ
ハ
、
夫
丈
ヶ
金
も
多
分
ニ
不

差
上
候
得
ハ
不
相
成
候
筈
、
卯
八
郎
事
ハ
融
通
罷
有
候
手
内
ニ
候
ヘ

ハ
、
御
取
扱
ニ
相
成
候
上
ハ
少
シ
も
御
迷
惑
ハ
扨
置
、
心
願
形
ニ
候

ヘ
ハ
私
引
請
毛
頭
御
手
元
江

迷
惑
ハ
掛
置
候
よ
ふ
之
事
ハ
曽
而

不
仕
候

間
、
何
分
取
扱
呉
可
申
と
御
頼
ニ
相
預
り
候
事
、

一
、
右
之
通
ニ
て
其
実
ハ
御
扶
持
只
ニ
被
召
上
候
分
限
ニ
罷
成
候
事
ハ
差

当
候
様
ニ
御
座
候
間
、
以
来
辛
労
免
高
ニ
も
不
相
限
払
高
求
メ
候
事
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ニ
仕
度
趣
ニ
御
座
候
故
、
幾
重
ニ
も
此
義
御
任
せ
申
上
候
間
、
何
分

卯
八
郎
内
願
之
通
ニ
御
取
扱
被
下
度
、
当
人
身
上
形
之
義
ハ
悉
皆
私

引
請
取
扱
被
相
頼
候
上
ニ
御
座
候
間
、
卯
八
郎
江

形
替
り
御
内
談
仕
候

間
、
久
府
其
向
々
江

御
取
扱
之
段
相
頼
呉
可
申
、
斯
願
申
上
候
事
ハ
中

々
御
迷
惑
よ
ふ
ニ
相
成
候
義
ハ
無
之
候
間
、
幾
重
ニ
も
御
引
請
被
下

候
て
御
取
扱
被
下
度
候
、
久
保
田
御
振
合
も
可
有
之
、
其
義
共
ニ
悉

皆
御
任
せ
可
仕
候
間
、
何
分
取
扱
呉
候
義
ニ
御
頼
ニ
相
預
り
候
事
、

右
之
通
御
頼
之
節
御
演
説
之
趣
、
書
附
差
上
候
、
以
上
、

丑
九
月
廿
七
日

湊

曽
兵
衛

大
野
慶
太
郎
殿

一
、
役
頭
よ
り
当
廿
四
日
附
之
御
書
面
、
曽
右
衛
門
連
名
ニ
而

相
達
、
左
之
通
、

質
家
業
礼
銭
御
考
被
成
被
仰
下
候
通
ニ
て
も
宜
御
座
候
得
共
、
あ
ま

り
口
数
ニ
相
成
、
質
家
業
致
候
程
之
者
な
れ
ハ
五
両
・
拾
両
引
違
有

之
候
共
左
而

己
難
義
致
候
程
之
事
も
有
之
間
敷
御
考
江

書
入
差
上
申
候
、

夫
共
小
生
考
之
通
ニ
て
あ
ま
り
大
つ
か
ミ
と
思
召
も
有
之
候
ハ
ヽ
今

一
段
被
加
置
候
て
も
宜
御
座
候
、

一
、
曽
兵
衛
殿
江

申
上
候
、
西
馬
音
内
前
郷
村
小
左
衛
門
、
御
境
口
目
先
被

仰
付
候
間
御
申
渡
可
被
成
候
、
右
早
々
、
頓
首
、

一
、
右
之
通
御
考
ニ
而

宜
候
間
、
申
渡
候
而

宜
御
座
候
哉
之
義
今
日
御
伺
申
上
候
、

猶
又
別
紙
別
封
ニ
致
候
て
、
大
野
慶
太
郎
今
朝
罷
越
候
て
相
頼
候
義
ニ
付
、

左
之
通
同
様
申
上
候
、

副
啓
奉
申
上
候
、
石
井
卯
八
郎
内
願
ニ
付
被
仰
下
候
趣
、
既
ニ
私
身

上
も
難
相
立
、
依
而

初
よ
り
大
野
慶
太
郎
悉
皆
卯
八
郎
義
引
請
、
当
人

ニ
形
替
り
内
談
ニ
御
座
候
故
、
慶
太
郎
催
促
ニ
相
及
候
処
一
昨
晩
御

役
屋
江

罷
越
候
故
、
卯
八
郎
殿
御
内
願
之
筋
久
府
御
振
合
ニ
相
随
ひ
金

員
数
差
上
方
共
ニ
御
任
せ
ニ
付
、
其
向
江

内
々
相
頼
置
候
処
、
養
蚕
方

其
外
御
学
館
方
之
向
江

も
御
頼
候
義
先
頃
御
返
答
ニ
有
之
、
然
ハ
私
江

右
御
内
談
筋
御
頼
い
つ
れ
久
府
御
模
様
之
義
ハ
具
サ
御
談
候
処
、
如

何
成
次
第
ニ
而

右
よ
ふ
之
御
取
尽
シ
被
成
候
哉
、
此
義
可
承
と
申
談
候

処
、
全
右
之
義
ハ
御
学
館
方
・
養
蚕
方
役
勤
候
者
よ
り
取
進
メ
、
一

ト
通
ニ
而

有
無
其
向
々
江

挨
拶
ハ
不
致
候
訳
ニ
御
座
候
、
然
ハ
久
府
国

安
兵
右
衛
門
殿
御
例
を
以
何
分
御
引
回
御
取
扱
被
成
下
候
段
、
則
卯

八
郎
江

申
聞
候
処
、
金
百
両
抔
差
上
候
心
得
を
以
其
元
相
頼
候
事
ニ
無

之
、
如
何
成
義
ニ
而

右
之
次
第
曽
兵
衛
殿
江

御
内
談
候
哉
と
卯
八
郎
慶

太
郎
江

申
聞
ニ
付
、
四
人
御
扶
持
江

金
を
附
、
拾
五
石
也
、
弐
拾
石
也
、

久
府
御
振
合
ニ
随
ひ
差
上
可
申
義
御
手
元
之
御
申
有
之
、
且
ツ
悉
皆

私
江

御
頼
之
事
故
、
曽
兵
衛
殿
江

御
任
せ
致
候
段
、
慶
太
郎
よ
り
挨
拶

ニ
相
及
候
処
、
金
抔
多
ク
差
上
候
事
ニ
候
ハ
ヽ
申
卸
之
義
ニ
御
頼
呉

候
抔
と
卯
八
郎
不
取
合
返
答
ニ
付
、
慶
太
郎
よ
り
表
向
相
断
候
筋
ニ

御
座
候
処
、
今
朝
慶
太
郎
罷
越
候
而

内
々
願
之
義
ハ
、
卯
八
郎
事
ハ
私

家
よ
り
出
候
叔
父
ニ
御
座
候
而

七
拾
余
ニ
相
成
候
ヘ
ハ
、
只
今
申
断
致

候
義
ハ
如
何
共
気
之
毒
千
万
ニ
奉
存
候
、
御
手
元
よ
り
私
ニ
御
断
ニ

相
成
候
ヘ
ハ
、
是
又
重
キ
病
名
ニ
て
も
不
申
立
候
得
ハ
不
相
成
義
ニ

罷
成
候
間
、
何
卒
御
助
と
被
思
召
、
御
断
之
義
ハ
御
免
被
下
度
、
押
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々
之
願
ニ
御
座
候
得
共
其
義
ハ
御
挨
拶
ニ
難
相
成
、
表
方
御
詰
開
ニ

可
相
及
候
段
申
断
候
処
、
御
身
上
形
ニ
相
抱
候
義
強
而

願
上
候
事
ハ
不

相
成
候
得
共
、
左
候
て
ハ
御
手
厚
御
取
扱
被
成
下
候
義
御
苦
柄
と
相

成
り
、
旁
恐
入
奉
存
候
、
附
而

卯
八
郎
内
願
之
義
ニ
付
、
御
手
元
之
御

迷
惑
ニ
相
成
、
此
段
御
断
ニ
相
預
、
今
更
可
申
上
候
様
無
之
、
然
ハ

卯
八
郎
事
ハ
晩
年
と
申
此
度
之
意
変
ニ
相
成
候
内
情
之
趣
を
始
、
篤

と
久
保
田
表
江

出
府
幾
重
ニ
も
其
形
御
手
前
様
江

申
上
御
助
ヶ
を
蒙
り

申
度
候
間
、
右
御
断
之
義
ハ
久
府
よ
り
罷
帰
候
迄
相
控
呉
候
様
達
々

之
願
ニ
御
座
候
、
此
義
御
手
前
様
江

御
取
合
申
上
候
迄
も
無
之
申
断
候

筋
ニ
御
座
候
得
共
、
左
候
て
ハ
二
ノ
手
を
継
候
事
も
不
相
成
、
且
ツ

傍
伴
相
身
之
沈
候
事
暫
時
之
間
難
相
控
と
申
聞
候
筋
も
無
之
、
猶
帰

之
上
ニ
申
断
り
候
て
も
難
相
断
と
申
義
も
無
之
候
故
、
い
つ
れ
慶
太

郎
罷
帰
候
迄
ハ
申
断
相
控
罷
有
申
候
、
此
義
何
分
ニ
も
左
様
御
承
引

被
成
下
置
度
奉
願
上
候
、
以
上
、

九
月
廿
七
日

一
、
今
日
曽
右
衛
門
担
処
東
山
内
江

回
村
ニ
付
、
質
家
業
御
礼
銭
之
義
ハ
当
人
江

取
合
之
上
連
名
ニ
而

御
伺
申
遣
候
、

一
、
花
番
楽
刈
揚
過
ニ
相
成
候
ヘ
ハ
い
つ
方
ニ
而

も
不
苦
候
段
、
久
府
又
兵
衛
よ

り
禮
蔵
方
迄
申
来
候
故
、
兼
而

願
申
出
候
故
、
前
郷
村
江

今
日
其
段
申
渡
候
、

同
廿
八
日

一
、
前
郷
村
よ
り
明
廿
九
日
よ
り
花
番
楽
相
初
候
義
申
出
ニ
付
、
禮
蔵
同
様
御

役
屋
よ
り
出
、
山
田
辺
回
村
、
昼
食
な
し
ニ
而

前
郷
村
江

引
移
り
申
候
、
同

処
ニ
而

昼
食
、

一
、
両
肝
煎
催
促
致
候
て
御
境
口
手
先
小
左
衛
門
被
仰
付
候
段
申
渡
候
、

一
、
大
野
慶
太
郎
昨
朝
罷
越
候
節
、
卯
八
郎
御
扶
持
之
義
ハ
何
方
江

も
不
差
上
候

義
ニ
親
類
相
談
致
候
義
申
聞
ニ
有
之
候
、

一
、
質
家
業
御
礼
銀
左
之
通
差
積
申
上
候
、

横
堀
村

一
、
三
拾
目

卯
兵
衛
子
供

重
吉

一
、
弐
拾
目
〔
但
シ
三
拾
目
と
役
頭
よ
り
申
来
り
候
〕

孫
右
衛
門
子
供

忠
助

一
、
三
拾
目

松
兵
衛

前
郷
村

一
、
五
拾
目

太
三
郎

一
、
三
拾
目

三
蔵

一
、
弐
拾
目
宛
〔
但
シ
三
拾
目
宛
と
役
頭
よ
り
申
来
り
候
〕

利
八

正
助

平
吉

幸
三
郎

外
ニ

山
田
村

一
、
弐
拾
目
〔
但
シ
三
拾
目
と
役
頭
よ
り
申
来
候
〕
清
左
衛
門

是
ハ
質
家
業
不
仕
候
得
共
、
酒
代
ニ
年
々
五
・
六
拾
貫
文
代
斗
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宛
質
も
の
取
り
候
間
、
若
シ
以
来
左
様
不
相
成
候
ハ
ヽ
年
々
可

差
上
候
よ
し
ニ
而

上
院
内
村

弐
拾
目
宛
と
役
頭
よ
り
申
来

作
左
衛
門

源
兵
衛

下
院
内
村

同
断

清
蔵

同
断

儀
助

右
四
人
共
ニ
壱
ヶ
年
ニ
八
・
九
拾
貫
文
又
ハ
百
貫
文
位
代
質
取

り
候
よ
し
、
拾
五
両
か
拾
両
宛
も
差
上
候
様
ニ
ハ
可
相
成
候
哉
、

い
つ
れ
差
積
不
差
上
候
、

一
、
只
今
質
ハ
取
り
不
申
候
得
共
往
々
質
株
札
と
相
成
候
ハ
ヽ
拾
五

両
宛
位
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
御
礼
銀
差
上
申
度
之
義
願
出
候
も
有
之

候
間
、
此
段
奉
御
伺
候
、

但
シ
此
義
ハ
一
円
御
指
揮
之
事
被
仰
付
も
無
之
、

一
、
御
割
役
小
貫
林
左
衛
門
・
鈴
木
卯
兵
衛
江

担
処
分
之
有
米
大
旨
之
差
積
帳
、

昨
日
仕
送
差
遣
候
、
差
上
高
御
本
図
村
々
よ
り
伺
之
相
済
候
上
ニ
、
是
迄

之
通
有
米
相
直
り
候
故
、
其
節
又
々
可
差
出
候
段
共
ニ
申
遣
候
、

一
、
当
月
二
日
御
役
屋
よ
り
前
郷
村
江

引
移
、
翌
三
日
晩
ニ
一
村
無
残
御
本
陣
江

為
相
詰
候
而

我
等
当
処
江

長
詰
ニ
付
、
演
説
書
之
通
手
控
致
候
而

左
之
通
申
渡

候
、

此
度
我
等
両
三
年
当
処
江

長
詰
致
、
担
処
村
々
取
扱
可
致
候
段
被
仰
付

候
、
扨
右
御
含
之
大
旨
と
申
候
て
ハ
、
第
一
当
処
之
義
ハ
一
体
大
場

之
風
俗
を
而

己
真
似
置
候
而

本
職
ニ
相
預
候
御
田
畑
江

一
円
心
を
不
相

用
、
只
管
町
家
之
風
ニ
押
移
候
為
無
理
成
繰
合
を
以
一
時
之
利
分
を

専
ら
と
致
候
故
ニ
ハ
、
自
然
御
田
畑
之
手
入
も
麁
末
ニ
相
成
候
間
、

年
増
米
取
不
足
ニ
な
り
候
得
共
、
差
定
候
御
収
納
銀
穀
ニ
候
ヘ
ハ
如

何
様
致
候
て
も
不
差
出
候
ヘ
ハ
不
相
成
、
然
ハ
右
御
収
納
間
ニ
合
之

為
家
財
質
入
ニ
致
シ
、
又
ハ
家
蔵
屋
敷
永
代
之
譲
り
証
文
抔
を
以
一

ト
先
其
年
之
凌
ハ
致
候
得
共
、
翌
年
ニ
相
至
り
店
も
の
仕
入
銀
主
江

返

済
之
手
当
ニ
行
詰
候
故
、
多
分
ハ
銀
主
江

迷
惑
を
掛
或
ハ
書
入
之
諸
品

江

掛
合
を
附
候
て
、
詰
句
ハ
理
不
尽
之
申
訳
を
致
候
よ
ふ
之
義
有
間
敷

事
ニ
候
、
皆
以
本
職
を
取
失
ひ
商
人
体
之
姿
と
相
成
候
段
、
旁
不
心

得
之
次
第
ニ
て
候
、
右
之
為
ニ
ハ
追
年
奢
ニ
相
成
、
随
て
ハ
困
窮
ニ

相
及
候
ハ
畢
竟
心
得
違
ひ
よ
り
相
生
候
事
共
ニ
候
、
以
来
是
等
之
義

堅
相
守
、
奢
か
ま
し
き
事
ハ
勿
論
致
間
敷
、
銘
々
本
業
之
御
田
畑
を

充
分
手
入
行
届
候
ハ
ヽ
外
家
業
致
義
ハ
不
苦
候
、
本
業
を
打
捨
外
家

業
ハ
曽
而

不
相
成
候
不
相
成
候
、
此
段
左
ニ
相
心
得
、
家
内
中
江

も
為

〈

マ

マ

〉

相
知
候
て
、
兼
而

心
得
違
ひ
無
之
様
可
致
事
、

一
、
右
之
通
家
財
質
入
、
家
蔵
屋
敷
又
ハ
田
畑
等
ニ
至
迄
、
密
便
一
ト
通

之
書
入
或
ハ
永
代
ニ
書
入
致
候
て
、
万
一
以
来
他
よ
り
訴
等
有
之
候

ヘ
ハ
、
其
当
人
之
親
類
ハ
不
申
及
、
体
ニ
よ
り
向
三
軒
両
隣
家
も
償

ひ
為
差
出
候
事
も
可
有
之
哉
、
此
段
相
心
得
相
互
ニ
迷
惑
不
致
様
吟

味
を
取
尽
シ
可
申
事
、
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但
シ
右
書
入
之
節
仮
令
暫
時
ニ
て
も
其
親
類
・
向
三
軒
両
隣
家
共

印
居
之
書
載
を
以
肝
煎
方
江

申
出
候
上
可
取
究
候
、

一
、
い
つ
れ
も
其
分
限
不
相
応
ニ
商
ひ
致
候
為
ニ
ハ
無
理
成
繰
合
を
以
銀

主
引
出
候
後
、
返
済
之
節
ニ
向
ひ
何
分
筋
違
之
申
訳
致
又
ハ
潰
レ
断

等
申
附
候
義
ハ
不
相
成
、
万
ヶ
一
左
様
体
之
義
相
聞
得
候
ヘ
ハ
、
右

同
断
之
通
り
償
ひ
可
被
仰
付
事
も
可
有
之
哉
、
是
又
相
互
ニ
常
々
吟

味
致
候
て
双
方
迷
惑
無
之
様
、
兼
日
心
掛
可
申
事
、

一
、
是
迄
本
業
之
御
田
畑
手
入
を
初
、
春
秋
共
ニ
其
節
々
之
働
之
義
ハ
、

透
と
取
失
ひ
居
候
訳
ニ
ハ
有
之
間
敷
候
得
共
、
兎
角
ニ
寒
暑
を
苦
ミ

骨
を
折
り
候
事
甚
敷
思
止
致
候
よ
り
外
家
業
江

取
附
、
壱
日
く
と
家
内

相
続
致
候
得
共
、
見
込
之
通
店
も
の
引
ヶ
口
も
無
之
為
食
込
、
又
ハ

延
買
之
分
ハ
尺
々
敷
取
立
兼
、
無
拠
家
財
払
置
候
体
之
も
の
も
有
之

よ
し
、
畢
竟
本
業
之
御
田
畑
江

不
出
精
致
候
為
ニ
有
之
候
、
其
詮
御
田

畑
之
義
ハ
前
ニ
申
候
通
当
高
何
石
ニ
付
此
御
収
納
銀
穀
何
程
と
申
候

御
定
ニ
て
、
其
年
柄
毛
引
も
有
之
候
得
共
、
右
之
出
方
多
分
ニ
相
欠

候
事
も
無
之
、
然
ハ
外
家
業
迚
も
染
々
と
身
ノ
入
不
申
、
且
ツ
ハ
本

業
江

之
精
分
も
薄
ク
相
成
候
故
、
年
増
ニ
麁
田
と
成
り
、
猶
更
米
取
も

不
足
、
随
而

三
田
之
作
扶
持
も
立
替
ニ
難
渋
、
依
て
ハ
御
収
納
分
ハ
銀

主
店
も
の
仕
入
分
よ
り
償
ひ
上
納
致
候
よ
り
自
然
と
困
窮
ニ
相
及
候
、

此
義
銘
々
勘
弁
ハ
可
有
之
筈
ニ
候
得
共
、
以
来
御
田
畑
ハ
十
分
手
入

行
届
候
義
ニ
可
致
事
、

一
、
年
々
春
農
よ
り
稼
方
之
義
ハ
兼
而

被
仰
渡
候
通
ニ
有
之
候
得
共
、
猶
又

此
度
申
渡
候
故
早
春
雪
消
相
待
居
り
候
て
余
村
よ
り
早
ク
老
人
・
せ

倅
又
ハ
病
人
之
外
其
家
内
之
多
少
ニ
随
ひ
男
女
共
田
畑
江

向
可
申
、
い

つ
れ
農
事
之
稼
不
致
候
得
ハ
不
相
成
身
分
ニ
候
故
、
此
段
ハ
其
家
内

頭
之
心
得
形
も
可
有
之
筈
ニ
ハ
候
得
共
、
兎
角
是
迄
致
来
り
候
通
り

と
ハ
相
違
ひ
、
取
調
之
筋
有
之
候
故
、
以
来
不
心
得
不
働
等
之
事
無

之
義
、
家
内
又
ハ
給
取
り
之
男
女
江

も
可
申
渡
事
、

一
、
御
収
納
之
時
節
ニ
近
寄
り
候
ハ
ヽ
家
毎
ニ
夜
臼
を
引
立
候
て
、
諸
御

収
納
尺
取
り
候
様
可
致
事
、

一
、
郷
中
之
益
筋
ニ
も
可
相
成
等
之
考
も
有
之
候
得
共
、
是
迄
申
出
兼
居

候
筋
も
可
有
之
哉
、
以
来
右
よ
ふ
之
存
附
有
之
候
ハ
ヽ
其
趣
書
附
ニ

致
シ
候
而

我
等
手
内
迄
直
々
申
出
候
義
ハ
曽
て
不
苦
候
故
、
何
分
存
附

之
次
第
ハ
申
出
候
義
ニ
可
致
事
、

右
之
外
申
渡
候
筋
も
有
之
候
得
共
、
追
々
可
申
渡
候
故
、
此
段
左

ニ
相
心
得
可
申
候
、
以
上
、

丑
九
月
三
日
晩
申
渡
之
手
控
、
但
シ
此
義
演
説
ニ
而

申
渡
候
、

同
廿
九
日

一
、
今
日
よ
り
於
杉
宮
村
花
番
楽
興
行
ニ
付
、
禮
蔵
出
張
、
御
足
軽
湯
沢
よ
り

左
平
・
小
右
衛
門
右
之
義
相
詰
候
、

同
晦
日

一
、
組
頭
よ
り
左
之
通
之
御
書
面
、
曽
右
衛
門
稲
庭
ニ
居
り
候
処
、
当
人
よ
り
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仕
送
今
七
ツ
頃
相
達
シ
、
則
歩
夫
之
も
の
為
待
置
候
て
、
右
之
返
答
ニ
ハ

長
谷
川
よ
り
申
訳
之
義
手
紙
到
来
、
猶
與
惣
兵
衛
も
今
年
ハ
不
参
候
よ
し
、

一
円
ニ
米
を
求
メ
候
も
の
無
之
、
且
ツ
此
節
ハ
地
頭
も
最
早
込
、
是
ニ
は

三
百
金
位
も
御
座
候
ヘ
ハ
凌
方
ニ
相
成
、
五
斗
米
銀
・
御
郷
役
銀
其
外
今

年
ハ
御
高
割
銀
上
納
ニ
御
座
候
間
、
常
年
よ
り
払
米
も
多
分
之
方
ニ
御
座

候
得
共
、
誰
も
米
を
求
メ
呉
候
も
の
壱
人
も
無
御
座
、
御
帰
よ
り
拝
借
仕

候
処
ニ
而

米
を
以
上
納
仕
候
外
無
御
座
候
間
、
直
々
長
谷
川
江

拝
借
被
仰
付
、

右
を
以
米
求
メ
呉
候
得
ハ
、
誠
ニ
望
処
ニ
御
座
候
間
、
何
卒
右
之
御
順
ニ

被
成
下
置
度
、
右
拝
借
相
済
候
上
ハ
直
々
仕
送
呉
候
哉
又
ハ
為
替
ニ
て
也
、

い
つ
れ
共
早
速
模
様
申
遣
候
事
ニ
被
仰
付
被
下
度
候
趣
共
ニ
願
申
上
候
、

上
略
、
然
ハ
長
谷
川
江

御
頼
被
成
候
買
米
今
年
何
共
不
手
繰
ニ
付
、
御
手

元
様
迄
御
申
訳
仕
候
よ
し
、
勘
兵
衛
罷
越
年
々
御
苦
柄
ニ
相
成
、
今
年

柄
御
手
元
様
よ
り
御
頼
之
節
御
申
訳
仕
候
義
、
何
共
心
外
申
斗
無
御
座

候
付
、
御
帰
よ
り
弐
百
金
程
も
拝
借
仕
度
願
ニ
御
座
候
得
共
、
御
手
元

様
御
回
在
之
砌
払
米
差
支
之
義
も
有
之
候
て
、
来
春
迄
弐
・
三
百
金
も

御
備
よ
り
く
り
出
候
様
被
仰
置
候
付
、
右
心
組
ニ
而

金
仕
格
い
た
し
差
置

候
、
勘
兵
衛
江

用
立
候
ヘ
ハ
御
手
元
様
江

治
定
差
上
候
義
難
相
成
、
依
而

な

ん
と
也
御
手
元
様
御
勝
手
次
第
御
座
候
間
、
早
々
可
被
仰
遣
候
、
勘
兵

衛
江

用
立
候
て
も
同
し
道
を
知
行
ミ
申
事
ニ
御
座
候
、
下
略

九
月
廿
六
日

一
、
長
谷
川
江

米
求
メ
呉
候
様
回
在
前
罷
越
相
頼
候
処
、
い
つ
れ
金
繰
ニ
相
成
候

ヘ
ハ
其
節
可
申
遣
と
相
究
候
処
、
昨
日
不
手
繰
ニ
付
申
訳
之
手
紙
相
達
、

然
ハ
是
迄
近
年
御
勘
定
方
御
用
聞
佐
藤
與
惣
兵
衛
御
回
米
之
義
被
仰
付
、

当
月
中
頃
よ
り
年
々
罷
越
、
其
手
柄
ニ
よ
り
弐
万
俵
余
も
求
メ
候
得
共
、

今
年
ハ
未
タ
不
参
、
其
外
米
を
求
メ
候
よ
ふ
之
も
の
も
無
之
、
然
ル
処
最

早
地
頭
入
込
之
時
合
ニ
相
成
候
得
共
、
小
役
銀
并

代
納
之
分
可
為
差
出
様
無

之
、
其
外
御
郷
役
銀
・
五
斗
米
代
銀
を
始
今
年
ハ
御
高
割
銀
三
ヶ
一
之
分

上
納
故
常
年
よ
り
ハ
払
米
も
多
分
ニ
御
座
候
得
共
、
未
タ
米
を
好
人
無
之
、

去
な
か
ら
十
月
末
ニ
も
罷
成
候
ハ
ヽ
米
買
入
之
相
手
も
可
有
之
候
得
共
、

当
時
地
頭
分
ニ
ハ
三
百
金
も
無
之
候
て
ハ
相
凌
兼
候
間
、
責
而

此
分
斗
ニ
相

当
り
米
買
入
呉
候
事
ニ
、
長
谷
川
江

成
御
工
風
被
成
下
候
様
申
上
呉
可
申
候

義
、
大
和
田
熊
蔵
迄
書
状
を
以
今
朝
申
遣
候
処
江

組
頭
江

よ
り
申
来
り
候
間
、

則
右
之
御
返
答
を
申
上
候
、

十
月
朔
日

一
、
今
日
雨
天
ニ
而

芝
居
相
止
候
、

同
二
日

一
、
御
割
役
小
貫
林
左
衛
門
・
鈴
木
卯
兵
衛
よ
り
又
七
郎
殿
御
判
紙
を
以
左
之

通
申
来
り
候
、
但
シ
九
月
晦
日
附
ニ
て
、

上
略
、
然
ハ
院
内
銀
山
飯
料
米
四
千
三
百
石
余
ニ
得
御
意
候
処
、
此

度
■

■
被
仰
渡
、
三
千
八
百
拾
八
石
壱
斗
八
升
ニ
被
仰
渡
候
故
、

〔
不
読
其
侭
〕

右
ニ
御
心
得
可
被
成
候
、
猶
別
紙
之
通
村
々
江

被
仰
渡
村
附
帳
早
々
御

仕
送
可
被
成
候
、
右
可
得
御
意
又
七
郎
殿
御
判
紙
差
添
遣
候
間
、
追
而
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御
返
可
被
成
候
、
下
略
、

一
、
右
之
別
紙
左
之
通
、

覚

米
三
千
八
百
拾
八
石
壱
斗
八
升

院
内
銀
山
飯
料

内
千
三
百
拾
八
石
壱
斗
八
升

去
子
年
納
候
村
々
ニ
も
今
年
相
納

候
様
可
被
仰
渡
候
、

残
米
弐
千
五
百
石

右
之
通
村
々
江

被
仰
渡
候
て
、
村
付
御
帳
被
差
出
被
下
度
候
、
尤
村

々
最
寄
之
処
江

御
勘
定
方
吟
味
役
出
張
受
取
申
候
故
、
如
此
得
御
意

候
、
以
上
、

一
、
今
日
ハ
日
和
ニ
付
芝
居
興
行
、
禮
蔵
出
役
致
候
、

同
三
日

一
、
御
割
役
小
貫
林
左
衛
門
・
鈴
木
卯
兵
衛
江

又
七
郎
殿
戻
御
判
紙
添
を
以
差
上

高
御
本
図
帳
江

、
村
々
御
伺
之
附
札
ニ
て
申
出
候
故
、
右
仕
送
候
、

一
、
芝
居
今
日
よ
り
相
止
メ
さ
せ
候
ニ
付
、
禮
蔵
湯
沢
御
役
屋
江

罷
帰
候
、

同
四
日

一
、
御
割
役
小
貫
林
左
衛
門
よ
り
銀
山
飯
料
之
分
三
千
八
百
石
余
之
内
千
三
百

石
余
昨
年
相
納
候
村
々
ニ
而

上
納
、
相
残
候
分
ハ
村
々
高
分
ヶ
致
候
て
、
都

合
三
千
八
百
石
余
之
分
村
分
致
し
可
申
候
段
申
来
り
候
、

同
五
日

一
、
山
田
・
下
院
内
両
村
江

有
米
帳
可
差
出
之
段
申
遣
候
、

同
六
日

一
、
山
田
村
長
百
姓
三
左
衛
門
・
庄
治
両
人
有
米
帳
之
義
罷
越
候
故
、
銀
山
飯

料
村
分
之
義
、
猶
山
田
・
下
院
内
両
村
寄
郷
之
内
院
内
御
米
蔵
納
大
山
家

御
合
力
米
買
納
御
免
ニ
而

舟
場
納
之
分
引
落
シ
、
飯
料
ニ
而

銀
山
江

相
納
候
村

々
可
差
出
候
、
猶
銀
山
納
ニ
而

不
勝
手
之
村
々
も
可
有
之
、
左
候
而

右
飯
料

御
米
積
不
足
ニ
相
成
候
故
、
湯
沢
御
役
屋
江

罷
越
候
而

曽
右
衛
門
江

申
談
候
て

湯
沢
寄
郷
之
内
よ
り
右
不
足
之
分
相
納
候
義
ニ
可
申
談
、
且
ツ
右
飯
料
之

村
附
帳
直
々
曽
右
衛
門
江

相
頼
候
て
御
割
役
江

仕
送
候
義
可
相
頼
候
段
共
申

渡
差
遣
候
、

一
、
大
野
慶
太
郎
今
昼
過
参
り
昨
晩
久
保
田
よ
り
罷
帰
り
候
よ
し
、
扨
於
久
保

田
ニ
国
安
江

直
々
罷
出
候
て
、
卯
八
郎
内
願
筋
の
相
違
ニ
相
成
候
段
具
サ
申

上
候
処
、
格
別
御
分
柄
ニ
て
も
無
之
候
得
ハ
御
評
定
方
江

一
度
申
会
之
上
ニ

候
ヘ
ハ
、
只
ニ
何
と
な
く
相
止
申
度
と
之
事
ニ
ハ
不
相
成
、
猶
又
上
ニ
て

金
子
差
上
方
之
御
割
合
を
以
高
を
被
下
置
候
義
ニ
而

有
之
、
若
シ
拾
五
石
ニ

て
不
足
ニ
も
候
ハ
ヽ
其
余
も
拝
領
ニ
ハ
可
相
成
哉
、
夫
丈
ハ
金
子
も
多
分

ニ
不
差
上
候
ヘ
ハ
不
相
成
、
併
又
体
ニ
寄
何
之
事
な
く
申
卸
ニ
も
可
相
成

哉
、
是
ハ
如
何
共
無
心
元
、
早
々
罷
帰
卯
八
郎
を
取
進
メ
可
申
候
、
近
々

回
在
之
筈
故
其
節
御
挨
拶
可
被
下
義
ニ
御
座
候
、
併
シ
何
事
不
相
済
、
卯

八
郎
も
差
上
候
義
不
相
成
と
申
事
ニ
て
は
一
ト
通
ニ
相
済
申
間
敷
候
故
、
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何
分
卯
八
郎
江

篤
と
可
申
談
候
趣
ニ
御
座
候
間
、
一
ト
先
ツ
罷
帰
り
、
是
よ

り
卯
八
郎
江

能
々
申
諭
候
事
ニ
仕
度
候
趣
故
、
役
又
左
衛
門
殿
近
々
御
回
在

ニ
て
い
つ
れ
其
節
御
返
答
之
趣
候
哉
と
申
候
処
、
左
よ
ふ
之
御
挨
拶
ニ
有

之
趣
故
、
未
タ
又
左
衛
門
殿
よ
り
拙
者
江

御
容
子
も
無
之
候
得
共
、
又
左
衛

門
殿
御
回
在
迄
表
向
御
断
り
候
義
相
控
可
申
段
返
答
ニ
相
及
候
処
、
慶
太

郎
外
ニ
御
用
も
有
之
よ
し
ニ
而

直
々
罷
帰
り
候
、

一
、
仁
平
禮
蔵
よ
り
手
紙
を
以
大
野
慶
太
郎
昨
晩
久
府
よ
り
罷
帰
候
よ
し
、
今

朝
申
来
候
故
、
直
々
慶
太
郎
江

手
紙
を
以
久
府
よ
り
御
帰
り
迄
表
向
御
断
ニ

相
及
候
段
差
控
呉
候
義
ニ
御
座
候
処
、
昨
晩
御
帰
り
之
よ
し
、
然
ハ
根
元

御
談
候
通
り
ニ
有
之
候
故
表
向
御
断
ニ
可
相
及
候
段
一
ト
通
得
御
意
差
置

候
事
、并
久
府
其
向
よ
り
い
つ
れ
之
義
申
参
り
候
ハ
ヽ
何
分
之
事
ニ
候
得
共
、

い
つ
れ
御
容
子
も
無
之
不
得
止
次
第
ニ
相
成
候
段
申
遣
候
跡
江

慶
太
郎
今
日

罷
越
候
故
、
此
義
慶
太
郎
江

今
朝
手
紙
差
遣
候
事
共
ニ
申
談
置
候
、

一
、
〔
二
日
附
〕
御
割
役
小
貫
林
左
衛
門
よ
り
之
言
状
左
之
通
、

上
略
、
院
内
銀
山
飯
料
先
日
申
上
候
通
三
千
八
百
石
余
、
内
千
三
百

石
余
去
年
中
之
村
々
よ
り
相
納
候
様
仕
度
候
、
残
弐
千
五
百
石
之
分

斗
村
付
帳
被
差
出
被
下
度
候
、
惣
有
米
追
而

御
書
出
被
下
度
候
、
乍
繰

事
院
内
飯
料
斗
村
々
御
書
出
被
下
度
候
、
下
略
、

同
八
日

但
シ
七
日
御
用
な
し
、

一
、
今
日
曽
右
衛
門
江

申
遣
候
ハ
、
御
割
役
よ
り
院
内
銀
山
飯
料
之
義
申
来
り
候

得
共
、
担
処
之
内
貝
沢
・
赤
袴
ハ
右
上
納
方
御
訴
訟
ニ
候
間
、
御
担
処
よ

り
不
足
分
被
差
出
可
被
下
候
段
申
遣
候
、

同
九
日

一
、
役
頭
今
日
浅
舞
御
役
屋
江

御
着
之
よ
し
申
来
り
候
間
、
い
つ
れ
湯
沢
御
役
屋

江

可
参
候
段
申
来
、
昼
食
後
御
役
屋
江

参
り
候
、

一
、
院
内
銀
山
飯
料
手
元
担
処
よ
り
弐
千
六
百
七
拾
壱
石
三
斗
四
升
六
合
、
相

残
候
分
ハ
田
口
担
処
よ
り
出
候
事
ニ
相
究
申
候
、

但
シ
院
内
御
蔵
納
、
左
衛
門
殿
御
合
力
米
昨
年
之
通
り
下
院
内
寄
郷
よ

り
相
納
候
積
故
、
此
分
ハ
残
高
之
内
ニ
有
米
ト
ナ
ル
、
大
山
家
御
合
力

米
ハ
三
梨
村
よ
り
相
納
候
事
ニ
田
口
よ
り
御
割
役
江

申
遣
候
也
、

一
、
〔
八
日
附
〕
浅
舞
御
役
屋
詰
合
同
役
跡
部
惣
兵
衛
・
鯨
岡
四
郎
左
衛
門
よ
り

曽
■
■
■
我
等
連
名
之
手
紙
曽
右
衛
門
よ
り
前
郷
村
江

仕
送
相
達
ス
、
左
之

通
、

上
略
、
然
ハ
■
作
事
一
昨
日
当
御
役
屋
江

罷
越
、
昨
日
東
西
質
屋
家
業

之
も
の
為
召
寄
、
於
御
役
屋
株
札
相
渡
御
礼
銀
の
申
渡
相
済
申
候
、

御
請
帳
江

印
居
も
為
致
候
筈
ニ
御
座
候
間
、
当
人
共
御
催
促
之
節
印
居

持
参
罷
出
候
事
被
仰
渡
可
然
候
、
此
方
ニ
而

右
之
義
失
念
不
手
配
ニ
御

座
候
故
、
■
■
申
上
候
、
当
人
事
親
郷
回
り
等
決
而

不
為
致
、
御
役
屋

江

差
置
為
取
極
候
事
ニ
御
座
候
、
此
義
ハ
先
日
も
申
上
候
筈
と
奉
存
候
、

賄
等
ハ
壱
弐
夜
之
事
故
銘
々
之
も
の
を
為
喰
候
方
可
然
哉
と
申
会
罷

有
申
候
、
其
代
迚
も
壱
弐
夜
之
滞
留
ニ
而

相
極
可
申
候
、
馬
被
貸
下
候

事
も
大
和
田
よ
り
御
書
付
申
請
罷
出
候
趣
ニ
御
座
候
、
下
略
、
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同
十
日

一
、
御
割
役
小
貫
林
左
衛
門
・
石
川
官
兵
衛
江

院
内
銀
山
飯
料
東
西
之
村
々
よ
り

相
納
候
ニ
付
、
右
村
分
ニ
致
候
て
三
千
八
百
石
余
右
帳
両
冊
、
又
七
郎
殿

戻
り
御
判
紙
添
を
以
今
日
曽
右
衛
門
・
我
等
両
名
ニ
て
久
府
江

仕
送
申
候
、

一
、
組
頭
昨
日
浅
舞
御
役
屋
江

御
出
ニ
付
、
惣
兵
衛
・
四
郎
左
衛
門
江

今
日
手
紙

を
以
役
頭
当
御
役
屋
江

御
引
移
、
以
前
取
調
之
御
用
有
之
、
昨
日
前
郷
村
よ

り
引
移
り
候
故
、
御
用
有
之
候
ハ
ヽ
此
方
江

可
被
仰
下
、
猶
何
日
頃
当
御
役

屋
江

役
頭
御
引
移
ニ
も
可
有
之
哉
申
遣
呉
候
様
と
申
遣
候
、

一
、
担
処
質
家
業
致
候
面
々
相
詰
候
故
、
右
之
株
札
を
被
相
渡
候
、
但
シ
下
院

内
村
清
蔵
弐
拾
目
之
礼
銀
可
差
上
役
頭
御
指
揮
ニ
候
得
共
、
実
ハ
高
橋
松

之
助
本
人
ニ
候
故
三
拾
目
ニ
致
候
、
松
岡
村
平
助
是
ハ
湯
沢
町
藤
木
平
兵

衛
田
屋
ニ
候
故
三
拾
目
、
上
至
米
村
和
右
衛
門
三
拾
目
、
右
和
右
衛
門
・

平
助
両
人
ハ
先
御
取
調
之
節
書
出
人
数
ニ
無
之
、
此
度
願
ニ
付
同
様
ニ
株

札
を
拝
領
為
致
候
、
猶
一
統
是
迄
質
取
候
得
共
明
年
ニ
至
り
相
止
候
て
、

右
株
札
返
上
可
申
、
又
ハ
他
江

相
払
候
共
其
義
勝
手
次
第
ニ
可
致
、
右
御
礼

銀
ハ
質
家
業
中
年
々
共
ニ
可
差
上
候
段
申
渡
候
、

横
堀
村

一
、
文
銀
三
拾
目
宛

重
吉
・
忠
助
・
松
兵
衛

上
院
内
村

一
、
同
弐
拾
目
宛

作
左
衛
門
・
源
兵
衛

下
院
内
村

一
、
同
三
拾
目

清
蔵

一
、
同
弐
拾
目

儀
助

西
馬
音
内
前
郷
村

一
、
同
五
拾
目

太
三
郎
・
三
蔵
・
利
八

一
、
文
銀
三
拾
目
宛

正
助
・
平
吉
・
喜
三
郎

上
至
米
村

一
、
同
三
拾
目

和
右
衛
門

山
田
村

一
、
同
■
拾
目

清
左
衛
門

松
岡
村

一
、
同
三
拾
目

平
助

右
人
数
合
拾
六
人

右
御
礼
銀
合
四
百
七
拾
目
也
、

右
ハ
此
度
六
郡
一
統
江

株
札
被
相
渡
候
、
御
礼
銀
上
納
之
義
ハ
追
而

御
伺
之

上
被
仰
渡
候
筈
、

一
、
右
質
株
札
被
相
渡
候
ニ
付
、
掟
書
を
も
被
差
添
候
、
左
之
通
、

掟

一
、
利
足
弐
歩
ニ
可
限
事
、
但
し
百
五
拾
文
よ
り
下
三
文
、

一
、
限
月
十
ヶ
月
限
、

但
、
日
延
等
之
義
ハ
置
主
願
に
依
而

申
合
た
る
へ
き
事
、

一
、
盗
物
と
お
ほ
し
き
品
取
申
間
敷
事
、

一
、
盗
物
を
取
か
く
し
置
、
後
し
て
相
顕
候
時
、
質
屋
曲
事
被
仰
付
候

事
、
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一
、
盗
物
御
吟
味
之
節
似
よ
り
之
品
有
之
候
ハ
ヽ
早
速
可
申
上
事
、

一
、
質
■
ニ
無
之
者
か
く
し
質
を
取
候
も
の
堅
く
御
停
止
被
成
［

］

仲
間
之
者
遂
吟
味
可
申
上
■

■
、
質
■
■
入
之
義
、
一
■
時
切
ニ
可
限
■
■

■
■
毎
年
大
晦
日
ニ
か
き
り
夜
中
た
り
共
御
構
ひ
無
之
候
、

一
、
質
切
手
紛
失
致
候
も
の
品
物
請
取
度
願
等
有
之
候
ハ
ヽ
置
主
よ
り

印
形
ニ
而

請
ら
せ
可
申
事
、

右
之
趣
急
度
相
守
可
申
候
、
以
上
、

文
政
十
二
年
丑
十
月

■
類
家
財
之
外
米
・
大
小
豆
都
て
穀
も
の
質
取
候
義
ハ
、
株
札
無
之
共
其

分
ハ
御
構
ひ
無
之
候
、

一
、
昨
晩
大
野
慶
太
郎
罷
越
候
て
卯
八
郎
内
願
筋
之
義
■
以
来
段
々
当
人
取
進

メ
候
処
、
四
人
御
扶
持
江

銭
五
百
五
拾
貫
文
添
候
て
可
差
上
候
故
、
知
行
高

弐
拾
石
拝
領
之
段
可
相
願
、
其
余
壱
銭
ニ
て
も
差
上
候
事
ニ
ハ
難
相
成
候

よ
し
申
聞
ニ
御
座
候
間
、
私
手
内
よ
り
相
足
金
百
両
差
上
候
事
ニ
相
極
候

故
、
是
ニ
て
な
ん
と
か
相
成
間
敷
哉
、
い
つ
れ
国
安
浅
舞
御
役
屋
江

昨
晩
御

出
之
よ
し
、
然
ハ
先
頃
出
府
之
節
、
い
つ
れ
御
回
在
之
上
御
挨
拶
可
被
下

［

］
何
辺
［

］
候
て
御
伺
、
右
金
子
員
数
も
申
■
■

よ
し
ニ
て
、
今
日
浅
舞
御
役
屋
江

慶
太
郎
罷
出
、
右
之
趣
共
申
上
候
処
、
根

元
曽
兵
衛
を
以
御
内
談
ニ
候
故
、
当
人
江

可
仰
聞
候
筋
と
御
申
候
故
、
何
分

我
等
ニ
参
呉
候
義
今
晩
慶
太
郎
罷
越
願
ニ
候
故
、
左
候
ハ
ヽ
い
つ
れ
明
日

可
罷
出
候
段
返
答
ニ
相
及
候
、

同
十
一
日

一
、
今
朝
昼
以
前
よ
り
湯
沢
よ
り
浅
舞
御
役
屋
江

参
り
候
、

但
シ
此
節
同
役
惣
兵
衛
・
四
郎
左
衛
門
・
御
検
地
役
佐
藤
兵
吉
・
坂
本

吉
右
衛
門
・
見
回
役
川
又
孝
治
詰
合
候
、

一
、
湯
沢
給
人
石
井
卯
八
郎
内
願
筋
之
義
ニ
付
、
慶
太
郎
段
々
最
初
よ
り
相
頼

候
て
、
我
等
申
聞
之
次
第
、
其
後
卯
八
郎
不
取
合
之
訳
柄
、
右
ニ
付
慶
太

郎
又
々
願
方
之
義
共
ニ
具
サ
申
上
候
処
、
御
評
定
方
江

申
入
御
評
義
相
極
、

御
勘
定
方
江

夫
レ
よ
り
申
談
、
四
人
御
扶
持
江

千
貫
文
添
差
上
候
て
、
御
蔵

出
拾
五
石
拝
領
之
願
申
入
候
処
、
右
方
ニ
て
評
義
も
相
済
、
御
勘
定
方
吟

味
役
江

差
積
為
致
候
処
、
拾
三
石
之
差
積
出
候
故
、
是
ニ
て
ハ
当
人
願
通
ニ

不
参
候
故
、
願
通
之
拾
五
石
ニ
相
成
間
敷
哉
と
御
勘
定
方
江

又
々
役
頭
被
仰

談
候
処
、
左
候
ハ
ヽ
今
一
応
■
相
考
可
申
趣
ニ
而

居
候
、
然
ハ
今
以
其
考
も

出
不
申
、
最
初
申
入
候
通
四
人
御
扶
持
江

千
貫
文
添
候
て
御
蔵
出
拾
五
石
之

差
積
を
以
出
候
節
、
い
つ
れ
相
止
候
と
申
事
ニ
て
ハ
不
相
成
候
段
御
申
ニ

御
座
候
間
、
左
様
之
義
ニ
相
成
候
ヘ
ハ
、
初
メ
よ
り
慶
太
郎
引
請
候
て
、

私
江

之
頼
ニ
御
座
候
て
卯
八
郎
江

ハ
一
面
も
不
仕
候
者
ニ
御
座
候
間
、
慶
太

郎
江

表
向
申
断
候
外
無
之
候
段
申
上
候
処
、
い
つ
れ
御
帰
之
上
其
向
よ
り
差

積
之
出
候
上
ニ
無
之
候
ヘ
ハ
不
相
成
候
段
御
申
故
、
無
是
非
慶
太
郎
江

申
断

候
事
ニ
罷
有
り
候
ハ
ヽ
不
申
断
相
控
ひ
候
て
御
内
々
其
段
申
上
候
様
ニ
仕

度
候
趣
申
上
置
候
、

一
、
今
朝
松
岡
村
肝
煎
、
湯
沢
御
役
屋
申
出
候
ハ
、
当
村
嘉
助
と
申
者
飯
沢
村
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善
之
助
と
申
者
を
打
擲
致
候
処
、
善
之
助
体
ニ
寄
候
て
ハ
命
ニ
も
相
拘
り

可
申
候
哉
、
飯
沢
村
江

人
を
以
右
之
段
申
遣
候
、
何
れ
内
々
を
以
申
聞
候
趣

故
、
右
善
之
助
医
者
江

為
見
置
候
哉
相
尋
候
処
、
未
タ
医
者
ニ
為
見
不
申
候

趣
故
、
早
々
医
者
を
相
頼
為
見
候
て
介
抱
可
申
義
申
渡
、
則
御
足
軽
左
平

催
促
ニ
而

松
岡
村
嘉
助
右
之
通
之
次
第
ニ
候
故
召
捕
候
て
、
嘉
助
病
体
形
見

届
、
弥
命
ニ
相
拘
候
事
な
ら
ハ
あ
か
り
屋
江

召
連
可
入
置
、
命
ニ
拘
候
程
之

義
ニ
無
之
候
ハ
ヽ
松
岡
村
江

預
置
急
度
番
人
附
候
事
ニ
可
致
申
附
候
而

今
朝

左
平
差
遣
候
、

但
シ
浅
舞
御
役
屋
ニ
而

役
頭
江

右
之
段
御
耳
立
差
置
候
処
、
御
承
知
ニ
御

座
候
、

一
、
下
院
内
村
地
形
之
内
同
処
給
人
共
桑
木
植
立
致
度
候
趣
ニ
て
、
年
々
村
方
江

運
上
差
出
候
而

貸
地
ニ
致
候
分
有
之
、
是
江

高
札
相
立
度
候
段
、
給
人
よ
り

昨
年
中
願
ニ
候
故
、
右
之
段
今
日
役
頭
江

御
伺
申
上
候
処
御
承
知
ニ
有
之
候
、

右
高
札
江

ハ
御
役
屋
と
相
認
候
て
可
然
御
申
ニ
候
、
追
而

回
在
之
上
願
通
之

義
可
申
渡
候
、

一
、
田
代
村
肝
煎
平
兵
衛
御
撫
育
料
江

差
上
候
分
上
納
処
之
義
御
伺
申
上
候
処
、

湯
沢
町
小
川
長
右
衛
門
方
江

可
相
納
候
段
御
指
揮
ニ
て
有
之
候
、

一
、
前
郷
村
ニ
而

御
役
屋
江

上
納
米
昨
年
之
通
、
体
ニ
寄
籾
ニ
而

取
立
不
申
候
ヘ
ハ

不
相
成
、
左
様
之
取
立
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
籾
を
以
上
納
仕
度
候
段
申
上
候
処
、

御
承
知
ニ
有
之
候
、

一
、
院
内
村
御
伝
馬
定
雇
之
者
共
中
二
タ
年
分
江

又
々
拝
借
、
暮
ニ
至
り
候
ヘ
ハ

三
ヶ
年
分
拝
借
都
合
ニ
相
成
候
間
、
壱
ヶ
年
分
被
指
下
候
様
仕
度
候
段
申

上
候
処
、
是
又
御
承
知
ニ
候
、

同
十
二
日

初
て
雪

一
、
役
頭
被
仰
含
候
ハ
、
申
年
以
来
御
撫
育
拝
領
之
せ
倅
共
、
来
寅
年
よ
り

御
上
下
之
節
両
郡
一
同
御
通
り
向
江

可
罷
出
、
其
節
御
披
露
有
之
候
趣
、
猶

遠
在
之
も
の
ハ
御
前
日
相
詰
不
申
候
ヘ
ハ
不
相
成
候
故
、
右
籠
代
ハ
拝
領

可
被
仰
付
候
段
共
被
仰
付
候
間
、
則
今
日
回
状
を
以
誠
ニ
無
此
上
も
難
有

事
ニ
候
故
、
懐
妊
・
出
産
形
之
義
共
以
来
猶
更
吟
味
之
行
届
候
義
、
小
間

居
之
至
迄
も
右
難
有
次
第
、
一
村
限
り
壱
人
も
不
残
可
申
渡
候
段
篤
と
申

渡
候
、

一
、
御
足
軽
左
平
罷
越
、
松
岡
村
嘉
助
召
捕
候
て
村
方
江

預
置
、
猶
番
人
之
外
ニ

長
百
姓
を
も
番
致
候
て
見
継
可
罷
有
候
義
申
渡
候
趣
ニ
て
候
、
飯
沢
村
善

之
助
容
子
之
義
承
り
候
処
、
命
江

相
拘
り
候
程
ニ
も
有
之
間
敷
、
併
シ
命
江

拘
り
候
事
も
難
斗
候
間
、
あ
か
り
屋
江

入
置
可
申
候
哉
と
申
聞
ニ
候
得
共
、

左
よ
ふ
ニ
相
及
申
間
敷
と
存
候
得
共
、
役
頭
江

其
義
御
耳
立
ニ
相
及
候
処
、

村
方
江

預
置
可
申
候
御
差
図
ニ
て
候
、

併
シ
右
嘉
助
と
申
者
兼
日
不
届
な
る
も
の
ニ
而

一
ト
通
御
追
放
迄
ニ
相

成
、
帰
村
御
免
後
又
々
不
相
変
不
届
致
候
義
も
薄
々
相
聞
得
、
実
ハ
能

き
序
ニ
も
御
座
候
間
御
追
放
ニ
可
仕
候
段
申
上
候
処
、
い
つ
れ
詮
義
早

々
致
候
て
可
申
出
之
趣
可
申
遣
被
仰
含
ニ
御
座
候
故
、
則
禮
蔵
江

右
嘉
助

詮
義
致
候
様
御
用
状
を
以
申
遣
候
、
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同
十
三
日

一
、
今
日
品
々
役
頭
江

申
会
之
上
御
伺
御
用
申
上
候
、

同
十
四
日

一
、
役
頭
よ
り
担
処
村
々
江

左
之
通
可
申
渡
被
仰
付
候
、

覚

江
戸
・
京
・
大
坂
其
外
惣
し
て
出
国
御
暇
之
義
ハ
、
神
願
之
者
・
商

用
事
之
外
容
易
願
申
立
間
敷
、
殊
更
御
時
節
柄
不
奉
存
、
猥
り
ニ
出

国
相
願
神
社
仏
閣
参
詣
抔
之
唱
心
得
違
之
も
の
見
物
等
ニ
罷
越
候
様

ニ
も
相
聞
得
、
不
届
之
至
候
、
別
而

婦
人
之
身
分
抔
ニ
て
は
三
都
其
外

他
国
江

用
事
無
之
筈
、
以
来
ハ
仮
令
婦
人
た
り
共
心
得
違
ひ
之
も
の
於

有
之
ニ
ハ
、
当
人
并

家
頭
ハ
勿
論
村
役
人
急
度
被
仰
付
候
間
、
右
心
得

違
の
も
の
無
之
様
可
被
相
心
得
候
、
以
上
、

丑
十
月

同
十
五
日

一
、
役
頭
江

御
伺
之
御
用
相
済
、
浅
舞
御
役
屋
よ
り
湯
沢
町
御
役
屋
江

罷
帰
り
候
、

但
シ
曽
右
衛
門
十
三
日
よ
り
浅
舞
御
役
屋
江

参
り
、
是
又
御
用
済
ニ
相
成
、

今
日
同
よ
ふ
ニ
罷
帰
り
候
、
湯
沢
御
役
屋
ニ
而

昼
食
、

一
、
大
野
慶
太
郎
江

手
紙
を
以
、
石
井
卯
八
郎
願
筋
被
相
頼
候
義
ニ
付
、
一
ト
通

御
断
差
置
候
筋
有
之
候
故
、
罷
越
呉
候
様
ニ
申
遣
候
処
、
今
晩
参
り
候
故
、

此
間
浅
舞
村
御
役
屋
江

罷
出
候
て
、
四
人
御
扶
持
江

金
子
百
両
添
候
而

差
上
候

間
、
御
知
行
高
弐
拾
石
拝
領
被
成
度
候
段
、
先
頃
国
安
又
左
衛
門
殿
江

御
内

々
被
仰
聞
候
処
、
根
元
拙
者
御
取
次
致
候
義
故
、
曽
兵
衛
を
以
可
被
仰
聞

候
よ
し
又
左
衛
門
殿
御
申
之
よ
し
、
然
ハ
最
初
よ
り
御
頼
ニ
ハ
久
府
御
振

合
ニ
御
随
ひ
と
申
候
御
頼
故
其
趣
を
以
又
左
衛
門
殿
江

拙
者
御
頼
申
上
候
事

ニ
候
ヘ
ハ
、
只
今
如
何
共
御
頼
と
ハ
申
な
か
ら
難
申
上
候
段
挨
拶
ニ
相
及

候
処
、
い
つ
れ
ニ
致
シ
候
て
も
又
左
衛
門
殿
江

相
願
呉
候
よ
ふ
ニ
付
、
無
拠

又
左
衛
門
殿
江

申
上
候
処
、
先
頃
貴
様
御
出
府
之
節
も
今
更
右
よ
ふ
之
事
ニ

ハ
不
相
成
、
猶
具
サ
又
左
衛
門
殿
其
訳
柄
共
貴
様
被
仰
談
候
よ
し
、
い
つ

れ
又
左
衛
門
殿
此
処
ニ
而

御
挨
拶
難
相
成
、
久
府
江

御
帰
り
之
上
、
拙
者
迄

御
返
事
有
之
趣
ニ
御
座
候
、
扨
此
度
之
御
願
通
ニ
不
相
成
、
最
初
之
通
久

府
御
振
合
ニ
相
基
御
取
扱
之
事
ニ
罷
成
候
而

御
破
談
と
申
義
ニ
相
成
候
得

ハ
、
不
得
止
貴
兄
江

表
向
御
断
不
申
候
ヘ
ハ
不
相
成
、
右
御
返
事
有
之
候
迄

ハ
御
断
相
及
候
事
差
控
居
り
候
故
、
此
段
一
ト
通
御
断
ニ
相
及
候
段
申
断

り
置
候
、

同
十
六
日

一
、
昨
日
御
割
役
小
貫
林
左
衛
門
・
鈴
木
卯
兵
衛
よ
り
又
七
郎
殿
御
判
紙
添
ニ

て
、
御
本
図
帳
江

村
々
伺
之
分
相
済
候
而

仕
送
相
達
候
、
右
御
判
紙
を
以
早

々
御
蔵
分
帳
可
差
出
候
義
、
両
人
方
江

今
日
申
遣
候
、

一
、
松
岡
村
嘉
助
と
飯
沢
村
善
之
助
と
此
間
喧
嘩
致
候
次
第
、
禮
蔵
詮
義
ニ
而

嘉

助
不
届
明
白
ニ
相
成
り
、
今
日
当
人
口
書
相
極
候
、
明
日
禮
蔵
浅
舞
御
役

屋
江

罷
越
申
上
候
筈
、
善
之
助
ハ
格
別
不
届
と
申
程
ニ
無
之
候
故
、
演
説
書



- 80 -

ニ
為
致
申
候
、

一
、
申
年
以
来
御
撫
育
拝
領
被
仰
付
候
当
人
共
、
来
寅
年
よ
り

御
上
下
之
節

御
通
行
向
江

可
相
詰
被
仰
渡
候
故
、
一
ト
通
回
状
を
以
具
サ
申
渡
候
得
共
、

外
ニ
明
年
よ
り
相
成
候
者
共
ハ
、
は
さ
掛
右
道
具
此
節
よ
り
心
掛
可
申
義
、

猶
夏
中
も
申
渡
候
通
外
苗
代
之
分
江

ハ
風
除
可
致
事
共
、
今
日
山
田
・
下
院

内
両
村
寄
郷
共
ニ
、
肝
煎
■
長
百
姓
之
内
壱
人
宛
御
役
屋
江

催
促
之
上
申
渡

候
、
如
此
迄
ニ
御
取
扱
相
成
一
統
無
此
上
難
有
義
ニ
候
故
、
壱
人
限
此
義

申
渡
、
懐
妊
ニ
相
成
候
節
よ
り
食
事
ハ
不
申
及
万
端
不
慎
無
之
事
、
猶
又

郷
中
ニ
而

ハ
不
吟
味
筋
無
之
義
共
ニ
具
サ
申
渡
候
、

一
、
左
衛
門
殿
家
人
萩
尾
彦
右
衛
門
、
御
代
良
蔵
江

手
紙
を
以
御
取
合
致
度
次
第

候
故
、
御
役
屋
江

罷
越
呉
可
申
趣
申
遣
候
処
、
彦
右
衛
門
よ
り
後
刻
迄
ニ
可

罷
越
之
段
返
書
ニ
有
之
、
両
人
罷
越
候
故
杉
宮
村
地
形
之
内
八
幡
村
之
も

の
江

被
仰
付
候
て
畑
開
ニ
被
致
候
付
、
地
元
村
杉
宮
ニ
て
迷
惑
之
趣
申
立
、

郷
中
江

御
任
せ
被
下
候
様
ニ
と
申
上
候
よ
し
、
然
ハ
右
場
処
江

鍬
入
之
事
ハ

御
願
相
済
候
上
ニ
候
哉
、
又
ハ
御
差
紙
之
内
ニ
も
候
哉
承
り
候
趣
申
談
候

処
、
い
つ
れ
不
心
得
之
場
処
ニ
候
故
、
家
来
共
江

取
合
之
上
ニ
返
答
可
致
候

よ
し
ニ
候
故
、
御
取
詰
御
返
答
可
被
致
、
猶
又
鍬
入
候
義
ハ
い
つ
れ
相
究

候
迄
ハ
御
延
引
候
義
ニ
可
致
之
事
共
ニ
申
談
差
遣
候
、
猶
明
日
よ
り
西
馬

音
内
前
郷
村
江

引
移
之
義
共
申
談
候
、

同
十
七
日

一
、
湯
沢
御
役
屋
よ
り
昼
食
な
し
ニ
而

前
郷
村
役
処
江

引
移
、
両
西
馬
音
内
前
郷
并

寄
郷
共
罷
越
候
故
、
昨
日
山
田
・
下
院
内
寄
郷
共
江

申
渡
候
通
、
厚
き

御

含
之
御
取
扱
之
段
篤
と
申
渡
候
、
猶
更
以
来
懐
妊
之
も
の
共
一
体
給
も
の

ニ
も
不
相
限
万
端
之
慎
成
、
右
ニ
付
吟
味
之
行
届
候
様
之
次
第
、
且
ツ
は

さ
道
具
心
掛
之
義
、
明
春
外
苗
代
江

風
除
之
道
具
其
外
い
ろ

以
後
心
得

成
之
事
共
具
サ
申
渡
候
、

一
、
此
間
被
仰
渡
候
出
国
御
暇
願
之
義
ニ
付
、
右
之
御
書
附
村
々
江

相
渡
為
■
取

候
様
申
渡
候
、

一
、
田
代
村
肝
煎
長
谷
山
平
兵
衛
御
撫
育
料
江

差
上
候
分
御
伺
ニ
相
及
候
処
、
湯

沢
町
小
川
長
右
衛
門
江

入
置
候
事
ニ
被
仰
含
候
故
、
当
人
江

可
相
納
、
今
日

直
々
申
渡
候
、

一
、
禮
蔵
、
湯
沢
御
役
屋
よ
り
浅
舞
御
役
屋
江

今
日
参
り
候
、
曽
右
衛
門
ハ
御
用

済
ニ
而

明
日
出
立
、
一
ト
先
罷
帰
候
筈
也
、

一
、
今
夜
五
ツ
時
過
頃
、
左
衛
門
殿
家
来
井
上
才
蔵
・
原
田
織
衛
■
手
紙
相
達

候
、
左
之
通
、

上
略
、
然
ハ
杉
宮
村
ニ
而

旦
那
拝
領
地
形
之
義
、
昨
日
御
代
良
蔵
、
萩

尾
彦
右
衛
門
江

御
内
談
之
趣
、
同
人
共
具
サ
申
聞
ニ
而

承
知
■
候
、
右

地
形
之
義
ハ
、
先
年
旦
那
拝
領
之
地
形
ニ
而

自
由
致
来
候
地
形
ニ
有
之

候
、
何
そ
表
方
開
発
等
致
候
義
ニ
無
之
、
追
々
取
調
之
旨
有
之
、
一

先
八
幡
村
江

示
談
之
上
、
畑
ニ
致
候
義
ニ
有
之
候
、
定
而

表
方
之
開
発

場
処
ニ
致
出
高
ニ
て
も
有
之
様
之
取
調
之
御
取
受
迎
ニ
も
可
有
之
哉

と
旦
那
江

ハ
不
申
聞
、
一
先
如
此
御
挨
拶
申
上
候
、
且
又
八
幡
村
江

手

入
之
義
御
差
留
被
成
候
よ
し
、
右
等
之
義
申
聞
候
ハ
ヽ
定
而

旦
那
違
却
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も
可
有
之
と
是
又
不
申
聞
候
故
、
八
幡
村
手
入
御
差
留
之
義
ハ
御
引

揚
有
之
様
ニ
仕
度
、
先
年
杉
木
又
ハ
漆
木
取
立
之
義
も
有
之
候
得
共
、

野
火
焼
等
之
為
成
木
致
兼
、
是
迄
夫
々
ニ
致
差
置
候
得
共
、
今
般
取

調
之
旨
有
之
、
一
先
畑
ニ
為
致
候
義
ニ
有
之
候
間
、
左
ニ
御
承
知
被

下
度
、
乍
繰
事
八
幡
村
之
義
ハ
早
速
被
仰
渡
直
ニ
被
成
下
候
様
仕
度
、

右
御
挨
拶
今
朝
御
役
屋
迄
申
上
候
処
、
西
馬
音
内
村
江

御
引
移
之
由
、

故
以
手
紙
如
此
ニ
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、

十
月
十
七
日

原
田
織
衛

井
上
才
蔵

同
十
八
日

一
、
左
衛
門
殿
家
来
井
上
才
蔵
・
原
田
織
衛
よ
り
昨
夜
手
紙
相
達
シ
、
右
返
事

今
朝
態
夫
を
以
両
人
方
江

申
遣
候
、

上
略
、
扨
又
一
昨
日
萩
尾
彦
右
衛
門
殿
、
御
代
良
蔵
殿
御
控
候
而

一
ト

通
御
取
合
ニ
相
及
候
、
杉
宮
村
地
形
之
内
当
時
草
飼
ニ
致
罷
有
候
野

形
之
内
御
屋
敷
御
分
有
之
候
由
、
右
場
処
之
義
ハ
御
差
紙
処
ニ
御
座

候
哉
、
又
ハ
御
拝
領
地
ニ
而

田
畑
ニ
被
成
候
而

も
宜
事
ニ
兼
而

上
辺
向

相
済
居
り
候
哉
、
右
地
形
之
義
ハ
杉
宮
村
ニ
て
は
郷
帳
之
内
ニ
も
御

屋
敷
御
分
ニ
相
成
候
事
ハ
不
相
見
得
候
よ
ふ
ニ
御
座
候
、
然
ハ
田
畑

ニ
被
成
候
事
相
済
居
り
候
ヘ
ハ
少
シ
も
異
論
可
申
上
候
様
無
御
座
候

得
共
、
只
ニ
御
自
由
之
地
処
と
申
候
て
も
御
下
屋
敷
ニ
御
拝
領
と
田

畑
ニ
被
遊
候
為
御
拝
領
と
は
相
違
ひ
申
間
敷
候
哉
、
併
シ
御
人
物
柄

之
事
故
、
仮
令
御
下
屋
敷
ニ
御
拝
領
ニ
て
も
、
田
畑
ニ
被
遊
候
て
宜

候
哉
、
是
等
ハ
不
案
内
ニ
御
座
候
、
い
つ
れ
鍬
入
と
申
事
ニ
候
ヘ
ハ

右
之
一
条
聢
と
不
仕
候
ヘ
ハ
如
何
共
可
致
よ
ふ
無
之
、
鍬
入
畑
ニ
被

成
候
御
取
調
之
筋
ニ
候
ヘ
ハ
、
諸
木
御
植
立
候
義
共
相
違
ひ
申
間
敷

候
哉
、
猶
又
八
幡
村
江

鍬
入
延
引
可
致
と
申
渡
之
事
ニ
ハ
無
之
、
前
件

之
次
第
相
片
付
候
迄
御
見
合
候
様
ニ
致
度
之
旨
、
彦
右
衛
門
殿
・
良

蔵
殿
江

申
上
候
、
且
又
右
ニ
付
御
咎
メ
致
候
訳
ニ
ハ
曽
而

無
之
、
不
案

内
ニ
も
候
間
御
取
合
仕
候
筋
ニ
而

御
座
候
、
前
条
之
次
第
相
知
候
得
者

鍬
入
被
遊
候
ハ
何
分
之
事
ニ
御
座
候
、
右
段
々
申
上
候
通
故
、
い
つ

れ
御
返
事
被
下
度
、
御
念
書
昨
夜
中
相
達
候
侭
只
今
如
此
御
返
事
致

候
、
乍
繰
事
御
返
事
被
下
度
候
、
早
々
不
備
、

十
月
十
八
日

名

井
上
才
蔵
様

原
田
織
衛
様

一
、
右
両
人
よ
り
左
之
通
申
来
り
候
、

昨
日
愚
札
申
上
候
処
、
今
日
態
々
御
挨
拶
被
仰
下
拝
見
仕
候
、
弥
御

堅
勝
御
勤
仕
被
成
置
候
由
奉
珍
重
候
、
然
ハ
旦
那
先
年
拝
領
之
杉
宮

村
地
形
之
義
ハ
、
何
ソ
田
畑
ニ
致
候
為
拝
領
被
致
候
場
処
ニ
ハ
無
之

候
得
共
、
何
方
迚
も
屋
敷
内
空
地
有
之
候
ヘ
ハ
畑
ニ
致
菜
園
等
致
候

義
ハ
同
様
之
義
ニ
而

畑
地
ニ
無
之
屋
敷
ニ
候
得
ハ
畑
ニ
致
候
義
不
相
成

候
義
ニ
ハ
心
得
不
申
候
、
何
ソ
田
地
等
ニ
致
高
等
相
付
候
筋
ニ
ハ
無
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之
、
諸
木
植
候
ニ
も
畑
ニ
致
菜
園
等
致
候
も
銘
々
勝
手
次
第
之
義
ニ

心
得
罷
有
申
候
、
併
屋
敷
ニ
候
得
者
空
地
等
有
之
候
て
も
畑
等
ニ
致

候
義
不
相
成
御
規
定
ニ
有
之
義
ニ
候
ハ
ヽ
何
分
旦
那
江

申
聞
候
て
御
挨

拶
可
申
上
候
得
共
、
全
左
様
之
被
仰
越
ニ
も
無
之
、
鍬
入
抔
と
角
と

立
候
得
は
、
何
と
な
く
開
発
抔
之
様
ニ
相
聞
得
候
得
共
、
全
以
左
様

之
筋
ニ
無
之
、
此
方
地
形
之
事
故
一
先
畑
ニ
致
、
追
々
取
調
之
旨
有

之
手
配
致
候
義
ニ
有
之
候
、
何
ソ
人
職
柄
故
不
苦
抔
と
之
取
調
之
義

ニ
ハ
聊
無
之
、
且
八
幡
村
江

手
入
御
差
留
被
成
候
筋
ニ
無
之
趣
御
念
入

被
仰
下
承
知
仕
候
、
如
何
様
右
一
条
之
義
ハ
良
蔵
抔
取
請
違
申
聞
候

義
可
有
之
候
、
左
御
承
知
可
被
下
候
、
且
杉
宮
村
之
義
ハ
一
村
一
円

之
開
御
差
紙
処
持
被
致
候
得
共
、
右
御
差
紙
下
之
内
百
間
四
方
先
年

願
被
申
之
拝
領
被
致
候
地
形
ニ
有
之
候
、
其
後
貝
沢
村
江

預
置
候
義
も

有
之
、
右
地
形
之
義
ハ
八
幡
村
之
内
京
塚
と
申
処
地
続
ニ
而

杉
宮
村
之

余
程
間
遠
之
処
ニ
而

是
迄
杉
宮
村
ニ
而

格
別
草
飼
等
致
候
義
共
不
相
聞

得
、草
飼
致
候
迚
至
而

草
生
不
宜
刈
取
候
事
不
相
成
場
処
ニ
有
之
申
候
、

杉
宮
村
よ
り
も
此
方
江

願
筋
有
之
候
得
共
段
々
吟
味
致
候
処
、
著
し
き

迷
惑
形
も
不
相
見
得
候
事
故
取
受
不
申
候
、
定
而

杉
宮
村
よ
り
迷
惑
形

申
上
候
義
ニ
可
有
之
候
得
共
、
段
々
得
其
意
候
通
ニ
御
座
候
故
、
此

段
宜
御
承
知
可
被
下
候
、
右
為
御
挨
拶
如
此
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、

十
月
十
八
日

原
田
織
衛

井
上
才
蔵

一
、
仁
平
禮
蔵
よ
り
手
紙
ニ
而

明
後
廿
日
役
頭
浅
舞
御
役
屋
御
出
立
、
当
処
江

御

引
移
、
猶
右
ニ
付
下
院
内
村
・
湯
沢
町
・
稲
庭
村
・
猿
半
内
村
右
村
々
寄

郷
共
廿
一
日
昼
之
内
御
見
舞
候
事
ニ
禮
蔵
よ
り
申
遣
候
よ
し
、
依
而

両
西
馬

音
内
・
山
田
村
寄
郷
共
廿
一
日
昼
早
ク
寄
郷
共
同
道
致
候
て
御
見
舞
可
致

段
申
渡
候
、

同
十
九
日

一
、
明
日
役
頭
当
処
役
処
江

御
引
移
ニ
付
、
夫
々
手
配
申
附
候
、

同
廿
日

一
、
今
日
役
頭
浅
舞
御
役
屋
よ
り
当
役
処
江

御
出
、

但
シ
同
役
惣
兵
衛
・
御
検
地
役
佐
藤
兵
吉
・
見
回
役
仁
平
禮
蔵
・
川
又

孝
治
共
御
同
様
参
り
候
、

一
、
今
日
御
賞
之
分
左
之
通
被
仰
渡
候
、

林
崎
村

肝
煎
・
長
百
姓
・
惣
御
百
姓

其
村
御
百
姓
共
兼
而

農
事
江

心
を
用
ひ
相
働
、
郷
中
一
同
相
和
し
、
御

百
姓
立
第
一
ニ
心
掛
候
段
出
精
深
切
之
至
ニ
候
、
依
之
為
御
賞
御
酒

壱
斗
五
升
一
村
江

被
下
之
候
条
、
向
後
猶
以
無
懈
出
精
可
致
事
、

十
月

水
沢
村

肝
煎
・
長
百
姓
・
惣
御
百
姓

右
ハ
右
同
断
、

堀
内
村

肝
煎

理
右
衛
門

其
方
事
兼
而

農
事
出
精
、
且
晩
年
盲
人
之
祖
父
江

孝
養
相
尽
、
家
内
之
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者
ニ
も
共
ニ
心
を
用
ひ
、
別
て
長
々
之
病
中
猶
更
怠
ら
す
看
病
も
尽

候
段
相
聞
得
、
奇
特
之
至
ニ
候
、
祖
父
没
後
ニ
候
得
共
、
為
御
賞
調

銭
五
貫
文
被
下
候
間
難
有
可
奉
存
候
、

十
月

大
沢
村

長
百
姓

七
右
衛
門

其
方
事
安
永
七
辰
年
よ
り
長
百
姓
五
拾
八
ヶ
年
無
懈
怠
相
勤
、
兼
而

農

事
江

心
を
用
ひ
相
働
、
御
毛
見
願
等
も
去
ル
午
年
よ
り
弐
十
ヶ
年
之
間

連
綿
御
苦
柄
不
申
上
出
精
深
切
之
至
候
、
依
之
為
御
賞
調
銭
五
貫
文

被
下
候
、

十
月

上
院
内
村

御
百
姓

清
右
衛
門

其
方
事
兼
而

農
事
出
精
相
稼
、
且
四
十
ヶ
年
之
間
連
綿
御
毛
見
願
不
申

上
候
段
深
切
之
至
ニ
候
、
依
之
為
御
賞
調
銭
三
貫
文
被
下
之
候
、

十
月

下
院
内
村

御
百
姓

松
五
郎

其
方
事
兼
而

農
事
江

心
を
用
ひ
諸
人
ニ
勝
れ
候
働
出
精
深
切
之
至
候
、

依
之
為
御
賞
調
銭
弐
貫
文
被
下
之
候
間
、
以
来
猶
更
無
怠
出
精
可
致

候
、十

月

右
之
通
御
書
附
被
相
渡
候
、

同
廿
一
日

一
、
今
朝
未
明
堀
回
村
江

役
頭
始
皆
々
回
在
、
右
ハ
当
春
中
同
処
之
内
江

本
庄
・

八
嶋
よ
り
御
取
寄
候
て
植
立
被
成
置
候
竹
御
見
分
被
成
候
、
猶
同
処
ニ
朝

飯
、
又
々
前
郷
村
役
処
江

御
帰
り
、
雄
勝
村
々
追
々
御
見
舞
、

一
、
担
処
村
々
江

御
賞
御
書
附
村
々
江

相
渡
候
、

一
、
院
内
駅
場
当
暮
ニ
相
成
候
ヘ
ハ
千
五
百
貫
文
余
ニ
相
成
、
如
何
共
大
銭
長

々
御
預
り
候
義
迷
惑
ニ
候
間
、
右
之
内
三
ヶ
弐
通
り
御
汲
上
、
別
御
蔵
宿
江

被
仰
付
被
下
度
候
段
、
右
御
蔵
宿
横
堀
村
松
兵
衛
申
出
ニ
御
座
候
、
然
ハ

当
処
之
内
太
三
郎
今
年
ハ
米
を
手
離
不
申
候
ニ
付
村
々
仕
入
ニ
差
支
ひ
之

節
願
申
上
度
、
外
ニ
與
之
助
も
右
之
願
ニ
御
座
候
間
、
両
人
方
江

拝
借
被
仰

付
候
よ
ふ
ニ
申
上
候
処
、
宜
候
段
御
差
図
ニ
候
、

一
、
松
岡
村
之
内
切
畑
村
之
義
ハ
御
百
姓
御
収
納
之
取
立
方
を
始
諸
事
松
岡
村

と
別
村
之
よ
ふ
ニ
御
座
候
、
然
ハ
此
度
切
畑
村
肝
煎
御
役
御
免
之
義
書
載

差
出
候
間
、
当
人
ハ
、
御
免
ニ
被
成
下
、
肝
煎
ハ
不
被
仰
付
候
而

松
岡
村
肝

煎
諸
事
之
義
共
取
扱
為
致
申
度
、
切
畑
村
之
方
江

ハ
取
立
役
を
相
立
、
御
収

納
を
始
諸
事
取
立
為
致
候
様
仕
度
之
段
御
伺
ニ
相
及
候
処
、
其
通
ニ
而

宜
敷

候
趣
ニ
被
仰
含
候
、

但
此
節
切
畑
村
儀
右
衛
門
と
飯
沢
村
善
之
助
と
喧
嘩
致
候
処
、
善
之
助

打
擲
被
致
、
先
頃
禮
蔵
吟
味
ニ
相
及
、
儀
右
衛
門
不
届
ニ
落
入
揚
屋
江

入

置
、
善
之
助
全
快
無
之
ニ
付
、
右
御
処
方
不
相
究
候
故
、
其
為
杢
右
衛

門
御
免
不
申
渡
相
控
居
り
候
、

同
廿
二
日
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一
、
役
頭
御
用
済
ニ
而

今
朝
御
帰
り
ニ
付
御
立
、

但
シ
惣
兵
衛
・
兵
吉
・
孝
治
も
罷
帰
り
、
浅
舞
御
役
屋
江

参
り
候
、

同
廿
三
日

一
、
今
朝
よ
り
禮
蔵
同
然
堰
筋
并

堤
普
請
出
来
之
分
共
見
分
ニ
罷
越
、
林
崎
村
ニ

而

昼
食
、
役
処
江

罷
帰
り
候
、

同
廿
四
日

一
、
禮
蔵
稲
庭
村
困
窮
形
之
義
ニ
付
見
聞
之
次
第
先
頃
役
頭
江

申
上
候
処
、
右
村

取
調
可
致
段
被
仰
含
候
得
共
、
不
案
内
ニ
付
相
談
ニ
有
之
候
故
、
何
分
於

役
頭
ニ
も
我
等
江

可
申
談
、
篤
と
其
趣
相
調
候
様
ニ
被
仰
含
候
義
故
、
右
の

取
調
ニ
心
附
候
分
書
附
ニ
致
シ
申
談
候
、

同
廿
五
日

一
、
禮
蔵
御
用
済
ニ
付
、
湯
沢
御
役
屋
江

罷
帰
り
候
、

一
、
曽
右
衛
門
江

今
日
御
用
状
を
以
御
収
納
方
吟
味
役
よ
り
院
内
銀
山
飯
料
、
山

田
村
寄
郷
共
同
処
江

直
納
、
湯
沢
町
并

寄
郷
共
湯
沢
納
ニ
可
致
候
義
申
来
り

候
、
然
ハ
最
初
其
向
寄
江

可
相
納
之
趣
ニ
候
処
、
此
度
右
之
通
ニ
て
は
不
相

成
、
猶
又
村
々
之
迷
惑
一
ト
通
ニ
無
之
、
依
而

最
初
之
通
ニ
可
致
、
若
シ
御

収
納
方
ニ
而

是
非
此
度
申
来
候
通
ニ
不
致
候
得
者
不
相
成
次
第
ニ
候
ハ
ヽ
村

々
迷
惑
形
を
篤
と
役
頭
江

申
上
、
無
残
湯
沢
ハ
向
寄
ニ
候
故
同
処
江

可
相
納

之
段
可
申
上
之
段
申
遣
候
、

同
廿
六
日

御
用
な
し
、
雪

同
廿
七
日

昨
日
方
よ
り
院
内
山
中
雪
三
尺
又
ハ
四
尺
ニ
相
成
り
候

由
、
西
山
内
も
壱
尺
五
六
寸
之
雪
ニ
而

消
払
不
申
候
よ
し
、

一
、
担
処
分
馬
口
労
御
役
銀
帳
認
方
不
宜
候
段
、
先
日
小
栗
忠
蔵
・
佐
藤
■
■

■
よ
り
又
七
郎
殿
御
判
紙
添
を
以
仕
送
相
届
候
故
、
右
認
直
シ
候
て
、
右

戻
り
御
判
紙
を
以
今
日
両
人
方
江

仕
送
候
、

一
、
此
度
回
在
前
御
勘
定
処
よ
り
催
促
ニ
而

下
仙
道
村
ニ
而

去
ル
午
年
米
弐
石
何

斗
不
納
有
之
候
故
、
当
丑
年
上
納
可
致
之
趣
故
、
右
ニ
付
村
方
吟
味
相
及

候
処
午
年
前
郷
村
為
御
替
江

無
残
上
納
、
北
条
市
之
助
江

其
節
■
之
請
留
有

之
候
ヘ
ハ
同
年
皆
済
ニ
而

有
之
候
故
、
右
之
差
引
帳
為
致
候
て
、
大
和
田
熊

蔵
江

御
勘
定
役
江

其
段
掛
合
呉
候
様
今
日
申
遣
候
、
も
し
又
村
違
ニ
も
無
之

候
哉
、
下
仙
道
村
ニ
ハ
壱
粒
も
不
納
無
之
、
別
而

為
御
替
米
之
義
ハ
舟
場
江

納
候
分
と
違
候
て
■
皆
済
之
節
御
金
蔵
ニ
而

過
不
納
之
振
合
致
候
事
不
相
成

候
米
故
、
向
方
ニ
而

之
不
納
ニ
も
可
有
之
哉
、
い
つ
れ
右
村
ニ
は
不
納
無
之

趣
篤
と
申
談
呉
候
様
、
今
日
同
人
江

申
遣
候
、

一
、
四
日
附
之
書
状
、
曽
右
衛
門
よ
り
相
達
、

一
、
御
収
納
米
是
迄
舟
場
江

差
出
候
処
、
湯
沢
納
ニ
相
成
候
て
迷
惑
之
村
方
、

同
処
江

附
出
シ
掛
物
何
程
、
舟
場
な
れ
■
何
程
と
申
事
、
何
辺
書
出
候

様
致
度
趣
、
大
山
申
事
ニ
御
座
候
、
余
り
迷
惑
之
筋
御
座
候
ヘ
ハ
夫
丈

御
手
当
ニ
て
も
被
成
候
事
ニ
内
々
相
聞
得
候
間
、
此
段
其
向
江

御
申
渡
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御
取
調
被
遣
可
被
申
候
、
下
略
、

同
廿
八
日

一
、
今
日
湯
沢
詰
合
仁
平
禮
蔵
江

昨
日
曽
右
衛
門
よ
り
申
来
候
義
申
渡
、
取
調
書

遣
シ
呉
候
様
申
遣
候
、
猶
山
田
村
江

も
右
之
段
御
用
状
を
以
朔
日
迄
ニ
可
差

出
之
義
申
遣
候
、

但
シ
今
年
院
内
銀
山
飯
料
三
千
八
百
拾
石
余
之
分
、
御
物
成
差
上
之
内

を
以
被
相
渡
候
ニ
付
、
湯
沢
寄
郷
之
内
・
山
田
寄
郷
之
内
よ
り
右
之
分
江

相
納
候
ニ
付
、
湯
沢
納
■
相
成
候
、
是
迄
ハ
下
院
内
村
寄
郷
之
内
よ
り

右
江

相
納
、
不
足
分
御
買
上
被
成
置
候
処
、
今
年
右
御
買
上
被
相
止
候
ニ

付
て
也
、

同
廿
九
日

一
、
田
口
曽
右
衛
門
、
当
廿
六
日
書
状
相
達
ス
、
外
ニ
替
候
事
無
之
、
御
割
役

よ
り
御
蔵
分
之
書
付
仕
送
相
達
候
、

覚

一
、
米
弐
百
八
拾
弐
石
■
斗
六
升
三
合

院
内
御
米
蔵
納

御
膳
米

一
、
同
拾
八
石
五
斗

五
丁
目
右
同
断

一
、
同
百
石

壱
岐
守
様
右
同
断

一
、
同
百
八
拾
石
三
升
三
合

左
衛
門
殿
御
合
力
米

一
、
同
千
石

五
丁
目
御
米
蔵
納

一
、
大
豆
四
拾
弐
石

右
同
断

一
、
糯
拾
三
石

右
同
断

一
、
米
千
七
百
四
拾
石
九
斗
九
合

江
戸
為
御
替

一
、
同
弐
千
六
百
七
拾
壱
石
壱
斗
四
升
六
合

院
内
銀
山
飯
料

一
、
大
豆
九
斗

院
内
御
米
蔵
納

外
ニ
籾
六
百
弐
拾
四
石

御
籾
蔵
納

右
之
通
御
詰
切
、
余
米
之
分
ハ
湊
御
米
蔵
江

上
納
致
候
様
村
々
江

可
被
仰

渡
候
、
以
上
、

十
月

御
割
役
処

湊
曽
兵
衛
殿

一
、
仁
平
禮
蔵
よ
り
被
仰
渡
書
、
今
日
相
達
、
左
之
通
、

覚

源
通
院
様
御
祥
忌
日
、
只
今
迄
六
月
十
日
ニ
候
処
、
以
来
六
月
朔
日

ニ
相
成
、
御
改
月
並
殺
生
御
指
留
被
成
候
、
依
之

円
明
院
様
御
祥

忌
日
八
月
十
日
之
外
、
月
々
十
日
御
平
日
ニ
相
成
、
殺
生
御
構
無
之

候
、
猶
六
月
朔
日
之
外
是
迄
之
通
御
礼
被

仰
受
候
間
、
此
旨
可
被

相
心
得
候
、

右
之
趣
支
配
処
村
々
江

可
被
申
渡
候
、
以
上
、

十
月
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活
動
報
告

（
令
和
四
年
二
月
現
在
）

一

展
示

○
企
画
展
「
秋
田
県
誕
生
一
五
〇
年
記
念
事
業

廃
藩
置

県
一
五
〇
年

公
文
書
で
み
る
秋
田
の
歴
史
」

前
期

八
月
二
十
六
日
～
九
月
二
十
一
日

後
期

十
月
二
十
八
日
～
十
一
月
三
十
日

廃
藩
置
県
で
秋
田
県
が
誕
生
し
て
当
年
で
一
五
〇

年
を
迎
え
る
こ
と
に
ち
な
み
、
県
総
務
課
主
催
の

「
『
秋
田
県
』
誕
生
一
五
〇
年
記
念
事
業
」
の
一
つ

と
し
て
、
明
治
以
降
の
秋
田
の
歴
史
を
振
り
返
る
趣

旨
で
所
蔵
資
料
の
展
示
を
行
っ
た
。

①
歴
代
秋
田
県
知
事
全
員
の
顔
写
真
と
プ
ロ
フ
ィ

ー
ル
を
ぐ
る
り
と
横
一
列
に
並
べ
て
展
示
し
、

百
五
十
年
の
時
の
流
れ
を
表
現

②
各
年
代
の
主
な
出
来
事
（
感
染
症
、
異
常
気
象

・
災
害
、
貧
困
そ
の
他
）
の
説
明
と
、
関
連
公

文
書
や
資
料
を
展
示
。
来
場
者
数
は
延
べ
五
，

一
八
九
名
、
マ
ス
コ
ミ
取
材
は
七
社
。

展
示
室
の
コ
ー
ナ
ー
設
定

・
廃
藩
置
県
～
第
一
五
代
県
知
事
の
在
任
期
間

・
第
一
六
代
～
第
三
〇
代
県
知
事
の
在
任
期
間

・
第
三
一
代
～
第
三
八
代
県
知
事
の
在
任
期
間

・
第
三
九
代
～
第
四
五
代
県
知
事
の
在
任
期
間

・
第
四
六
代
～
第
六
五
代
県
知
事
の
在
任
期
間

・
一
五
〇
年
を
振
り
返
っ
て

（
高
橋
正
弘
）

二

公
文
書
館
講
座

○
古
文
書
解
読
講
座

館
蔵
史
料
を
テ
キ
ス
ト
に
使
用
し
、
く
ず
し
字
解

読
の
手
助
け
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し

た
。
全
六
回
、
一
講
座
当
た
り
の
定
員
は
二
十
名
ま

で
。
参
加
者
数
は
延
べ
百
十
三
名
。

第
一
回

六
月
二
十
五
日

候
文
を
読
む
～
「
国
典
類
抄
」
を
題
材
に
～

（
講
師
・
柴
田
知
彰
）

第
二
回

六
月
二
十
五
日

古
文
書
で
読
む

秋
田
の
く
ら
し

（
講
師
・
一
関
修
二
）

第
三
回

七
月
二
日

家
老
の
日
記
で
学
ぶ
古
文
書

～
「
岡
本
元
朝
日
記
」
を
題
材
に
～

（
講
師
・
髙
田
環
樹
）

第
四
回

七
月
二
日

佐
竹
家
文
書
に
見
る
秋
田
戊
辰
戦
争

～A
S
2
1
2
.
1

シ
リ
ー
ズ

連
続
解
読
～

（
講
師
・
畑
中
康
博
）

第
五
回

七
月
九
日

摺
上
原
の
戦
、
佐
竹
義
宣v

s
.

伊
達
政
宗

～
「
義
宣
家
譜
」
を
読
む
Ⅱ
～

（
講
師
・
佐
藤
隆
）

第
六
回

七
月
九
日

秋
田
藩
の
幕
末
政
情
を
考
え
る

～
「
秋
藩
建
白
類
抄
」
（
混2

1
-
8
1

）
ほ
か
～

（
講
師
・
金
森
正
也
）

〈
都
合
に
よ
り
中
止
〉

第
七
回

七
月
十
六
日

｢

義
和
公
阿
山
・
比
川
御
道
の
記
」
を
読
む

（
講
師
・
藤
田
誠
治
）

第
四
回
ま
で
を
初
級
講
座
、
第
五
～
七
回
を
中
上

級
講
座
に
設
定
し
た
。
一
字
一
字
の
解
読
に
始
ま
り
、

歴
史
的
背
景
も
踏
ま
え
た
内
容
理
解
に
至
る
ま
で
、

各
回
で
そ
の
重
心
は
移
し
な
が
ら
幅
広
く
受
講
生
の

学
習
意
欲
に
応
え
た
。

（
髙
田
環
樹
）

○
歴
史
講
座

館
蔵
史
料
や
そ
れ
に
関
係
す
る
歴
史
的
事
象
に
つ

い
て
解
説
を
行
い
、
館
蔵
史
料
の
重
要
さ
と
面
白
さ

を
感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
行
っ
た
。
全
二

回
、
一
講
座
当
た
り
の
定
員
は
二
十
名
ま
で
。
参
加

者
数
は
延
べ
二
十
七
名
。

第
一
回

九
月
十
日

【
企
画
展
連
携
講
座
】

廃
藩
置
県
一
五
〇
年

公
文
書
で
み
る
秋
田
の
歴
史

（
講
師
・
高
橋
正
弘
）

企
画
展
実
施
ま
で
の
構
想
段
階
や
工
夫
し
た
点
な

ど
を
説
明
し
、
最
後
は
展
示
室
で
各
資
料
を
解
説
し

た
。第

二
回

十
月
二
十
二
日

ク
ニ
マ
ス
は
な
ぜ
生
き
残
っ
た
の
か
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～
文
書
は
小
説
よ
り
奇
な
り
～

（
講
師
・
柴
田
知
彰
）

平
成
二
十
二
年
に
山
梨
県
西
湖
で
再
発
見
さ
れ
た

ク
ニ
マ
ス
。
そ
の
生
き
残
り
の
原
因
と
な
っ
た
数
々

の
事
実
を
、
戦
前
の
文
書
を
用
い
て
読
み
解
い
た
。

（
髙
田
環
樹
）

○
出
前
講
座

「
公
文
書
館
所
蔵
資
料
に
見
る
○
○
」
を
テ
ー
マ

に
、
県
内
の
団
体
や
グ
ル
ー
プ
で
行
う
学
習
会
に
講

師
を
派
遣
し
、
講
座
を
開
催
し
た
。

第
一
回

六
月
二
十
九
日

【
東
成
瀬
村
教
育
委
員
会
主
催

東
成
瀬
村
ふ
る

さ
と
館
】

参
加
者
十
人

古
文
書
教
室

（
講
師
・
畑
中
康
博
）

第
二
回

八
月
三
日

【
秋
田
お
も
と
高
齢
者
大
学

秋
田
市
中
央
市
民

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
】

参
加
者
八
十
人

幕
末
政
治
史

（
講
師
・
畑
中
康
博
）

第
三
回

十
月
二
十
九
日

【
東
成
瀬
村
教
育
委
員
会
主
催

東
成
瀬
村
ふ
る

さ
と
館
】

参
加
者
七
人

古
文
書
教
室

（
講
師
・
畑
中
康
博
）

第
四
回

十
一
月
二
日

【
神
岡
中
央
公
民
館
主
催

お
も
し
ろ
講
座
】

参
加
者
三
十
九
人

佐
竹
家
文
書
に
見
る
秋
田
戊
辰
戦
争

（
講
師
・
畑
中
康
博
）

第
五
回

二
月
二
十
四
日

【
に
か
ほ
市
教
育
委
員
会
主
催

象
潟
公
民
館
】

参
加
者
三
十
四
人

古
文
書
で
読
む
秋
田
の
く
ら
し

（
講
師
・
一
関
修
二
）

各
回
の
参
加
者
は
数
名
か
ら
数
十
名
と
ま
ち
ま
ち

で
あ
る
。
内
容
は
古
文
書
解
読
・
古
文
書
整
理
・
秋

田
の
幕
末
政
治
史
・
秋
田
の
近
世
風
俗
史
と
多
岐
に

渡
っ
た
。

（
髙
田
環
樹
）

三

県
政
映
画
上
映
会

○
県
政
映
画
上
映
会

昭
和
三
十
年
～
五
十
年
代
前
半
に
県
が
広
報
の
た

め
制
作
し
た
「
県
政
映
画
」
を
大
き
な
ス
ク
リ
ー
ン

で
ご
鑑
賞
い
た
だ
く
上
映
会
を
当
館
多
目
的
ホ
ー
ル

で
開
催
し
た
。
全
二
日
間
、
一
日
当
た
り
の
三
回
上

映
を
計
画
し
た
。
一
日
当
た
り
の
定
員
は
六
十
名
。

来
場
者
数
は
計
三
十
五
名
。

第
一
回
上
映
会

八
月
二
十
七
日

〈
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
る

イ
ベ
ン
ト
自
粛
に
よ
り
中
止
〉

第
二
回
上
映
会

十
一
月
二
日

令
和
三
年
夏
に
行
わ
れ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

に
関
連
し
て
、
前
回
昭
和
三
十
九
年
に
秋
田
県
で

行
わ
れ
た
聖
火
リ
レ
ー
の
模
様
や
、
メ
ダ
ル
を
獲

得
し
た
県
出
身
選
手
の
県
庁
訪
問
の
様
子
が
映
っ

た
も
の
な
ど
を
上
映
し
た
。

（
梅
田
浩
彰
）

四

研
修
・
協
議
会
等

○
「
二
〇
二
一
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
（
史

料
管
理
学
研
修
会
）
短
期
コ
ー
ス
」

十
一
月
八
日
～
十
三
日

松
江
市
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

国
立
国
文
学
研
究
資
料
館
主
催
に
よ
る
今
年
度
の

「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
（
史
料
管
理
学
研
修

会
）
」
は
島
根
県
松
江
市
で
開
催
さ
れ
た
。
五
〇
名

の
参
加
者
の
う
ち
、
筆
者
他
一
名
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で

参
加
し
た
。

◆
【
研
修
内
容
】

１
「
現
代
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
役
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割
」
渡
辺
浩
一
（
国
文
学
研
究
資
料
館
、
以
下
「
国

文
」
と
す
る
。
）

・
か
つ
て
は
レ
コ
ー
ド
（
現
用
段
階
）
と
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
（
非
現
用
段
階
）
を
分
け
て
い
た
が
、

電
子
文
書
が
導
入
さ
れ
た
現
在
で
は
、
現
用
段

階
か
ら
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
発
生
す
る
「
記
録
連

続
体
論
」
が
主
流
。

２
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
源
論
」
藤
實
久
美
子
（
国
文
）

・
目
録
は
、
フ
ォ
ン
ド
（
出
所
）
、
サ
ブ･

フ
ォ

ン
ド
（
組
織
）
、
シ
リ
ー
ズ
（
機
能
）
、
フ
ァ

イ
ル
（
内
容
）
、
ア
イ
テ
ム
（
単
体
）
か
ら
な

る
階
層
構
造
目
録
に
す
べ
き
。

３
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ･

レ
コ
ー
ド･

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
論
」

中
村
崇
高
（
出
版
文
化
社
）

・
公
的
機
関･

民
間
企
業
等
で
作
成
さ
れ
る
全
て

の
レ
コ
ー
ド
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
と
な
る
わ
け
で

は
な
い
。

・
あ
る
一
定
の
価
値
基
準
（
経
営
上
の
価
値
、
歴

史
的
価
値
＝
情
報
資
産
）
を
も
つ
も
の
の
み
が
、

歴
史
的
価
値
を
も
つ
資
料
と
し
て
の
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
と
な
る
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
は
、
組
織
の

設
置
目
的
に
則
し
た
価
値
。

・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
体
制･

枠
組
み
が
あ
っ
て
で

き
る
の
だ
が
、
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
あ
る
職
員
が
い

な
け
れ
ば
長
続
き
し
な
い
。

４
「
民
間
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ･

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
」

太
田
尚
宏
（
国
文
）

・
資
料
の
目
録
作
成
は
段
階
的
に
行
う
べ
き
、
機

関
に
資
料
が
寄
贈･

寄
託
さ
れ
た
ら
、
資
料
の

構
造
に
留
意
し
つ
つ
、
表
題
、
作
成
年
、
作
成

･

差
出
、
大
き
さ
な
ど
、
一
見
し
て
分
か
る
情

報
の
み
で
目
録
を
作
り
、
い
ち
早
く
公
開
す
る
。

そ
の
後
、
構
造
分
析
や
多
角
的
検
索
手
段
を
備

え
た
目
録
に
す
る
。
全
て
を
完
璧
に
し
た
目
録

を
作
ら
な
け
れ
ば
、
資
料
を
公
開
で
き
な
い
と

い
う
考
え
は
間
違
い
。

・
寄
贈
は
資
料
の
所
有
権
が
移
る
が
、
寄
託
は
所

有
権
が
移
転
せ
ず
、
使
用
貸
借
契
約
を
結
ん
だ

だ
け
の
状
態
な
の
で
、
寄
託
更
新
期
間
を
定
め

る
必
要
が
あ
る
。

５
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

橋
本

陽
（
京
都
大
学
文
書
館
）

・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
目
録
は
、
文
書
群
が
ど
の
よ

う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
背

景
で
作
ら
れ
た
の
か
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
フ
ォ
ン
ド
、
サ
ブ･

フ
ォ
ン
ド
、

シ
リ
ー
ズ
、
フ
ァ
イ
ル
、
ア
イ
テ
ム
か
ら
な
る

階
層
構
造
目
録
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
整
理
と
目
録
編
成
」

西
村
慎
太
郎
（
国
文
）

・
構
造
分
析
目
録
を
作
る
コ
ツ

①
組
織
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
。

②
機
能
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
。

③
家
文
書
の
場
合
、
家
を
組
織
と
し
て
考
え
る

・
当
主
の
役
職
を
見
つ
け
る
・
生
業
に
注
目
。

④
個
人
文
書
の
場
合
、
社
会
的･

個
人
的
行
為

を
考
え
て
シ
リ
ー
ズ
を
捉
え
る
。

⑤
日
本
図
書
十
進
分
類
法
は
用
い
な
い
。

⑥
現
状
記
録
に
着
目
す
る
。

７
「
自
然
科
学
系
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
菊
谷
英
司

（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
機
構
）

・
自
然
科
学
系
の
研
究
者
は
、
研
究
資
料
に
法
人

文
書
と
い
う
概
念
が
な
く
保
存
の
意
識
も
薄
か

っ
た
が
、
ス
タ
ッ
プ
細
胞
の
問
題
が
起
き
て
か

ら
意
識
が
変
わ
っ
て
き
た
。

８
「
地
域
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
板
垣
貴
志
（
島
根
大
）

・
旧
家
に
残
さ
れ
た
歴
史
資
料
に
は
、
地
域
の
歴

史
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
保
存
は
市
民
が

主
体
、
行
政
が
調
整
、
大
学
が
支
援
、
こ
れ
で

う
ま
く
行
く
。

・
地
域
資
料
は
「
ど
こ
に
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
こ
に
し
か
無
い
も
の
」

・
地
域
資
料
の
整
理
は
、
大
人
を
わ
く
わ
く
さ
せ

る
も
の
。
大
人
が
わ
く
わ
く
す
れ
ば
、
そ
の
波

動
は
必
ず
子
ど
も
に
伝
わ
る
。

９
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
管
理
と
利
用
」
渡
辺
氏

（
島
根
県
総
務
部
総
務
課
）

・
島
根
県
公
文
書
セ
ン
タ
ー
は
、
平
成
二
十
三
年

四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
国
の
公
文
書
管
理
条

例
に
則
り
設
置
さ
れ
た
。

・
島
根
県
の
全
て
の
部
局
の
公
文
書
を
扱
う
。
公

文
書
セ
ン
タ
ー
に
廃
棄･

選
別
の
権
限
は
な
い
。

・
私
文
書
も
受
け
入
れ
て
い
る
。

「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
保
存
環
境
と
劣
化
損
傷
の
予

11
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防
」
青
木

睦
（
国
文
）

・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
収
蔵
は
押
し
込
み
方
法
、「
○

年
度
△
△
課
は
こ
の
棚
」
と
い
う
よ
う
な
ス
ペ

ー
ス
は
取
ら
な
い
。
こ
れ
を
や
る
と
無
駄
が
多

く
、
引
越
が
多
く
な
る
。
デ
ー
タ
で
検
索
で
き

れ
ば
何
の
問
題
も
な
い
。

・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
仕
事
は
終
わ
り
を
意
識
す
る

こ
と
。
そ
う
す
る
と
で
き
る
手
段
が
見
え
て
く

る
。

「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
保
存
修
復
」

12
金
山
正
子
（
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
）

・
資
料
の
修
復
に
は
正
麩
糊
を
用
い
る
。

「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
公
開
と
普
及
活
動
」

13
加
藤
聖
文
（
国
文
）

・
目
録
作
成
は
早
い
こ
と
が
大
事
。
作
成
途
中
で

公
開
し
て
も
全
く
問
題
な
い
。
「
整
理
が
全
て

終
わ
ら
な
い
と
見
せ
ら
れ
な
い
」
に
し
な
い
。

・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
共
同
体
構
成
員
（
本
館
で

い
え
ば
秋
田
県
民
）
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す

た
め
に
存
在
す
る
。
も
の
を
残
す
意
義
づ
け
が

無
け
れ
ば
、
も
の
を
残
し
て
も
意
味
が
な
い
。

・
も
の
を
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
念
を
共
同

体
の
構
成
員
が
共
有
で
き
な
け
れ
ば
、
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
は
簡
単
に
消
滅
（
整
理･

統
合･

廃
館
）

す
る
。

「
総
括
討
論
」
青
木･

加
藤
（
国
文
）

14
・
人
間
の
活
動
の
痕
跡
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
。
た
だ

し
、
公
文
書
は
無
く
て
は
困
る
も
の
で
あ
り
、

民
間
の
文
書
は
残
す
努
力
を
し
た
か
、
た
ま
た

ま
残
っ
た
と
い
う
性
格
の
違
い
が
あ
る
。

（
畑
中
康
博
）

○
市
町
村
公
文
書
・
歴
史
資
料
保
存
利
用
推
進
会
議

十
一
月
二
十
六
日

公
文
書
・
歴
史
資
料
の
保
存
と
利
用
に
つ
い
て

取
組
み
の
強
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
県

内
各
市
町
村
の
公
文
書
管
理
担
当
者
及
び
歴
史
資

料
担
当
者
を
対
象
に
開
催
し
た
。
本
年
度
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
観
点
か
ら
、
初
め

て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
と
な
っ
た
。

・
基
調
講
演

「
地
域
の
記
録
を
保
存
す
る│

安
曇
野
市
文

書
館
の
取
り
組
み│

」

長
野
県
安
曇
野
市
文
書
館

青
木

弥
保
氏

・
事
例
報
告
①
「
地
域
の
資
料
は
誰
の
“
モ
ノ

”
か│

事
例
と
課
題
の
紹
介│

」

（
小
坂
町
）

・
事
例
報
告
②
「
行
政
文
書
管
理
の
方
針
と
現
状

に
つ
い
て
」

（
湯
沢
市
）

（
梅
田
浩
彰
）

○
「
令
和
三
年
度
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
修
Ⅱ
」

二
月
三
日
～
四
日

国
立
公
文
書
館

（
東
京
都
千
代
田
区
）

オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
に
参
加
し
た
。
両
日
別
々
の

テ
ー
マ
で
は
あ
っ
た
が
、
「
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
」

の
促
進
と
い
う
共
通
点
が
見
い
だ
せ
る
内
容
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
「
資
料
の
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
」
に
よ

る
所
蔵
資
料
の
提
供
が
公
文
書
館
の
認
知
度
を
高

め
、
教
育
機
関
も
含
め
た
利
用
者
と
の
間
に
好
循
環

を
生
み
出
す
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
施
設
の
今
後
に
つ
い

て
、
新
し
い
方
向
性
、
そ
し
て
そ
の
必
要
性
を
感
じ

さ
せ
る
研
修
で
あ
っ
た
。

◆
研
修
内
容

一
日
目
テ
ー
マ
：
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
公
文
書
館
等

に
お
け
る
普
及
啓
発
及
び
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
促

進
等

⑴
講
義
①
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・

サ
ー
ビ
ス
」

⑵
事
例
報
告
①
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
福
井
県
文
書

館
の
取
組
に
つ
い
て
」

⑶
事
例
報
告
②
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
山
口
県
文
書

館
の
取
組
に
つ
い
て
」

⑷
事
例
報
告
③
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
沖
縄
県
公
文

書
館
の
取
組
に
つ
い
て
」

二
日
目
テ
ー
マ
：
公
文
書
館
等
に
お
け
る
普
及
啓
発

及
び
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
促
進
等
（
教
育
機
関
と

の
連
携
）

⑸
講
義
①
「
ア
ー
カ
イ
ブ
施
設
と
の
教
育
連
携
」

⑹
講
義
②
「
公
文
書
館
の
資
料
の
活
用
・
教
育
プ
ロ
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グ
ラ
ム
の
開
発
」

⑺
事
例
報
告
①
「
群
馬
県
立
文
書
館
に
お
け
る
教
育

連
携
に
つ
い
て
」

⑻
事
例
報
告
②
「
滋
賀
県
立
公
文
書
館
に
お
け
る
教

育
連
携
に
つ
い
て
」

（
髙
田
環
樹
）

○
第
四
十
七
回
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡

協
議
会
（
全
史
料
協
）
全
国
（
高
知
）
大
会

十
一
月
十
八
・
十
九
日

高
知
県
立
公
文
書
館

今
年
度
の
全
史
料
協
の
大
会
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で

開
催
さ
れ
た
。
大
会
テ
ー
マ
は
「
資
料
保
存
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
拡
充
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
～
連
携
と
支
援
、

高
知
の
挑
戦
～
」
で
あ
る
。
二
日
に
わ
た
る
大
会
の

内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

◆
【
研
修
会
】

・
「
学
校
資
料
の
救
済
と
調
査
保
存
活
動
を
支
援

す
る
」
目
良
裕
昭
（
高
知
県
の
学
校
資
料
を
考

え
る
会
）

・
「
土
佐
和
紙
と
文
化
財
修
理
用
和
紙
に
つ
い
て
」

有
吉
正
明
（
高
知
県
立
紙
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
）

・
「
高
知
県
に
お
け
る
住
民
主
体
の
資
料
保
存
活

動
」
楠
瀬
慶
太
（
高
知
地
域
資
料
保
存
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
）

◆
【
大
会
テ
ー
マ
研
究
会
】

・
「
高
知
県
に
お
け
る
公
文
書
整
理
と
公
文
書
館

の
役
割
」
森
下
信
夫
（
高
知
県
立
文
書
館
）

・
「
大
名
家
資
料
館
か
ら
県
立
博
物
館
へ
」

渡
部
淳
（
高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
）

・
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
守
る
地
域
史
料
」

筒
井
秀
一
（
こ
う
ち
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
・
高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
）

（
髙
田
環
樹
）

五

古
文
書
班
広
報
紙
「
古
文
書
倶
楽
部
」
改
め

「
資
料
紹
介
・
と
っ
て
お
き
の
話
」

昨
年
度
末
に
第
百
号
を
発
行
し
た
「
古
文
書
倶
楽

部
」
は
、
今
年
度
よ
り
「
資
料
紹
介
」
・
「
と
っ
て

お
き
の
話
」
と
タ
イ
ト
ル
を
替
え
、
当
館
広
報
紙
「
公

文
書
館
だ
よ
り
」
に
統
合
し
た
。
日
頃
の
調
査
・
研

究
の
成
果
を
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
な
が
ら
、
当
館

の
所
蔵
資
料
を
よ
り
よ
く
利
用
し
て
い
た
だ
く
と
い

う
目
的
は
引
き
継
い
で
い
る
。
館
内
で
配
布
し
て
い

る
他
に
、
閲
覧
室
や
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
掲
示

し
、
当
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
も
公
開

し
て
い
る
。

第
三
十
七
号
「
公
文
書
館
だ
よ
り
」
六
月
一
日

・
【
資
料
紹
介
】

秋
田
県
指
定
有
形
文
化
財

「
外
町
屋
敷
間
数
絵
図
」

（
一
関
修
二
）

・
【
と
っ
て
お
き
の
話
】

秋
田
の
戦
国
大
名

秋
田
氏
（
安
東
氏
）

（
佐
藤
隆
）

第
三
十
八
号
「
公
文
書
館
だ
よ
り
」
十
月
一
日

・
【
資
料
紹
介
】

「
渋
江
和
光
日
記
」

（
畑
中
康
博
）

・
【
と
っ
て
お
き
の
話
】

米
切
手
は
面
白
い

（
金
森
正
也
）

第
三
十
九
号
「
公
文
書
館
だ
よ
り
」
三
月
十
日

・
【
資
料
紹
介
】

「
鉱
山
紀
年
録
」

（
柴
田
知
彰
）

・
【
と
っ
て
お
き
の
話
】

義
和
公
阿
仁
鉱
山
巡
覧
の
旅

（
藤
田
誠
治
）

（
髙
田
環
樹
）
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